
53条(1)-添付 4-263 

 

 

 

第 4.3.3.1.21図 格納容器鋼壁温度の推移 

 

 

第 4.3.3.1.22図 格納容器内水素濃度の推移  
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第 4.3.3.1.23図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにおける解析体系 

  

圧力境界

圧力境界

炉心上部機構

高圧プレナム

カバーガス

冷却材の流れ

[1802]



53条(1)-添付 4-265 

 

 

 

第 4.3.3.1.24図 遷移過程の不確かさの影響評価における反応度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 

 

 

第 4.3.3.1.25図 遷移過程の不確かさの影響評価における原子炉出力履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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第 4.3.3.1.26図 遷移過程の不確かさの影響評価における炉心平均燃料温度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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第 4.3.3.1.27図 デブリベッド最高温度の履歴 

 

 

第 4.3.3.1.28図 ＳＵＳ３０４のクリープ破断時間と応力の関係（900℃から1,000℃） 
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第 4.3.3.1.29図 残留炉心物質最高温度の履歴 

 

 

第 4.3.3.1.30図 残留炉心物質下面の最高温度の履歴 
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(A) 径方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の径方向変位 

 

  

(B) 鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の鉛直方向変位 

第 4.3.3.1.31図 径方向及び鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の変位の履歴 
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第 4.3.3.1.32図 回転プラグ及び炉心上部機構の動的応答の解析結果 

 

 

 

第 4.3.3.1.33図 格納容器内圧力の推移（不確かさの影響評価） 
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第 4.3.3.1.34図 格納容器鋼壁温度の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.1.35図 格納容器内水素濃度の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

格
納

容
器
鋼

壁
温
度

（
℃
）

時間（h）

スプレイ燃焼

不確かさ解析[崩壊熱1.1倍]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10

水
素
濃
度
（
vo
l%
）

時間（min）

ナトリウム-コンクリート反応

不確かさ解析[プール面積2倍]

Na 消費により反応停止 

[1809]



53条(1)-添付 4-272 

 

4.3.3.2 外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故は、原子炉の出力運転中に、

何らかの原因で外部電源が喪失した後、「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発信に成功

するものの、原子炉保護系（スクラム）が正常に動作しなかったことで、原子炉の停止に失敗

する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、１次主循環ポンプト

リップによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって

炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において冷却材が沸騰し、さらに炉心が損傷を開始するまでの時

間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原子炉を

自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物質の冷却及

び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容器破損防止措

置を講じる。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、代替安全保護回路と

して、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後備炉停止制御棒を急速挿入

することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ

信号として整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措置（後

備炉停止系用論理回路による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合、炉心の著しい損

傷に至ることから、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使

用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により、損傷炉心物質を冷却すること

で原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める

措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエ

ネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性があるた

め、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を緩和し、

格納容器の破損を防止する。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置

及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.2.1 図に示す。本評価事故シーケン

スにおいて多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、原子炉保護系（スク

ラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

[1810]



53条(1)-添付 4-273 

 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心の著しい

損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的と

する。 

ａ．１次主循環ポンプ及び駆動電動機に適切な慣性を持たせ、この慣性と１次冷却材

の流体慣性により、主電動機停止の際の１次冷却材流量の減少率を小さくする

（ポンプ回転数の慣性降下時の時定数は約 10 秒）。 

ｂ．「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備することに

より、「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原子炉の

停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｅ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。また、1 次主冷却系の流量を増大させ

ると、炉心の著しい損傷を回避できる可能性があるため、運転員は手動で１次主

冷却系の流量を増大できるものとする。なお、本措置は上記のｂ．～ｄ．の措置

による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に

講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、格納容器の破

損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状

況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．外部電源喪失時は非常用ディーゼル電源系、交流無停電電源系及び直流無停電電

源系により非常用電源が確保され、原子炉保護のために必要な施設内補機への給

電が行われる。なお、原子炉保護系は、直流及び交流無停電電源系より給電され、

１次主循環ポンプのポニーモータは、直流無停電電源系より給電される。 

ｂ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における低速

運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主

冷却機の自然通風による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｃ．回転プラグ及びその固定ボルトを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により、

即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納

容器内に噴出したナトリウムの影響を緩和する。 

ｄ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバー
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ガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｅ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射

能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及

び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全

施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学

的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置

及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.2.1 表及び第 4.3.3.2.2 表に示す。

これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放

射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備す

る。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置

及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.2.3 表及び第 4.3.3.2.4

表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 4名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.1 外部電源喪失及び

原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は

「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故を

想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び格納容器破損防止措置は「4.3.3.1 外部電源喪失

及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評

価は「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施
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する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故を

想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止され

る。 

 

 

 

 

 

第4.3.3.2.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉ト

リップ信号発信及び原子炉ス

クラム（自動停止）につい

て、原子炉保護系（スクラ

ム）の動作及び核計装（線形

出力系）等の監視により確認

する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「電源喪失」による原子炉保

護系（スクラム）動作を確認

し、発信に失敗している場合

は事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリッ

プ」による後備炉停止系用論

理回路動作に伴う後備炉停止

系による原子炉スクラム（自

動停止）を核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポン

プトリップ」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.2.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（ポニーモータ

低速運転）の運転状況を確認

するとともに、２次主冷却系

（自然循環）及び主冷却機

（自然通風）に異常等がない

ことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス

圧力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納

容器内温度高」、

「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.2.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第 4.3.3.2.4 表 格納容器防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作失敗を確認す
る。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スク
  ラム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による原子炉スクラム（自動停
止）を確認する。
・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 運転員B、C 2 ・１次主冷却系流量増大
・１次主冷却系流量増大に係る操
作を実施する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう設計して

いる。このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、

原子炉停止の確認及び停止後の除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。機器の操作時間に余裕

を見込んだ時間を設定している。操作実施後は、放射

性物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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第 4.3.3.2.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

外部電源喪失

（Yes）

（No）

原子炉自動停止

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「電源喪失」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「１次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（Yes）

（No）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「電源喪失」

【格納容器破損防止措置】

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

（Yes）

原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ及び
原子炉ｶﾊﾞｰｶﾞｽ等のﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ内
に放射性物質を閉じ込め、貯留

格納容器アイソレーション確認＊

「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

【炉心損傷防止措置】

＊：格納容器（床上）へのナトリウムの噴出等に
より、格納容器内の圧力、温度及び床上放射
能レベルが異常に上昇した場合

（No）

格納容器手動アイソレーション

原子炉自動停
止失敗と判断

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

格納容器破損防止
（原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度上昇抑制）

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温
度・圧力等上昇抑制）

格納容器内閉
じ込め確認

（Yes）

炉心の著しい損傷

格納容器（床上）へのナト
リウムの噴出等による原子
炉冷却材バウンダリ外への

放射性物質の漏えい

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入

原子炉手動停止に失敗したと判断した場合、１次
主冷却系流量増大操作を実施する。
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4.3.3.3 １次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故は、原子炉の出力運

転中に、何らかの機械的原因により１次主循環ポンプ 1台の軸が固着し、１次冷却材流量が減

少した際に、「１次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止

に失敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、１次主循環ポ

ンプ軸固着による炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によ

って炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において冷却材が沸騰し、さらに炉心が損傷を開始するまでの時

間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原子炉を

自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物質の冷却及

び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容器破損防止措

置を講じる。 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「１次主循環ポ

ンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原子炉保

護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉心損傷防止

措置（代替原子炉トリップ信号による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合、炉心の

著しい損傷に至ることから、1ループの１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプの

ポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により、損傷炉心物

質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に損傷炉心

物質を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエ

ネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性があるた

め、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を緩和し、

格納容器の破損を防止する。 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.3.1 図に示す。本評価事故シ

ーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「１次冷却

材流量低」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著
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しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目

的とする。 

ａ．１次主循環ポンプ及び駆動電動機に適切な慣性を持たせ、この慣性と１次冷却材

の流体慣性により、主電動機停止の際の１次冷却材流量の減少率を小さくする

（ポンプ回転数の慣性降下時の時定数は約 10 秒）。 

ｂ．「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備することに

より、「１次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも

原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｅ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。また、条件によっては、1 次主冷却系

の流量を増大させると、炉心の著しい損傷を回避できる可能性があるため、運転

員は手動で１次主冷却系の流量を増大できるものとする。なお、本措置は上記の

ｂ．～ｄ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上

のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、格納容器

の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故

の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、1 ループの１次主冷却系に

おける低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然

循環及び主冷却機の自然通風による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．回転プラグ及びその固定ボルトを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により、

即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納

容器内に噴出したナトリウムの影響を緩和する。 

ｃ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバー

ガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｄ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射

能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及

び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全

施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学
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的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.3.1 表及び第 4.3.3.3.2 表に

示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多

量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき

整備する。 

（５）作業と所要時間 

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.3.3表第 4.3.3.3.4

表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 4名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

また、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度の初期値をそれぞ

れ、1,794℃、540℃及び 531℃とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）最も厳しい想定として、事故ループの１次主循環ポンプの回転数が瞬時に零に

なるものとする。また、１次主循環ポンプは、1基が停止した場合に、相互イン
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ターロックにより他ループの 1 基を停止する設計であるため、他の 1 ループの

１次主循環ポンプの主電動機も同時に停止し、1 ループのポニーモータによる

低速運転に引き継がれるものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）原子炉の自動停止は「１次主循環ポンプトリップ」によるものとし、応答時間

は 4.2秒とする。 

7）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心

温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待しな

いものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の

速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/k とする。また、解析

では制御棒の挿入速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価

値 90%挿入までの時間を 0.8秒とする。 

8）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

9）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.3.2図に示す。 

１次主循環ポンプ軸固着の発生により、事故ループの冷却材流量は急速に減少する

とともに、他の 1 ループの１次主循環ポンプの主電動機も同時に停止する。「１次冷

却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、代替原子炉トリップ信号で

ある「１次主循環ポンプトリップ」が事故発生後 1.2秒で後備炉停止系用論理回路に

到達し、時刻 4.2 秒に後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所

定の速度で急速挿入を開始する。 

１次主循環ポンプ軸固着により炉心流量は事象発生 0 秒から減少しており、後備

炉停止制御棒の挿入が開始されるまで被覆管温度及び冷却材温度が上昇する。その

間、主に冷却材の温度上昇による負の反応度が投入され、原子炉出力は定格出力の約

80%まで低下し、燃料温度も低下する。また、健全ループの１次主循環ポンプの主電

動機はポニーモータ運転に引き継がれるとともに、原子炉スクラム信号の発信によ

り、両ループの２次主循環ポンプがトリップし、２次主冷却系は自然循環に移行する。

２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の主送風

機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わ

る。代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下

し、それに伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下するが、炉心流量と原子

炉出力のバランスにより、一度上昇に転じてから再び低下する。原子炉容器出口冷却

材温度は、初期温度からほとんど上昇せず緩やかに低下する。以降は、安定に原子炉

の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、後備炉停止制御棒の挿入開始時に出現し、それ
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ぞれ約 750℃及び約 740℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却

材温度は、初期値からほとんど上昇せず最高温度は約 460℃であり、評価項目を満足

する。 

以上より、１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を

想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる反応度係数の不確かさに係る感度解析を実施して

評価項目に対する影響を評価する。反応度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等による

幅（炉心支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、それぞ

れ以下のとおり設定する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないた

め、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影

響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック

特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確か

さの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるように

これらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここで

は、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

 

ドップラ係数   ： 燃料温度の低下に対して、正のフィードバック効果が最大

となるよう絶対値が最大の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最大の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 本評価事故シーケンスにおける評価項目である燃料温度

及び炉心冷却材温度等が最大値となるまでの間は原子炉

容器入口冷却材温度の変化が生じないため、炉心支持板温

度係数の不確かさは考慮しない。 

解析結果を第 4.3.3.3.3図に示す。 
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後備炉停止制御棒の挿入が開始されるまでに、主に冷却材の負のフィードバック反応度

が小さくなることにより、原子炉出力の低下が「i)基本ケース」の解析に比べ小さくなっ

た。結果として、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と比

べ、それぞれ約 10℃高く、約 760℃及び約 750℃であり、評価項目を満足する。また、燃

料最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃、原子炉容器出口冷却材

の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析とほとんど変わらず約 460℃であり、評価項目

を満足する。 

以上より、１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定

した場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止

される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．起因過程の解析 

事故の開始から炉心燃料が溶融してラッパ管が破損するまでの初期の過程を起因

過程と呼び、計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

a．解析条件 

解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事

故」に同じである。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）炉心領域の全集合体を 33 のＳＡＳ４Ａチャンネルで代表する。各チャンネル

は、単一の燃料要素とこれに付随する冷却材流路及び構造材で代表する。ＳＡ

Ｓ４Ａチャンネルの配置は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号

発信失敗の重畳事故」に同じである。 

2）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

3）最も厳しい想定として、事故ループの１次主循環ポンプの回転数が瞬時に零に

なるものとする。他の 1ループの１次主循環ポンプの主電動機も同時に停止し、

1 ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれ、炉心流量は定格値の約

6.5％が確保されるものとする。1ループの１次主循環ポンプの軸固着後の冷却

材流量を第 4.3.3.3.4図に示す。 

4）ドップラ係数、燃料密度係数、冷却材密度係数（ナトリウムボイド反応度）及

び構造材密度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

5）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）炉心の燃焼状態は、標準平衡炉心の運転サイクル初期とする。 

7）照射燃料集合体は炉心燃料集合体と比べて内部構造が複雑であり燃料要素の形

状や組成も異なるため、炉心燃料集合体と同様に忠実にモデル化することは合

理的ではない。また、その燃料装荷量は炉心燃料集合体に比べて少なく、仮に

燃料損傷が発生したとしても事象推移に与える影響は小さい。このため、照射
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燃料集合体は炉心燃料集合体に置き換え、集合体の出力、冷却材流量及び反応

度係数は、照射燃料集合体の値を用いることで、起因過程では損傷しない想定

とする。 

8）燃料要素の照射挙動を扱う定常計算と、冷却材流量減少挙動等の過渡挙動を扱

う過渡計算に分けて計算する。定常計算では、燃料要素の熱計算及び変形計算、

各メッシュの出力に応じた FP ガスの生成量の計算や燃料中の FPガスの保持量

と温度に応じた放出量の計算を行い、炉心の燃焼状態を模擬する。過渡計算で

は、定常計算の結果を初期条件として各種過渡現象を模擬した計算を行う。 

9）ナトリウムボイド反応度が負であるため、本評価事故シーケンスでは、原子炉

の出力が十分に低下し、燃料の温度低下と収縮により被覆管による拘束力は燃

料が溶融する前に喪失し、燃料自身の強度が失われれば崩壊する状態になる。

また、燃料内の温度分布が平坦化し、燃料の中心部で溶融が生じる段階では、

高温化によって既に強度が低下した燃料は、短時間で崩壊に至ると考えられる。

燃料破損時の燃料溶融割合が小さいほど燃料分散による負の反応度効果が抑え

られることを考慮し、燃料は溶融開始直後に破損するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.3.5図及び第 4.3.3.3.6図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、1ループの１次主循環ポンプの軸固着によって

冷却材流量が減少するため、燃料要素からの除熱が減少し冷却材温度が上昇する。冷

却材温度の上昇に伴う密度反応度は負であるため、原子炉出力はゆっくりと低下す

る。燃料温度は、燃料要素からの除熱の減少でいったん上昇するが、その後、原子炉

出力の低下とともに低下する。燃料温度の低下に伴う反応度効果は、正の燃料密度反

応度とドップラ反応度であるがいずれも小さい。冷却材温度は、更に上昇を続け出力

／流量比が最も大きいチャンネル（第 4.3.3.1.5 図のチャンネル 12）において、燃

料上端部で冷却材の沸騰が始まる。沸騰気泡が成長し炉心中心に拡大すると、燃料要

素からの除熱は更に減少する。ナトリウムボイド反応度は負であるため、沸騰気泡の

拡大は負の反応度効果を持つ。燃料要素からの除熱の減少により被覆管の溶融と移動

が始まるが、ナトリウム蒸気流と重力による溶融被覆管の炉心中央から上下への移動

は正の反応度効果を持つため、単調に減少していた原子炉出力がわずかに上昇し、こ

れに伴い燃料温度も若干上昇する。炉心全体では、負の冷却材密度反応度及びナトリ

ウムボイド反応度が卓越しているため、全反応度は未臨界の状態が維持される。冷却

材温度の上昇に伴う負の反応度、その後破損した燃料の上下への分散に伴う負の反応

度が投入されることで原子炉出力は低下する。時刻約 52.3 秒でチャンネル 12 のラ

ッパ管の温度が融点まで上昇し、ＳＡＳ４Ａの適用限界に達する。その約 50 秒間の

起因過程の範囲では、炉心は出力／流量比が大きい 3 チャンネル（炉心燃料集合体

数：4）の損傷にとどまる。 

起因過程において、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである反応度変化は、

事象全体を通じて負にとどまり臨界（0.0$）を超えない。また、炉心損傷の範囲も限

定的であり、有意なエネルギー放出はなく、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメー
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タである炉心平均燃料温度は、初期値から約 20℃上昇した後に低下し、その後も大

きく上昇することはない。なお、内側炉心の軸方向中心領域に一部冷却材密度反応度

及びボイド反応度が正となる領域があるが、その領域の反応度価値はその上下の負と

なる領域の反応度価値に比べて絶対値は小さく、事象推移に与える影響は極めて小さ

い。 

以上より、起因過程において、有意な正の反応度効果はなく、反応度及び原子炉の

出力の上昇がないまま低温状態で推移し、部分的な炉心損傷の状態で後続の遷移過程

に移行する。 

ⅱ．遷移過程の解析 

起因過程の後、ラッパ管の溶融から炉心損傷が全炉心に拡大し、事象推移を経て事

故が核的に収束するまでの過程を遷移過程と呼び、計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅳによ

り解析する。 

a．解析条件 

ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系を第 4.3.3.3.7図に示す。また、本評価事故シ

ーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）起因過程の解析結果を初期状態とし、炉心物質の分布（質量、温度、速度及び

圧力）及び原子炉の出力及び反応度をそのまま引き継ぐ。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳに

おける初期物質分布を第 4.3.3.3.8図に示す。 

2）起因過程の解析結果を引き継ぐタイミングは、ＳＡＳ４Ａの適用限界であるラ

ッパ管が破損する直前とする。 

3）低エンタルピーの液体燃料及び液体スティールについて、固体粒子の混在によ

る流動抵抗の増加効果を考慮する。また、密度がほぼ等しい、液体燃料及び燃

料粒子並びに液体スティール及びスティール粒子は、それぞれ同じ速度を持つ

ものとする。ナトリウム、制御材及び蒸気相は、これらと独立の速度場を持つ

ものとする。 

4）空間依存動特性における中性子束分布の計算には、3 次元の輸送計算モデルを

用いる。また、使用する核データは、核設計に用いられている高速炉用炉定数

を 18 群エネルギー構造に縮約した核反応断面積セット（無限希釈断面積及び

自己遮蔽因子テーブル）を用いる。 

5）原子炉容器内全体を 3 次元直交座標（流体力学メッシュ：21×19×67）でモデ

ル化し、鉛直方向は低圧プレナムからカバーガス領域までを、径方向は内側炉

心から遮へい集合体までをモデル化する。核計算メッシュは、流体力学メッシ

ュの一部の燃料物質が存在する領域を対象とする。 

6）炉心下部の高圧プレナム部及び上部プレナム部の側面には、炉心流量を再現す

るための圧力境界条件を与える。各炉心燃料集合体の入口には、定格時の流量

を再現できるようオリフィス圧力損失係数を与える。また、遷移過程開始時に

は、すでに 1 ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転に移行

しているため、定格運転時の 6.5%流量を再現するように入口圧力を設定する。 

7）B 型及び C 型照射燃料集合体は、同じ列に装荷されている燃料集合体の平均出
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力に最も近い炉心燃料集合体に置き換える。 

8）炉心からの燃料流出経路としては、LGT 及び径方向の反射体の集合体間ギャッ

プを考慮する。 

9）被覆管が溶融した時点又は燃料ペレットが固相線温度に達した時点で燃料ペレ

ットを直ちに破損させ、可動性のある燃料粒子とする。 

10）損傷燃料のスエリングは考慮せず製造時密度で沈降するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.3.9図から第 4.3.3.3.11図に示す。 

遷移過程の初期には、大半の燃料集合体は健全状態にある。一方、冷却材による除

熱は不十分であり炉心の昇温は続くが、原子炉の出力が低いため、炉心損傷の進展は

極めて緩慢なものとなる。また、遷移過程の初期には、損傷集合体が限定されている

ため、反応度及び原子炉の出力に大きな変化はない。起因過程終了時に損傷していた

集合体に隣接する燃料集合体では、損傷炉心物質の接触に伴い、集合体管壁が損傷又

は集合体内の冷却材がボイド化する。冷却材がボイド化した燃料集合体では、被覆管

が溶融して燃料ペレットが損傷し、損傷した燃料が沈降すると正の反応度が投入さ

れ、時刻 70 秒前後に反応度と原子炉の出力の上昇が見られる。損傷領域が狭い間は、

反応度の上昇量は大きくないが、ラッパ管の溶融により損傷領域が拡大するとともに

燃料の横方向の移動が可能になると反応度変化も徐々に大きくなる。反応度は、変動

しながら徐々に上昇し、特に外側炉心の燃料が内側炉心領域に移動すると鉛直方向の

燃料凝集よりも更に大きな正の反応度が投入される。時刻 75 秒から反応度と原子炉

の出力の振幅が大きくなり、時折原子炉の出力が定格値を超える。原子炉の出力上昇

により燃料温度の上昇と溶融スティール量が増加し、炉心物質の可動性が増加し、即

発臨界近くまで反応度は上昇するようになる。数回の反応度上昇とパルス状の原子炉

の出力上昇を経て燃料集合体が全炉心規模で損傷し、損傷した燃料の炉心下部への凝

集により時刻 78.6 秒に初めて反応度が即発臨界（1.0$）を超過する。この時に発生

した圧力によって一旦分散した燃料が再度凝集することにより時刻 79.8 秒にも即発

臨界を超過する。2回目の即発臨界超過の燃料の集中運動によって比較的大きな出力

パルスとエネルギー放出が生じる。評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである

炉心平均燃料温度の最大値は約 4,200℃である。この解析結果を受けて、機械的応答

過程において評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである機械的エネルギーを

解析する。 

この時に発生するスティール蒸気圧により炉心インベントリの約 30%の損傷炉心

物質が炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギャップに移行して固

化する。この結果、反応度は、深い未臨界状態（-600$未満）に低下し、原子炉出力

も急速に低下する。その後、再び反応度は、正に回復することはなく、エネルギー放

出が生じる可能性はない。なお、炉心領域の下部には、固化した燃料とスティールが

堆積しており、短時間で溶融燃料が LGT を通じて炉心領域の下方に流出することは

ない。炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギャップ部及び遷移過程

終了時に残留炉心物質において、崩壊熱により発熱を続ける炉心燃料のその後の長期
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にわたる再配置挙動及び冷却挙動については、再配置・冷却過程において解析する。 

ⅲ．再配置・冷却過程の解析 

起因過程及び遷移過程を経て事故が核的に収束（反応度が再び正にもどることのない、深

い未臨界状態に移行）した後も損傷した炉心燃料の崩壊熱による発熱によって事故は更に

進展する。原子炉容器内での損傷炉心物質の再配置挙動には、崩壊熱による残留炉心物質の

溶融と流出挙動に依存して大きな変動幅がある。このため、事象推移に関しては、基本とな

るシナリオを想定した上で、遷移過程における熱エネルギーの放出状況及び残留炉心物質

の溶融と炉心領域からの流出挙動（損傷炉心物質の量及び形態）の考え得る変動幅から長時

間の再配置挙動を検討し、想定される最終的な再配置場所での損傷炉心物質の量及び形態

に基づいて冷却挙動の解析を行う。原子炉容器内での損傷炉心物質の再配置場所は、

「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じとする。 

エネルギー放出が小さい場合には、損傷炉心物質の再配置場所として、下部プレナム底部

及び炉心領域を対象とする。大きなエネルギー放出を伴う場合には、損傷炉心物質の再配置

場所として、上部プレナムの炉心支持台上面（炉心構造物を支持する水平構造物の上面）及

び材料照射ラック底部を対象とする。それぞれの場所について、損傷炉心物質による熱的負

荷に対する解析を行う。 

a．解析条件 

下部プレナムにおけるデブリベッドの冷却については、１次主冷却系流量等の境界

条件をＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤで計算し、下部プレナムに形成されるデブリベッドの冷

却をデブリベッド熱計算モジュールで解析する。残留炉心物質の冷却については、１

次主冷却系流量等の境界条件をＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤで計算し、炉心領域における残

留炉心物質から周囲構造材への伝熱過程を伝熱計算モデルで計算し、残留炉心物質の

再配置場所から周辺の冷却材への熱移行及び原子炉容器内での熱流動挙動をＦＬＵ

ＥＮＴで解析する。また、上部プレナムにおけるデブリベッドの冷却については、堆

積状態に応じてデブリベッド熱計算モジュール（炉心支持台上面に堆積した扁平なデ

ブリベッドが対象）及び伝熱計算モデル（材料照射ラック底部に堆積した縦長円柱状

のデブリベッドが対象）で解析する。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件

等について、1）から 5）に共通的な解析条件等を、6）から 11）にそれぞれの再配置

場所に対する解析条件等を示す。 

1）再配置・冷却過程の初期状態は、遷移過程の解析において核的挙動が収束した

時点の炉心状態から設定する。遷移過程の終状態では、炉心インベントリの約

30%の損傷炉心物質が炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギ

ャップに移行して固化している。ここでは、炉心領域に残留する損傷炉心物質

の量及び下部プレナムへ移行する損傷炉心物質の量が保守的に多くなるように

炉心周囲へ移行する損傷炉心物質の量を炉心インベントリの 30%から 20%に、

炉心領域に残留する損傷炉心物質の量を炉心インベントリの 80%とした状態を

再配置・冷却過程の初期状態とする。 

2）核分裂による発熱は考慮しない。 

3）１次主冷却系の循環パスは確保されており、1 ループの１次主循環ポンプのポ
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ニーモータ運転と２次主冷却系の自然循環による冷却パスは確保されるものと

する。 

4）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を基に、燃料の損傷・溶融と高温状態が

継続していることを考慮して、希ガス及び揮発性の FP からの崩壊熱を除いた

値を用いる。原子炉停止後の経過時間は、遷移過程後の事象進展を考慮してそ

れぞれの再配置場所について設定する。 

5）炉心領域から下部プレナム又は上部プレナムに移行した溶融炉心物質は、サブ

クール度の高い大量のナトリウムによって効率的に冷却・固化・微粒化して、

下部プレナムでは原子炉容器底部に、上部プレナムでは炉心支持台上面（炉心

構造物を支持する水平構造物の上面）及び材料照射ラック底部に粒子状のデブ

リベッドとして堆積するものとする。デブリベッドの性状については、炉心物

質を用いた試験結果に基づき、デブリ粒子径を 400µm、空隙率を 0.6とする。 

6）遷移過程の終状態の残留炉心物質は、未溶融又は再固化した燃料と溶融スティ

ールの混合物となり、崩壊熱によって徐々に再溶融する。溶融した残留炉心物

質の一部は、LGT を通じて下部プレナムに流出する。炉心領域に残留する損傷

炉心物質の量が炉心インベントリの約 40%を下回ると、崩壊熱と炉心周辺構造

への熱損失のバランスによって残留炉心物質の溶融が止まるとともに下部プレ

ナムへの流出も止まる。このため、炉心領域から下部プレナムへ移行する損傷

炉心物質の量は炉心インベントリの 40%とする。 

7）本評価事故シーケンスでは、事象の開始から約 80秒後に炉心領域から溶融炉心

物質の一部が径方向反射体及び遮へい集合体のラッパ管間のギャップに移行し、

炉心領域での核反応が停止すると遷移過程の終状態となる。ここでは、デブリ

ベッドが形成されるまでの時間を保守的に無視して、下部プレナムのデブリベ

ッドの崩壊熱の起点は事象の発生から約 80秒後とする。また、下部プレナムの

デブリベッド、周囲の冷却材及び原子炉容器壁の初期温度は、それぞれ約 440℃、

約 440℃及び 350℃とする。 

8）6）より炉心領域に残留する損傷炉心物質の量は炉心インベントリの 40%とする。 

9）炉心領域に残留する燃料の崩壊熱の起点は、7）と同様に事象の発生から約 80

秒後とする。また、冷却過程開始時点の炉心条件として、残留炉心物質の温度

は最高約 1,930℃、構造材及び冷却材温度について、支持板下方の領域は約

350℃、炉心周辺領域を除く支持板上方の領域は約 470℃並びに炉心周辺領域は

約 500℃とする。 

10）大きなエネルギー放出が生じた場合には、炉心領域全体が短時間で溶融すると

ともに、圧力上昇により相当量の損傷炉心物質が上部プレナムに放出される。

ここでは、保守的に炉心上部構造による損傷炉心物質の放出の抑制効果を無視

して、上部プレナムに移行する損傷炉心物質の量は炉心インベントリの 100%と

する。また、上部プレナムに放出された損傷炉心物質の広がり面積に対する材

料照射ラックの開口面積の比より、炉心インベントリの約 4%の損傷炉心物質が
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材料照射ラック底部に堆積し、残りは炉心支持台上面に堆積するものとする。 

11）機械的応答過程の解析より、上部プレナムに損傷炉心物質が噴き上げられた高

さから炉心支持台上面までの高さを終端速度で落下すると保守的に仮定して、

上部プレナムのデブリベッドの崩壊熱の起点は、遷移過程における核反応の停

止から 10秒後とする。また、デブリベッドの初期温度は、遷移過程の不確かさ

の影響評価の解析結果より約 5,130℃の損傷炉心物質が上部プレナムに放出さ

れて燃料集合体頂部位置まで沈降した際の損傷炉心物質の温度を保守的に切り

上げた 600℃とする。 

上記で示した上部プレナムにおけるデブリベッド冷却に係る条件は、「4.3.3.1 外

部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に包絡される。このため、

上部プレナムにおけるデブリベッド冷却の解析は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子

炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

b．解析結果 

本評価事故シーケンスで想定される解析条件において、原子炉容器を通過する冷却

材の原子炉容器出口温度は、冷却材の流量減少、原子炉出力の変動及び崩壊熱によっ

て変動する。Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析した原子炉容器出口冷却材温度の変化

を第 4.3.3.3.12 図に示す。原子炉容器出口冷却材温度は約 490℃まで上昇するが、

炉心損傷防止措置の評価項目として設定した原子炉冷却材バウンダリ温度 550℃を

超えないことから、冷却材温度の上昇によって原子炉冷却材バウンダリの損傷に至る

ことはない。 

①  下部プレナムにおけるデブリベッド冷却 

炉心インベントリの 40%の損傷炉心物質からなるデブリベッドの冷却につい

ては、「ⅲ.再配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉心インベントリ

の 70%の損傷炉心物質からなるデブリベッドの場合の結果に対して大きな余裕

がある。また、原子炉容器底部に生じる最大応力（１次応力）について、「ⅲ.再

配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉心インベントリの 70%の損傷

炉心物質からなるデブリベッドの条件における結果は、ＳＵＳ３０４のクリープ

破断強度と比較して小さい。したがって、炉心インベントリの 40%の損傷炉心物

質からなるデブリベッドも原子炉容器内で安定に保持・冷却できる。 

② 残留炉心物質の冷却 

炉心領域に残留した損傷炉心物質の量が炉心インベントリの 40%となる場合

については、「ⅲ.再配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉心インベ

ントリの 80%の損傷炉心物質が炉心領域に残留した場合の結果に対して余裕が

ある。このため、残留炉心物質は、再溶融かつ移動することなく炉心領域におい

て固化した状態で安定に冷却できる。また、原子炉容器内の冷却材温度も過大に

なることはなく、崩壊熱の減衰とともに単調に低下する。したがって、残留炉心

物質が原子炉冷却材バウンダリの健全性に影響を及ぼすことはない。 

ⅳ．機械的応答過程の解析 

機械的応答過程では、起因過程又は遷移過程において即発臨界超過の結果大きな熱エネ

[1828]



53条(1)-添付 4-291 

 

ルギー放出がある場合、高温となった炉心物質は、炉心内の圧力に駆動されて上部プレナム

へ移動し、ナトリウムとの熱的相互作用を生じる。その結果発生するナトリウム蒸気圧によ

って上部プレナム内のナトリウムが上方に加速され、回転プラグの下面のカバーガス領域

を圧縮し、原子炉冷却材バウンダリ等に対して機械的な負荷を与える。上部プレナム内のナ

トリウムの加速による機械的エネルギーの発生並びに機械的エネルギー発生時の原子炉容

器内の圧力上昇に伴う原子炉容器構造応答、回転プラグ及び固定ボルトの応答挙動並びに

回転プラグの間隙を通じた格納容器（床上）へのナトリウム噴出挙動の解析を行う。ナトリ

ウム噴出に係る解析結果は、格納容器応答過程の解析に引き渡して、ナトリウムの燃焼等に

対する格納容器の応答を解析する。 

a．解析条件 

高温炉心物質やナトリウムの蒸発・膨張による機械的エネルギーの発生をＳＩＭＭ

ＥＲ－Ⅳで解析する。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪

失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に同じである。機械的エネルギー発

生時の原子炉容器内の圧力上昇に伴う原子炉容器構造応答をＡＵＴＯＤＹＮで解析

する。ＡＵＴＯＤＹＮにおける解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリ

ップ信号発信失敗の重畳事故」に同じである。機械的エネルギー発生時の回転プラグ

下面の圧力上昇に伴う回転プラグ及び固定ボルトの応答挙動並びに回転プラグの間

隙を通じた格納容器（床上）へのナトリウム噴出をＰＬＵＧで解析する。ＰＬＵＧに

おける解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故」に同じである。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）遷移過程において即発臨界を超過して原子炉の出力の急上昇が起こった直後の、

炉心平均燃料温度が最高値に達した時点の炉心状態（炉心物質の質量、温度、

速度及び圧力）を機械的応答過程の初期状態とする。熱エネルギーの放出によ

り高温となった炉心物資が蒸発・膨張しつつ炉心から上方に噴出され、ナトリ

ウムを蒸発・膨張させながら機械的エネルギーに変換されるものとする。 

2）ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳによる機械的エネルギー発生の解析は、水平方向は炉心中心

から原子炉容器の内面まで、鉛直方向は炉心燃料下端部から回転プラグ底板の

下端面までを、3 次元直交座標を用いてモデル化する。炉心及びその周辺の初

期状態は、遷移過程の解析結果をそのまま接続する。初期の炉心平均燃料温度

及びスティール平均温度は、「i)基本ケース ⅱ．遷移過程の解析」の結果より

それぞれ 4,200℃及び 1,700℃とする。 

3）炉心部から上部プレナムへと溶融炉心物質が容易に噴出するように、遷移過程

において炉心部の上部構造の流路中に侵入した溶融炉心物質が固化することに

よって形成される閉塞を無視し、また、原子炉容器内において、機械的エネル

ギーの吸収に寄与する構造の流動に対する抵抗を無視するなど、機械的エネル

ギーの発生が大きくなるような条件とする。 

4）ＡＵＴＯＤＹＮによる原子炉容器の構造応答解析は、原子炉容器全体を 2 次元

円筒座標でモデル化する。原子炉容器全体は、上端で支持される構造とし、原

子炉容器胴部の変形及び底部の変位を解析する。機械的エネルギー発生の解析
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で得られた炉心物質の膨張における圧力-体積変化を圧力源として解析する。 

5）回転プラグは動かない剛体としてモデル化し、この構造物の変形による機械的

エネルギーの吸収効果を無視するなど、原子炉容器への負荷が大きくなるよう

な条件とする。 

6）ＰＬＵＧによる解析は、回転プラグ及びその固定ボルトをモデル化する。また、

回転プラグ間隙の垂直部分を環状流路、水平部分を矩形流路としてモデル化す

る。回転プラグの応答及び固定ボルトの変形を駆動するプラグ下面の圧力履歴

は、機械的エネルギー発生の解析で得られた圧力履歴を用い、原子炉容器の変

形による圧力緩和効果を無視し、回転プラグへの負荷が大きくなる条件とする。 

7）定常の流動方程式を用いて噴出ナトリウムの流量を計算するなど、ナトリウム

噴出量が多くなる条件とする。 

b．解析結果 

① 機械的エネルギーの発生 

即発臨界超過による熱エネルギーの放出で高温・高圧となった炉心から溶融燃

料と溶融スティールの混合物が上方に放出され、液体ナトリウムを蒸発させる。

これが圧力源となって、上部プレナムのナトリウムを上方へ加速し、原子炉構造

に機械的負荷を与える機械的エネルギーへ変換される。機械的エネルギーの最大

値は約 2.6MJである。なお、圧力源の最大膨張時におけるカバーガス領域の体積

は初期の 15％程度である。 

② 原子炉容器の構造応答 

圧力源の膨張により上部プレナムのナトリウムの上昇速度は、徐々に増大しカ

バーガス領域を圧縮する。この間に生じる機械的負荷は、原子炉容器を水平方向

に変形させるものの、原子炉容器に生ずる周方向ひずみの最大値は約 0.5％であ

り、許容限界である 10％を超えない。したがって、原子炉容器の健全性が損な

われることはない。なお、安全容器側面及び底面に作用を及ぼさない。 

③ 回転プラグ及び固定ボルトの応答並びにナトリウム噴出挙動 

炉心上部機構及び小回転プラグは大回転プラグと一体となって変位し、大回転

プラグとの相対変位は生じない。大回転プラグは 80ms 程度の短時間、2 回に分

けて最大約 2.4mm 上向きに浮き上がるが、原子炉容器内の圧力が回転プラグの

浮上がりに必要な圧力以下に低下すると、支持フランジ上に落下・着座する。各

回転プラグの固定ボルトのひずみは最大でも約 0.2％であり、破断伸びである

15％より十分小さく、固定ボルトの健全性が損なわれることはない。 

以上より、機械的負荷により回転プラグは短時間の間、垂直上方向へ変位する

ものの落下・着座し、固定ボルトの健全性は損なわれない。 

また、大回転プラグの浮上がりは極短時間であって、その間に一時的に形成さ

れる回転プラグ間の間隙を通じてナトリウムが格納容器（床上）へ噴出すること

はない。 

ⅴ．格納容器応答過程の解析 

機械的応答過程より、不確かさの影響を考慮したとしても、原子炉容器内から格納容
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器（床上）へナトリウムが噴出することはないと評価された。このため、格納容器応答

過程の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」

において実施する。 

以上ⅰ．からⅴ．より、１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防

止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．起因過程の不確かさの影響評価 

起因過程の不確かさの影響について、計算コードに関する不確かさとして、FP ガス

の保持量の不確かさを評価する。また、解析条件に関する不確かさのうち、事象進展に

有意な影響を与えるものとしては反応度係数と燃料破損条件が挙げられるが、燃料破損

条件は既に十分に保守的な条件であるため、反応度係数の不確かさとして、ナトリウム

ボイド反応度、ドップラ反応度及び燃料の軸伸びの不確かさの影響を評価する。考慮す

る不確かさの幅は、以下のとおり設定する。 

1）FP ガスの保持量：燃料ペレット中の FP ガスの保持量は、ＳＡＳ４Ａの定常照射

挙動モデルの計算値に対して、負の反応度効果を持つ破損燃料の分散の駆動力と

なる FP ガス圧力の効果を無視する。 

2）ナトリウムボイド反応度：炉心の核設計においては 30%の不確かさを考慮してい

る。ナトリウムボイド反応度は、炉心の極一部の領域を除いておおむね負である。

評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算するため、正の領

域では 1.3倍に、負の領域では 0.7倍に設定する。 

3）ドップラ反応度：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される不

確かさは 30%である。ドップラ反応度係数は負であるが、起因過程のドップラ反

応度は正となるため、評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく

計算するため、1.3倍に設定する。 

4）燃料の軸伸び：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される燃料

密度反応度の不確かさは 30%である。起因過程の事故シーケンスでは燃料は収縮

し反応度変化が正となる。評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大

きく計算するため、1.3倍に設定する。 

これらの解析条件等の間には物理的相関はなく、互いに独立であると考えられ、それ

ぞれ保守的に設定した不確かさを重ね合わせることは過度に保守的な想定となる。そこ

で、感度解析においては、保守的な条件の重畳は行わず、「i)基本ケース ⅰ．起因過

程の解析」に対してそれぞれの不確かさの影響を評価する。 

起因過程に関する感度解析の結果、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである

反応度に関しては、どの不確かさを考慮したとしても、「i)基本ケース ⅰ．起因過程

の解析」と同様に臨界（0.0$）を超えることはない。すなわち、不確かさの影響を考慮

したとしても、起因過程は、出力及び燃料温度が低い状態で推移し、部分的な炉心損傷

のまま後続の遷移過程に移行する。事象の推移と損傷集合体の数に最も大きな影響が生

じたケースは、2)のナトリウムボイド反応度の不確かさを保守的に考慮したケースであ
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る。基本ケースに比べて過渡開始直後から反応度の減少が若干緩やかになり、沸騰開始

時刻や燃料崩壊時刻が早くなっている。このことによって事象進展が速くなり、基本ケ

ースに比べて沸騰及び損傷に至る集合体数が増加した。しかしながら、損傷集合体の数

は基本ケースの 4 集合体から 7 集合体に増加しているが、そのうちの 5 集合体は被覆

管の溶融に至っただけであり、炉心全体の燃料分布は基本ケースと大きく変わらず、遷

移過程の事象推移に大きな影響を与えることはない。なお、2)のナトリウムボイド反応

度ケースでは沸騰開始、燃料崩壊開始、ラッパ管溶融の各時刻が基本ケースから約 10%

から約 17%早くなったのに対して、1)FP ガスの保持量、3)ドップラ反応度、4)燃料の軸

伸び、の不確かさの影響を確認するケースでは変化しないか最大でも約 3%以下の変化

にとどまり、また損傷集合体の数も基本ケースと変わらず 2集合体のままである。 

ⅱ．遷移過程の不確かさの影響評価 

遷移過程の不確かさの影響について、評価項目のうち、「（2） 炉心の著しい損傷に

至った場合において、損傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上

昇を抑制し、原子炉容器内に損傷炉心物質を閉じ込めることができること。」に影響を

及ぼす不確かさは、遷移過程の事象推移の幅広い不確かさの範囲を含める形で再配置・

冷却過程の解析を行う。他方、評価項目の「（3） 燃料の溶融に伴う即発臨界超過によ

り放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部からナトリウムが格納容器（床上）

に噴出する可能性がある場合において、格納容器の破損を防止できること。」の具体的

な評価項目のうち、「① 原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。」に影響

を及ぼす重要なパラメータである即発臨界超過に伴う放出エネルギー及び炉心平均燃

料温度の計算において、大きなエネルギー放出を伴う反応度の急速な挿入を引き起こす

メカニズムは、溶融燃料の大規模な燃料凝集である。「i)基本ケース ⅱ．遷移過程の

解析」において、このような大規模な燃料凝集が起こったのは、遷移過程の開始後約 60

秒で炉心の損傷が広範囲に進展した段階であった。遷移過程の初期条件は、起因過程の

解析結果をできるだけ厳密に接続していること、炉心の損傷が広範囲に進展するまでの

間の事象推移は極めて緩慢で大きな反応度の変動がないことなどから、ここでは、遷移

過程の後期の段階で大規模な燃料移動に影響を及ぼす条件又は解析上の想定における

不確かさを考慮する。 

ここでは、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に

おける結果を考慮して、炉心中心への溶融燃料の凝集移動に対する感度解析を行い、そ

の影響を評価する。 

本解析は、ＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにより解析する。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにおける解析体系は、

「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に同じである。

制御棒、後備炉停止制御棒及び B 型・C 型照射燃料集合体は、「i)基本ケース ⅱ．遷

移過程の解析」と同様に炉心での同じ列に装荷された集合体の平均出力に最も近い集合

体に置き換える。解析における反応度、出力及び炉心平均燃料温度履歴を第 4.3.3.3.13

図から第 4.3.3.3.15 図に示す。2 次元円筒体系では、物質の移動が鉛直・径方向のみ

に束縛されるため、径方向外側から軸中心に向かう燃料集中が 3 次元解析に比べて強

くなる。外側炉心燃料も含めた大規模な炉心中心に向かう燃料凝集が発生することによ
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って反応度が即発臨界を超過し、極めて厳しい熱エネルギーの放出があり、炉心平均燃

料温度の最大値は約 5,130℃である。機械的応答過程の不確かさの影響評価の解析にお

いて機械的エネルギーの発生を計算する際には、初期条件の不確かさを考慮してこの解

析結果を用いる。 

ⅲ．再配置・冷却過程の不確かさの影響評価 

再配置・冷却過程の不確かさの影響について、評価項目の「（2） 炉心の著しい損傷

に至った場合において、損傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度

上昇を抑制し、原子炉容器内に損傷炉心物質を閉じ込めることができること。」に影響

を及ぼす不確かさは、再配置した損傷炉心物質の量の不確かさの影響が最も重要とな

る。そこで、不確かさ幅を十分に上回る損傷炉心物質の量をそれぞれの再配置場所に対

して設定し、冷却性を評価する。 

下部プレナムへの損傷炉心物質の流出量は、流出タイミングに依存する。炉心領域か

ら溶融した残留炉心物質が LGT を通じて下部プレナムに移行しないと想定した場合は、

崩壊熱と炉心周辺構造への熱損失のバランスによって炉心領域で溶融し得る燃料の量

は炉心インベントリの約 70%となる。この状態で、溶融した残留炉心物質が LGTを通じ

て下部プレナムに移行する場合を下部プレナムのデブリベッドの冷却に対する保守的

な上限とする。また、残留炉心物質の冷却に対しては、保守的な損傷炉心物質の量とし

て、炉心インベントリの 80%（残り 20%は炉心周囲の集合体ラッパ管間ギャップに移行・

固化）が炉心領域に残存するものとする。 

① 下部プレナムにおけるデブリベッド冷却 

原子炉容器底部に形成される初期燃料インベントリが約 70%の炉心物質からな

るデブリベッドの冷却をデブリベッド熱計算モジュールで解析する。デブリベッド

の性状については、「i)基本ケース ⅲ．再配置・冷却過程の解析」と同じとする。

原子炉容器底部にデブリベッドが形成される時刻は、「i)基本ケース ⅱ．遷移過

程の解析」の終状態における残留炉心物質のうち、初期燃料インベントリの約 70%

の炉心物質が再溶融する時刻（事象発生から約 1,200秒後）とする。 

解析結果を第 4.3.3.3.16図に示す。 

デブリベッド最高温度は、事象発生から約 1,800秒後に約 720℃まで上昇するが、

その後は崩壊熱の減衰とともに低下する。ここで、デブリベッドにより高温条件と

なる原子炉容器底部の鏡板において、原子炉容器の自重、ナトリウム重量及びデブ

リベッド重量により発生する応力は約 2.8MPa（1次応力）であり、ＳＵＳ３０４に

ついて 900℃を超える温度条件で得られているクリープ試験結果に対して十分に

小さくクリープ破断は発生しない。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、原子炉容器底部に堆積したデブリベッ

ドは周囲の冷却材や構造材による除熱と崩壊熱の低下によって安定に冷却される。

したがって、原子炉容器底部の鏡板がクリープ破損し、炉心溶融物質等が原子炉容

器外に流出することはない。なお、デブリベッドの厚み、粒子径、空隙率の設定に

よって熱容量や等価熱伝導率が変わるため、実験での粒子径や空隙率に係るデータ

のばらつき、デブリベッドが不均一に堆積した場合の影響を考慮しても、この結論
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は変わらない。 

② 残留炉心物質の冷却 

炉心領域に残留した損傷炉心物質の量が炉心インベントリの 80%となる場合に

ついて、伝熱計算モデルにより残留炉心物質内部の温度変化と残留炉心物質とその

周囲の構造物との境界温度が構造物の融点であるとして残留炉心物質から周囲の

構造物への熱移行を解析する。また、ＦＬＵＥＮＴを用いて、炉心バレル構造物内

の内側及び外側反射体、遮へい集合体及びラッパ管間ギャップ部を流れるナトリウ

ムによる残留炉心物質及びギャップ閉塞部の除熱挙動を解析する。 

解析結果を第 4.3.3.3.17図及び第 4.3.3.3.18図に示す。 

伝熱計算モデルの解析より事象発生から約 580 秒後に燃料が再溶融し始め、残

留炉心物質の最高温度は約 2,890℃まで上昇するが、その後は崩壊熱の減衰ととも

に低下する。残留炉心物質の内部がスティールの蒸気圧が発生する様な高温となる

ことはなく、周囲の冷却材や構造材による除熱と崩壊熱の低下によって長期的に安

定に冷却される。 

また、ＦＬＵＥＮＴの解析より残留炉心物質の下面温度は、残留炉心物質の形成

後から発熱条件の時間変化に従って上昇し、事象発生から約 3,400秒後に約 850℃

であり、その後はなだらかに低下する。このとき炉心下部において、集合体ラッパ

管間ギャップのナトリウムは、炉心外側に位置する内側及び外側反射体、遮へい集

合体内部を流れる低温ナトリウムによってラッパ管を介して冷却され、ギャップ部

のナトリウムに低温の炉心外側と高温の残留炉心物質周辺との間で循環流が形成

される。この循環流によって低温のナトリウムが残留炉心物質の周辺に輸送され、

残留炉心物質の下面が冷却される。残留炉心物質側面は、集合体ラッパ管間ギャッ

プと内側反射体内を流れるナトリウムによって冷却される。残留炉心物質側面の最

高温度は約 900℃であり、残留炉心物質に接する内側反射体の内部を流れるナトリ

ウムの最高温度は約 720℃である。なお、原子炉容器の最高温度は上部プレナムの

上端部で約 490℃であり、原子炉容器近傍の冷却材温度が過大とならず、原子炉冷

却材バウンダリである原子炉容器の健全性が損なわれることはない。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、原子炉容器内の冷却材温度が過大にな

ることはなく、崩壊熱の減衰とともに単調に低下し、原子炉冷却材バウンダリの健

全性に影響を及ぼすことはない。 

ⅳ．機械的応答過程の不確かさの影響評価 

有効性評価における不確かさについて、評価項目の「（3） 燃料の溶融に伴う即発臨

界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部からナトリウムが格納

容器（床上）に噴出する可能性がある場合において、格納容器の破損を防止できること。」

の具体的な評価項目「② 格納容器（床上）へ噴出するナトリウムの燃焼等に対して、

格納容器の健全性が維持できること。」に対しては、機械的エネルギー発生における重

要現象の不確かさの影響を確認する解析を実施した。不確かさの影響を確認した重要現

象は、燃料からスティールへの熱移行、炉心上部構造への熱及び圧力損失、蒸気泡の成

長、及び遷移過程の不確かさである。この結果、初期条件としての放出熱エネルギーの
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大きさが最も大きな影響を持つ。このため、遷移過程の不確かさの影響評価の解析から

最も大きな熱エネルギー放出があったケースの結果に基づいて機械的エネルギーを解

析する。このケースにおける炉心平均燃料温度及び炉心平均スティール温度の最大値は

それぞれ約 5,130℃及び約 2,310℃である。 

上述の不確かさの影響を考慮した解析の結果、得られた機械的エネルギーの最大値は

約 3.4MJ である。圧力源の最大膨張時におけるカバーガス領域の体積は初期の 8%程度

である。原子炉容器の構造応答解析の結果、第 4.3.3.3.19 図に示すように、原子炉容

器内圧力上昇に伴う水平方向の機械的負荷は、原子炉容器を水平方向に変形させるもの

の、原子炉容器に生ずる周方向ひずみの最大値は約 0.8％であり、許容限界 10％を超え

ない。すなわち、評価項目である機械的負荷に対する原子炉容器の健全性は確保される。

なお、安全容器側面及び底面に作用を及ぼさない。 

第 4.3.3.3.20 図に回転プラグの動的応答に関する解析結果を示す。回転プラグは 1

秒未満の極短時間の間、垂直上方向へ変位するものの、原子炉容器内の圧力が回転プラ

グの浮上がりに必要な圧力以下に低下すると、支持フランジ上に落下・着座する。この

間、ナトリウムは、回転プラグの間隙に流入するが格納容器（床上）まで到達せず、原

子炉容器内から格納容器（床上）へのナトリウムの噴出は生じない。各回転プラグ固定

ボルトのひずみは、最大で約 0.6％であり、破断伸び 15％より十分小さく、固定ボルト

の健全性は損なわれない。 

以上より、最も大きな不確かさ要因である放出熱エネルギーの不確かさの影響を考慮

したとしても、評価項目である機械的負荷に対する原子炉容器の健全性は確保される。

また、機械的負荷により回転プラグは、短時間の間、垂直上方向へ変位するものの、固

定ボルトの健全性は損なわれず、一時的に形成される回転プラグ間の間隙を通じてのナ

トリウムの格納容器（床上）への噴出は生じない。 

以上ⅰ．からⅳ．より、１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故を想定した場合において、不確かさの影響を考慮しても格納容器の破損は防止され、施

設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 
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第4.3.3.3.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「１次冷却材流

量低」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信及び

原子炉スクラム（自動停止）

について、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「１次冷却材流

量低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「１次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信を確

認し、発信に失敗している場

合は事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「１次冷却材流

量低」 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替トリップ信号

「１次主循環ポン

プトリップ」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリッ

プ」による原子炉スクラム

（自動停止）について、原子

炉保護系（スクラム）の動作

及び核計装（線形出力系）等

の監視により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポン

プトリップ」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリッ

プ」による後備炉停止系用論

理回路動作に伴う後備炉停止

系による原子炉スクラム（自

動停止）について、後備炉停

止系スクラムの動作及び核計

装（線形出力系）等の監視に

より確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポン

プトリップ」 

③核計装（線形出力

系 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.3.2 表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（ポニーモータ

低速運転）の運転状況を確認

するとともに、２次主冷却系

（自然循環）及び主冷却機

（自然通風）に異常等がない

ことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス

圧力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納

容器内温度高」、

「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.3.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.3.4 表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「１次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スク
  ラム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による原子炉スクラム（自動停
止）を確認する。
・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 運転員B、C 2 ・１次主冷却系流量増大
・１次主冷却系流量増大に係る操
作を実施する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（１次主循環ポンプ軸固着）

120 180 240

▽事故発生の判断（「１次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（１次主循環ポンプ軸固着）

120 180 240

▽事故発生の判断（「１次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。

[1838]
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第 4.3.3.3.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

  

１次主循環ポンプ
軸固着

（No）

原子炉自動停止

１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「１次冷却材流量低」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「１次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「１次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（Yes）

（No）

（Yes）

（No）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「１次冷却材流量低」

（Yes）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

【格納容器破損防止措置】

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

（Yes）

原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ及び
原子炉ｶﾊﾞｰｶﾞｽ等のﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ内
に放射性物質を閉じ込め、貯留

格納容器アイソレーション確認＊

「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

【炉心損傷防止措置】

＊：格納容器（床上）へのナトリウムの噴出等に
より、格納容器内の圧力、温度及び床上放射
能レベルが異常に上昇した場合

（No）

格納容器手動アイソレーション

原子炉自動停
止失敗と判断

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

格納容器破損防止
（原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度上昇抑制）

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温
度・圧力等上昇抑制）

格納容器内閉
じ込め確認

（Yes）

炉心の著しい損傷

格納容器（床上）へのナト
リウムの噴出等による原子
炉冷却材バウンダリ外への

放射性物質の漏えい

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

原子炉手動停止に失敗したと判断した場合、１次
主冷却系流量増大操作を実施する。

[1839]
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第 4.3.3.3.2図 １次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

  

4.2秒 : 原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）

1.2秒 : 「１次主循環ポンプトリップ」信号の発信

0秒 : 事象発生（１次主循環ポンプ軸固着）、原子炉トリップ信号発信失敗

[1840]
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第 4.3.3.3.3図 １次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 

 

  

[1841]



53条(1)-添付 4-304 

 

 

 

 

第 4.3.3.3.4図 １次主循環ポンプの軸固着時の冷却材流量の推移 

 

 

第 4.3.3.3.5 図 起因過程における出力及び反応度履歴 

  

[1842]
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第 4.3.3.3.6図 起因過程における炉心平均燃料温度履歴 
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第 4.3.3.3.7 図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系（遷移過程の解析） 

 

   

第 4.3.3.3.8図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける初期物質分布  
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ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳ解析体系
（炉心水平断面図）

CMIRは、第2列の集合体出力平均値に
最も近い4番として評価 ｘ方向セル番号

y方向セル番号

炉心構成の番号は、起因過程の解析
におけるチャンネル番号

：制御棒駆動機構下部案内管及び
後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管

：燃料要素の破損が生じている燃料集合体

：被覆管の破損が生じている燃料集合体

：冷却材のボイド化が生じている燃料集合体

炉心構成の紫破線は、ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳ
の解析体系における紫一点破線にて表現
（紫一点破線は、第4.3.3.3.8図の鉛直断
面取得位置）

x

z

内側反射体遮へい集合体

（初期条件分布の鉛直断面図）

（解析体系の領域構成）

ｘ方向セル番号

ｚ方向セル番号

紫一点破線は、第4.3.3.3.7図
の水平断面取得位置

[1844]
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第 4.3.3.3.9図 遷移過程における反応度履歴 

 

 

第 4.3.3.3.10図 遷移過程における出力履歴 
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第 4.3.3.3.11図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 

 

 

第 4.3.3.3.12図 原子炉容器出口冷却材温度履歴 
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第 4.3.3.3.13図 遷移過程の不確かさの影響評価における反応度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 

 

 

第 4.3.3.3.14図 遷移過程の不確かさの影響評価における出力履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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第 4.3.3.3.15図 遷移過程の不確かさの影響評価における炉心平均燃料温度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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第 4.3.3.3.16図 デブリベッド最高温度の履歴 

 

 

第 4.3.3.3.17図 残留炉心物質最高温度の履歴 
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第 4.3.3.3.18図 残留炉心物質下面の最高温度の履歴 

  

[1850]
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(A) 径方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の径方向変位 

 

 

(B) 鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の鉛直方向変位 

第 4.3.3.3.19図 径方向及び鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の変位の履歴 
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第 4.3.3.3.20図 回転プラグの動的応答の解析結果 
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4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故は、原子

炉の出力運転中に、何らかの原因で制御棒の連続的な引抜きが生じ、原子炉の出力が上昇した

状態で、「中性子束高（出力領域）」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止

に失敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、制

御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心

の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において燃料が破損し、さらに炉心が損傷を開始するまでの時間

は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原子炉を自

動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物質の冷却及び

機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容器破損防止措置

を講じる。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、制

御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止するため、制御棒の連続的な引抜

きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備するとともに、「原子炉出口冷却材

温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原子炉保

護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉

心損傷防止措置（制御棒連続引抜き阻止インターロック）が機能しないことを仮定した場合、

炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷却系における強制循環（長期対策としては１次主

循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期対策としては自然循環）

及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）により、損傷炉心物質を冷却すること

で原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める

措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエ

ネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性があるた

め、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を緩和し、

格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における

炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.4.1 図に示す。本

評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、

「中性子束高（出力領域）」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 
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（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故におい

て、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡

大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として「原子

炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」による原

子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上昇すること

を防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボ

タンにより原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による

制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後

備炉停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入す

る方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御

棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．

の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自

主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故におい

て、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。

なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における強制

循環（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系

の強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策と

しては自然通風）による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．回転プラグ及びその固定ボルトを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により、

即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納

容器内に噴出したナトリウムの影響を緩和する。 

ｃ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバー

ガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｄ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射

能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及

び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全

施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学
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的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における

炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.4.1 表及び第

4.3.3.4.2 表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属

施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計

方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における

炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.4.3 表

及び第 4.3.3.4.4 表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6 名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度で引き抜かれるものとし、それ

による反応度添加率は 3.0￠／sとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持
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板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）制御棒連続引抜き阻止インターロックにより、4 秒で制御棒の連続的な引抜き

の停止に成功するものとする。 

7）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリ

ップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

8）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心

温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待しな

いものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の

速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/k とする。また、解析

では制御棒の挿入速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価

値 90%挿入までの時間を 0.8秒とする。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.2図に示す。 

制御棒が連続的に引き抜かれることにより、正の反応度が投入され、原子炉出力は

約 1.8 秒で「中性子束高（出力領域）」の設定値である 105％に到達するが、原子炉

トリップ信号の発信に失敗し、原子炉出力は引き続き上昇する。その後、制御棒連続

引抜き阻止インターロックにより、引抜き開始 4秒後に引抜きが停止し、正の反応度

の投入が止まるとともに、原子炉出力の上昇に伴う燃料温度、被覆管温度及び炉心冷

却材温度の上昇による反応度フィードバックにより、原子炉出力は緩やかに変動す

る。その間、原子炉容器出口冷却材温度は、炉心冷却材温度の上昇から遅れて緩やか

に上昇し、時刻約 104秒で「原子炉出口冷却材温度高」の設定値である 464℃に到達

し、代替原子炉トリップ信号が発せられ、時刻約 107秒で後備炉停止系用論理回路の

動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入を開始する。また、原子炉スク

ラム信号の発信により、両ループの１次主循環ポンプの主電動機及び２次主循環ポン

プがトリップし、１次主冷却系は１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引き継が

れ、２次主冷却系は自然循環に移行する。２次主循環ポンプのトリップに伴うインタ

ーロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度

の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。代替原子炉トリップ信号による原子炉

の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、それに伴い燃料温度、被覆管温度及び

冷却材温度も低下するが、炉心流量と原子炉出力のバランスにより、一度上昇に転じ

てから再び低下する。原子炉容器出口冷却材温度は、原子炉の自動停止後も緩やかに

上昇を続けるが、炉心温度の低下に伴い、それに遅れて緩やかに低下する。以降は、

安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、後備炉停止制御棒の挿入開

始時に出現し、それぞれ約 1,970℃、約 570℃及び約 560℃であり、評価項目を満足

する。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原
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子炉の自動停止から遅れて出現し約 470℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の

重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる反応度添加率、反応度係数及び代替原子炉トリップ

信号である「原子炉出口冷却材温度高」の設定値の不確かさに関する感度解析を実施して

評価項目に対する影響を評価する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないた

め、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影

響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック

特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確か

さの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるように

これらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここで

は、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

反応度添加率は、反応度挿入曲線の傾きが最大となる制御棒位置を想定するとともに制

御棒引抜きに伴う傾きの減少を無視し、さらに、実効遅発中性子割合の不確かさ等の安全

余裕を考慮した 4.2￠／s とする。代替原子炉トリップ信号である「原子炉出口冷却材温

度高」の設定値は、設定の誤差範囲+10℃を考慮し、474℃とする。反応度係数の不確かさ

幅は、炉心構成の変動等による幅（炉心支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以

外：±30％）を考慮し、それぞれ以下のとおり設定する。 

ドップラ係数   ： 燃料温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最小

となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最小の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 原子炉容器入口冷却材温度の上昇に対して、負のフィード

バック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の値を使

用する。 

解析結果を第 4.3.3.4.3図に示す。 
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反応度添加率が大きくなり、負の反応度フィードバックが小さくなったことにより、原

子炉出力の上昇が「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて大きくなった。これにより、炉心温

度の上昇が大きくなり、それに伴い原子炉容器出口冷却材温度の上昇も大きくなったが、

代替原子炉トリップ信号である「原子炉出口冷却材温度高」の設定値を 10℃高く設定し

たことにより、設定値への到達は「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて約 13 秒遅く、時刻

約 117 秒となった。その結果、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、

「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ、それぞれ約 160℃、約 20℃及び約 20℃高く、約 2,130℃、

約 590℃及び約 580℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材の最高

温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ約 10℃高く約 480℃であり、評価項目を満足す

る。 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事

故を想定した場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は

防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．起因過程の解析 

事故の開始から炉心燃料が溶融してラッパ管が破損するまでの初期の過程を起因過程

と呼び、計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

a．解析条件 

解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事

故」に同じである。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）炉心領域の全集合体を 33 のＳＡＳ４Ａチャンネルで代表する。各チャンネル

は、単一の燃料要素とこれに付随する冷却材流路及び構造材で代表する。ＳＡ

Ｓ４Ａチャンネルの配置は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号

発信失敗の重畳事故」に同じである。 

2）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

3）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度で引き抜かれるものとし、それ

による反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10秒までは 3.0￠／ｓ、その後

115 秒で 0 となるように徐々に減少するものとする。反応度添加率を第 4.3.3.

4.4 図に示す。 

4）何らかの理由により原子炉トリップ信号の発信に失敗するものとする。 

5）ドップラ係数、燃料密度係数、冷却材密度係数（ナトリウムボイド反応度）及

び構造材密度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

7）炉心の燃焼状態は、標準平衡炉心の運転サイクル初期とする。 

8）照射燃料集合体は炉心燃料集合体と比べて内部構造が複雑であり燃料要素の形
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状や組成も異なるため、炉心燃料集合体と同様に忠実にモデル化することは合

理的ではない。また、その燃料装荷量は炉心燃料集合体に比べて少なく、仮に

燃料損傷が発生したとしても事象推移に与える影響は小さい。このため、照射

燃料集合体は炉心燃料集合体に置き換え、集合体の出力、冷却材流量及び反応

度係数は、照射燃料集合体の値を用いることで、起因過程では損傷しない想定

とする。 

9）燃料要素の照射挙動を扱う定常計算と、冷却材流量減少挙動等の過渡挙動を扱

う過渡計算に分けて計算する。定常計算では、燃料要素の熱計算及び変形計算、

各メッシュの出力に応じた FP ガスの生成量の計算や燃料中の FPガスの保持量

と温度に応じた放出量の計算を行い、炉心の燃焼状態を模擬する。過渡計算で

は、定常計算の結果を初期条件として各種過渡現象を模擬した計算を行う。 

10）炉内試験の結果より本原子炉施設のように高いスミア密度の燃料において、断

面溶融割合が 20%程度以下では、燃料破損に至らないことが分かっている。一

方、燃料の破損時の溶融割合が小さいほど燃料破損後の燃料分散による負の反

応度効果が抑制されることを考慮し、保守的に断面溶融割合 20%で燃料は破損

するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.5図及び第 4.3.3.4.6図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、制御棒の引抜きによる正の反応度投入によって

原子炉出力が上昇するため、燃料要素の発熱が増加し冷却材温度が上昇する。また、

原子炉出力の上昇により、燃料要素の温度も上昇する。冷却材の温度上昇に伴う負の

冷却材密度反応度、燃料温度の上昇に伴う負の燃料密度反応度及びドップラ反応度

は、制御棒の引抜きによる正の反応度に比べて小さく全反応度が負になることはない

ため、原子炉出力は上昇を続ける。燃料温度は更に上昇を続け、燃料の中心部は溶融

し、出力と燃焼度がともに高いチャンネル（第 4.3.3.1.5図のチャンネル 1と 4）で

冷却材は未沸騰のまま燃料が破損に至る。燃料の一部が冷却材流路に放出され、冷却

材の流れに運ばれて上部へ分散し、原子炉出力が低下する。その後、被覆管温度の上

昇に伴う強度低下によって燃料は崩壊し、多くの燃料が冷却材流路に放出されるが、

この燃料の上下への分散に伴う負の反応度効果と被覆管の上下への分散に伴う正の

反応度効果とでは、燃料の分散による効果の方が大きく、原子炉出力は低下する。時

刻約 31.6 秒でチャンネル 4のラッパ管の温度が融点まで上昇し、ＳＡＳ４Ａの適用

限界に達する。その約 30 秒間の起因過程の範囲において、炉心は出力と燃焼度がと

もに高い 2チャンネル（炉心燃料集合体数：2）の損傷にとどまる。 

起因過程において、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである反応度変化は

最大でも 0.2$程度であり即発臨界（1.0$）を超えることはない。また、炉心損傷の範

囲も限定的であり、有意なエネルギー放出はなく、評価項目に影響を及ぼす重要なパ

ラメータである炉心平均燃料温度は、起因過程の初期値の約 1,025℃から最大値の約

1,800℃まで上昇した後、原子炉出力の低下に伴い低下する。なお、内側炉心の軸方

向中心領域に一部冷却材密度反応度及びボイド反応度が正となる領域があるが、その
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領域の反応度価値はその上下の負となる領域の反応度価値に比べて絶対値は小さく、

事象推移に与える影響は極めて小さい。 

以上より、起因過程においては、制御棒の引抜き以外に有意な正の反応度効果はな

く、反応度及び原子炉出力の上昇は緩慢で、部分的な炉心損傷の状態で後続の遷移過

程に移行する。 

ⅱ．遷移過程の解析 

起因過程の後、ラッパ管の溶融から炉心損傷が全炉心に拡大し、事象推移を経て事

故が核的に収束するまでの過程を遷移過程と呼び、計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅳによ

り解析する。 

a．解析条件 

ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系を第 4.3.3.4.7図に示す。また、本評価事故シ

ーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）起因過程の解析結果を初期状態とし、炉心物質の分布（質量、温度、速度及び

圧力）及び原子炉の出力及び反応度をそのまま引き継ぐ。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳに

おける初期物質分布を第 4.3.3.4.8図に示す。 

2）起因過程の解析結果を引き継ぐタイミングは、ＳＡＳ４Ａの適用限界であるラ

ッパ管が破損する直前とする。 

3）低エンタルピーの液体燃料及び液体スティールについて、固体粒子の混在によ

る流動抵抗の増加効果を考慮する。また、密度がほぼ等しい、液体燃料及び燃

料粒子並びに液体スティール及びスティール粒子は、それぞれ同じ速度を持つ

ものとする。ナトリウム、制御材及び蒸気相は、これらと独立の速度場を持つ

ものとする。 

4）空間依存動特性における中性子束分布の計算には、3 次元の輸送計算モデルを

用いる。また、使用する核データは、核設計に用いられている高速炉用炉定数

を 18 群エネルギー構造に縮約した核反応断面積セット（無限希釈断面積及び

自己遮蔽因子テーブル）を用いる。 

5）原子炉容器内全体を 3 次元直交座標（流体力学メッシュ：21×19×67）でモデ

ル化し、鉛直方向は低圧プレナムからカバーガス領域までを、径方向は内側炉

心から遮へい集合体までをモデル化する。核計算メッシュは、流体力学メッシ

ュの一部の燃料物質が存在する領域を対象とする。 

6）炉心下部の高圧プレナム部及び上部プレナム部の側面には、炉心流量を再現す

るための圧力境界条件を与える。各炉心燃料集合体の入口には、定格時の流量

を再現できるようオリフィス圧力損失係数を与える。 

7）B 型及び C 型照射燃料集合体は、同じ列に装荷されている燃料集合体の平均出

力に最も近い炉心燃料集合体に置き換える。 

8）炉心からの燃料流出経路としては、LGT 及び径方向の反射体の集合体間ギャッ

プを考慮する。 

9）被覆管が溶融した時点又は燃料ペレットが固相線温度に達した時点で燃料ペレ

ットを直ちに破損させ、可動性のある燃料粒子とする。 
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10）損傷燃料のスエリングは考慮せず製造時密度で沈降するものとする。 

11）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引き抜かれるものとし、それ

による反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10秒までは 3.0￠／ｓ、その後

115 秒で 0となるように徐々に減少するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.9図から第 4.3.3.4.11図に示す。 

遷移過程の初期には、大半の燃料集合体は健全状態にある。一方、制御棒の引抜き

による反応度の投入と損傷集合体において燃料が炉心下部へ凝集するため炉心の損

傷領域の拡大は続くが、原子炉出力が低く健全集合体では定格時の冷却材流量がある

ため、炉心損傷の進展は極めて緩慢なものとなる。炉心での冷却材流量は、定格値の

100%であるものの、遷移過程開始から 20秒まで（事象開始から 50秒）に炉心燃料集

合体の約 40%が破損する。その後、反応度と原子炉出力は低下し、炉心燃料の損傷が

緩慢となる。炉心下部には再固化した燃料及びスティールによって閉塞が形成されて

はいるが、ナトリウムは閉塞が不完全な部分から炉心へと流入する。流入するナトリ

ウムが炉心下部の高温の損傷炉心物質と接触することで生じる蒸気圧によって炉心

物質が分散され、炉心下部への大規模な堆積を妨げる。事象開始から約 60 秒に反応

度が即発臨界を超過しているにもかかわらず大きなエネルギー放出に至ることはな

いが、出力の高い燃料集合体を中心に炉心の約 60%が損傷するに至る。約 70 秒の時

点で炉心下部に損傷燃料が堆積しつつある。この燃料の堆積により約 70 秒で再び反

応度が即発臨界を超過する。再度発生するナトリウム及びスティール蒸気圧によって

燃料が炉心から流出し、その総計は約 30%である。この結果反応度は-30$を下回り、

核的な事象推移は終息する。このときの炉心平均燃料温度の最大値は約 2,820℃であ

る。 

本評価事故シーケンスの遷移過程の事象推移においても反応度が即発臨界を超え

ているが、いずれも「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故」に比べて大きなエネルギー放出を伴うものではない。その理由は、炉心冷却

材流量が残っているために炉心損傷の進展が緩慢であること、損傷した集合体の炉心

下部で冷却材蒸気圧力が頻繁に発生することで炉心物質を分散させるため、炉心下部

での損傷燃料の堆積を妨げられるためである。 

ⅲ．再配置・冷却過程の解析 

本評価事故シーケンスでは、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失

敗の重畳事故」よりも多くの１次冷却材流量が確保されることから、再配置・冷却過程

の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」の評

価に包絡される。このため、再配置・冷却過程の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

ⅳ．機械的応答過程及び格納容器応答過程の解析 

本評価事故シーケンスで放出される熱エネルギーを代表するパラメータである炉心

平均燃料温度の最大値は遷移過程解析において約 2,820℃であり、「4.3.3.1 外部電源

喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」の解析結果を下回り、機械的エネル
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ギーの発生も同解析結果に包絡される。このため、機械的応答過程及び格納容器応答過

程に係る措置の有効性の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発

信失敗の重畳事故」において実施する。 

以上ⅰ．からⅳ．より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信

失敗の重畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等

の放出は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．起因過程の不確かさの影響評価 

起因過程の不確かさの影響について、計算コードのモデルに関する不確かさとして、FPガ

スの保持量の不確かさの影響を評価する。また、解析条件に関する不確かさとして、制御棒

の引抜き反応度、ナトリウムボイド反応度、ドップラ反応度、燃料の軸伸び及び燃料破損条

件の不確かさの影響を評価する。考慮する不確かさの幅は以下のとおり設定する。 

1）FP ガスの保持量：燃料ペレット中の FP ガスの保持量は、ＳＡＳ４Ａの定常照射挙動

モデルの計算値に対して、負の反応度効果を持つ破損燃料の分散の駆動力となる FPガ

スの圧力の効果を無視する。 

2）制御棒の引抜き反応度：反応度挿入曲線の傾きが最大となる制御棒位置を想定すると

ともに制御棒引抜きに伴う傾きの減少を無視し、さらに、実効遅発中性子割合の不確

かさ等の安全余裕を考慮して、反応度添加率を約 4.2￠／sで一定とする。 

3）ナトリウムボイド反応度：炉心の核設計においては 30%の不確かさを考慮している。

ナトリウムボイド反応度は炉心の極一部の領域を除いておおむね負である。評価項目

に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算するため、正の領域では 1.3倍

に、負の領域では 0.7倍に設定する。 

4）ドップラ反応度：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される不確か

さは 30%である。ドップラ反応度係数は負で、起因過程のドップラ反応度は負となる

ため、評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算するため、0.7倍

に設定する。 

5）燃料の軸伸び：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される燃料密度

反応度の不確かさは 30%である。起因過程の事故シーケンスでは燃料は膨張し反応度

変化が負となる。評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算する

ため、0.7倍に設定する。 

6）燃料破損条件：基本ケースでは 20%断面溶融割合で破損判定を行っていたが、負の反

応度効果を有する破損燃料の移動を抑制するとともに、損傷領域の拡大のために燃料

溶融開始直後に破損するように設定する。また、それとは別に、負の反応度投入自体

を遅らせるため、50%断面溶融割合の条件で破損するように設定する。 

これらの解析条件等の間には物理的相関はなく、互いに独立であると考えられ、それぞれ

保守的に設定した不確かさを重ね合わせることは過度に保守的な想定となる。そこで、感度

解析においては保守的な条件の重畳は行わず、「ⅰ）基本ケース ⅰ．起因過程の解析」に

対してそれぞれの不確かさの影響を評価する。 

起因過程に関する感度解析の結果、評価項目に関わる重要なパラメータである反応度変
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化に最も大きな影響を与える不確かさは、2) 制御棒の引抜き反応度の不確かさである。反

応度変化は、「ⅰ）基本ケース ⅰ．起因過程の解析」の最大約 0.2$に対して、制御棒の引

抜き反応度の不確かさを考慮したケースでも最大約 0.3$と大きな差はなく即発臨界（1.0$）

を超えることはない。すなわち、不確かさの影響を考慮したとしても、起因過程は、反応度

及び出力の上昇は緩慢であり、その結果、部分的な炉心損傷のまま後続の遷移過程に移行す

る。 

その他に基本ケースの事象推移から有意な相違を生じたケースは、6)の燃料破損条件の

不確かさの影響を評価したケースである。燃料溶融開始直後に破損するケースでは損傷集

合体の数が 10 体に増加しているが、炉心全体の燃料分布は基本ケースと大きく変わらず、

最大反応度も基本ケース以下であり、遷移過程の事象推移に大きな影響を与えることはな

い。一方、50%断面溶融割合の条件で破損するケースでは、破損時刻が遅れて基本ケースに

比べて最大出力が基本ケースの約 1.5 倍となるが最大反応度は基本ケースと同程度であっ

た。その他の 1) FPガスの保持量、3) ナトリウムボイド反応度、4) ドップラ反応度、5) 

燃料の軸伸びの不確かさの影響を評価したケースでは、燃料破損時刻、最大出力、最大反応

度、ラッパ管溶融時刻などの基本ケースとの違いは数%にとどまる。 

ⅱ．遷移過程の不確かさの影響評価 

遷移過程の不確かさの影響について、評価項目の「（3）燃料の溶融に伴う即発臨界超過

により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部からナトリウムが格納容器（床上）

に噴出する可能性がある場合において、格納容器の破損を防止できること。」の具体的な評

価項目のうち、「①原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。」に影響を及ぼす

パラメータである即発臨界超過に伴う放出エネルギー及び炉心平均燃料温度の計算におい

て、大きなエネルギー放出を伴う反応度の急速な挿入を引き起こすメカニズムは、溶融燃料

の大規模な燃料凝集である。「ⅰ）基本ケース ⅱ．遷移過程の解析」において、このよう

な大規模な燃料凝集が起こったのは、遷移過程開始後約 40秒で、燃料溶融が炉心の広範囲

に進展した段階であった。遷移過程の初期条件は、起因過程の解析結果をできるだけ厳密に

接続していること、燃料溶融が進展するまでの間の事象推移は極めて緩慢で大きな反応度

の変動がないことなどから、ここでは、遷移過程の後期の段階で大規模な燃料移動に影響を

及ぼす条件又は解析上の想定における不確かさを考慮する。 

遷移過程において、炉心平均燃料温度の上昇が起こる原因は大規模な燃料凝集の発生に

よるものである。この燃料凝集を駆動する要因は、局所的な蒸気圧等の発生であるが、本評

価事故シーケンスにおいては、定格時流量が維持されていることから、破損した燃料集合体、

LGT、反射体及び炉心上下端から炉心へとナトリウムが流入しやすい。このため、本評価事

故シーケンスの遷移過程では、炉心でナトリウム蒸気圧が頻繁に発生することとなり、FCI

の効果を保守側に考慮すると燃料分散と燃料凝集の双方を促進することとなり、「4.3.3.1 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に比べてその明確な影響は現

れない。このため、本評価事故シーケンスにおける遷移過程の不確かさの影響評価は、起因

過程の解析を引き継いで、燃料凝集に伴う正の反応度添加とエネルギーの放出を最大限に

考慮した解析を実施する。 

以上を踏まえて、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」
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の場合と同様に、ＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにより解析する。解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪

失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に同じである。 

LGT、B 型及び C 型照射燃料集合体は、「ⅰ）基本ケース ⅱ．遷移過程の解析」と同様

に炉心での同じ列に装荷された集合体の平均出力に最も近い集合体に置き換える。設計に

準じて、集合体下部の冷却材入口側に設定するオリフィス係数とともに定格時流量を再現

するように冷却材出入口を圧力境界条件として設定する。 

解析結果を第 4.3.3.4.12 図から第 4.3.3.4.14 図に示す。炉心中心に向かう燃料凝集が

発生することによって反応度が即発臨界を超過するが、炉心平均燃料温度の最大値は約

4,300℃となる。本評価事故シーケンスでは、定格時の 1次冷却材流量が確保され、燃料凝

集が生じる時の炉心損傷領域が「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗

の重畳事故」に比べて小さくなり、燃料凝集が制限されることから、「4.3.3.1 外部電源

喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に比べて炉心平均燃料温度の最大値が

低くなる。 

起因過程及び遷移過程の解析から、本評価事故シーケンスで発生する熱エネルギーを代表する

炉心平均燃料温度の最大値は、不確かさを考慮しても約 4,300℃以下である。これは「4.3.3.1 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」の値を下回る。このため、発生する

機械的エネルギー、原子炉容器の構造応答、回転プラグ及び固定ボルトの応答並びにナトリウム

噴出量は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」の解析結果

に包絡される。すなわち、発生する機械的エネルギーが評価項目である原子炉冷却材バウンダリ

の健全性に影響を及ぼすことはないこと及び噴出ナトリウムの燃焼等により格納容器の健全性

が損なわれないことが示されていることから、本評価事故シーケンスにおいても評価項目である

原子炉冷却材バウンダリの健全性及び格納容器の健全性が問題となることはない。また、熱的影

響についても「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に比べて、

多くの 1 次冷却材流量が確保されることから、原子炉容器内で再配置した損傷炉心物質の冷却

も容易であり、評価項目である原子炉冷却材バウンダリの健全性に影響を及ぼすことはない。 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故に

おいて不確かさの影響を考慮しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等

の放出は防止される。 
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第4.3.3.4.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信及び原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信を確認し、発信に失敗して

いる場合は事故発生と判断す

る。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③制御棒連続引抜き

阻止インターロッ

ク 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 

[1865]



53条(1)-添付 4-328 

 

第 4.3.3.4.2 表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の

運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環

又は自然循環）及び主冷却機

（強制通風又は自然通風）に

異常等がないことを確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス圧

力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内

温度高」、「格納容

器内床上線量率高」 

 下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.4.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.4.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉トリップ信号発信失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
  作確認
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（制御棒の異常な引抜き）

▽原子炉自動停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断（「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（制御棒の異常な引抜き）

▽原子炉自動停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断（「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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第 4.3.3.4.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順 

  

制御棒の異常な引抜き

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

（No）

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故

【格納容器破損防止措置】

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「中性子束高（出力領域）」

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（No）

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：強制循環又は自然循環
・ 主冷却機 ：強制通風又は自然通風

（Yes）

（Yes）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「中性子束高（出力領域）」

（Yes）

原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ及び
原子炉ｶﾊﾞｰｶﾞｽ等のﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ内
に放射性物質を閉じ込め、貯留

格納容器アイソレーション確認＊

「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

【炉心損傷防止措置】

＊：格納容器（床上）へのナトリウムの噴出等に
より、格納容器内の圧力、温度及び床上放射
能レベルが異常に上昇した場合

（No）

格納容器手動アイソレーション

原子炉自動停
止失敗と判断

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：強制循環又は自然循環
・ 主冷却機 ：強制通風又は自然通風

格納容器破損防止
（原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度上昇抑制）

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温
度・圧力等上昇抑制）

格納容器内閉
じ込め確認

（Yes）

炉心の著しい損傷

格納容器（床上）へのナト
リウムの噴出等による原子
炉冷却材バウンダリ外への

放射性物質の漏えい

制御棒連続引抜き阻止
インターロックの動作

（Yes）

（Yes）

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入
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第 4.3.3.4.2図 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：制御棒連続引抜き阻止インターロック 

及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

  

0秒：事象発生（制御棒の異常な引抜き）、「中性子束高（出力領域）」
信号の発信失敗

104秒：「原子炉出口冷却材温度高」信号の発信

4秒：制御棒の
引抜き停止

107秒：原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）
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第 4.3.3.4.3図 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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第 4.3.3.4.4図 制御棒の引抜きにより投入される反応度 

 

 

第 4.3.3.4.5図 起因過程における出力及び反応度履歴 
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第 4.3.3.4.6図 起因過程における炉心平均燃料温度 
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第 4.3.3.4.7図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系（遷移過程の解析） 

 

  

第 4.3.3.4.8図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける初期物質分布 
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第 4.3.3.4.9図 遷移過程における反応度履歴 

 

 

第 4.3.3.4.10図 遷移過程における出力履歴 
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第 4.3.3.4.11図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 
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第 4.3.3.4.12図 遷移過程の不確かさの影響評価における反応度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 

 

 

第 4.3.3.4.13図 遷移過程の不確かさの影響評価における出力履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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第 4.3.3.4.14図 遷移過程の不確かさの影響評価における炉心平均燃料温度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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4.3.3.5 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故 

（１）事故の原因及び説明 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故は、

原子炉の出力運転中に、何らかの原因で制御棒の連続的な引抜きが生じ、原子炉の出力が上昇

した状態で、「中性子束高（出力領域）」による原子炉トリップ信号の発信に成功するものの、

原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、

制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉

心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において燃料が破損し、さらに炉心が損傷を開始するまでの時間

は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原子炉を自

動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物質の冷却及び

機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容器破損防止措置

を講じる。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、

制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止するため、制御棒の連続的な引

抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備するとともに、代替安全保護回

路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後備炉停止制御棒を急速

挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信

号として整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、

炉心損傷防止措置（制御棒連続引抜き阻止インターロック）が機能しないことを仮定した場合、

炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷却系における強制循環（長期対策としては１次主

循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期対策としては自然循環）

及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）により、損傷炉心物質を冷却すること

で原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める

措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエ

ネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性があるた

め、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を緩和し、

格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.5.1 図に示す。
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本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行

は、原子炉保護系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故に

おいて、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故

の拡大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として、「原

子炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上昇するこ

とを防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措

置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的

に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故に

おいて、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的と

する。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における強制

循環（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系

の強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策と

しては自然通風）による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．回転プラグ及びその固定ボルトを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により、

即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納

容器内に噴出したナトリウムの影響を緩和する。 

ｃ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバー

ガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｄ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射

能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及
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び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全

施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学

的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.5.1 表及び第

4.3.3.5.2 表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属

施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計

方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.3.3.5.3表及び第 4.3.3.5.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.4 出力運転中の制御

棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、

措置の有効性の評価は「4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ

信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）

動作失敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び格納容器破損防止措置は「4.3.3.4 出力運転中の

制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このた

め、措置の有効性の評価は「4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリ

ップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 
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上記の評価結果から、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）

動作失敗の重畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物

質等の放出は防止される。 

 

 

第4.3.3.5.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信及び原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉保護系（スクラ

ム）動作を確認し、動作に失

敗している場合は事故発生と

判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③制御棒連続引抜き

阻止インターロッ

ク 

後備炉 

停止系 

（自動停止） 

スクラム確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.5.2 表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の

運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環

又は自然循環）及び主冷却機

（強制通風又は自然通風）に

異常等がないことを確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス圧

力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内

温度高」、「格納容

器内床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.5.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.5.4 表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉保護系（スクラム）動
作失敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
　作確認
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽事象発生（制御棒の異常な引抜き）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽事象発生（制御棒の異常な引抜き）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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第 4.3.3.5.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

制御棒の異常な引抜き

（Yes）

（No）

原子炉自動停止

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「中性子束高（出力領域）」

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「中性子束高（出力領域）」運転時の異

常な過渡変
化又は設計
基準事故

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

【格納容器破損防止措置】

（Yes）

（Yes）

原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ及び
原子炉ｶﾊﾞｰｶﾞｽ等のﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ内
に放射性物質を閉じ込め、貯留

格納容器アイソレーション確認＊

「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

【炉心損傷防止措置】

＊：格納容器（床上）へのナトリウムの噴出等に
より、格納容器内の圧力、温度及び床上放射
能レベルが異常に上昇した場合

（No）

格納容器手動アイソレーション

原子炉自動停
止失敗と判断

格納容器破損防止
（原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度上昇抑制）

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温
度・圧力等上昇抑制）

格納容器内閉
じ込め確認

（Yes）

炉心の著しい損傷

格納容器（床上）へのナト
リウムの噴出等による原子
炉冷却材バウンダリ外への

放射性物質の漏えい

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（No）

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

制御棒連続引抜き阻止
インターロックの動作

（Yes）

（Yes）

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：強制循環又は自然循環
・ 主冷却機 ：強制通風又は自然通風

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：強制循環又は自然循環
・ 主冷却機 ：強制通風又は自然通風

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入
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4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故は、原子炉の出力運転中

に、何らかの原因で２次系の冷却材流量が減少した後、「２次冷却材流量低」による原子炉ト

リップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、２次冷却材流量減

少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る

可能性がある。 

原子炉の停止機能を喪失することから、短時間で炉心の著しい損傷に至る可能性があるた

め、炉心の著しい損傷を防止する措置として、短時間で原子炉を自動で停止する措置を講じる。

また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい

損傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「原子炉出口冷却材

温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原子炉保

護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措置

（代替原子炉トリップ信号による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合でも、第

4.3.3.6.4図に示すとおり、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著しい損傷が防止さ

れる。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.6.1 図に示す。本評価事故シーケ

ンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「２次冷却材流

量低」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい

損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的と

する。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することによ

り、「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原

子炉の停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 
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ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措

置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的

に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、格納容器の破

損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状

況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における定格

運転（１次主循環ポンプの主電動機を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却

機の自然通風による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．負の反応度係数などの固有の物理メカニズムによる原子炉の出力の低減を可能

とする。 

ｃ．以上に加えて、制御棒駆動機構の軸の直接回転により制御棒を炉心に挿入し、出

力を低下させる措置を整備する。なお、本措置は、上記のａ．～ｂ．の措置によ

る格納容器破損防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に

講じる措置である。また、炉心損傷防止措置における原子炉手動停止操作によっ

ても、制御棒が挿入できなかった場合において、原子炉が高温で安定静定してい

る場合に実施する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.6.1表及び第 4.3.3.6.2 表に示す。

これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放

射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備す

る。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.6.3表及び第 4.3.3.6.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2名、格納容器破損防止措置
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に必要な要員は 2名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）2ループの２次主循環ポンプの主電動機が同時に停止し、2 ループの１次主循環

ポンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

5）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の

主送風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

6）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

7）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリ

ップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

8）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心

温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待しな

いものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の

速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/k とする。また、解析

では制御棒の挿入速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価

値 90%挿入までの時間を 0.8秒とする。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.6.2図に示す。 

1ループの２次主循環ポンプがトリップすると、相互インターロックによりほぼ同

時に他の 1 ループの２次主循環ポンプもトリップし、両ループの２次冷却材流量が

低下し、約 1.6 秒で「２次冷却材流量低」の設定値である定格流量の約 80％に到達
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するが、原子炉トリップ信号の発信に失敗する。２次主冷却系は自然循環に移行し、

また、２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の

主送風機が停止し、主冷却器出口温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。

２次冷却材流量の低下により、主中間熱交換器の除熱量が減少するため、１次主冷却

系のコールドレグの温度が上昇する。その結果、炉心支持板の膨張による炉心形状の

変化で中性子の漏れが増加するため、負の反応度が投入され原子炉出力が低下し、そ

れに伴い燃料温度も低下する。原子炉出力は低下するものの、その間に１次主冷却系

のコールドレグの温度が上昇しているため、被覆管温度及び冷却材温度、更には原子

炉容器出口冷却材温度が上昇し、時刻約 121秒に「原子炉出口冷却材温度高」の設定

値である 464℃に到達し、代替原子炉トリップ信号が発せられ、時刻約 124秒で後備

炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入を開始

する。原子炉スクラム信号の発信により、両ループの１次主循環ポンプの主電動機が

トリップし、１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引き継がれる。以降は、安定に

原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停

止以前に出現し、両者ともに約 550℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容

器出入口冷却材の最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止に遅

れて出現し、それぞれ約 480℃及び約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定

しても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる反応度係数の不確かさに係る感度解析を実施して

評価項目に対する影響を評価する。反応度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等による

幅（炉心支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、それぞ

れ以下のとおり設定する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないた

め、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影

響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック

特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確か

さの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるように

これらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここで

は、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 
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ドップラ係数   ： 燃料温度の低下に対して、正のフィードバック効果が最大

となるよう絶対値が最大の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最大の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 原子炉容器入口冷却材温度の上昇に対して、負のフィード

バック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の値を使

用する。 

解析結果を第 4.3.3.6.3図に示す。 

代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止までに、主に炉心支持板の膨張による

負のフィードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下が「ⅰ）基本ケ

ース」の解析に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、「ⅰ）

基本ケース」の解析と比べ、それぞれ約 20℃及び約 10℃高く、約 570℃及び約 560℃であ

り、評価項目を満足する。燃料最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃

であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケ

ース」の解析と比べ約 10℃高く約 490℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基

本ケース」の解析とほとんど変わらず約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定した

場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止され

る。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

本評価事故シーケンスにおいては、1次冷却材流量が維持されているため炉心の燃料及び冷

却材の温度変化が緩慢であるとともに、負の反応度フィードバックが大きく、炉心の発熱と冷

却とがバランスし温度が高温にならないまま静定すると考えられる。このため、本評価事故シ

ーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するための評価項目は、

「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す「（1）負の反応度フィードバッ

クが卓越し、炉心の発熱と冷却とがバランスし静定する事象において、炉心の著しい損傷が発

生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。」である。 

a．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主

要な解析条件等を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期
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値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2/℃とする。 

3）2 ループの２次主循環ポンプの主電動機が同時に停止し、2 ループの１次主循環ポ

ンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

4）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の主送

風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.6.4図に示す。 

１ループの２次主循環ポンプがトリップすると、相互インターロックによりほぼ同時

に他の１ループの２次主循環ポンプもトリップし、両ループの２次冷却材流量が低下し、

約 1.6 秒で「２次冷却材流量低」の設定値である定格流量の約 80％に到達するが、原子

炉トリップ信号の発信に失敗すると仮定する。２次主冷却系は自然循環に移行し、また、

２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の主送風機

が停止し、主冷却器出口温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。２次冷却材流

量の低下により、主中間熱交換器の除熱量が低下するため、１次主冷却系のコールドレグ

の温度（原子炉容器入口冷却材温度）が上昇する。その結果、炉心支持板の熱膨張等によ

る負の反応度フィードバックが印加され原子炉出力は低下し、それに伴い燃料温度も低

下する。原子炉出力は低下するものの、原子炉容器入口冷却材温度が上昇しているため、

被覆管温度、冷却材温度及び原子炉容器出口冷却材温度が上昇し、事象発生後約 121 秒

で「原子炉出口冷却材温度高」の代替原子炉トリップ信号の設定値である 464℃に到達す

るが、ここでは、代替原子炉トリップ信号の発信にも失敗すると仮定する。 

この場合、引き続き、原子炉容器入口冷却材温度が上昇するため、炉心支持板の熱膨張

等による負の反応度フィードバックが印加され、原子炉出力はさらに低下し、原子炉容器

入口冷却材温度の上昇よりも原子炉出力の低下の寄与が大きくなることにより、燃料温

度、被覆管温度及び冷却材温度は低下する。その後、原子炉出力と原子炉容器入口冷却材

温度が平衡状態となり、炉心温度及び原子炉容器出入口冷却材温度は安定に推移する。 

原子炉出力は初期値から上昇せず低下し、燃料最高温度も、初期値から上昇せず約

1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、両者とも

に約 550℃であり、評価項目を満足し、その後長時間にわたって安定な炉心冷却状態が維

持される。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は、それぞれ約 500℃及び約 480℃

であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、

炉心損傷防止措置である代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定し

た場合でも、炉心及び冷却系の物理特性により炉心の著しい損傷は防止され、格納容器の

破損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

なお、評価項目との比較により本評価シーケンスの収束は、合理的に判断できるもの

の、その状態は比較的高温での安定静定状態である。この間に、運転員が手動による制御
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棒挿入操作を行うことにより、低温の安定静定状態に導くことができる。また、運転員に

よる手動操作によっても、何らかの原因により制御棒が挿入されない場合は、自主対策設

備を用いて、直接、制御棒駆動機構の軸を回転させることにより、制御棒を炉心に挿入し

原子炉を低温の安定静定状態へ移行させるように努める。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影響は小さく、ここでは、

解析条件の不確かさの影響評価を行う。なお、本評価事故シーケンスの評価においては、運転

員等の操作がないため、運転員操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に対す

る余裕が小さくなると考えられる「炉心支持板温度係数」の不確かさに関する感度解析を実施

して評価項目に対する影響を評価した。 

1）炉心支持板温度係数：炉心構成等による変動の幅±20％を考慮し、原子炉容器入口冷却

材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の

値を使用する。 

解析結果を第 4.3.3.6.5図に示す。 

被覆管最高温度及び冷却材最高温度が出現するまで、炉心支持板の熱膨張による負のフィ

ードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下が「ⅰ）基本ケース」の解析

に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度は「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ約 10℃高

く約 560℃、冷却材最高温度は、約 550℃であり、評価項目を満足する。原子炉出力の最大値

は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず、燃料最高温度も、「ⅰ）基本ケース」の解析と変

わらず約1,800℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は

両者ともに約10℃高く、それぞれ約 510℃及び約 490℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、条件の不確かさを考慮したとしても、炉心の著しい損傷は防止され、格納容器の

破損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 
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第4.3.3.6.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信及び

原子炉スクラム（自動停止）

について、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信を確

認し、発信に失敗している場

合は事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.6.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の運

転状況を確認するとともに、２

次主冷却系（自然循環）及び主

冷却機（自然通風）に異常等が

ないことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉出力低下の

確認 

・関連する核計装により原子炉出

力が低下することを確認する。 
－ － 

①核計装（線形出力

系） 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

制御棒駆動機構の

軸の直接回転によ

る制御棒の挿入 

・制御棒駆動機構の軸の直接回

転により制御棒を炉心に挿入

し、出力を低下させる。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
回転治具 

①核計装（線形出力

系） 

②燃料破損検出系 

③アイソレーション

信号「格納容器内

床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.6.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.6.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 現場対応班員 5
・制御棒駆動機構の軸を直接回転させるこ
　とにより制御棒を炉心に挿入

・原子炉手動停止ができない場
合、自主対策設備を用いて、制御
棒駆動機構の軸を直接回転させる
ことにより制御棒を炉心に挿入
し、低温停止に必要な反応度を挿
入する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5
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第 4.3.3.6.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

  

２次冷却材流量減少

（No）

原子炉自動停止

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「 ２次冷却材流量低」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（Yes）

（No）

（Yes）

（No）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「２次冷却材流量低」

（Yes）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

【炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置】

原子炉自動停
止失敗と判断

炉心及び冷却系の物
理的特性により、

炉心損傷防止

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入

制御棒駆動機構の軸を直接回転させ
ることにより制御棒を炉心に挿入
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第 4.3.3.6.2図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

  

0秒：事象発生（2次主循環ポンプトリップ（2ループ））、「2次冷却
材流量低」信号の発信失敗

121秒：「原子炉出口冷却材温度高」信号の発信

124秒：原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）
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第 4.3.3.6.3図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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第 4.3.3.6.4図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定） 

  

0秒：事象発生（2次主循環ポンプトリップ（Aループ、Bループ））

原子炉停止機能がないと仮定（代替原子炉トリップ信号なし）
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第 4.3.3.6.5図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定 

（不確かさの影響評価）） 
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4.3.3.7 ２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故は、原子炉の出力運

転中に、何らかの原因で２次系の冷却材流量が減少した後、「２次冷却材流量低」による原子

炉トリップ信号の発信に成功するものの、原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗し、原子炉

の停止に失敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、２次冷却材流

量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に

至る可能性がある。 

原子炉の停止機能を喪失することから、短時間で炉心の著しい損傷に至る可能性があるた

め、炉心の著しい損傷を防止する措置として、短時間で原子炉を自動で停止する措置を講じる。

また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著

しい損傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、代替安全保護

回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後備炉停止制御棒を急

速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信

号として整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防止

措置（後備炉停止系用論理回路動作による後備炉停止制御棒の急速挿入による原子炉停止）が

機能しないことを仮定した場合でも、事象進展は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉

トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少

及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様に、炉心及び冷却系の物理的特性により、

炉心の著しい損傷が防止される。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.7.1 図に示す。本評価事故シ

ーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、原子炉保護

系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心の

著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を

目的とする。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することによ
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り、「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原

子炉の停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措

置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的

に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、格納容

器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事

故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における定格

運転（１次主循環ポンプの主電動機を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却

機の自然通風による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．負の反応度係数などの固有の物理メカニズムによる原子炉の出力の低減を可能

とする。 

ｃ．以上に加えて、制御棒駆動機構の軸の直接回転により制御棒を炉心に挿入し、出

力を低下させる措置を整備する。なお、本措置は、上記のａ．～ｂ．の措置によ

る格納容器破損防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に

講じる措置である。また、炉心損傷防止措置における原子炉手動停止操作によっ

ても、制御棒が挿入できなかった場合において、原子炉が高温で安定静定してい

る場合に実施する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.7.1 表及び第 4.3.3.7.2 表に

示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多

量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき

整備する。 

（５）作業と所要時間 
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２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.7.3 表及び第

4.3.3.7.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 2名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減

少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の

評価は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故を

想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防

止措置（後備炉停止系用論理回路動作による後備炉停止制御棒の急速挿入による原子炉停

止）が機能しないことを仮定した場合でも、事象進展は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、「4.3.3.6 ２次冷却

材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様に、炉心及び冷却系の物理

的特性により、炉心の著しい損傷は防止される。 

上記の評価結果から、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳

事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防

止される。 
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第4.3.3.7.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信及び

原子炉スクラム（自動停止）

について、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信によ

る原子炉保護系（スクラム）

の動作を確認し、動作に失敗

している場合は事故発生と判

断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「２次冷却材流

量低」 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.7.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の運

転状況を確認するとともに、２

次主冷却系（自然循環）及び主

冷却機（自然通風）に異常等が

ないことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉出力低下の

確認 

・関連する核計装により原子炉出

力が低下することを確認する。 
－ － ①核計装（線形出力系） 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

制御棒駆動機構の

軸の直接回転によ

る制御棒の挿入 

・制御棒駆動機構の軸の直接回

転により制御棒を炉心に挿入

し、出力を低下させる。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
回転治具 

①核計装（線形出力

系） 

②燃料破損検出系 

③アイソレーション

信号「格納容器内

床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.7.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第4.3.3.7.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 現場対応班員 5
・制御棒駆動機構の軸を直接回転させるこ
とにより制御棒を炉心に挿入

・原子炉手動停止ができない場
合、自主対策設備を用いて、制御
棒駆動機構の軸を直接回転させる
ことにより制御棒を炉心に挿入
し、低温停止に必要な反応度を挿
入する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5
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第 4.3.3.7.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

２次冷却材流量減少

（Yes）

（No）

原子炉自動停止

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「 ２次冷却材流量低」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（Yes）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「２次冷却材流量低」

（No）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

凡例

：動作・確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）原子炉自動停
止失敗と判断

炉心及び冷却系の物
理的特性により、
炉心損傷防止

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入

【炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置】

制御棒駆動機構の軸を直接回転させ
ることにより制御棒を炉心に挿入
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4.3.3.8 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故は、原子炉の出力運転中に、

何らかの原因で２次主冷却系の主配管が破損し、２次冷却材が漏えいした後、「原子炉入口冷

却材温度高」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として

考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、２次冷却材漏えい時

に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能

性がある。 

原子炉の停止機能を喪失することから、短時間で炉心の著しい損傷に至る可能性があるた

め、炉心の著しい損傷を防止する措置として、短時間で原子炉を自動で停止する措置を講じる。

また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損

傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「原子炉出口冷却材温

度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、

制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原子炉保

護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措置（代

替原子炉トリップ信号による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合でも、第

4.3.3.8.5図に示すとおり、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著しい損傷が防止さ

れる。 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置

及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.8.1 図に示す。本評価事故シーケン

スにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「原子炉入口冷却

材温度高」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい損

傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とす

る。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することによ

り、「原子炉入口冷却材温度高」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合

でも原子炉の停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動
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作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗し

た場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を

スクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒

駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停

止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、

制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は

後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措

置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的

に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、格納容器の破損

を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況

に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における定格

運転（１次主循環ポンプの主電動機を使用）、1 ループの２次主冷却系の自然循環

及び主冷却機の自然通風による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．負の反応度係数などの固有の物理メカニズムによる原子炉の出力の低減を可能

とする。 

ｃ．以上に加えて、制御棒駆動機構の軸の直接回転により制御棒を炉心に挿入し、出

力を低下させる措置を整備する。なお、本措置は、上記のａ．～ｂ．の措置によ

る格納容器破損防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に

講じる措置である。また、炉心損傷防止措置における原子炉手動停止操作によっ

ても、制御棒が挿入できなかった場合において、原子炉が高温で安定静定してい

る場合に実施する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.8.1 表及び第 4.3.3.8.2 表に示す。これ

らの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性

物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置

及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.8.3 表及び第 4.3.3.8.4

表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必
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要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 5名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 5名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）原子炉冷却材温度の上昇を高めに解析するため、破損が生じたループは主中間

熱交換器の２次側の除熱能力の完全喪失を仮定する。 

5）２次主冷却系の健全ループによる除熱能力の低下を早期に考慮するため、破損

が生じたループの２次主循環ポンプの主電動機の停止を仮定し、健全ループの

２次主循環ポンプも停止するものとする。 

6）2ループの１次主循環ポンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

7）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の

主送風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

8）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

9）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリ

ップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

10）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心

温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待しな

いものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の

速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/k とする。また、解析

では制御棒の挿入速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価

値 90%挿入までの時間を 0.8秒とする。 

11）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

12）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 
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ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.8.2図に示す。 

1 ループでの２次冷却材の漏えいと同時に２次主循環ポンプのトリップを仮定し、

また、相互インターロックにより他の 1 ループの２次主循環ポンプがトリップする

ため、２次冷却材流量が低下する。また、２次主循環ポンプのトリップによるインタ

ーロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度

の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。２次冷却材が漏えいしたループは主中

間熱交換器の除熱能力の完全喪失を仮定するとともに、他の 1 ループは２次冷却材

流量の低下とともに主中間熱交換器での除熱量が減少するため、両ループの１次主冷

却系のコールドレグの温度が上昇し、２次冷却材が漏えいしたループにおいて約 18

秒で「原子炉入口冷却材温度高」の設定値である 365℃に到達するが、原子炉トリッ

プ信号の発信に失敗する。２次冷却材流量の低下により、主中間熱交換器の除熱量が

減少するため、１次主冷却系のコールドレグの温度が更に上昇する。その結果、炉心

支持板の膨張による炉心形状の変化で中性子の漏れが増加するため、負の反応度が投

入され原子炉出力が低下し、それに伴い燃料温度も低下する。原子炉出力は低下する

ものの、その間に１次主冷却系のコールドレグの温度が上昇しているため、被覆管温

度及び冷却材温度、更には原子炉容器出口冷却材温度が上昇し、時刻約 114秒に「原

子炉出口冷却材温度高」の設定値である 464℃に到達し、代替原子炉トリップ信号が

発せられ、時刻約 117 秒で後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒

が所定の速度で急速挿入を開始する。原子炉スクラム信号の発信により、両ループの

１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、１次主循環ポンプのポニーモータ運転に

引き継がれる。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停

止以前に出現し、両者ともに約 550℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容

器出入口冷却材の最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止に遅

れて出現し、それぞれ約 490℃及び約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定し

ても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる反応度係数の不確かさに係る感度解析を実施して

評価項目に対する影響を評価する。反応度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等による

幅（炉心支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、それぞ

れ以下のとおり設定する。 
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なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないた

め、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影

響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック

特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確か

さの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるように

これらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここで

は、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

ドップラ係数   ： 燃料温度の低下に対して、正のフィードバック効果が最大

となるよう絶対値が最大の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最大の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 原子炉容器入口冷却材温度の上昇に対して、負のフィード

バック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の値を使

用する。 

解析結果を第 4.3.3.8.3図に示す。 

代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止までに、主に炉心支持板の膨張による

負のフィードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下量が「ⅰ）基本

ケース」の解析に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、

「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ、それぞれ約 20℃及び約 10℃高く、それぞれ約 570℃

及び約 560℃であり、評価項目を満足する。燃料最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析

と変わらず、約 1,800℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材の最

高温度は約 490℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析とほ

とんど変わらず、約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定した場

合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

a．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析をする。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件等を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期

値を定格流量とする。 
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2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2/℃とする。 

3）1 ループの２次主冷却系においてナトリウムの漏えいが生じた場合に、原子炉冷却

材温度の上昇を高めに解析するため、当該ループは主中間熱交換器の 2次側の除熱

能力の完全喪失を仮定する。また、ナトリウムの漏えいにより、２次主循環ポンプ

がトリップする可能性があるため、漏えいの発生と同時に２次主循環ポンプをトリ

ップさせ、インターロックにより他の 1ループの２次主循環ポンプもトリップさせ

る。この場合、２次主冷却系は、健全な 1ループによる自然循環となる。 

4）2ループの１次主循環ポンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

5）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の主送

風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

6）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.8.4図に示す。 

1ループでの２次冷却材の漏えいと同時に２次主循環ポンプをトリップさせ、相互イン

ターロックにより他の 1 ループの２次主循環ポンプのトリップを仮定しているため、２

次冷却材流量が低下する。２次主冷却系は、1ループの自然循環に移行し、また、２次主

循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止

し、主冷却器出口温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。２次冷却材流量の低

下により、主中間熱交換器の除熱量が低下するため、１次主冷却系のコールドレグの温度

（原子炉容器入口冷却材温度）が上昇する。その結果、炉心支持板の熱膨張等による負の

反応度フィードバックが印加され原子炉出力は低下し、それに伴い燃料温度も低下する。

原子炉出力は低下するものの、原子炉容器入口冷却材温度が上昇しているため、被覆管温

度、冷却材温度及び原子炉容器出口冷却材温度が上昇し、事象発生後約 114秒で「原子炉

出口冷却材温度高」の代替原子炉トリップ信号の設定値である 464℃に到達するが、ここ

では、代替原子炉トリップ信号の発信にも失敗すると仮定する。 

この場合、引き続き、原子炉容器入口冷却材温度が上昇するため、炉心支持板の熱膨張

等による負の反応度フィードバックが印加され、原子炉出力は更に低下し、原子炉容器入

口冷却材温度の上昇よりも原子炉出力の低下の寄与が大きくなることにより、燃料温度、

被覆管温度及び冷却材温度は低下する。その後、原子炉出力と原子炉容器入口冷却材温度

が平衡状態となり、炉心温度及び原子炉容器出入口冷却材温度は安定に推移する。 

原子炉出力は初期値から上昇せず低下し、燃料最高温度も、初期値から上昇せず約

1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、両者とも

に約 550℃であり、評価項目を満足し、その後長時間にわたって安定な炉心冷却状態が維

持される。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は、それぞれ約 510℃及び約490℃

であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉

心損傷防止措置である代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定した

場合でも、炉心及び冷却系の物理特性により炉心の著しい損傷は防止され、格納容器の破
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損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

なお、評価項目との比較により本評価シーケンスの収束は、合理的に判断できるもの

の、その状態は比較的高温での安定静定状態である。この間に、運転員が手動による制御

棒挿入操作を行うことにより、低温の安定静定状態に導くことができる。また、運転員に

よる手動操作によっても、何らかの原因により制御棒が挿入されない場合は、自主対策設

備を用いて、直接、制御棒駆動機構の軸を回転させることにより、制御棒を炉心に挿入し

原子炉を低温の安定静定状態へ移行させるように努める。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影響は小さく、ここでは、

解析条件の不確かさの影響評価を行う。なお、本評価事故シーケンスの評価においては、運転

員等の操作がないため、運転員操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に対す

る余裕が小さくなると考えられる「炉心支持板温度係数」の不確かさに関する感度解析を実施

して評価項目に対する影響を評価した。 

1）炉心支持板温度係数：炉心構成等による変動の幅±20％を考慮し、原子炉容器入口冷却

材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の

値を使用する。 

解析結果を第 4.3.3.8.5図に示す。 

被覆管最高温度及び冷却材最高温度が出現するまで、炉心支持板の熱膨張による負のフィ

ードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下が「ⅰ）基本ケース」の解析

に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度は約10℃高くなり約 560℃、冷却材最高温度

は、約 550℃であり、評価項目を満足する。原子炉出力の最大値は、「ⅰ）基本ケース」の解

析と変わらず、燃料最高温度も、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約1,800℃であり、評

価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は両者ともに約 10℃高く、そ

れぞれ約520℃及び約500℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、条件の不確かさを考慮したとしても、炉心の著しい損傷は防止され、格納容器の

破損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

  

[1913]



53条(1)-添付 4-376 

 

第4.3.3.8.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「原子炉入口冷

却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉入口冷却材温度高」

による原子炉トリップ信号発

信及び原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「原子炉入口冷

却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「原子炉入口冷却材温度高」

による原子炉トリップ信号発

信を確認し、発信に失敗して

いる場合は事故発生と判断す

る。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「原子炉入口冷

却材温度高」 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.8.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の運

転状況を確認するとともに、２

次主冷却系（自然循環）及び主

冷却機（自然通風）に異常等が

ないことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉出力低下の

確認 

・関連する核計装により原子炉出

力が低下することを確認する。 
－ － ①核計装（線形出力系） 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

制御棒駆動機構の

軸の直接回転によ

る制御棒の挿入 

・制御棒駆動機構の軸の直接回

転により制御棒を炉心に挿入

し、出力を低下させる。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
回転治具 

①核計装（線形出力

系） 

②燃料破損検出系 

③アイソレーション

信号「格納容器内

床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.8.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.8.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「原子炉入口冷却材温度高」に
よる原子炉トリップ信号発信失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

２次冷却材漏え
い対応

運転員B、C、D 3 ・２次冷却材ドレン、消火等

・２次冷却材漏えいを検知した場
合には、２次冷却材を２次冷却材
ダンプタンクにドレンするととも
に、ナトリウム燃焼の消火を行
う。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

120 180 240

▽事故発生の判断（「原子炉入口冷却材温度高」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

２次冷却材漏え
い対応

運転員B、C、D 3 ・２次冷却材ドレン、消火等

・２次冷却材漏えいを検知した場
合には、２次冷却材を２次冷却材
ダンプタンクにドレンするととも
に、ナトリウム燃焼の消火を行
う。

自主対策 現場対応班員 5
・制御棒駆動機構の軸を直接回転させるこ
　とにより制御棒を炉心に挿入

・原子炉手動停止ができない場
合、自主対策設備を用いて、制御
棒駆動機構の軸を直接回転させる
ことにより制御棒を炉心に挿入
し、低温停止に必要な反応度を挿
入する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

120 180 240

▽事故発生の判断（「原子炉入口冷却材温度高」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5
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第 4.3.3.8.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

２次冷却材漏えい

（No）

原子炉自動停止

２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉入口冷却材温

度高」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」

炉心損傷防止
（原子炉自動停止）

後備炉停止系ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉出口冷却材温度高」
（後備炉停止系用

論理回路動作）

（Yes）

（No）

（Yes）

（No）

原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ信号発信
「原子炉入口冷却材温

度高」

（Yes）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

低温停止確認
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）原子炉自動停
止失敗と判断

炉心及び冷却系の物
理的特性により、

炉心損傷防止

原子炉容器内冷却確認
・ １次主冷却系：強制循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉手動停止
・手動スクラム
・制御棒保持電磁石励磁手動断
・後備炉停止制御棒保持電磁石励
磁手動断

・制御棒駆動機構による制御棒手
動挿入

・後備炉停止制御棒駆動機構によ
る後備炉停止制御棒手動挿入

【炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置】

制御棒駆動機構の軸を直接回転させ
ることにより制御棒を炉心に挿入
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第 4.3.3.8.2図 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

  

117秒 : 原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）

114秒 : 「原子炉出口冷却材温度高」信号の発信

0秒 :事象発生（2次冷却材漏えい（1ループ））、原子炉トリップ信号
発信失敗

[1918]



53条(1)-添付 4-381 

 

 

 

第 4.3.3.8.3図 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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第 4.3.3.8.4図 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定） 

  

原子炉停止機能がないと仮定（代替原子炉トリップ信号なし）

0秒 :事象発生（2次冷却材漏えい（1ループ））、原子炉トリップ信号
発信失敗

[1920]
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第 4.3.3.8.5図 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定 

（不確かさの影響評価）） 
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4.3.3.9 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損

の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有する安全容

器内の１次主冷却系又は１次補助冷却系の配管（内側）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム

液面低」により自動停止した後、リークジャケット又は配管（外側）により漏えい量が抑制さ

れた状態での崩壊熱除去中に、リークジャケット又は配管（外側）が破損し、１次冷却材が二

重壁外に漏えいする事象として考える。本評価事故シーケンスの１次冷却材漏えい箇所は、安

全容器内の配管（内側及び外側）とする。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ継続した場合には、原子

炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することから、炉

心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、低圧システムで、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に

使用していることから、原子炉冷却材バウンダリ破損時にも減圧沸騰せず、液位低下は緩慢と

なる特徴を踏まえ、静的機器を活用した信頼性の高い原子炉冷却材液位確保のための措置を

講じる。また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計

の特徴と１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損

の重畳事故の特徴から、炉心の昇温等の事象進展は緩慢となるが、冷却のための措置は、自動

起動又は通常運転時からの継続とし、信頼性の高い措置とする。なお、これらの余裕時間を踏

まえ、冷却のための措置は手動でも起動操作等が実施できるものとする。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故においては、安全容器により漏えいした冷却材を保持し、炉心冷却に必要な原子炉容器液

位を確保するとともに、補助冷却設備により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損

傷を防止する。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故では、炉心損傷防止措置（補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷却）が機能しない

ことを仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）

や損傷炉心物質が流出するものとして、これらを安全容器にて保持し、コンクリート遮へい体

冷却系により、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに窒素ガスを通

気し、安全容器内にて保持した損傷炉心物質を冷却する措置を講じる。本措置により、原子炉

容器破損後の格納容器底部での損傷炉心物質とコンクリートとの相互作用を回避することで

格納容器の破損を防止する。 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する過

程で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になること

を想定し、１次アルゴンガス系に安全板を設置することにより、主中間熱交換器の原子炉冷却

材バウンダリ（1 次・2 次境界）の過圧を防止する措置を講じる。また、格納容器（床下）の
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床面に断熱材及びヒートシンク材を設置することにより、安全板から流出するナトリウムに

よる熱的影響を緩和する措置を講じる。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.9.1

図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故

への移行は、配管（外側）からの１次冷却材漏えいを起点とする。なお、ここでは、原子炉容

器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することを想定する。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重

畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置

は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．安全容器内の空間容積を制限することにより、二重壁外へ１次冷却材が漏えいし

た場合でも、原子炉容器等の冷却材液位を１次補助冷却系の循環に支障を来すこ

となく炉心の冷却を行うことができるレベル以上に保持する。 

ｂ．原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下

した場合でも、原子炉停止後の崩壊熱除去を可能とするため、補助冷却設備を整

備する。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重

畳事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和

を目的とする。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を保持するため、安全容器を整備

する。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持し

た損傷炉心物質を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダ

リ（1 次・2 次境界）が過圧されることを防止するため、１次アルゴンガス系に安

全板を整備する。 

ｄ．安全板から流出するナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒー

トシンク材を整備する。また、流出したナトリウムがコンクリートと直接接触す

ることを防止するため、格納容器（床下）の室には鋼製のライナを整備する。 

ｅ．原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、ナトリウムが流出した場

合の燃焼反応を防止する。 

ｆ．ナトリウムが流出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射能レベルが異常に上

昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及び「格納容器内床上

線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全施設の作動により、

格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学的安全施設は、手動

操作によっても作動できるものとする。 
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（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.9.1

表及び第 4.3.3.9.2表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子

炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定

める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.3.3.9.3表及び第 4.3.3.9.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 5名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）１次主冷却系配管の内管及び外管が同時に破損する保守的な想定として、１次

冷却材は、１次主冷却系配管の内管及び外管の間隙には流れ込まず、全て二重

壁外に漏えいするものとする。 

5）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内のＮｓＬ－約 8,200mm にある原子炉容器

入口低所配管とし、漏えい口の大きさは 42mm2とする。 
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6）カバーガス圧力及び安全容器内圧力はそれぞれ 0.49kPa 及び 1.72kPa で一定と

し、漏えいしたナトリウムの静水圧は考慮しないものとする。 

7）原子炉容器の液位が、主中間熱交換器内胴窓上端位置から上方 100mmの位置（Ｎ

ｓＬ－710mm）を下回れば、１次主冷却系流路は途絶するものとする。 

8）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

9）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとし、原子炉トリッ

プ設定値はＮｓＬ－100mm、応答時間は 0.4秒とする。 

10）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入される

ものとし、負の反応度を 7.1%△k/k とする。また、解析では、制御棒の落下速

度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時

間を 0.8秒とする。 

11）補助冷却設備の自動起動は「炉内ナトリウム液面低低（ＮｓＬ－320mm）」によ

るものとし、１次補助冷却系電磁ポンプ及び補助冷却機の送風機はそれぞれ 4

分 30 秒及び 30 秒で定格運転に至るものとする。また、その後は、補助冷却器

出口ナトリウム温度が 350℃となるように補助冷却機インレットベーン開度が

制御されるものとし、これにより崩壊熱を除熱するものとする。 

12）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

13）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.9.2図及び第 4.3.3.9.3図に示す。 

安全容器内の１次主冷却系コールドレグの低所配管の破損口から二重壁外へ１次

冷却材が流出するため、炉心流量がわずかに低下するとともに、原子炉冷却材液位が

低下し、約 27分後に原子炉容器内冷却材液位は、「炉内ナトリウム液面低」の設定値

であるＮｓＬ－100mmに到達し、原子炉トリップ信号が発せられ、主炉停止系の制御

棒が所定の速度で急速挿入される。また、原子炉スクラム信号の発信により、両ルー

プの１次主循環ポンプの主電動機及び２次主循環ポンプがトリップし、１次主冷却系

は１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引き継がれ、２次主冷却系は自然循環に移

行する。２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機

の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停止時の制御モードに

切り替わる。 

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、そ

れに伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下するが、流量と出力のバランス

により、一度上昇に転じてから再び低下する。原子炉容器出入口冷却材温度も緩やか

に低下する。その後も漏えいが継続し、約 87 分後に原子炉容器内冷却材液位が「炉

内ナトリウム液面低低」の設定値であるＮｓＬ－320mmに到達し、補助冷却設備が起

動する。この時間帯では、主冷却系における主冷却器出口ナトリウム温度制御時の最

低除熱能力が炉心崩壊熱を上回っているため、主冷却器出口ナトリウム温度の制御目
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標値を維持できず、炉心温度及び１次・２次冷却材温度は緩やかに低下を継続する。

時刻約 5時間で原子炉容器内のナトリウム液位が、主中間熱交換器内胴窓（熱交換領

域への流入口）の上端位置から上方 100mmの位置を下回り、１次主冷却系の冷却材流

路を喪失し、補助冷却設備のみでの除熱になる。その後、１次・２次冷却材温度は制

御目標値になるよう制御され、崩壊熱は安定的に除去される。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止時

に出現し、初期値からほとんど上昇せず、それぞれ約 550℃及び約 540℃であり、評

価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材温度は、初期値からほとんど上昇せ

ず、最高温度は約 460℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度は、原子炉トリップ信号

による原子炉の自動停止後に出現し、約 370℃であり、評価項目を満足する。なお、

補助冷却設備の単独運転時においては、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最

高温度は、いずれも約 430℃であり、原子炉容器出入口冷却材（１次補助冷却系）の

最高温度は、それぞれ約 390℃及び約 360℃である。 

以上より、１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管

（外管）破損の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる崩壊熱及び原子炉トリップ信号である「炉内ナトリ

ウム液面低」設定値の不確かさに係る感度解析を実施して評価項目に対する影響を評価す

る。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないた

め、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影

響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック

特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確か

さの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるように

これらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここで

は、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を用いる。原子炉トリップ

信号である「炉内ナトリウム液面低」の設定値は、設定値に対して誤差－40mmを考慮し、

ＮｓＬ－140mmとする。 

解析結果を第 4.3.3.9.4図及び第 4.3.3.9.5図に示す。 

原子炉トリップ信号である「炉内ナトリウム液面低」の設定値を 40mm 低く設定したこ

とにより、設定値への到達は「ⅰ）基本ケース」の解析に比べ約 11分遅く、時刻約 37分

となったが、燃料最高温度及び原子炉容器出口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」
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の解析と変わらず、それぞれ約 1,800℃及び約 460℃であり、評価項目を満足する。被覆

管最高温度、炉心冷却材最高温度及び原子炉容器入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケ

ース」の解析とほとんど変わらず、それぞれ約 550℃、540℃及び約 370℃であり、評価項

目を満足する。なお、補助冷却設備の単独運転時には、崩壊熱の不確かさを考慮したこと

及び１次主冷却系の冷却材流路喪失のタイミングが早くなったことにより、燃料最高温

度、被覆管最高温度及び炉心冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて、そ

れぞれ約 20℃、約 10℃及び約 10℃高く、約 450℃、約 440℃及び約 440℃であり、原子炉

容器出口冷却材（１次補助冷却系）の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて、

約 10℃高く約 400℃、原子炉容器入口冷却材温度（１次補助冷却系）は「ⅰ）基本ケース」

の解析からほとんど上昇せず約 370℃である。 

以上より、１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外

管）破損の重畳事故を想定した場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、

炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置の有効性評価においては、事故シー

ケンス全体をいくつかの過程に分けて解析を行う。事故の開始から炉心が損傷し原子炉

容器が破損するまでの過程を炉内事象過程と呼び、この過程では崩壊熱が全て原子炉

冷却材の昇温及び蒸発並びに原子炉冷却材バウンダリ内の機器の昇温に寄与するとい

う保守的な仮定を用いて温度変化等を計算する。その後、原子炉容器が破損し、原子炉

容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を安全容器内で保持する過程を炉外事象過程

と呼び、この過程における熱流動挙動をＦＬＵＥＮＴで解析する。安全板から原子炉冷却

材バウンダリの外に流出したナトリウムによる影響が生じる過程を格納容器応答過程と呼

び、この過程における流出したナトリウムによる格納容器の応答をＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭ

Ｒで解析する。 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するた

めの評価項目は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す（4）から（6）

である。「（4）原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内にて保持・冷却できる

こと。」の評価項目を炉外事象過程の解析により評価する。「（5）主中間熱交換器及び補助

中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止できること。」につ

いては、本評価事故シーケンスの事象進展では、原子炉冷却材温度及び圧力が通常運転時よ

りも低い状態で１次主冷却系の循環に必要な液位を下回るため、1次冷却材を介して主中間

熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）を過温・過圧することはない。また、

補助冷却設備の機能を喪失した場合には１次補助冷却系の弁を閉止するため補助中間熱交

換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）を過温・過圧することはない。したがっ

て、これら原子炉冷却材バウンダリの破損防止措置の有効性を評価する必要はない。また、

「（6）蒸発した冷却材（ナトリウム）が格納容器（床下）に流出する場合において、格納

容器の破損を防止できること。」については、本評価事故シーケンスの事象進展では、炉心

が露出するまでに格納容器（床下）に流出する原子炉冷却材ナトリウムの量が、「4.3.3.13 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」よりはるかに少ないため、本評価項目
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に係る有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

なお、本評価事故シーケンスにおける炉内事象過程の解析では、評価項目に影響を及ぼす

重要なパラメータである原子炉冷却材温度及び圧力を計算する。 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．炉内事象過程の解析 

a．解析条件 

１次冷却材の漏えいにより、１次主冷却系の循環に必要な液位を喪失し、崩壊熱により

原子炉冷却材が昇温され、原子炉冷却材の蒸発により更に原子炉容器内の液位が低下し、

炉心頂部が露出するまでの炉内の事象推移を計算する。 

本評価は、原子炉停止後の炉心崩壊熱が原子炉容器内の原子炉冷却材ナトリウムの昇

温及び蒸発に寄与すると想定し、原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により炉心頂部が露出

するまでの時間を以下の条件で計算する。 

なお、炉心頂部が露出した時点で原子炉容器外に流出することを仮定しており、本仮定

においても大きな保守性を確保している。 

1）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとする。 

2）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内の配管（内側及び外側）とし、漏えい口の

大きさは 42mm2とする。 

3）冷却材の漏えいにより、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障

を来すレベルまで低下するものとする。 

4）安全容器内に漏えいしたナトリウムは安全容器にて保持され、それにより補助冷

却設備の運転に必要な液位は確保されるものの、何らかの理由により補助冷却設

備による崩壊熱の除去が機能しないものとする。 

5）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として

計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）事故発生前から常時運転しているコンクリート遮へい体冷却系の運転が継続され

るものとし、安全容器外面冷却による除熱を考慮するものとする。 

7）炉心崩壊熱による原子炉容器内のナトリウムの昇温、蒸発挙動より蒸発による液

位低下を求める。なお、沸点に達する前の蒸発や蒸発に伴う液体ナトリウムの冷

却も考慮する。原子炉カバーガス等のバウンダリ内の圧力が１次アルゴンガス系

に整備した安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）を超過すると、安全板が開放され、

蒸発したナトリウム蒸気は安全板を通じて窒素雰囲気の格納容器（床下）に流出

するものとする。 

b．解析結果 

計算結果を第 4.3.3.9.6図及び第 4.3.3.9.7図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、１次冷却材漏えい箇所からのナトリウムの漏えい

により液位が低下し、原子炉は自動停止するものの、その後の崩壊熱除去機能の喪失によ

り原子炉冷却材温度は緩やかに上昇する。温度上昇により蒸発したナトリウムは、１次ア

ルゴンガス系内の圧力が１次アルゴンガス系に整備した安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）
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を超過すると、安全板から流出し、原子炉冷却材の液位は、さらに低下する。 

評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである原子炉冷却材温度及び圧力は通常運

転時より低い状態のまま推移し、事象発生の約 4 時間後に１次主冷却系の循環に必要な

液位を下回り、１次主冷却系の循環が停止する。事象発生の約 18時間後に、原子炉容器

内と安全容器内の液位が平衡し、１次冷却材の漏えいが停止する。その後、原子炉冷却材

の最高温度は事象発生の約 3日後に約800℃まで上昇し、原子炉冷却材の蒸発により約 5

日後に炉心頂部まで液位が低下するが、蒸発による液位の低下は極めて緩やかであり、炉

心の損傷が急速に進展することはない。 

以上のように、炉内事象過程においては、炉心の損傷が緩やかに拡大し、原子炉容器底

部に移行した損傷炉心物質が原子炉容器壁を熱的、機械的に損傷させ、原子炉容器外に冷

却材（ナトリウム）や損傷炉心物質が流出し、炉外事象過程に移行する。 

ⅱ．炉外事象過程の解析 

a．解析条件 

計算コードＦＬＵＥＮＴ等により解析する。ＦＬＵＥＮＴによる解析体系を第 4.

3.3.9.8図に示す。また、本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件を以下に示

す。 

1）原子炉容器底部に移行した損傷炉心物質はナトリウム中で冷却されるため、表

面温度はナトリウムの沸点を超えることはなく、原子炉容器を溶融貫通するこ

とはない。しかしながら、原子炉容器底部が長期間高温に維持され、クリープ

破損が生じる可能性があるため、原子炉容器底部の破損を想定する。 

2）原子炉容器底部が破損した結果、ナトリウムが安全容器内に流出するとともに

損傷炉心物質の全量が円筒形の塊状で原子炉容器外の安全容器内に移行したも

のとし、これを解析の初期状態とする。 

3）崩壊熱は、炉心が損傷する過程において、燃料の損傷・溶融と高温状態が継続

することを考慮して希ガス及び揮発性 FPを除くものとする。 

4）安全容器内での冷却に関する崩壊熱を保守的に設定するため、原子炉容器内液

位の低下により、炉心頂部が露出した時点の崩壊熱（240kW）を炉外過程解析の

初期値とする。 

5）コンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスの流量は 20,500m3/h（通常運転時：15,

000～20,000m3/h）、安全容器入口温度は 40℃（事故時設計値：40℃）として流

入させ、4）の崩壊熱に対して定常解析を行う。その後、崩壊熱の減衰に従って

過渡解析を行う。 

6）安全容器内での損傷炉心物質上方のナトリウムによる伝熱効果を保守的に考慮

するため、原子炉容器内液位は、炉心頂部位置におけるナトリウムインベント

リの約 1/3 が損傷炉心物質上部に残存すると想定した液位として、グラウンド

レベル（以下「GL」という。）-12,460mm で維持されているものとする。また、

安全容器内のナトリウム液位は GL-8,900mmとする。 

7）コンクリート遮へい体冷却系の安全容器外面冷却の解析で求めた温度条件及び

損傷炉心物質による荷重条件に基づき、安全容器の構造健全性を評価する。 
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b．解析結果 

計算結果を第 4.3.3.9.9 図から第 4.3.3.9.12 図に示す。 

安全容器を冷却する窒素ガスは、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質の下

方の安全容器下部から、安全容器底板に向けて吹き出した後、構造物表面に衝突

し、径方向に流れを変えて広がりながら安全容器底板を冷却する（安全容器底板

の下には炭素鋼遮へい板があり、窒素ガスは炭素鋼遮へい板下面に接し、炭素鋼

遮へい板を介して安全容器底部を冷却する。）。第 4.3.3.9.9 図に示した安全容

器底板の径方向温度分布においては、発熱源である損傷炉心物質の直下となる

安全容器中心（第 4.3.3.9.9 図の横軸が 0 の位置）から離れるに従い温度は低下

する。炭素鋼遮へい板下面に沿って径方向に流れた窒素ガスは鉛直上向きに流

れ方向を変え、コンクリート遮へい体とその内側の炭素鋼遮へい体間の隙間に

流入する。炭素鋼遮へい体側面に開けられた開口部から、安全容器に向けて窒素

ガスが水平方向に流出し、安全容器側面を冷却する。安全容器を冷却した窒素ガ

スは上向きの流れとなって安全容器の上部から流出する。第 4.3.3.9.10 図に示

す安全容器側面の温度は、発熱源である損傷炉心物質の上方、安全容器下面（第

4.3.3.9.10 の横軸が 0 の位置）から約 1.5m 近傍で最も高くなり、それより上方

は低下する。 

崩壊熱が最も高い時刻 0 秒での定常解析において各部は最高温度を示し、そ

の後、崩壊熱の減衰に従って低下する。安全容器の最高温度は約 330℃であり、

設計温度（450℃）を超えることはない。損傷炉心物質及びそれを保持する遮へ

いグラファイト領域の最高温度はそれぞれ約 860℃及び約 530℃である。また、

損傷炉心物質上方のナトリウムの最高温度は約 350℃であり沸騰することはな

い。なお、損傷炉心物質及びそれを保持する遮へいグラファイトの共存性に問題

はなく、遮へいグラファイトによる損傷炉心物質の保持機能は維持される。 

以上のように、炉外事象過程の事象推移を計算した結果、コンクリート遮へい

体冷却系の安全容器外面冷却により、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質

の崩壊熱は安定的に除去され、安全容器の温度が設計温度を超えることはない。

また、安全容器の自重、ナトリウム重量及び損傷炉心物質の重量並びに内圧によ

り安全容器の胴部及び底板部に発生する応力（1 次応力）は当該部の許容応力を

十分に下回ることから、安全容器の健全性は確保されると判断できる。 

以上より、安全容器内に流出したナトリウムや損傷炉心物質は安定に保持・冷

却されるとともに、安全容器に係る評価項目を満足することから、安全容器の健

全性は確保され、格納容器の破損は防止できる。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．炉内事象過程の不確かさの影響評価 

炉内事象過程では、炉心頂部まで液位が低下する時間を求め、後続の炉外事象過程移行時

の発熱条件を求めている。炉外事象過程移行時の発熱条件は、炉心頂部まで液位が低下した

時点で損傷炉心物質の全量が安全容器内に移行するものとして、炉外事象の解析結果を厳

しくするよう保守的に条件設定を行っており、炉内事象過程における崩壊熱等の不確かさ

[1930]
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の影響を考慮して十分に保守的な条件設定としている。このため、炉内事象過程に対する不

確かさの影響評価は不要である。 

ⅱ．炉外事象過程の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価における炉外事象過程の不確かさについて、計算コ

ードの不確かさの影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。 

安全容器の構造健全性を評価する上で重要な指標である構造温度に対し、影響が大きい

パラメータとしては、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質の発熱条件が挙げられる。 

発熱条件については、炉心頂部まで液位が低下した時点で損傷炉心物質の全量が安全容

器内に移行するものとして、炉外事象の解析結果を厳しくするよう保守的に条件設定を行

っており、炉心頂部まで液位が低下する約 5日後の崩壊熱（240kW）を設定している。しか

しながら、損傷炉心物質の冷却性を評価する上で発熱条件の影響は大きいため、崩壊熱のみ

の不確かさに加えて、炉内事象推移の不確かさも考慮し、発熱条件を崩壊熱（240kW）から

25%増加させて 300kWとする条件で解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.9.13図及び第 4.3.3.9.14図に示す。 

温度分布の形状は大きく変わることなく、全体的に温度レベルが上昇する。安全容器の最

高温度は約 400℃であり、設計温度（450℃）を超えることはなく、また、損傷炉心物質の

最高温度は約 1,090℃、損傷炉心物質を保持する遮へいグラファイトの最高温度は約 680℃

である。さらに、損傷炉心物質上方のナトリウムの最高温度は約 430℃でありナトリウムが

沸騰することはない。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても安全容器に係る評価項目への影響は小さく、評価

項目を満足することから、安全容器の健全性が確保され、格納容器の破損は防止できる。 
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第4.3.3.9.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「炉内ナトリウム液面低」

による原子炉トリップ信号

発信及び原子炉スクラム

（自動停止）について、原

子炉保護系（スクラム）の

動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「炉内ナトリウ

ム液面低」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・安全容器内１次主冷却系配

管（外側）破損に伴い、炉

内冷却材液位が著しく低下

した場合は事故発生と判断

する。 

－ － 
①「炉内ナトリウム

液面計」 

安全容器による 

漏えいした冷却材 

の保持 

・ 

補助冷却設備運転 

に必要な 

炉内冷却材液位確保 

・補助冷却設備の運転が可能

な状態にあることを確認す

る。 

①安全容器 － 

①「炉内ナトリウム

液面計」 

②安全容器呼吸系圧

力計 

③１次補助冷却系温

度計、流量計、補

助冷却器出口温度

計、２次補助冷却

系流量計 

補助冷却設備運転 
・補助冷却設備により、崩壊

熱を除去する。 
①補助冷却設備 － 

①１次補助冷却系温

度計、流量計、補

助冷却器出口温度

計、２次補助冷却

系流量計 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.9.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・冷却材の著しい昇温及び蒸発

が生じた場合、原子炉冷却材バ

ウンダリが高圧に至ると判断

する。 

－ － ①原子炉カバーガス圧力計 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・１次アルゴンガス系安全板よ

り、ナトリウム蒸気が格納容器

（床下）に流出することを確認

する。 

①安全板 

②断熱材 

③ヒートシンク

材 

－ ①安全板の状態表示 

格納容器 

アイソレーション確認 

・「格納容器内圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格納容器内床上

線量率高」により、原子炉保護

系（アイソレーション）が動作

し、工学的安全施設が自動的に

作動し、隔離されることを確認

する。 

①格納容器 

②格納容器バウ

ンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系 

（アイソレーション） 

②アイソレーション信号

「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」 

原子炉容器外に 

冷却材や 

損傷炉心物質が 

流出したことの判断 

・安全容器内の圧力が著しく上

昇した場合、原子炉容器から安

全容器内に冷却材や損傷炉心

物質が流出したと判断する。 

－ － ①安全容器呼吸系圧力計 

安全容器による 

冷却材や損傷炉心物質

の保持 

・ 

コンクリート遮へい体 

冷却系による冷却 

・安全容器内呼吸系圧力計の監

視により、安全容器により冷却

材や損傷炉心物質が保持され

ることを確認する。また、コン

クリート遮へい体冷却系の運

転により、安全容器内にて保持

した損傷炉心物質を冷却する。 

①安全容器及び

コンクリート

遮へい体冷却

系 

－ 

①コンクリート遮へい体冷

却系の温度計、窒素ガス

冷却器の流量計 

②安全容器呼吸系圧力計 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.9.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.9.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目
手順の内容

（中央制御室）

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作
を確認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断

・安全容器内１次主冷却系配管
（外側）破損に伴う炉内冷却材液
位低下を確認する。
・二重壁内の容積に相当する液位
を超えて液位が低下した時点で事
故発生と判断する。

運転員B 1

・安全容器による冷却材漏えい量の抑制の
　確認
・補助冷却設備運転に必要な原子炉容器内
　冷却材液位確保

・補助冷却設備の運転が可能な状
態にあることを確認する。

運転員B、C 2 ・補助冷却設備運転

・補助冷却設備により、崩壊熱を
除去する。
・自動起動に失敗したと判断した
場合には手動で起動する（機器の
操作時間に余裕を見込んでも、60
分以内に操作可能）。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

▽異常事象発生（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

10 20 30 180 10日 20日 30日 40日3005 60

▽原子炉容器内の液位低下による補助冷却設備自動起動

▽事故発生の判断

（安全容器内１次主冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

・炉心損傷防止措置（安全容器による液位確保）は、運転員

の操作を介在しなくても、受動的に機能するよう設計している。

このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、液位確保

の確認及び監視となる。

・炉心損傷防止措置（補助冷却設備による崩壊熱除去）は、

運転員の操作を介在しなくても、自動的に機能するよう設計し

ている。このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、補

助冷却設備の運転の確認及び監視となる。

手順の項目
手順の内容

（中央制御室）

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」による
原子炉保護系（スクラム）動作を確
認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断
・安全容器内１次主冷却系配管（外
側）破損に伴う炉内冷却材液位低下
を確認する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材温度が高温に至ることの判
断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が推
定される場合に、原子炉冷却材バウ
ンダリが高圧に至ると判断する。

運転員C、D 2
・１次アルゴンガス系安全板より、ナトリ
ウム蒸気を格納容器（床下）に放出

・１次アルゴンガス系安全板が開放
し、ナトリウム蒸気が格納容器（床
下）に放出されることを確認する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納容
器内温度高」、「格納容器内床上線
量率高」により、原子炉保護系（ア
イソレーション）が動作し、工学的
安全施設が自動的に作動し、隔離さ
れることを確認する。
・多量のナトリウムが格納容器床下
に漏えいした場合は、格納容器床下
温度が60℃を超過して原子炉保護系
（アイソレーション）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動で
隔離する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉容器外に冷却材や損傷炉心物質が
流出したことの判断

・安全容器内圧力が著しく上昇した
場合に、原子炉容器外に損傷炉心物
質が流出したと判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員B、E 2
・安全容器による冷却材や損傷炉心物質の
保持
・コンクリート遮へい体冷却系による冷却

・安全容器により冷却材や損傷炉心
物質が保持されることを確認する。
また、コンクリート遮へい体冷却系
の運転により、安全容器内にて保持
した損傷炉心物質を冷却する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

格納容器破損防
止措置

▽冷却材の昇温及び蒸発により、

原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断

10 20 30 180 10日 20日 30日 40日3005 60

▽原子炉容器外に損傷炉心物質が流出と判断

▽異常事象発生（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽補助冷却設備による崩壊熱除去に失敗

・運転員は、原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断し

た場合、ベーパトラップを含む１次アルゴンガス系安全板まで

の流路のヒータを入りとする。安全板による過圧防止は、運転

員の操作を介在しなくても、受動的に機能するよう設計してい

る。このため、ヒータ操作後の運転員の役割は、原子炉冷却

材バウンダリ等の圧力の確認及び監視となる。

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能するよう設計している。このため、運転員の操作は

なく、運転員の役割は、隔離状態の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、又は隔離が必要と判

断した場合、手動アイソレーション操作を開始する。操作実施後

は、放射性物質の閉じ込め状態の監視を継続する。

・コンクリート遮へい体冷却系は、通常運転時からの継続運転で

あり、運転員の操作を介在しなくても、運転は継続されるが、冷却

開始前から、通気風量及び通水流量を増加させる手順を実施す

る。
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第 4.3.3.9.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

  

１次冷却材漏えい
（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の
重畳事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「炉内ﾅﾄﾘｳﾑ液面低」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

補助冷却設備運転
（Yes）

（No）

＊1：ナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒートシンク材を整備
＊2：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

格納容器破損防止
（保持した放射性物質等を冷却）

安全容器内
１次主冷却系配管（外側）破損
に伴う炉内冷却材液位低下

冷却材の昇温及び蒸発に
より、原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝ
ﾀﾞﾘが高圧に至ると判断

原子炉容器外に冷却材
（ナトリウム）や放射性
物質等が流出と判断

安全容器により、冷却材や損傷炉心物質
を保持し、コンクリート遮へい体冷却系
により冷却

（Yes）

（No）

安全容器により、漏えいした冷却
材を保持し、炉心冷却に必要な炉
内冷却材液位を確保

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

１次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系安全板
より、ﾅﾄﾘｳﾑ蒸気を

格納容器（床下）に放出＊1＊2

格納容器破損防止
（主中間熱交換器の原子炉冷却
材バウンダリ（1次・2次境界）
圧力上昇抑制）

格納容器内閉じ込め確認

（No）
格納容器手動

アイソレーション

（Yes）

冷却材の昇温及び蒸発により、
原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘが過温・

過圧

[1935]
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第 4.3.3.9.2 図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び 

安全容器内配管（外管）破損の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

 

  

約87min：補助冷却設備起動

0秒：事象発生（1次冷却材漏えい）

約27min：「炉内ナトリウム液面低」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

約5h：ポニーモータ2台停止、主冷却系流路喪失

原子炉冷却材液位は、１次主冷却系循環
流路喪失後も継続して低下するが、安全容
器内の容積制限により、補助冷却設備の運
転に必要な液位より約1,000mm上方となる
初期液位-約3,000mmで漏えいが停止

[1936]
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第 4.3.3.9.3図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

  

0 5 10 15

時 間 （ h ）

原子炉容器入口冷却材温度（補助冷却設備）

原子炉容器出口冷却材温度（補助冷却設備）

200

冷
却
材
温
度

900

800

700

600

500

400

300

（℃）

原子炉容器入口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備は待機状態のため、原子炉容器出

入口冷却材温度（補助冷却設備）の表示はない。

原子炉容器出口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備起動
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第 4.3.3.9.4図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（不確かさの影響評価） 
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時 間 （ h ）

原子炉出力

炉心流量

燃料最高温度

被覆管最高温度

冷却材最高温度

原子炉容器入口冷却材温度

原子炉容器出口冷却材温度

原子炉冷却材液位

（℃）
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原子炉容器

出口冷却材温度

冷却材最高温度

被覆管最高温度

原子炉容器等の冷却材液位が1次

主冷却系の循環に支障を来すレベ

ルまで液位低下

液位が低下したため、原子炉容器

出入口冷却材温度の表示はない。

原子炉冷却材液位
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化
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第 4.3.3.9.5図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（不確かさの影響評価） 

  

0 5 10 15

時 間 （ h ）

原子炉容器入口冷却材温度（補助冷却設備）

原子炉容器出口冷却材温度（補助冷却設備）

200

冷
却
材
温
度

900

800

700

600

500

400

300

（℃）

原子炉容器入口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備は待機状態のため、原子炉容器出

入口冷却材温度（補助冷却設備）の表示はない。

原子炉容器出口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備起動
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第 4.3.3.9.6図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移） 

 

 

第 4.3.3.9.7図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移） 

  

[1940]
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（解析体系） 

 

（境界条件等） 

第 4.3.3.9.8図 ＦＬＵＥＮＴにおける解析体系等 

  

原子炉容器

アルゴンガス

（解析対象外）

リークジャケット

（保温パネル含む）

窒素ガス

窒素ガス領域

炭素鋼板遮蔽体

窒素ガス領域

黒鉛

冷却パス構成用ダクト

窒素ガス

コンクリート遮蔽体ライナ

安全容器

窒素ガス領域

窒素ガス領域

ペデスタル

コンクリート

損傷炉心物質

冷却パス 遮蔽リング

下部黒鉛支持板

炉容器振止構造物

保温材

窒素ガス領域

ナトリウム

ビーム

振止内黒鉛支持板

スティール

通流部

窒素ガス領域

ナトリウム領域

窒素ガス領域

コールドレグ配管

（解析対象外） ホットレグ配管

（解析対象外）

入口境界（窒素ガス）

流量：20500 [m3/h]

温度：40 [℃]

出口境界（窒素ガス）

圧力：0kPa 

コンクリート遮蔽体ライナ

断熱

原子炉容器内表面

断熱

上面

断熱 遮蔽リング

温度：40[℃]

コンクリート外側

断熱

ナトリウム

表面断熱

安全容器底板温度

の提示位置

安全容器胴温度

の提示位置
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第 4.3.3.9.9図 安全容器底板の径方向温度分布 

 

 

第 4.3.3.9.10図 安全容器胴の軸方向温度分布 
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第 4.3.3.9.11図 損傷炉心物質温度の時間変化 

 

 

第 4.3.3.9.12図 損傷炉心物質下部の遮へいグラファイト温度の時間変化 
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第 4.3.3.9.13図 安全容器底板の径方向温度分布（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.9.14図 安全容器胴の軸方向温度分布（不確かさの影響評価） 
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4.3.3.10 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）

破損の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有する安

全容器外の１次主冷却系の配管（内側）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」により

自動停止した後、配管（外管）により漏えい量が抑制された状態での崩壊熱除去中に、配管（外

管）が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいする事象として考える。本評価事故シーケンス

の１次冷却材漏えい箇所は、安全容器外の１次主冷却系の配管（内側及び外側）とする。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ継続した場合には、

原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することから、

炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、低圧システムで、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に

使用していることから、原子炉冷却材バウンダリ破損時にも減圧沸騰せず、液位低下は緩慢と

なる特徴を踏まえ、静的機器を活用した信頼性の高い原子炉冷却材液位確保のための措置を

講じる。また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計

の特徴と１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）

破損の重畳事故の特徴から、炉心の昇温等の事象進展は緩慢となるが、冷却のための措置は、

自動起動又は流路切り替えを伴う通常運転時からの継続とし、信頼性の高い措置とする。なお、

これらの余裕時間を踏まえ、冷却のための措置は手動でも起動操作等が実施できるものとす

る。 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故では、主冷却系サイフォンブレークにより冷却材の漏えい量を抑制し、炉心冷却に必

要な原子炉容器液位を確保するとともに、補助冷却設備により原子炉停止後の崩壊熱を除去

し、炉心の著しい損傷を防止する。 

主冷却系サイフォンブレークは、原子炉容器等の液位低下に伴い、サイフォンブレーク配管

に受動的にアルゴンガスが導入され、サイフォン現象による原子炉容器等の冷却材液位の低

下を抑制する措置であり、サイフォンブレーク配管は差圧により常時ナトリウムを流動させ

る設計とするとともに、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉冷却材純度の管理により異物に

よる閉塞を防止する設計としており、その信頼性は極めて高い。 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故において、炉心損傷防止措置（補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷却）が機

能しないことを仮定した場合、コンクリート遮へい体冷却系により原子炉容器とリークジャ

ケットのギャップに窒素ガスを通気し、原子炉容器の外面から炉心を冷却することにより原

子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を防止し、格納容器の破損を防止する。 

さらに、１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）

破損の重畳事故では、配管（外管）の破損に伴い、格納容器（床下）に冷却材が漏えいするた

[1945]
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め、格納容器の構造により漏えいした冷却材による熱的影響を緩和する措置を講じる。 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第

4.3.3.10.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそ

れのある事故への移行は、配管（外側）からの１次冷却材漏えいを起点とする。なお、ここで

は、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下すること

を想定する。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損

の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止

措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．主冷却系サイフォンブレーク配管からアルゴンガスを導入し、サイフォン現象に

よる原子炉容器等の冷却材液位の低下を抑制することにより、二重壁外へ１次冷

却材が漏えいした場合でも、原子炉容器等の冷却材液位を１次補助冷却系の循環

に支障を来すことなく炉心の冷却を行うことができるレベル以上に保持する。 

ｂ．原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下

した場合でも、原子炉停止後の崩壊熱除去を可能とするため、補助冷却設備を整

備する。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損

の重畳事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響

緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものと

する。 

ａ．原子炉容器とリークジャケットのギャップに窒素ガスを通気し、原子炉停止後の

崩壊熱を除去するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｂ．原子炉冷却材バウンダリから漏えいしたナトリウムがコンクリートと直接接触

することを防止するため、格納容器（床下）の室には鋼製のライナを整備する。

なお、１次主冷却系の配管・機器の破損による格納容器内の圧力、温度の異常な

上昇を検出した場合には、手動操作によって、１次主冷却系配管に残存するナト

リウムをダンプタンクにドレンすることを可能とする。 

ｃ．原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、ナトリウムが流出した場

合の燃焼反応を防止する。 

ｄ．ナトリウムが漏えいし、格納容器内の圧力、温度及び床上放射能レベルが異常に

上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及び「格納容器内床

上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全施設の作動により、

格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学的安全施設は、手動

操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

[1946]
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ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第

4.3.3.10.1 表及び第 4.3.3.10.2 表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験

研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のため

の資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の

重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間

を第 4.3.3.10.3表及び第 4.3.3.10.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 5名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。

なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心の冷却に係る炉心損傷防止措置は「2.5.9 １

次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事

故」と概ね同じである。このため、措置の有効性評価は「4.3.3.9 １次冷却材漏えい（安

全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故」において実施す

る。 

上記の評価結果から、１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷

却系配管（外管）破損の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却の解析 

a．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ及びＦＬＵＥＮＴ等により解析する。ＦＬＵＥＮ

Ｔにおける解析体系を第 4.3.3.10.2 図に示す。また、本評価事故シーケンスに対す

る主要な解析条件等を以下に示す。 

1）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 
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2）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器外の原子炉容器入口配管低所とし、漏えい

口の大きさは保守的な想定として 90mm2とする。 

3）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

4）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとし、原子炉トリッ

プ設定値はＮｓＬ－100mm、応答時間は 0.4秒とする。 

5）補助冷却設備の機能喪失を想定する。 

6）原子炉容器入口ナトリウム温度及び炉心領域のナトリウム温度は、保守的な想

定として、それぞれ約 340℃、約 350℃とする。また、リークジャケットの外面

は断熱条件とする。 

7）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いるものとし、崩壊熱の減衰を考慮し

た過渡解析を行う。 

8）１次主冷却系の流路が途絶した時点（事象発生の約 2 時間後）から、コンクリ

ート遮へい体冷却系の窒素ガスを原子炉容器とリークジャケットのギャッ

プに通気する。窒素ガスの流量は 5,500m3/h、原子炉容器入口温度は 40℃とす

る。原子炉容器内部は、冷却材ナトリウムが炉内燃料貯蔵ラック、反射体及び

遮へい集合体部で下降し、高温の燃料集合体部で上昇する自然循環冷却により

崩壊熱を除去する。 

 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.10.3図及び第 4.3.3.10.4図に示す。 

コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却により炉心部のナトリウ

ムの最高温度は約 610℃であり、その後は緩やかに低下する。また、原子炉容器の最

高温度は約 540℃であり、炉心損傷防止措置の評価項目として設定した原子炉冷却材

バウンダリ温度 550℃を超えないことから、冷却材温度の上昇によって原子炉冷却材

バウンダリの損傷に至ることはない。燃料集合体内の温度分布を考慮すると、被覆管

最高温度及び冷却材最高温度は、炉心損傷防止措置の評価項目として設定した値を超

えない。したがって、コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却により

炉心の著しい損傷は防止され、格納容器の破損は防止される。 

ⅱ．格納容器応答過程の解析 

a．解析条件 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにより解析する。ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにお

ける解析体系を第 4.3.3.10.5 図に示す。また、本評価事故シーケンスに対する主要

な解析条件等を以下に示す。 

1）格納容器（床上）、格納容器（床下）及び格納容器外（外部環境）をモデル化す

る。 

2）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器外の原子炉容器入口配管低所とし、漏えい

口の大きさは保守的な想定として 90mm2 とする。漏えいするナトリウムの温度

は、保守的な想定として事象進展を考慮した原子炉出口冷却材の温度及び蒸発
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速度で漏えいするものとする。 

3）窒素雰囲気（酸素濃度 3.5vol％）の格納容器（床下）に流出したナトリウムは

窒素ガス中の酸素等と反応し、格納容器（床下）にプール状に溜るものとする。 

4）プールの広がり面積は、漏えい箇所の床面の構造を考慮した上で最大となる

170m2とする。 

5）格納容器（床上）圧力の初期値は 0.25kPa[gage]、格納容器鋼壁温度の初期値は

40℃とする。また、格納容器（床下）圧力の初期値は 0.49kPa[gage]、格納容器

（床下）の構造材温度の初期値は 50℃とする。 

6）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達を考えるものとする。また

ナトリウムプールが形成される室については、上記に加え熱輻射による伝熱を

考えるものとする。 

7）格納容器（床上）と格納容器（床下）は、内外圧差 981Paに対して 100％／dの

通気率があるものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第4.3.3.10.6図及び第4.3.3.10.7図に示す。 

格納容器（床上）の最高圧力及び格納容器鋼壁の最高温度は、それぞれ約0.025kg

／cm2[gage]（約2.5kPa[gage]）及び約41℃であり、格納容器の設計圧力1.35kg／

cm2[gage]（約0.13MPa[gage]）及び格納容器鋼壁の設計温度150℃を超えず、格納容器

（床上）の健全性は確保される。 

また、格納容器（床下）の最高圧力は約0.065kg／cm2[gage]（約6.4kPa[gage]）、ナ

トリウムプール下面の床のライナ最高温度及びコンクリート最高温度は、それぞれ約

160℃及び約96℃であり、格納容器（床下）の健全性は確保される。 

なお、本評価事故シーケンスでは炉心の著しい損傷は防止されるため、格納容器外

への放射性物質の放出は極めて低く抑制される。 

以上より、１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外

管）破損の重畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質

等の放出は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価におけるコンクリート遮へい体冷却系による原子炉

容器外面冷却の不確かさについて、計算コードの不確かさの影響は小さい。このため、ここ

では解析条件の不確かさの影響を評価する。不確かさの影響評価について、「ⅰ）基本ケー

ス ⅰ．コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却の解析」において、評価項

目に対して厳しい結果となるように解析条件（初期温度及び境界条件等）を設定している。

このため、コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却に係る不確かさの影響

評価は不要である。 

ⅱ．格納容器応答過程の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価における格納容器応答過程の不確かさについて、計

算コードの不確かさを考慮して入力条件を設定する必要がある。この不確かさの影響評価
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について、評価項目に対して影響のあるプールの広がり面積は、「ⅰ）基本ケース ⅱ．格

納容器応答過程の解析」において、不確かさの影響を考慮した上で、評価項目に対して厳し

い結果となるようにプール広がり面積を設定している。このため、格納容器応答過程に係る

不確かさの影響評価は不要である。  
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第4.3.3.10.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「炉内ナトリウム液面低」

による原子炉トリップ信号

発信及び原子炉スクラム

（自動停止）について、原

子炉保護系（スクラム）の

動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「炉内ナトリウ

ム液面低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・１次主冷却系配管（外側）

破損に伴い、炉内冷却材液

位が著しく低下した場合は

事故発生と判断する。 

－ － 
①「炉内ナトリウム

液面計」 

主冷却系サイフォン

ブレークによる 

冷却材漏えい量の 

抑制 

・ 

補助冷却設備運転 

に必要な 

炉内冷却材液位確保 

・補助冷却設備の運転が可能

な状態にあることを確認す

る。 

①サイフォンブレーク配管 － 

①「炉内ナトリウム

液面計」 

②１次補助冷却系温

度計、流量計、補

助冷却器出口温度

計、２次補助冷却

系流量計 

補助冷却設備運転 
・補助冷却設備により、崩壊

熱を除去する。 
①補助冷却設備 － 

①１次補助冷却系温

度計、流量計、補

助冷却器出口温度

計、２次補助冷却

系流量計 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.10.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉冷却材温度が 

高温に至ることの判断 

・冷却材の著しい昇温が推定さ

れる場合に、原子炉冷却材温度

が高温に至ると判断する。 

－ － 
①燃料集合体出口ナトリウ

ム温度計 

コンクリート遮へい体

冷却系による原子炉容

器外面冷却 

・コンクリート遮へい体冷却系

の運転により原子炉容器外面

を冷却し、炉心の崩壊熱を除去

する。 

①コンクリート

遮へい体冷却

系 

②原子炉容器リ

ークジャケッ

ト 

－ 
①燃料集合体出口ナトリウ

ム温度計 

格納容器内温度及び圧

力等が上昇することの

判断 

・冷却材の格納容器（床下）への

漏えいにより、格納容器内の温

度及び圧力等が上昇すること

を確認する。 

－ － 

①アイソレーション信号

「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」 

格納容器 

アイソレーション確認 

・「格納容器内圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格納容器内床上

線量率高」により、原子炉保護

系（アイソレーション）が動作

し、工学的安全施設が自動的に

作動し、隔離されることを確認

する。 

①格納容器 

②格納容器バウ

ンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイソレ

ーション） 

②アイソレーション信号

「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.10.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第 4.3.3.10.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作
を確認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断

・安全容器外１次主冷却系配管
（外側）破損に伴う炉内冷却材液
位低下を確認する。
・二重壁内の容積に相当する液位
を超えて液位が低下した時点で事
故発生と判断する。

運転員B 1

・主冷却系サイフォンブレークによる冷却
　材漏えい量の抑制の確認
・補助冷却設備運転に必要な原子炉容器内
　冷却材液位確保

・補助冷却設備の運転が可能な状
態にあることを確認する。

運転員B、C 2 ・補助冷却設備運転

・補助冷却設備により、崩壊熱を
除去する。
・自動起動に失敗したと判断した
場合には手動で起動する（機器の
操作時間に余裕を見込んでも、60
分以内に操作可能）。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考10 20 30 120 10日 20日 30日 40日1805 60

・炉心損傷防止措置（主冷却系サイフォンブレークによる液位

確保）は、運転員の操作を介在しなくても、受動的に機能する

よう設計している。このため、運転員の操作はなく、運転員の

役割は、液位確保の確認及び監視となる。

・炉心損傷防止措置（補助冷却設備による崩壊熱除去）は、

運転員の操作を介在しなくても、自動的に機能するよう設計し

ている。このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、補

助冷却設備の運転の確認及び監視となる。

▽異常事象発生（安全容器外１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽原子炉容器内の液位低下による補助冷却設備自動起動

▽事故発生の判断

（安全容器外１次主冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材温度が高温に至ることの判
　断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が
推定される場合に、原子炉冷却材
温度が高温に至ると判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A、B、D 3
・コンクリート遮へい体冷却系による原子
　炉容器外面冷却

・コンクリート遮へい体冷却系の
運転により原子炉容器外面を冷却
し、炉心の崩壊熱を除去する。

状況判断 運転員C、E 2
・格納容器内温度及び圧力等が上昇するこ
　との判断

・冷却材の格納容器（床下）への
漏えいにより、格納容器内の温度
及び圧力等が上昇することを確認
する。

格納容器破損
防止措置

運転員C、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・格納容器床下へのナトリウムの
漏えいにより、漏えい発生の数分
後には、格納容器床下の温度が
60℃を超過して原子炉保護系（ア
イソレーション）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

▽原子炉容器内冷却材液位の低下により、

原子炉冷却材温度が高温に至ると判断

10 20 30 120 10日 20日 30日 40日1805 60

▽異常事象発生（安全容器外１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽原子炉容器内の液位低下による補助冷却設備自動起動

▽事故発生の判断

（安全容器外１次主冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能するよう設計している。このため、運転員の操作

はなく、運転員の役割は、隔離状態の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイソレー

ション操作を開始する。操作実施後は、放射性物質の閉じ込

め状態の監視を継続する。

・コンクリート遮へい体冷却系は、通常運転時からの継続運転

であり、運転員の操作を介在しなくても、運転は継続される。

運転員は、事故発生の判断前から手順の準備を行い、冷却開

始時に、通水流量を増加させる手順及び通気流路を原子炉容

器外面に切り替える手順を実施する。なお、本操作は約10分

で実施可能であり、事象進展速度を踏まえ、猶予時間は確保

される。

[1953]
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第 4.3.3.10.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

  

１次冷却材漏えい
（安全容器外１次主冷却系配管（内管）破損）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の
重畳事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「炉内ﾅﾄﾘｳﾑ液面低」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

補助冷却設備運転
（Yes）

（No）

＊1：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

格納容器破損防止
（炉心損傷を回避）

安全容器外
１次主冷却系配管（外管）破損
に伴う炉内冷却材液位低下

冷却材ナトリウムが格納
容器（床下）＊1に漏えい
し、格納容器が高温、高

圧に至ると判断
原子炉容器内の冷却材
（ナトリウム）温度が上

昇すると判断

原子炉容器の外壁をコンクリート遮へい
体冷却系により冷却し、炉心の崩壊熱を
除去

（Yes）

（No）

主冷却系サイフォンブレークによ
り、冷却材の漏えい量を抑制し、
炉心冷却に必要な原子炉容器内冷
却材液位を確保

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

格納容器内閉じ込め確認

（No） 格納容器手動
アイソレーション

（Yes）

補助冷却設備の自動起動に失敗したと判断した場
合、手動起動操作を実施する。

[1954]
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第 4.3.3.10.2図 ＦＬＵＥＮＴにおける解析体系 

  

炉心

・燃料集合体（内側／外側）

・反射体（内側／外側）

・遮へい集合体

・制御棒

（主炉停止系/後備炉停止系)

・試験用集合体等

原子炉容器

カバーガス領域

（解析対象外）

リークジャケット

遮へいグラファイト

窒素ガス流路

振止構造物

下部プレナム

炉心上部機構

フィンガー部

高圧プレナム
低圧プレナム

上部プレナム

中間プレナム

窒素ガス入口

（ホットレグ配管外周）

エントランスノズル

炉心バレル構造物

外側遮へい体

内側遮へい体

炉心支持板

保温パネル

原子炉容器冷却材入口

原子炉容器冷却材出口

窒素ガス出口

（コールドレグ配管外周）

炉内燃料貯蔵ラック
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第 4.3.3.10.3図 冷却材最高温度の時間変化 

 

 

第 4.3.3.10.4図 原子炉容器最高温度の時間変化 
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第 4.3.3.10.5図 ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにおける解析体系 

  

セル1：格納容器（床上）

約13,000m3

セル2：
炉容器ピット

約130m
3

セル3：外気

Na蒸気放出

セル間の通気：　開口を通じた通気 （　　）

　　　　　　　　　 圧力差によるリーク（　　）

格納容器（床上）⇔外気の通気

事故時の漏えい率に従って設定

開口部（天井吹抜け構造）

による通気を設定

運転時窒素雰囲気

運転時窒素雰囲気

運転時窒素雰囲気

常時空気雰囲気

常時空気雰囲気

セル4：
格納容器（床下）③

約60m3

セル5：格納容器（床下）②

約2500m3

セル6：格納容器（床下）①

約2300m
3

格納容器（床上）⇔格納容器（床下）の通気

漏えい率試験に基づき設定

開口による

通気を設定

開口による

通気を設定

ヒートシンク材・断熱材

格納容器（床下）雰囲気に

接する床、壁及び天井には

ライナを敷設

格納容器鋼壁

　頂部（板厚12ｍｍ）

　胴部（板厚25ｍｍ）

Naの堆積する床面の

全面積：約69m2

ナトリウム漏えい
セル（セル5）

格納容器（床上）⇔格納容器（床下）の通気
漏えい率試験に基づき設定

ナトリウムプール

[1957]
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第 4.3.3.10.6図 格納容器内圧力の推移 

 

 

第 4.3.3.10.7図 格納容器鋼壁温度の推移 

 

40

42

44

46

48

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

格
納
容
器
鋼
壁
温
度
（
℃
）

時間（d）

[1958]



53条(1)-添付 4-421 

 

4.3.3.11 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外

管）破損の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有す

る１次補助冷却系の配管（内側）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」により自動停

止した後、配管（外側）により漏えい量が抑制された状態での崩壊熱除去中に、配管（外側）

が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいする事象として考える。本評価事故シーケンスの１

次冷却材漏えい箇所は、１次補助冷却系の配管（内側及び外側）とする。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ継続した場合に

は、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下すること

から、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、低圧システムで、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に

使用していることから、原子炉冷却材バウンダリ破損時にも減圧沸騰せず、液位低下は緩慢と

なる特徴を踏まえ、余裕時間を活用した信頼性の高い原子炉冷却材液位確保のための措置を

講じる。また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計

の特徴と１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外

管）破損の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防

止措置を講じる。 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故では、１次補助冷却系サイフォンブレークにより冷却材の漏えい量を抑制し、炉

心冷却に必要な原子炉容器液位を確保するとともに、主冷却系により原子炉停止後の崩壊熱

を除去し、炉心の著しい損傷を防止する。本事故シーケンスは冷却機能の喪失に関するもので

あることから、１次主冷却系 2ループの強制循環冷却機能の喪失を想定する。 

１次補助冷却系サイフォンブレークは、多重化された補助冷却系サイフォンブレーク止弁

が開となりアルゴンガスが導入され、サイフォン現象による原子炉容器等の冷却材液位の低

下を抑制する措置である。補助冷却系サイフォンブレーク止弁は、中央制御室又は現場での遠

隔操作も可能であり、その信頼性は高い。なお、１次補助冷却系のサイフォンブレークが機能

しないことを仮定した場合でも、中央制御室で１次補助冷却系の出入口弁を閉めることによ

り炉心冷却に必要な原子炉容器液位を確保することが可能である。 

独立した 2 ループの自然循環による炉心損傷防止措置は 1 系統の動的機器を要する措置と

比べて信頼性が極めて高い。また、1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した

場合でも、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止

措置の有効性評価で示すとおり、1ループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自然循環並びに

主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷は防止される。なお、1ループの１次主冷却系

及び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風による炉心損傷防止措置の有効性評

価は、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」において、破損が生

[1959]
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じたループは主中間熱交換器の２次側の除熱能力の完全喪失を仮定して評価しており、本評

価条件の方が保守的となるため、措置の有効性の評価は、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び

強制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故では、配管（外管）の破損に伴い、格納容器（床下）に冷却材が漏えいするため、

格納容器の構造により漏えいした冷却材による熱的影響を緩和する措置を講じる。なお、１次

冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損の重

畳事故の事象進展では、格納容器（床下）に漏えいする冷却材の量が、「4.3.3.10 １次冷却

材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故」

より少ない。このため、措置の有効性の評価は、「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（１次主冷却

系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故」において実施する。 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第

4.3.3.11.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそ

れのある事故への移行は、配管（外側）からの１次冷却材漏えいを起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）

破損の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷

防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次補助冷却系サイフォンブレーク配管からアルゴンガスを導入し、サイフォン

現象による原子炉容器等の冷却材液位の低下を抑制することにより、二重壁外へ

１次冷却材が漏えいした場合でも、原子炉容器等の冷却材液位を１次主冷却系の

循環に支障を来すことなく炉心の冷却を行うことができるレベル以上に保持す

る。 

ｂ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウムの

物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｃ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、主冷却機の自然

通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は手動でも制

御可能とする。 

ｄ．可能な場合には、強制循環冷却機能の復旧に努めるものとする。 

ｅ．以上に加えて、自動での１次補助冷却系サイフォンブレーク止弁の開失敗を検知

した場合には、運転員は手動で１次補助冷却系サイフォンブレーク止弁を開ける

ことがきるものとする。また、１次補助冷却系の出入口止弁を閉めることによっ

ても、炉心冷却に必要な原子炉容器液位を確保できるものとする。なお、本措置

は上記ａ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上

のために自主的に講じる措置である。 
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）

破損の重畳事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、

影響緩和を目的とする。 

ａ．1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、1ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷を防

止する。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第

4.3.3.11.1表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属

施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計

方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破

損の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要

時間を第 4.3.3.11.2表及び第 4.3.3.11.3表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 6名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 3名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子

炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

本評価事故シーケンスの炉心の冷却に係る炉心損傷防止措置の有効性評価は「4.3.3.12 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」と概ね同じである。このため、措置の有効性

評価は「4.3.3.12 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

炉心の冷却に係る格納容器破損防止措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及

び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価に包絡される。このため、

措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」におい

て実施する。 

漏えいした冷却材による熱的影響に係る格納容器破損防止措置は「4.3.3.10 １次冷却材

漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故」に

[1961]
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包絡される。このため、措置の有効性評価は「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配

管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故」において実施する。上記の

評価結果から、１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配

管（外管）破損の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。また、格納容器の破

損も防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

第4.3.3.11.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「炉内ナトリウム液面低」

による原子炉トリップ信号

発信及び原子炉スクラム

（自動停止）について、原

子炉保護系（スクラム）の

動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「炉内ナトリウ

ム液面低」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・１次補助冷却系配管（外

側）破損に伴い、炉内冷却

材液位が著しく低下した場

合は事故発生と判断する。 

－ － 
①「炉内ナトリウム

液面計」  

１次補助冷却系 

サイフォンブレーク

による冷却材 

漏えい量の抑制 

・ 

１次主冷却系の循環 

に必要な 

炉内冷却材液位確保 

・主冷却系による崩壊熱除去

が可能な状態にあることを

確認する。 

①１次補助冷却系サイフォ

ンブレーク 
－ 

①「炉内ナトリウム

液面計」 

 

主冷却系による崩壊

熱除去 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

格納容器内温度及び

圧力等が上昇するこ

との判断 

・冷却材の格納容器（床下）

への漏えいにより、格納容

器内の温度及び圧力等が上

昇することを確認する。 

－ － 

①アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格

納容器内床上線量

率高」 

格納容器 

アイソレーション 

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」によ

り、原子炉保護系（アイソ

レーション）が動作し、工

学的安全施設が自動的に作

動し、隔離されることを確

認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格

納容器内床上線量

率高」 

下線部が炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する資機材 

[1962]
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第4.3.3.11.2表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.11.3表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作
を確認する。

運転員A、D 2 ・事故発生の判断

・１次補助冷却系配管（外側）破
損に伴う炉内冷却材液位低下を確
認する。
・二重壁内の容積に相当する液位
を超えて液位が低下した時点で事
故発生と判断する。

運転員B、C 2

・１次補助冷却系サイフォンブレークによ
　る冷却材漏えい量抑制の確認
・自動での１次補助冷却系サイフォンブレーク
　止弁開に失敗した場合、手動で開操作
・１次補助冷却系サイフォンブレークに失敗し
　た場合、手動で原子炉容器出入口止弁の閉操
　作
・主冷却系の循環に必要な原子炉容器内冷
　却材液位確保

・主冷却系による崩壊熱除去が可
能な状態にあることを確認する。

運転員B、E 2 ・主冷却系の循環による冷却（自然循環）

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

▽異常事象発生（１次補助冷却系配管（内側）破損）

10 20 30 120 10日 20日 30日 40日1805 60

・炉心損傷防止措置（１次補助冷却系サイフォンブレークによ

る液位確保）は、運転員の操作を介在しなくても、自動的に機

能するよう設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、液位確保の確認及び監視となる。

・１次補助冷却系自動サイフォンブレークに失敗した場合、１

次補助冷却系サイフォンブレークが必要な液位までの液位低

下には約4時間、主冷却系の液位喪失までの液位低下には

約13時間を要するため、その期間に運転員が中央制御室で

手動サイフォンブレーク及び手動原子炉容器出入口止弁閉操

作を実施する。

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽原子炉容器内の液位低下による１次補助冷却系サイフォンブレーク

▽事故発生の判断

（１次補助冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、E 2
・格納容器内温度及び圧力等が上昇するこ
　との判断

・冷却材の格納容器（床下）への
漏えいにより、格納容器内の温度
及び圧力等が上昇することを確認
する。

格納容器破損
防止措置

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・格納容器床下へのナトリウムの
漏えいにより、漏えい発生の数分
後には、格納容器床下の温度が
60℃を超過して原子炉保護系（ア
イソレーション）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

▽異常事象発生（１次補助冷却系配管（内側）破損）

10 20 30 120 10日 20日 30日 40日1805 60

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能するよう設計している。このため、運転員の操作

はなく、運転員の役割は、隔離状態の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイソレー

ション操作を開始する。操作実施後は、放射性物質の閉じ込

め状態の監視を継続する。

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽原子炉容器内の液位低下による１次補助冷却系サイフォンブレーク

▽事故発生の判断

（１次補助冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

[1963]
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第 4.3.3.11.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

１次冷却材漏えい
（１次補助冷却系配管（内管）破損）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損の
重畳事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「炉内ﾅﾄﾘｳﾑ液面低」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

自然循環移行

＊1：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

１次補助冷却系配管（外管）
破損に伴う炉内冷却材液位低下

冷却材ナトリウムが格納
容器（床下）＊1に漏えい
し、格納容器が高温、高

圧に至ると判断

（Yes）

（No）

１次補助冷却系サイフォンブレー
クにより、冷却材の漏えい量を抑
制し、炉心冷却に必要な原子炉容
器内冷却材液位を確保

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

格納容器内閉じ込め確認

（No） 格納容器手動
アイソレーション

（Yes）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：強制循環又は自然循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

自動での１次補助冷却系サイフォンブレーク止
弁開に失敗したと判断した場合、手動でのサイ
フォンブレーク止弁開操作を実施する。
１次補助冷却系サイフォンブレークに失敗した
と判断した場合、手動での原子炉容器出入口止
弁の閉操作を実施する。

[1964]
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4.3.3.12 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で

外部電源が喪失し、原子炉が「電源喪失」により自動停止した後、原子炉停止後の崩壊熱除去

において、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）による

強制循環冷却に失敗するとともに補助冷却設備の運転による強制循環冷却に失敗する事象と

して考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去にお

いて、炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能

性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、受

動的安全特性を活用した信頼性の高い炉心損傷防止措置を講じる。措置に使用する１次主冷

却系及び２次主冷却系ともに、流路に閉塞要因となる構造物はなく（１次主冷却系の逆止弁は

構造が単純で信頼性が高い。）、また、原子炉停止後は主送風機の風量を調節するインレットベ

ーンがほぼ全閉状態となるため、冷却材の凍結による閉塞も考え難く、自然循環による崩壊熱

除去の信頼性は高い。 

炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と外

部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損傷に至らないこと

を考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、独立した 2 ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、

炉心の著しい損傷を防止する。 

独立した 2 ループの自然循環による炉心損傷防止措置は 1 系統の動的機器を要する措置と

比べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。また、1ループの炉心損傷防止

措置が機能しないことを仮定した場合でも、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却

失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価で示すとおり、1ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷は防止され

る。 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.12.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多

量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、１次主冷却系及び補助冷却設備

の強制循環冷却失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するた

めの措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウムの

[1965]
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物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｂ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、主冷却機の自然

通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は手動でも制

御可能とする。 

ｃ．強制循環冷却機能喪失の原因を調査し、その復旧に努めるものとする。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、格納容器の破損を防止するため

の措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。 

ａ．1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、1ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷を防

止する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.12.1表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.

その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の

防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.12.2表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 6名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子

炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主

要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値とし

て、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の

初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 
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3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付書

類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2 ループの１次主循環ポンプの主電動機

が同時に停止するものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板

温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）原子炉の自動停止は「電源喪失」によるものとし、応答時間は 1.2秒とする。 

7）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入されるも

のとし、負の反応度を 7.1%△k/kとする。また、解析では、制御棒の落下速度につ

いて、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間を 0.8

秒とする。 

8）原子炉の停止後、2 ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転へ

の引き継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１次主冷却系は自然循環に移行する

ものとする。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として

計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.12.2図に示す。 

外部電源喪失の発生により、１次主循環ポンプの主電動機、２次主循環ポンプ、主冷

却機の主送風機等の機器が停止する。「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発信に

より、原子炉保護系（スクラム）の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速

挿入される。２次主冷却系は自然循環に移行するが、１次主冷却系は１次主循環ポンプ

のポニーモータ運転への引き継ぎに失敗し、補助冷却設備の起動にも失敗し、１次主冷

却系は自然循環に移行する。主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停止時の制御モー

ドに切り替わる。 

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、それ

に伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下する。１次主冷却系の自然循環移行

時に被覆管温度及び炉心冷却材温度は、いったん上昇するが、自然循環流量が安定した

後は、崩壊熱の減衰に伴い、徐々に低下する。原子炉容器出入口冷却材温度は、緩やか

に低下する。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆

管最高温度及び冷却材最高温度は、１次主冷却系の自然循環への移行時に出現し、両者

ともに約 650℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷却材温度は、

初期値から上昇せず、最高温度はそれぞれ約 460℃及び約 350℃であり、評価項目を満

足する。 

以上より、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の著し

い損傷は防止される。 
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ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事

故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に

係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に

対する余裕が小さくなると考えられる崩壊熱の不確かさに係る感度解析を実施して評価

項目に対する影響を評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を使用する。 

解析結果を第 4.3.3.12.3図に示す。 

崩壊熱を大きくしたことにより、被覆管最高温度及び炉心冷却材最高温度の 2 次ピー

クが「ⅰ）基本ケース」の解析に比べ高くなった。その結果、被覆管最高温度及び炉心冷

却材最高温度は、両者ともに約 10℃高く約 660℃であり、評価項目を満足する。また、燃

料最高温度及び原子炉容器出入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わ

らず、それぞれ約 1,800℃、約 460℃及び約 350℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定した場合において、不

確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

炉心の冷却に係る格納容器破損防止措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及

び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価に包絡される。このため、

措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の

著しい損傷は防止される。また、格納容器の破損も防止され、施設からの多量の放射性物質

等の放出は防止される。 
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第4.3.3.12.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

下線部が炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

 

  

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉

トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）に

ついて、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視に

より確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・１次主冷却系の強制循環冷

却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は

事故発生と判断する。 

－ － 

①１次主冷却系流量

計、１次補助冷却系

流量計、２次補助冷

却系流量計  

自然循環移行 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

[1969]



 

53条(1)-添付 4-432 

 

 

第4.3.3.12.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失
敗を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失
敗を確認する。

運転員B、C 2 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。

運転員D、E 2 ・強制循環冷却機能喪失の原因調査・復旧
・強制循環冷却機能喪失の原因を
調査し、その復旧に努める。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

▽異常事象発生（外部電源喪失）

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び
補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

10 20 30 60 120 10日 20日 30日 40日1805

[1970]
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第 4.3.3.12.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

  

外部電源喪失

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

（No）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故

【炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「電源喪失」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

自然循環移行

（Yes）
１次主冷却系の
強制循環冷却確認

原子炉停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：自然循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

補助冷却設備の
強制循環冷却確認

（No）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ 補助冷却設備：強制循環

（Yes）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

[1971]
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第 4.3.3.12.2図 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：2ループ自然循環による冷却） 

 

  

0秒：事象発生（外部電源喪失）

1.2秒：「電源喪失」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

ポニーモータ引き継ぎ失敗、補助冷却設備起動失敗

[1972]
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第 4.3.3.12.3図 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 

 

[1973]
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4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故は、原子炉の出力運転中に、２次冷却材

の漏えいが生じ、原子炉が「原子炉入口冷却材温度高」により自動停止した後、原子炉停止後

の崩壊熱除去において、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを

使用）による強制循環冷却に失敗するとともに補助冷却設備の運転による強制循環冷却に失

敗する事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去

において炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る

可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、受

動的安全特性を活用した信頼性の高い炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措置が

機能しないことを仮定した場合でも、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故の

特徴から、炉心の昇温等の事象進展は緩慢となるが、冷却のための措置は、自動起動又は通常

運転時からの継続とし、信頼性の高い措置とする。なお、これらの余裕時間を踏まえ、冷却の

ための措置は手動でも操作等が実施できるものとする。 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、健全なループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、

炉心の著しい損傷を防止する。 

1ループの自然循環による炉心損傷防止措置は 1系統の動的機器を要する措置と比べて信頼

性が極めて高く、失敗することは考えられないが、「4.2 多量の放射性物質等を放出するおそ

れのある事故の想定の基本的な考え方」において示した安全容器の機能も踏まえた格納容器

破損防止措置の頑健性を確認するために、何らかの原因で自然循環に期待できない場合を仮

定する。 

この場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や損傷

炉心物質が流出したものとして、安全容器にて、流出した冷却材や損傷炉心物質を保持し、コ

ンクリート遮へい体冷却系により、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャ

ップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した損傷炉心物質を冷却する措置を講じる。本

措置により、原子炉容器破損後の格納容器底部での損傷炉心物質とコンクリートとの相互作

用を回避することで格納容器の破損を防止する。 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する過

程で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になること

を想定し、１次アルゴンガス系に安全板を設置することにより、主中間熱交換器の原子炉冷却

材バウンダリ（1 次・2 次境界）の過圧を防止する措置を講じる。また、格納容器（床下）の

床面に断熱材及びヒートシンク材を設置することにより、安全板から流出するナトリウムに

よる熱的影響を緩和する措置を講じる。 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容
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器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.13.1図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、

多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、１次主冷却系及び補助冷却設

備の強制循環冷却失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止す

るための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウムの

物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｂ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、1 ループの主冷

却機の自然通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は

手動でも制御可能とする。 

ｃ．強制循環冷却機能喪失の原因を調査し、その復旧に努めるものとする。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、格納容器の破損を防止する

ための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、

これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を保持するため、安全容器を整備

する。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持し

た損傷炉心物質を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダ

リ（1 次・2 次境界）が過圧されることを防止するため、１次アルゴンガス系に安

全板を整備する。 

ｄ．安全板から流出するナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒー

トシンク材を整備する。また、流出したナトリウムがコンクリートと直接接触す

ることを防止するため、格納容器（床下）の室には鋼製のライナを整備する。な

お、１次主冷却系の配管・機器の破損による格納容器内の圧力、温度の異常な上

昇を検出した場合には、手動操作によって、１次主冷却系配管に残存するナトリ

ウムをダンプタンクにドレンすることを可能とする。 

ｅ．原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、ナトリウムが流出した場

合の燃焼反応を防止する。 

ｆ．ナトリウムが流出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射能レベルが異常に上

昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及び「格納容器内床上

線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全施設の作動により、

格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学的安全施設は、手動

操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 
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ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.13.1 表及び第 4.3.3.13.2 表に示す。これらの

設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質

等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.13.3 表及び第 4.3.3.13.4 表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 6名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子

炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流

量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付

書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

5）原子炉の自動停止は「原子炉入口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリ

ップ設定値は 365℃、応答時間は 0.4秒とする。 

6）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入される

ものとし、負の反応度を 7.1%△k/k とする。また、解析では、制御棒の落下速

度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時

間を 0.8秒とする。 
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7）原子炉の停止後、2 ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転

への引き継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１次主冷却系は自然循環に移

行するものとする。 

8）1 ループの２次主冷却系においてナトリウムの漏えいが生じたとし、原子炉冷

却材温度の上昇を高めに評価するため、破損が生じたループは主中間熱交換器

の２次側の除熱能力の完全喪失を仮定する。また、ナトリウムの漏えいにより、

２次主循環ポンプがトリップする可能性があるため、漏えいの発生と同時に２

次主循環ポンプをトリップさせ、インターロックにより他の 1 ループの２次主

循環ポンプもトリップさせるが、解析の目的を踏まえ「２次冷却材流量低」の

原子炉トリップ信号は考慮しないものとする。この場合のプラント状態は、健

全な 1ループによる自然循環冷却である。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.13.2図に示す。 

1 ループでの２次冷却材の漏えいと同時に２次主循環ポンプのトリップを仮定

し、相互インターロックにより他の 1 ループの２次主循環ポンプがトリップする

ため、２次冷却材流量が低下する。また、２次主循環ポンプのトリップによるイン

ターロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム

温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。 

２次冷却材が漏えいしたループは主中間熱交換器の除熱能力の完全喪失を仮定

するとともに、他の 1 ループは２次冷却材流量の低下とともに主中間熱交換器で

の除熱量が減少するため、両ループの１次主冷却系のコールドレグの温度が上昇し、

２次冷却材が漏えいしたループにおいて約 18 秒で「原子炉入口冷却材温度高」の

設定値である 365℃に到達し、原子炉トリップ信号が発せられ、主炉停止系の制御

棒が所定の速度で急速挿入される。また、原子炉スクラム信号の発信により、両ル

ープの１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、１次主循環ポンプのポニーモー

タ運転への引き継ぎに失敗し、補助冷却設備の起動にも失敗するため、１次主冷却

系は自然循環に移行する。その際に被覆管温度及び炉心冷却材温度は、いったん上

昇するが、自然循環流量が安定した後は、崩壊熱の減衰に伴い徐々に低下する。原

子炉容器入口冷却材温度は、原子炉トリップ前の主中間熱交換器 1 次側出口部で

の除熱量の減少による温度上昇と、原子炉トリップ後の温度降下の影響が時間遅れ

を持って到達するため、原子炉トリップ後も緩やかに上昇し低下する。また、原子

炉容器出口冷却材温度は、原子炉容器入口冷却材温度の上昇の影響が時間遅れを持

って伝わるが、崩壊熱の減衰に伴って徐々に低下する。以降は、安定に原子炉の崩

壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。

被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、１次主冷却系の自然循環移行時に出現し、
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両者ともに約 750℃であり、評価項目を満足する。また、被覆管温度が高温に維持

される期間中の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0004 であり、通常運転

時の燃焼末期における被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累

積損傷和（約 0.2）との合計は、設計上の制限値（1.0）を下回ることから、評価項

目を満足する。 

原子炉容器出口冷却材温度（自然循環ループ）は、初期値からほとんど上昇せず、

最高温度は約 460℃、原子炉容器入口冷却材温度（自然循環ループ）の最高温度は、

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後に遅れて出現し、約 410℃であり、

評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心

の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの

影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評

価事故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員

操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目

に対する余裕が小さくなると考えられる崩壊熱及び原子炉トリップ信号である「原子炉

入口冷却材温度高」の設定値の不確かさに係る感度解析を実施して評価項目に対する影

響を評価する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はない

ため、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさ

の影響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィード

バック特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータ

の不確かさの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しく

なるようにこれらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであ

るが、ここでは、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を使用する。原子炉トリ

ップ信号である「原子炉入口冷却材温度高」の設定値は、設定の誤差範囲+8℃を考慮し

373℃とする。 

解析結果を第 4.3.3.13.3図に示す。 

「原子炉入口冷却材温度高」の設定値を高くしたことにより、原子炉トリップ信号の

発信が「ⅰ）基本ケース」の解析より約 2秒遅れ、また、崩壊熱を大きくしたことによ

り、被覆管最高温度及び炉心冷却材最高温度の 2次ピークが「ⅰ）基本ケース」の解析

に比べ高くなった。その結果、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、両者ともに約

20℃高く約 770℃であり、評価項目を満足する。また、被覆管温度が高温に維持される

期間中の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0007 であり、通常運転時の燃焼末

期における被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和（約 0.2）

との合計は、設計上の制限値（1.0）を下回ることから、評価項目を満足する。燃料最

[1978]



53条(1)-添付 4-441 

 

高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃であり、評価項目を満足す

る。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度（自然循環ループ）は、「ⅰ）基本ケース」

の解析に比べ約 10℃高く約 470℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度（自然循環ルー

プ）は、約 410℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定した場合におい

て、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置の有効性評価においては、事故シー

ケンス全体をいくつかの過程に分けて解析を行う。事故の開始から炉心が損傷し原子炉

容器が破損するまでの過程を炉内事象過程と呼び、この過程では崩壊熱が全て原子炉

冷却材の昇温及び蒸発並びに原子炉冷却材バウンダリ内の機器の昇温に寄与するとい

う保守的な仮定を用いて温度変化等を計算する。その後、原子炉容器が破損し、原子炉

容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を安全容器内で保持する過程を炉外事象過程

と呼び、この過程における熱流動挙動をＦＬＵＥＮＴで解析する。安全板から原子炉冷却

材バウンダリの外に流出したナトリウムによる影響が生じる過程を格納容器応答過程と呼

び、この過程における流出したナトリウムによる格納容器の応答をＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭ

Ｒで解析する。 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するた

めの評価項目は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す（4）から（6）

である。「（4）原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内にて保持・冷却できる

こと。」の評価項目は、炉外事象過程において評価する。本評価事故シーケンスは、「4.3.3.10 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故」と比較して、原子炉冷却材バウンダリ内の冷却材インベントリが多く、炉外事象過程

の評価の条件は、「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全

容器内配管（外管）破損の重畳事故」の炉外事象過程の評価の方が相対的に厳しい。このた

め、炉外事象過程の評価は、「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故」において実施する。「（5）主中間熱交換器及

び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止できること。」

の評価項目は、炉内事象過程の解析により評価する。「（6）蒸発した冷却材（ナトリウム）

が格納容器（床下）に流出する場合において、格納容器の破損を防止できること。」の評価

項目は、格納容器応答過程の解析により評価する。 

なお、炉内事象過程においては、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータを解析する。本

評価事故シーケンスにおける炉内事象過程の計算では、原子炉冷却材温度及び圧力が評価

項目に影響を及ぼす重要なパラメータとなる。 

ⅰ）炉内事象過程の解析 

a．解析条件 

２次冷却材の漏えい等により、１次主冷却系からの除熱機能を喪失し、崩壊熱によ

り原子炉冷却材が昇温され、原子炉冷却材の蒸発により原子炉容器内の液位が低下
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し、炉心頂部が露出するまでの炉内の事象推移を以下の条件で評価する。 

本評価は、原子炉停止後の炉心崩壊熱が原子炉容器内の原子炉冷却材ナトリウムの

昇温及び蒸発に寄与すると想定し、保守的な条件として、主中間熱交換器の２次側の

除熱能力の喪失及び１次主冷却系配管等の断熱を仮定し、原子炉冷却材ナトリウムの

蒸発により炉心頂部が露出するまでの時間及びナトリウムの蒸発速度を以下の条件

で計算する。 

1）炉心損傷防止措置の解析条件と同じ事象進展により、炉心の強制循環冷却に失

敗するものとする。 

2）１次主冷却系の循環に必要な液位は確保された状態で、何らかの原因で炉心の

自然循環冷却に失敗するものとする。 

3）原子炉冷却材温度の上昇が高くなるように主中間熱交換器 2基の 2 次側の除熱

能力の完全喪失を仮定する。また、１次主冷却系配管の断熱を仮定する。 

4）事故発生前から常時運転しているコンクリート遮へい体冷却系の運転が継続さ

れるものとし、安全容器外面冷却による除熱を考慮する。 

5）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）炉心崩壊熱による原子炉冷却材バウンダリ内ナトリウムの昇温挙動を計算し、

主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の温度を評価する。

主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）を第 4.3.3.13.4

図に示す。また、格納容器応答過程の解析条件として、安全板を通じて蒸気の

形態で流出するナトリウムの温度及び蒸発速度を求める。 

7）主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）を構成する部位の

うち、形状等の観点で評価条件が最も厳しくなる 2 次側下部プレナムの鏡板の

座屈について、日本機械学会 発電用原子力設備規格（18）の PVB-3220及び PVB

-3230に準拠して評価する。 

8）主中間熱交換器の 2 次側下部プレナムの鏡板にかかる外圧は、ナトリウムによ

るヘッド圧及び１次アルゴンガス系の圧力のみを考慮する。１次主循環ポンプ

の停止を想定しているため、そのヘッド圧は零とし、保守的な評価を行うため、

2次側の内圧は考慮しないものとする。 

b．解析結果 

原子炉容器内の事象推移の計算結果を第 4.3.3.13.5 図及び第 4.3.3.13.6 図に示

す。 

本評価事故シーケンスにおいては、原子炉は自動停止するものの、主中間熱交換器

の除熱能力の喪失及び１次主冷却系配管の断熱により、原子炉冷却材の温度が上昇す

る。 

原子炉容器内の冷却材の蒸発により原子炉冷却材バウンダリ内の圧力が上昇する

ものの、１次アルゴンガス系に整備した安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）を超過する

と安全板が開放され、原子炉冷却材バウンダリ内の圧力の上昇を抑制する措置を講じ

ていることから、１次アルゴンガス系の圧力及び原子炉冷却材ナトリウムのヘッド圧
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を加えた主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の圧力は 0.1M

Pa 以下に抑制される。これに対して、日本機械学会 発電用原子力設備規格に準拠

して、不確かさの影響を含めた原子炉容器内の事象推移の計算温度を包絡する 815℃

における主中間熱交換器の 2 次側下部プレナムの鏡板の座屈に関して評価した結果、

許容圧力は 0.6MPaであり、原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）内の圧力は許

容圧力を下回る。 

なお、当該事象発生時には補助冷却設備は機能を喪失しているため、当該設備は仕

切弁により隔離し、補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）

に影響が生じることを防止する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても、評価

項目である主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・

2次境界）の健全性は確保でき、格納容器の破損は防止される。 

 

ⅱ）格納容器応答過程の解析 

a．解析条件 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲコードにより解析する。ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭ

Ｒにおける解析体系を第 4.3.3.13.7 図に示す。また、本評価事故シーケンスに対す

る主要な解析条件等を以下に示す。 

1）格納容器（床上）、格納容器（床下）及び格納容器外（外部環境）をモデル化す

る。 

2）ナトリウムは、「ⅰ）炉内事象過程の解析」で求めた冷却材温度及び蒸発速度で

１次アルゴンガス系に整備した安全板を通して蒸気の形態で流出するものとす

る。 

3）窒素雰囲気（酸素濃度 3.5vol％）の格納容器（床下）に流出したナトリウムは

雰囲気中の酸素等と反応し、格納容器（床下）の底部にプール状に溜るものと

する。 

4）格納容器（床下）に整備する断熱材及びヒートシンク材による影響緩和の効果

を考慮する。 

5）格納容器（床上）圧力の初期値は 0.25kPa[gage]、格納容器鋼壁温度の初期値は

40℃とする。また、格納容器（床下）圧力の初期値は 0.49kPa[gage]、格納容器

（床下）の構造材温度の初期値は 50℃とする。 

6） 雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達を考えるものとする。また、

ナトリウムプールが形成される室については、上記に加え熱輻射による伝熱を

考えるものとする。 

7）格納容器（床上）と格納容器（床下）の間は、圧力差 981Pa に対して 100％/d

の通気率があるものとする。 

8）Cs-137 の格納容器外への放出量については、定格出力運転を継続し炉心燃料が

平均燃焼度に到達したとの保守的な仮定で計算した炉内蓄積量を基に、炉心か

ら格納容器（床下）には全量が放出されると仮定し、格納容器（床下）及び格
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納容器（床上）での凝集、沈着等による除去を考慮するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.13.8図及び第 4.3.3.13.9図に示す。 

格納容器（床上）の最高圧力及び格納容器鋼壁の最高温度は、それぞれ約

0.032kg/cm2[gage]（約 3.2kPa[gage]）及び約 42℃であり、格納容器の設計圧力

1.35kg/cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]）及び格納容器鋼壁の設計温度 150℃を超える

ことはなく、格納容器（床上）の健全性は確保される。 

また、格納容器（床下）の最高圧力は約 0.032kg/cm2[gage]（約 3.2kPa[gage]）、断

熱材及びヒートシンク材を整備した床のライナ最高温度及びコンクリート最高温度

は、いずれも約 68℃であり、格納容器（床下）の健全性は確保される。 

格納容器外への Cs-137 の放出について、格納容器内から格納容器外への放出率は

約 1.2×10-4％、総放出量は約 4.4×10-3TBqとなり、100TBqを十分に下回る。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても、評価

項目である格納容器の健全性は確保されるとともに、環境への影響も十分に抑制され

る。 

以上ⅰ）及びⅱ）より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定して

も格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

ⅲ）不確かさの影響評価 

a）炉内事象過程の不確かさの影響評価 

評価項目である主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1

次・2次境界）の健全性に影響を与える重要現象は原子炉冷却材温度及び圧力である。こ

の内、原子炉冷却材圧力については、安全板の仕様に基づき保守的に設定していること

から感度解析は不要である。したがって、ここでは、解析条件の不確かさとして原子炉冷

却材温度の推移に大きな影響がある崩壊熱の不確かさの影響について評価する。崩壊熱

は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を使用して解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.13.10図及び第 4.3.3.13.11図に示す。 

崩壊熱を増加させた解析の結果、原子炉冷却材の最高温度は 815℃を下回り、その許容

圧力は 0.6MPa である。主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）内

の圧力は、「ⅰ）炉内事象過程の解析」と同じ 0.1MPa 以下となり、許容圧力を下回る。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原

子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の健全性は確保でき、格納容器の破損は防止さ

れる。 

b）格納容器応答過程の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価における格納容器応答過程の不確かさについ

て、計算コードの不確かさを考慮して入力条件を設定する必要がある。格納容器（床

下）は窒素雰囲気であるため、ナトリウムの凝縮・蒸発が重要現象となる。この際、流出

ナトリウム条件が最も影響のある因子であり、不確かさの影響を考慮した上で、評価項

目に対して厳しい結果となるよう蒸気を対象として解析していることから感度解析は不
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要である。したがって、ここでは、解析条件の不確かさとして原子炉冷却材温度の推移に

大きな影響がある崩壊熱の不確かさの影響について評価する。崩壊熱は、最適評価値に

対して安全余裕を 10％考慮した値を使用して解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.13.12図及び第 4.3.3.13.13図に示す。 

崩壊熱を増加させた解析の結果、「ⅱ）格納容器応答過程の解析」に比べ格納容器（床

上）の最高圧力は約 0.015kg/cm2高くなり、約 0.047kg/cm2[gage]（約 4.7kPa[gage]）で

ある。格納容器（床上）の格納容器鋼壁の最高温度は、ほとんど変わらず約42℃である。

また、格納容器（床下）の最高圧力は、約 0.015kg/cm2高くなり約 0.047kg/cm2[gage]（約

4.7kPa[gage]）である。格納容器（床下）の断熱材及びヒートシンク材を整備した床のラ

イナ最高温度及びコンクリート最高温度は、約5℃高くなりいずれも約73℃である。 

格納容器外への Cs-137 の放出について、格納容器内から格納容器外への放出率は

約 1.3×10-4％、総放出量は約 4.9×10-3TBqとなり、100TBqを十分に下回る。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、評価項目である格納容器の健全性は確保さ

れるとともに、環境への影響も十分に低く抑制される。 

以上 a）及び b）より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、不確

かさの影響を考慮しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出

は防止される。 
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第 4.3.3.13.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉入口冷却材温度

高」による原子炉トリップ

信号発信及び原子炉スクラ

ム（自動停止）について、

原子炉保護系（スクラム）

の動作及び核計装（線形出

力系）等の監視により確認

する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「原子炉入口冷

却材温度高」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・１次主冷却系の強制循環冷

却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は

事故発生と判断する。 

－ － 

①１次主冷却系流量

計、１次補助冷却

系流量計、２次補

助冷却系流量計  

自然循環移行 

（1ループ） 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.13.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・冷却材の著しい昇温及び蒸

発が生じた場合、原子炉冷

却材バウンダリが高圧に至

ると判断する。 

－ － 

①原子炉出口冷却材

温度計、原子炉カ

バーガス圧力計 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・１次アルゴンガス系安全板

より、ナトリウム蒸気が格

納容器（床下）に流出する

ことを確認する。 

①安全板 

②断熱材 

③ヒートシンク材 

－ ①安全板の状態表示 

格納容器 

アイソレーション確

認 

・「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」により、原子炉保護系

（アイソレーション）が動

作し、工学的安全施設が自

動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格

納容器内床上線量

率高」 

原子炉容器外に 

冷却材や 

損傷炉心物質が 

流出したことの判断 

・安全容器内の圧力が著しく

上昇した場合、原子炉容器

から安全容器内に冷却材や

損傷炉心物質が流出したと

判断する。 

－ － 
①安全容器呼吸系圧

力計 

安全容器による 

冷却材や損傷炉心物

質の保持 

・ 

コンクリート遮へい

体冷却系による冷却 

・安全容器内呼吸系圧力計の

監視により、安全容器によ

り冷却材や損傷炉心物質が

保持されることを確認す

る。また、コンクリート遮

へい体冷却系の運転によ

り、安全容器内にて保持し

た損傷炉心物質を冷却す

る。 

①安全容器及びコンクリー

ト遮へい体冷却系 
－ 

①コンクリート遮へ

い体冷却系の温度

計、窒素ガス冷却

器の流量計 

②安全容器呼吸系圧

力計 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

  

[1985]
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第4.3.3.13.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第4.3.3.13.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「原子炉入口冷却材温度高」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作を
確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失敗
を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A、B 2 ・自然循環移行（1ループ）

・１次主冷却系（自然循環）、２次
主冷却系（自然循環）及び主冷却機
（自然通風）の運転状況を確認す
る。

２次冷却材漏え
い対応

運転員C、D、E 3 ・２次冷却材ドレン、消火等

・２次冷却材漏えいを検知した場合
には、２次冷却材を２次冷却材ダン
プタンクにドレンするとともに、ナ
トリウム燃焼の消火を行う。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

10 20 30 60 3時間 10日 20日 30日 40日5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材バウンダリが高圧に至る
　ことの判断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が
推定される場合に、原子炉冷却材
バウンダリが高圧に至ると判断す
る。

運転員C、D 2
・１次アルゴンガス系安全板より、ナトリ
  ウム蒸気を格納容器（床下）に放出

・１次アルゴンガス系安全板よ
り、ナトリウム蒸気が格納容器
（床下）に放出されることを確認
する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
下に漏えいした場合は、格納容器
床下温度が60℃を超過して原子炉
保護系（アイソレーション）が動
作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉容器外に冷却材や損傷炉心物質等
　が流出したことの判断

・安全容器内圧力に著しい上昇が
生じた場合に、原子炉容器外に冷
却材や損傷炉心物質等が流出した
と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員B、D、E 3
・安全容器による冷却材や損傷炉心物質の
　保持
・コンクリート遮へい体冷却系による冷却

・安全容器により冷却材や損傷炉
心物質が保持されることを確認す
る。また、コンクリート遮へい体
冷却系の運転により、安全容器内
にて保持した損傷炉心物質等を冷
却する。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

▽冷却材の昇温及び蒸発により、

原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

▽原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や

放射性物質等が流出と判断

10 20 30 60 3時間 10日 20日 30日 40日5

・運転員は、原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判

断した場合、ベーパトラップを含む１次アルゴンガス系安

全板までの流路のヒータを入りとする。安全板による過圧

防止は、運転員の操作を介在しなくても、受動的に機能

するよう設計している。このため、ヒータ操作後の運転員

の役割は、原子炉冷却材バウンダリ等の圧力の確認及

び監視となる。

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在しな

くても、自動的に機能するよう設計している。このため、

運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態の確

認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、又は隔離が

必要と判断した場合、手動アイソレーション操作を開始

する。操作実施後は、放射性物質の閉じ込め状態の監

視を継続する。

・コンクリート遮へい体冷却系は、通常運転時からの継続

運転であり、運転員の操作を介在しなくても、運転は継続

されるが、冷却開始前から、通気風量及び通水流量を増

加させる手順を実施する。

[1986]
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第 4.3.3.13.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

  

２次冷却材漏えい

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

（No）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「原子炉入口冷却材温度高」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

自然循環移行
（1ループ）

＊1：ナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒートシンク材を整備
＊2：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

格納容器破損防止
（保持した損傷炉心物質を冷却）

（Yes）
１次主冷却系の
強制循環冷却確認

原子炉停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：自然循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

原子炉容器外に冷却材
（ナトリウム）や損傷炉
心物質が流出と判断

安全容器により、冷却材や損傷炉心物質
を保持し、コンクリート遮へい体冷却系
により冷却

補助冷却設備の
強制循環冷却確認

（No）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ 補助冷却設備：強制循環

（Yes）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

冷却材の昇温及び蒸発に
より、原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝ
ﾀﾞﾘが高圧に至ると判断

１次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系安全板
より、ﾅﾄﾘｳﾑ蒸気を

格納容器（床下）に放出＊1＊2

格納容器破損防止
（主中間熱交換器の原子炉冷却
材バウンダリ（1次・2次境界）
圧力上昇抑制）

冷却材の昇温及び蒸発により、
原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘが過温・

過圧

格納容器内閉じ込め確認

（No）
格納容器手動

アイソレーション

（Yes）

（No）

[1987]
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第 4.3.3.13.2図 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：1ループ自然循環による冷却） 

  

18秒：「原子炉入口冷却材温度高」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

0秒：事象発生（1ループの2次冷却材漏えい）、当該ループ除熱能力完全喪失

[1988]
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第 4.3.3.13.3図 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 

 

 

 

 

  

[1989]
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第 4.3.3.13.4図 主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界） 

  

1次/2次境界 

[1990]



53条(1)-添付 4-453 

 

 

 

第 4.3.3.13.5図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移） 

 

 

第 4.3.3.13.6図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移） 

  

[1991]
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第 4.3.3.13.7図 ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにおける解析体系 

  

セル1：格納容器（床上）

約13,000m3

セル2：
炉容器ピット

約130m
3

セル3：外気

Na蒸気放出

セル間の通気：　開口を通じた通気 （　　）

　　　　　　　　　 圧力差によるリーク（　　）

格納容器（床上）⇔外気の通気

事故時の漏えい率に従って設定

開口部（天井吹抜け構造）

による通気を設定

運転時窒素雰囲気

運転時窒素雰囲気

運転時窒素雰囲気

常時空気雰囲気

常時空気雰囲気

セル4：
格納容器（床下）③

約60m3

セル5：格納容器（床下）②

約2500m3

セル6：格納容器（床下）①

約2300m
3

格納容器（床上）⇔格納容器（床下）の通気

漏えい率試験に基づき設定

開口による

通気を設定

開口による

通気を設定

ヒートシンク材・断熱材

格納容器（床下）雰囲気に

接する床、壁及び天井には

ライナを敷設

格納容器鋼壁

　頂部（板厚12ｍｍ）

　胴部（板厚25ｍｍ）

Naの堆積する床面の

全面積：約69m2

ナトリウム蒸気流出
セル（セル6）

格納容器（床上）⇔格納容器（床下）の通気
漏えい率試験に基づき設定

[1992]
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第 4.3.3.13.8図 格納容器内圧力の推移 

 

 

第 4.3.3.13.9図 格納容器鋼壁温度の推移  

[1993]
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第 4.3.3.13.10図 炉内事象推移の計算結果 

（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移：不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.13.11図 炉内事象推移の計算結果 

（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移：不確かさの影響評価） 

  

[1994]
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第 4.3.3.13.12図 格納容器内圧力の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.13.13図 格納容器鋼壁温度の推移（不確かさの影響評価） 
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4.3.3.14 全交流動力電源喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

全交流動力電源喪失事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失し、原

子炉が「電源喪失」により自動停止した後、非常用ディーゼル電源系のディーゼル発電機（2

基）の自動起動に失敗し、一般電源系及び非常用ディーゼル電源系の電源が全て同時に失われ

る事象として考える。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

全交流動力電源喪失事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能が

喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、

仮設電源設備等も活用した炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措置が機能しな

いことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と全交流動力電源喪失事故の特徴か

ら、炉心の著しい損傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

全交流動力電源喪失事故では、独立した 2 ループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自然

循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を

防止する。 

独立した 2 ループの自然循環による炉心損傷防止措置は 1 系統の動的機器を要する措置と

比べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。また、1ループの炉心損傷防止

措置が機能しないことを仮定した場合でも、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却

失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価で示すとおり、1ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷は防止され

る。 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順

の概要を第 4.3.3.14.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放

出するおそれのある事故への移行は、ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

全交流動力電源喪失事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示

す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウムの

物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｂ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、主冷却機の自然

通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は手動でも制

御可能とする。 

ｃ．全交流動力電源喪失の長期化による直流及び交流無停電電源系の喪失を想定し、

事故対策上必要な操作は手動で対応できるものとするとともに、仮設計器により、

監視を実施できるものとする。 

[1996]



53条(1)-添付 4-460 

 

ｄ．ディーゼル発電機については、その起動失敗に係る原因を調査し、復旧に努める

ものとする。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

全交流動力電源喪失事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。

これらは、影響緩和を目的とする。 

ａ．1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、1ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷を防

止する。また、主冷却機の自然通風量は手動でも制御可能とする。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する

設備等を第 4.3.3.14.1 表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」

に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び

各手順の所要時間を第 4.3.3.14.2表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 6名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子

炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.12 外部電源喪失及び

強制循環冷却失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は「4.3.3.12 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、全交流動力電源喪失事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止され

る。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

炉心の冷却に係る格納容器破損防止措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及

び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価に包絡される。このため、

措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の著

しい損傷は防止される。また、格納容器の破損も防止され、施設からの多量の放射性物質等の
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放出は防止される。 

 

 

 

 

 

第4.3.3.14.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉

トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）に

ついて、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視に

よりを確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・ディーゼル発電機（2基）の

自動起動に失敗した場合は

事故発生と判断する。 

－ － ①M/Cの電圧計  

自然循環移行 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 

①仮設電源設

備 

②仮設計器 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

下線部が炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.14.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、D 2 ・事故発生の判断
・ディーゼル発電機（2基）の自動
起動失敗を確認する。

運転員A、B、C、D 4 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。
・仮設発電機、仮設計器等により
温度監視等を行う。

運転員E 1
・ディーゼル発電機の起動失敗の原因調
  査・復旧

・ディーゼル発電機の起動失敗の
原因を調査し、その復旧に努め
る。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考10 20 30 60 120 10日

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20日 30日 40日

▽事故発生の判断（ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗）

1805
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第 4.3.3.14.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

外部電源喪失

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

（No）

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

全交流動力電源喪失事故

【炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「電源喪失」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

自然循環移行

（Yes）
ディーゼル発電機（2基）

の自動起動確認

原子炉停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：自然循環
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

（Yes）

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

必要に応じて、仮設発電機、仮設計器等を使用する。

[2000]



53条(1)-添付 4-464 

 

4.3.3.15 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（１）事故の原因及び説明 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉容器

内に異物が存在し、燃料集合体内の冷却材流路のうち、複数のサブチャンネル（燃料集合体内

の燃料要素あるいはラッパ管によって囲まれる冷却材流路）が千鳥格子状に閉塞される事象

として考える。燃料集合体内の冷却材流路が千鳥格子状に閉塞されると、除熱能力が低下し、

燃料要素が昇温して破損に至る可能性がある。また、破損した燃料要素から内部に蓄積されて

いた核分裂生成ガスが放出され隣接する燃料要素に衝突すると、隣接燃料要素の除熱が阻害

されて燃料要素の破損伝播に至る可能性がある。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故では、複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞するこ

とにより燃料集合体内の局所的な昇温状態が継続することによって燃料要素の破損が拡大し

て燃料集合体が損傷し、損傷領域が隣接する燃料集合体に破損伝播して、炉心の著しい損傷に

至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れたナトリウムを冷却材に使用していることから、

冷却材流路閉塞時にも過度に炉心温度が上昇しない特徴を踏まえ、運転員が燃料の破損を検

知し、手動で原子炉を停止する炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措置が機能し

ないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事

故の特徴から、直ちに炉心の著しい損傷に至らないが、炉心の著しい損傷に至った場合に、損

傷炉心物質の冷却及び機械的エネルギーの影響緩和のための格納容器破損防止措置を講じる。 

燃料要素が破損した場合には、破損した燃料要素から放出された核分裂生成ガスを燃料破

損検出系により検出し、運転員が手動で原子炉を停止することで、燃料要素が破損伝播して炉

心の著しい損傷へと拡大することを防止する。 

仮に、何らかの原因で炉心損傷防止措置（運転員による原子炉の手動停止）に期待できない

とした場合、炉心の著しい損傷に至る可能性があることから、１次主冷却系における強制循環

（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長

期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）により、損

傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に

放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。また、炉心の著し

い損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエネルギーによって

原子炉容器から格納容器（床上）にナトリウムが噴出する可能性があるため、回転プラグを含

む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を緩和し、格納容器の破損を

防止する。 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の

対応手順の概要を第 4.3.3.15.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物

質等を放出するおそれのある事故への移行は、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）の形成時点を起

点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 
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冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を

以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．燃料集合体のエントランスノズルには、炉心支持板の構造と相まって冷却材流量

を調節するためのオリフィス孔を複数個設け、燃料集合体への冷却材の入口流路

が同時に閉塞されることを防止する。 

ｂ．燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのワイヤスペーサを巻い

た状態で、燃料集合体内に支持するものとし、冷却材流路が同時に閉塞されるこ

とを防止する。 

ｃ．流路閉塞により、燃料要素が破損した場合、異常を早期に検出するため、中央制

御室に警報を発する燃料破損検出系（遅発中性子法燃料破損検出設備）を整備す

る。 

ｄ．燃料破損検出系の警報により、運転員は手動で原子炉をスクラムにより原子炉を

停止できるものとする。 

ｅ．流路閉塞が生じ、燃料要素が破損した場合に、異常を早期に検出するため、中央

制御室に警報を発する燃料破損検出系（カバーガス法燃料破損検出設備）を整備

する。なお、本措置は上記 c．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認し

た上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

ｆ．原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を停止できるもの

とする。当該操作手順には、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石

励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断に

より制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停

止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する

方法がある。なお、本措置は上記ｄ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を

確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以

下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を

適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における強制

循環（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系

の強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策と

しては自然通風）による原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．回転プラグ及びその固定ボルトを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により、

即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納

容器内に噴出したナトリウムの影響を緩和する。 

ｃ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバー

ガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｄ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射

能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及
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び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全

施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学

的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

ａ．原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界

付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設により、迅速な

対応のために必要な情報を収集する。 

ｂ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に

使用する設備等を第 4.3.3.15.1 表及び第 4.3.3.15.2 表に示す。これらの設備等は、「添付書

類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故

の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の

手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.15.3 表及び第 4.3.3.15.4 表に示す。燃料破損が発生

し、燃料破損検出系の警報が発報した場合に、運転員は、原子炉を手動でスクラムする手順と

する。この場合、燃料破損発生から運転員が原子炉を停止するまでに要する時間は、燃料破損

検出系の検出時間約 10 分と運転員の操作時間約 20分の合計 30分としている。ここで、燃料

破損検出系の検出時間については設備の機能に時間余裕を含めて設定しており、運転員の操

作時間についても中央制御室で信号を確認して手動スクラムするのに要する時間に時間余裕

を含めて設定している。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 3名、格納容器破損防止措置

に必要な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直

長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子

炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＡＳＦＲＥにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主要な解

析条件を以下に示す。最適条件での評価を基本とするものの、局所的な事故である

ことから実際よりも厳しい結果を与える初期条件を仮定する。 

1）閉塞が形成されていない健全状態の燃料最高温度及び被覆管最高温度は、そ

れぞれ、熱的制限値である 2,350℃及び 620℃とする。 

2）冷却材最高温度及び燃料集合体入口温度は、それぞれ、600℃及び 350℃とす
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る。 

3）最大線出力密度及び集合体発熱量は、それぞれ、418W/cm 及び 2.24MWとする。 

4）閉塞前の集合体流量は、8.57kg/s とする。 

5）閉塞形態は、燃料集合体の最外周のサブチャンネルを除くサブチャンネルが、

千鳥格子状に瞬時に完全閉塞されることを想定する。 

6）閉塞物の物性値には、原子炉容器内構造物の構造材のものを使用する。 

7）閉塞の軸方向位置は、被覆管温度が最も高くなる炉心部上端とする。 

8）閉塞部の厚みは、ワイヤスペーサ巻きピッチ（209mm）の 1/3とする。 

9）核分裂生成ガスのジェット衝突領域での被覆管外表面熱伝達係数は、10,000

W／m2Kとする。 

10）燃料破損検出系の警報により、運転員が手動で原子炉をスクラムし、2ルー

プの１次主循環ポンプのポニーモータの低速運転により、原子炉停止後の崩

壊熱を除去する。 

11）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

12）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

13）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定と

して計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故が発生すると、閉塞された流路に接する燃料

要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 720℃及び約 640℃まで

上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的に破損することは

ない。また、燃料最高温度は約 2,360℃であり、評価項目を満足する。 

しかしながら、長期間高温に維持されることを想定すると、クリープ破損が生じ

る可能性がある。閉塞された流路に接する燃料要素がクリープ破損した場合、燃料

要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出され、隣接する燃料要素に衝突

することで、隣接する燃料要素の被覆管温度が上昇する。 

ガス放出時の被覆管温度の解析結果を第 4.3.3.15.2 図に示す。被覆管最高温度

は、約 800℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的

に破損することはない。また、燃料最高温度及び冷却材最高温度は、約 2,360℃及

び約 770℃であり、評価項目を満足する。核分裂生成ガス放出の継続時間は約 10秒

であり、その後、被覆管温度は初期の温度に低下する。核分裂生成ガスのジェット

衝突期間中の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0003 であり、集合体内の

温度分布等により生じる被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた

累積損傷和の差と比較して十分に小さく、クリープ破損が急速に伝播することはな

い。燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出されると、燃料破損検

出系により、その破損を検知することで、運転員は手動で原子炉を停止し、原子炉

は崩壊熱除去運転に移行する。この間、他の燃料要素が新たに破損することはなく、

急速な破損伝播が起こることはない。 

崩壊熱除去運転へ移行後は、燃料要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度はそ
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れぞれ低下し、事象は安定した状態で静定し事故は収束する。 

以上より、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても、炉心の著しい損傷

は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。運転員操作の時間に係る不確かさについては、「（５）作業と所要時間」に示

すとおり、適切な余裕を考慮しており、その影響は小さい。解析条件に係る不確かさにつ

いて、評価項目である被覆管最高温度等の結果に影響を及ぼすと考えられる解析条件は、

「ⅰ）基本ケース」に示すとおり、解析結果を厳しくするよう保守的な条件設定を行って

おり、不確かさの影響は「ⅰ）基本ケース」において十分に考慮している。具体的には、

燃料被覆管の初期温度、ガスジェット放出時間及びガスジェット放出時の熱伝達率の不確

かさが考えられるが、「ⅰ）基本ケース」において、それぞれ、初期温度を通常の運転状

態と異なる熱的制限値、ガスジェット放出時間は燃焼末期の最も核分裂生成ガスが蓄積さ

れた状態を想定した時間、ガスジェット放出時の熱伝達率は実験結果をもとに算出した保

守的な値を設定していることから、これらの不確かさを考慮して十分に保守的な設定とし

ている。また、結果に影響を及ぼす上記以外の解析条件として閉塞位置等の想定の不確か

さがある。閉塞が形成される位置については、燃料集合体内に外部から混入する異物の閉

塞形成のメカニズムから燃料要素バンドルの下部の非発熱部に形成される可能性が高い

と考えられるが、本解析においては、熱的に最も厳しい条件となる発熱部の上端位置での

閉塞を想定していることから閉塞位置の不確かさを考慮して十分に保守的な想定として

いる。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスにおいて、局所的な異常が拡大した場合の炉心損傷の影響について

は、原子炉停止失敗により炉心全体で多数の燃料集合体の損傷が生じる「4.3.3.1 外部電

源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に包絡される。 

このため、措置の有効性の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信

失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても格納容器の破損は

防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 
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第4.3.3.15.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

事故発生 

の判断 

（燃料破損検出系 

による破損の検出） 

・燃料破損検出系（遅発中性

子法燃料破損検出設備及び

カバーガス法燃料破損検出

設備）により、燃料要素の

被覆管が破損したことを確

認する。 

－ － 

①遅発中性子法燃料

破損検出設備 

②カバーガス法燃料

破損検出設備 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持

電磁石励磁手動断、後備炉

停止制御棒保持電磁石励磁

手動断、制御棒駆動機構に

よる制御棒手動挿入又は後

備炉停止制御棒駆動機構に

よる後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止

する。 

①原子炉保護系（スクラム）

手動スクラム 

②制御棒 

③制御棒駆動系 

④後備炉停止制御棒 

⑤後備炉停止制御棒駆動系 

－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 

 

 

第4.3.3.15.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）

の運転状況を確認するとと

もに、２次主冷却系（強制

循環又は自然循環）及び主

冷却機（強制通風又は自然

通風）に異常等がないこと

を確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等の

バウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス

圧力計 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション 

確認 

・「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」により、原子炉保護系

（アイソレーション）が動

作し、工学的安全施設が自

動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納

容器内温度高」、

「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.3.3.15.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 
 

 

 

第4.3.3.15.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、D 2 ・事故発生の判断

・燃料破損検出系（遅発中性子法
燃料破損検出設備）により、燃料
要素の被覆管が破損したことを確
認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

20 30 40 50 60 90 120 180 240

▽事故発生の判断

（燃料破損検出系による破損の検出）

10

▽冷却材流路閉塞による燃料要素の被覆管破損

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉手動停止失敗と判断
・原子炉手動停止に失敗した場合
は原子炉手動停止失敗と判断す
る。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

20 30 40 50 60 90

▽原子炉停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断

（燃料破損検出系による破損の検出）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

10

▽冷却材流路閉塞による燃料要素の被覆管破損

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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第 4.3.3.15.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 
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第 4.3.3.15.2図 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（核分裂生成ガスジェット衝突時の隣接燃料被覆管の温度推移） 
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4.4 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

4.4.1 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故は、全交流動力電源喪失により、原子炉附属建物使

用済燃料貯蔵設備の水冷却浄化設備が機能を喪失することで、冷却水の蒸発により使用済燃

料の冠水又は放射線の遮蔽機能が維持できなくなり、使用済燃料の破損又は多量の放射線の

放出に至る可能性がある事象として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。なお、事故

の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．水冷却池については、十分な水深を確保する。 

ｂ．水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内張り

した強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

ｃ．水冷却池の水位の監視は、作業員が水位標により目視等で確認する。また、水位

標を使用できない場合にあっても、作業員が液面検出器により水位を確認できる

ものとする。 

ｄ．使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースによ

り、水冷却池に水を供給する。なお、判断基準となる水位に至るまでは、水冷却

池上部の線量率は低く維持されることから、作業員は水冷却池に近接して作業を

実施することができる。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措置

として使用する設備等は、水冷却池、可搬式ポンプ及びホースとする。これらの設備等は、「添

付書類 8 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める

設計方針に基づき整備する。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措置

の手順及び各手順の所要時間を第 4.4.1.1表に示す。監視等の措置の項目、各措置の所要時間

を含めた必要な要員数について確認した。措置に必要な運転員は 2名であり、中央制御室に常

駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく

原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転

員を確保することを定める。）で対処可能である。 

可搬式ポンプ及びホースを用いた給水開始までの所要時間は、訓練等の実績に鑑みて約 80

分であることを踏まえ、使用済燃料の損傷を防止するための措置の有効性の評価においては、

作業員の招集時間も考慮して、保守的に 2日後に給水開始とする。 

なお、措置は、主に建物内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施設と

の同時被災を想定しても対処可能である。 

（５）措置の有効性評価 

ａ．有効性を評価するための評価項目 

[2010]
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措置に有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。 

① 使用済燃料貯蔵設備の水冷却池の水位が使用済燃料頂部の上方 2m（グラウンドレ

ベル基準-5.75m）以上であること。 

② 使用済燃料頂部が冠水していること。 

    使用済燃料頂部の上方 2m の基準は、放射線の遮蔽に必要な水位として、使用済燃料

貯蔵設備における直接線及び散乱線によるガンマ線実効線量率の評価より、線量率が

20μSv/h以下となる水位として定めたものである。 

ｂ．有効性評価 

①解析条件 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池の水位変化を解析し、水冷却池の

水位が評価項目を満足することを評価する。以下に、当該評価に係る主要な条件を示す。 

  1）有効性評価では、「添付書類 8 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡

大の防止のための資機材」の「「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済

燃料の損傷が想定される事故」に係る資機材」を用いたものを対象とし、措置が有

効であることを合理的に判断できる時点までを対象とする。 

  2）水冷却池の初期水位は、通常運転時の水位（グラウンドレベル基準-0.6m）に対

して、保守的にグラウンドレベル基準-1.1mとする。 

  3）水冷却池の初期水量は、上記の初期水位に応じた 580m3とする。 

  4）水冷却池の初期水温は、水冷却池の設計値及び保安規定における管理値に基づ

き 42℃とする。 

  5）水冷却池からの除熱は、水冷却池側面及び底面は断熱を仮定し、水面からの無風

状態での冷却水の蒸発によるもののみ考慮する。 

  6）使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵された使用済燃料の崩壊熱は、以下の条件

により算出される 135kWを用いる。 

   ・ 5 サイクル運転（1 サイクル：60 日定格出力運転、19 日停止）、定期検査 6

ヵ月を繰り返す工程とする。また、崩壊熱は、炉心燃料集合体が一様に最高燃

焼度に達するものとして計算した値を用いる。 

   ・ 炉内燃料貯蔵ラックにおいて、1 サイクル冷却した炉心燃料集合体を 10 体

ずつ水冷却池に 121体（水冷却池の貯蔵容量 200体から 1炉心分 79体を除い

た値）に達するまで貯蔵し、その後、炉心燃料集合体を 1 炉心分（79 体）水

冷却池に移動することを仮定する。 

   ・ 事故発生までの崩壊熱の減衰は考慮するが、事故発生後の崩壊熱の減衰は考

慮しないものとする。 

  7）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

②解析結果 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合の水冷却池の水位の変化を第 4.4.1.1

図に示す。給水措置を講じない場合、使用済燃料頂部の上方 2ｍ（グラウンドレベル基準

-5.75ｍ）まで水位が低下するのに要する期間が約 59日であるのに対し、給水措置を講じ

るのに必要な期間は 2日間である。 

[2011]
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また、可搬式ポンプの吐出量は冷却水の蒸発速度を上回るものとするため、給水開始後

に水位が過度に低下することはなく、評価項目を満足する。なお、これらの給水及び水位

確保に係る措置により、水冷却池の水位を維持することで、使用済燃料等の臨界管理に係

る寸法及び形状は保持される。さらに、仮に使用済燃料等が損傷した場合にあっても、水

冷却池内の水により、環境への放射性物質の放出は低減される。 

  

[2012]
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第 4.4.1.1表 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

第 4.4.1.1図 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池水位の変化 

 

  

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・事故発生の判断
・全交流動力電源喪失により判断
する。

作業員A 1 ・水冷却池の点検と監視

・事故発生後、水冷却池の水位等
のパラメータにより水冷却池の状
態を点検し、以降、監視を継続す
る。

使用済燃料
損傷防止措置

作業員B、C、D、E 4
・水冷却池への可搬式ポンプ及びホースを
用いた夏海湖からの給水準備＊1

・可搬式ポンプ及びホースを配置
し、夏海湖から水冷却池への給水
の準備を行う。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

＊1：水冷却池への給水は、水冷却池の水位を監視しながら実施する。

必要な要員と作業項目 備考
　　経過時間（分）

点検

10

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20 30 40 50 60 70 80

監視（継続）

▽水冷却池の状態の点検と監視

▽可搬式ポンプ及びホースを用いた 給水準備

▽事故発生の判断（ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗）

[2013]
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4.4.2 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄化

設備の配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水又は放射線の遮蔽機

能が維持できなくなり、使用済燃料の破損又は多量の放射線の放出に至る可能性がある事象

として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。なお、事故の

状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．水冷却池については、十分な水深を確保する。 

ｂ．水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内張り

した強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

ｃ．水冷却池の水位の監視は、作業員が水位標により目視等で確認する。また、水位

標を使用できない場合にあっても、作業員が液面検出器により水位を確認できる

ものとする。 

ｄ．水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用

済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレー

カーを設ける。 

水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合、設計基準の範囲で想定される事象に対

しては、所定の水位で各配管に設置したサイフォンブレーク止弁が自動で「開」とな

り、サイフォン現象による水冷却池の水位の低下は抑止される。 

サイフォンブレーカーは、通常状態において、水面下となる配管に開口部を設けた

もの（サイフォンブレーク孔）であり、水位の低下による開口部の開放による受動的

なサイフォンブレーク機能を有するものとする。 

このため、サイフォンブレーク止弁の機能喪失により進展する「使用済燃料貯蔵

設備冷却水喪失事故」にあっても、サイフォンブレーカーによって、水冷却池の水

位の低下を抑止できる。 

ｅ．配管の破断により冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースにより、水

冷却池に水を供給する。なお、判断基準となる水位に至るまでは、水冷却池上部

の線量率は低く維持されることから、作業員は水冷却池に近接して作業を実施す

ることができる。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置として使用する設備等は、

水冷却池、水冷却浄化設備サイフォンブレーカー、可搬式ポンプ及びホースとする。これらの

設備等は、「添付書類 8 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資

機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の手順及び各手順の所要

時間を第 4.4.2.1表に示す。監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必要な要員数に

[2014]
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ついて確認した。措置に必要な運転員は 2 名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名

（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定に

おいて、中央制御室に当直長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定

める。）で対処可能である。 

可搬式ポンプ及びホースを用いた給水開始までの所要時間は、訓練等の実績に鑑みて約 80

分であることを踏まえ、使用済燃料の損傷を防止するための措置の有効性の評価においては、

作業員の招集時間も考慮して、保守的に 2日後に給水開始とする。 

なお、措置は、主に建物内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施設と

の同時被災を想定しても対処可能である。 

（５）措置の有効性評価 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の有効性評価は、4.4.1 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 

なお、使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の初期水位は、水冷却浄化設備サイフォンブレー

カーの作動等により、グラウンドレベル基準-1.1m以上となるため、初期水位をグラウンドレ

ベル基準-1.1m と設定している使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の解析結果に包絡され

る。 

  

[2015]
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第 4.4.2.1表 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故時の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・事故発生の判断
・水冷却池の水位低警報の発報及
び水冷却池の点検結果により判断
する。

作業員A 1 ・水冷却池の点検と監視

・事故発生後、水冷却池の水位等
のパラメータにより水冷却池の状
態を点検し、以降、監視を継続す
る。

使用済燃料
損傷防止措置

作業員B、C、D、E 4
・水冷却池への可搬式ポンプ及びホースを
用いた夏海湖からの給水準備＊1

・可搬式ポンプ及びホースを配置
し、夏海湖から水冷却池への給水
の準備を行う。

＊1：水冷却池への給水は、水冷却池の水位を監視しながら実施する。

必要な要員と作業項目
　　経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

点検

10

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20 30 40 50 60 70 80

監視（継続）

▽水冷却池の状態の点検と監視

▽可搬式ポンプ及びホースを用いた 給水準備

▽事故発生の判断（水位低警報及び水冷却池の点検結果）

[2016]
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追補Ⅶ.1 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定について 

 

 

1. 有効性評価の基本的考え方 

発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、施設から多量の放射性物質等を放出するおそ

れがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じるも

のとする。事故の想定に当たっては、自然現象等の共通原因となる外部事象や施設の特徴を踏まえ

た内部事象に起因する多重故障を考慮し、燃料体の損傷が想定される事故（以下「炉心の著しい損

傷に至る可能性があると想定する事故」という。）を選定する。 

本原子炉施設において、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故が発生した場合

に、炉心の著しい損傷を防止するための措置（以下「炉心損傷防止措置」という。）、炉心の著しい

損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設から多量の放射性物質等の放出を

防止するための措置（以下「格納容器破損防止措置」という。）が有効であることを示すため、以

下のとおり、評価対象を整理した上で、計算プログラムを用いた解析等を踏まえて、措置の有効性

を評価することを基本とする。 

 

1.1 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故における評価対象の整理 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故及び事象グループの選定に当たっては、

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で考慮する安全機能（以下「設計基準事故対処設備」と

いう。）のみをモデル化し、運転開始以降整備している種々の安全対策を考慮しない仮想的なプラ

ント状態を評価対象とした内部事象に関する確率論的リスク評価（出力運転時レベル 1PRA）の結

果を活用する。 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定に当たっては、本原子炉施設にお

いて、起こりうる異常事象を抽出し、異常の発生に続く事故の進展について、設計基準事故対処設

備の喪失の可能性を含め体系的に整理し、その中から炉心の著しい損傷に至る可能性があると想

定する事故に至る可能性がある組合せ（以下「事故シーケンス」という。）を抽出する。さらに、

事故シーケンスの様態及び事故に対処するための炉心損傷防止措置が類似する事故シーケンスの

グループ化（以下「事象グループ」という。）を行い、措置の有効性を確認するための代表的な事

故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選定し、評価を行う。 

具体的には、「2. 評価事故シーケンスの選定」による。 

また、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に対処するために講じることとし

ている「炉心損傷防止措置」が機能しない場合においては、炉心の著しい損傷の可能性があり、そ

の結果、格納容器が破損に至る可能性が想定される。本原子炉施設であるナトリウム冷却型高速炉

については、格納容器の破損を含む包括的解析やレベル 1.5 確率論的リスク評価の実施例は数少

なく、実用発電用軽水型原子炉施設における格納容器破損モードと同様に整理され国際的に共通

認識されている格納容器破損モードは存在しない。このため、本原子炉施設においては、格納容器

破損モードを想定した上でそれぞれの破損モードに照らして評価の対象とする事故シーケンスを

選定するのではなく、炉心損傷防止措置の有効性評価のために選定した全ての評価事故シーケン

[2019]
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スを対象として、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定して（安全機能の喪失を重畳させて）、

その場合において、格納容器破損防止措置を講じることとし、格納容器破損防止措置に有効性があ

ることを確認する。全ての評価事故シーケンスを対象として有効性評価を行うことにより、炉心の

著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の全体を一貫して評価することができる（別添 1参

照）。 

なお、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合においても、必ずしも全ての評価事故

シーケンスにおいて格納容器への負荷が発生するわけではない。本原子炉施設は低圧システムで、

伝熱特性に優れたナトリウムを冷却材に使用していること、燃料の装荷量の少ない小型の原子炉

で、高い固有の安全特性を有していること、原子炉冷却材バウンダリが放射性物質の閉じ込めに有

効な物理障壁を形成していること、原子炉容器の周囲に安全容器を設置していることなどの特徴

を有している。「格納容器破損防止措置の有効性評価」においてはそれぞれの評価事故シーケンス

について以上の特徴を含めて評価を行う。 

 

[2020]
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2. 評価事故シーケンスの選定 

2.1 評価事故シーケンスの選定の考え方 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定に当たっては、まず施設の特徴を

踏まえた異常事象の抽出を行う。ここで、炉心の著しい損傷は、原子炉施設が通常運転状態から逸

脱し、燃料体の発熱の増加または燃料体からの除熱の減少により、炉心が昇温することにより生じ

るものであることに着目する。次に、抽出した異常事象に続く事故の進展について、設計基準事故

対処設備の喪失の可能性を含めて分析する。その結果としての、事故シーケンスを類型化して、事

象グループとして集約する。最後にそれぞれの事象グループに含まれる事故シーケンスの中から、

後述する着眼点に従って措置の有効性を確認するための評価事故シーケンスを選定する。 

 

2.2 異常事象の抽出 

通常運転状態からの逸脱のうち、炉心の著しい損傷に至る可能性があるものは炉心全体の昇温

をもたらす逸脱であり、その原因となる異常事象の抽出においては、異常が発生する部位と異常の

結果変動するパラメータを系統的に考慮する。ここでは、施設の特徴を踏まえ、異常発生部位を、

原子炉本体のうち「炉心」、原子炉冷却系統施設のうち「１次主冷却系」、「２次主冷却系」、「補助

冷却設備」、「冷却材純化系設備」、「ナトリウム充填・ドレン設備」、「アルゴンガス設備」、計測制

御系統施設のうち「安全保護回路」、「原子炉冷却材温度制御系」、「１次冷却材流量制御系」、その

他試験研究用等原子炉の附属施設のうち「常用電源」、「圧縮空気供給設備」とした。異常発生部位

毎に着目パラメータの変動をもたらす異常事象を抽出し、各異常事象発生時の炉心への影響につ

いて類型化した（第 2.2.1 表参照）。その結果を基に類似の異常事象を集約することにより代表的

な異常事象を選定した（第 2.2.2 表参照）。異常事象の集約に当たっては、異常事象と炉心損傷防

止措置及び/又は格納容器破損防止措置が従属性を有する事象やプラント応答が異なる異常事象は、

他の異常事象とは事象進展及び/又は必要とされる措置が異なることから、他の異常事象とは集約

していない。第 2.2.3表に抽出した原因及び選定した異常事象を示す。さらに、高速実験炉原子炉

施設の炉心燃料集合体では、燃料要素の線出力密度は高く、また、正三角格子状に稠密に配列して

いることなどを考慮し、炉心の局所的な昇温をもたらす逸脱についても同様に異常事象を選定し

た。結果を第 2.2.4表に示す。発生する可能性や影響を考慮して評価対象外と判断した異常事象を

別添 2に示す。 

 

[2021]
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第
2.
2.
1
表
 
異
常
の
発
生
部
位
と
パ
ラ
メ
ー
タ
変
動
を
考
慮
し
た
異
常
事
象
の
抽
出
結
果
及
び
影
響
の
整
理
 

N
o
.

異
常

部
位

着
目

変
量

変
動

方
向

具
体

的
な

異
常

事
象

異
常

事
象

の
影

響
炉

心
へ

の
影

響

1
　

出
力

運
転

中
の

制
御

棒
の

異
常

な
引

抜
き

　
正

の
反

応
度

の
付

加

2
　

炉
心

燃
料

集
合

体
の

収
縮

方
向

の
移

動
　

正
の

反
応

度
の

付
加

3
　

ガ
ス

気
泡

の
炉

心
通

過
※

3
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

4
　

炉
心

燃
料

集
合

体
の

膨
張

方
向

の
移

動
※

3
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

5
　

制
御

棒
又

は
後

備
炉

停
止

制
御

棒
誤

挿
入

※
3

　
負

の
反

応
度

の
付

加
、

及
び

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

6
　

制
御

棒
又

は
後

備
炉

停
止

制
御

棒
落

下
※

3
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

7
誤

作
動

　
原

子
炉

誤
ス

ク
ラ

ム
（
自

動
）

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

8
誤

動
作

　
原

子
炉

誤
ス

ク
ラ

ム
（
手

動
）

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

9
増

大
　

１
次

冷
却

材
流

量
制

御
系

故
障

　
過

冷
却

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

た
状

態
で

の
過

出
力

1
0

　
１

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）
　

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

1
1

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
2

　
オ

ー
バ

フ
ロ

ー
系

故
障

※
3

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
3

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
※

4
　

原
子

炉
通

常
停

止
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

の
停

止

1
4

　
補

助
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

※
5

　
原

子
炉

通
常

停
止

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
の

停
止

1
5

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
6

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
安

全
容

器
内

配
管

（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
7

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
8

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

1
9

　
他

系
統

か
ら

の
ガ

ス
混

入
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
0

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
1

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
漏

え
い

※
3

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

2
2

増
大

　
２

次
冷

却
材

流
量

増
大

　
過

冷
却

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

た
状

態
で

の
過

出
力

2
3

　
２

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）
　

２
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
4

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

2
5

増
大

　
２

次
純

化
系

故
障

※
3

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
炉

心
流

量
減

少

2
6

　
２

次
冷

却
材

漏
え

い
　

２
次

冷
却

材
流

量
減

少

2
7

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
　

２
次

冷
却

材
流

量
減

少

2
8

増
大

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
9

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

3
0

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

漏
え

い
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

3
1

　
温

度
制

御
系

故
障

　
過

冷
却

3
2

　
温

度
制

御
系

誤
操

作
　

過
冷

却

3
3

　
温

度
制

御
系

故
障

　
除

熱
不

足

3
4

　
温

度
制

御
系

誤
操

作
　

除
熱

不
足

3
5

　
主

送
風

機
（
1
台

）
故

障
/
ト
リ

ッ
プ

　
除

熱
不

足

3
6

　
主

送
風

機
軸

固
着

　
除

熱
不

足

3
7

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
駆

動
用

主
電

動
機

電
源

喪
失

　
炉

心
流

量
減

少

3
8

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
駆

動
用

電
動

機
電

源
喪

失
　

炉
心

流
量

が
確

保
さ

れ
、

過
出

力
で

な
い

状
態

で
の

除
熱

源
喪

失
※

6

3
9

　
圧

縮
空

気
供

給
設

備
故

障
※

3
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

4
0

　
圧

縮
空

気
漏

え
い

※
3

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

た
状

態
で

の
過

出
力

減
少

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

※
3
 ：

　
原

子
炉

の
緊

急
停

止
の

必
要

が
な

い
、

又
は

緊
急

停
止

せ
ず

と
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

に
至

ら
な

い
が

、
保

守
的

に
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
至

る
と

仮
定

す
る

と
、

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

炉
心

流
量

減
少

が
生

じ
る

。

常
用

電
源

電
源

喪
失

　
外

部
電

源
喪

失

２
次

冷
却

系
※

2

冷
却

材
流

量
減

少

空
気

流
量

増
大

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

冷
却

材
イ

ン
ベ

ン
ト
リ

減
少

※
6
 ：

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
駆

動
用

電
動

機
電

源
喪

失
の

影
響

は
、

「
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

」
で

あ
る

が
、

外
部

電
源

喪
失

時
に

は
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
駆

動
用

主
電

動
機

電
源

喪
失

も
生

じ
る

　
　

　
　

こ
と

か
ら

、
炉

心
へ

の
影

響
は

、
「
炉

心
流

量
減

少
」
と

し
て

顕
在

化
す

る
。

※
5
 ：

　
原

子
炉

の
緊

急
停

止
の

必
要

が
な

い
異

常
事

象
で

あ
り

、
本

事
象

が
生

じ
る

と
運

転
員

は
原

子
炉

を
通

常
停

止
す

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
の

通
常

停
止

に
よ

る
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
の

停
止

に
伴

う
炉

心
流

量
減

少
が

生
じ

る
。

圧
縮

空
気

供
給

設
備

圧
縮

空
気

喪
失

　
炉

心
流

量
減

少

※
1
 ：

　
1
次

冷
却

材
流

量
制

御
系

、
補

助
冷

却
設

備
（
１

次
補

助
冷

却
系

）
、

ナ
ト
リ

ウ
ム

充
填

・
ド

レ
ン

設
備

（
オ

ー
バ

フ
ロ

ー
系

）
、

ア
ル

ゴ
ン

ガ
ス

設
備

（
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

）
を

含
む

。

※
2
 ：

　
冷

却
材

純
化

設
備

（
２

次
純

化
系

）
、

ア
ル

ゴ
ン

ガ
ス

設
備

（
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

）
、

原
子

炉
冷

却
材

温
度

制
御

系
を

含
む

。

※
4
 ：

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
は

原
子

炉
の

緊
急

停
止

の
必

要
が

な
い

異
常

事
象

で
あ

り
、

本
事

象
が

生
じ

る
と

運
転

員
は

原
子

炉
を

通
常

停
止

す
る

こ
と

か
ら

、
原

子
炉

の
通

常
停

止
に

よ
る

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

の
停

止
に

伴
う

炉
心

流
量

減
少

が
生

じ
る

。
　

　
　

ま
た

、
N

o
.2

7
に

記
し

た
２

次
冷

却
系

の
冷

却
材

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
減

少
に

よ
る

影
響

が
加

わ
る

結
果

、
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
に

よ
り

２
次

冷
却

材
流

量
減

少
も

生
じ

る
こ

と
か

ら
、

炉
心

へ
の

影
響

と
し

て
、

「
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
　

　
　

で
の

除
熱

源
喪

失
」
も

生
じ

る
。

　
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

圧
力

　
炉

心
流

量
減

少
減

少

１
次

冷
却

系
※

1

冷
却

材
流

量
減

少

　
炉

心
流

量
減

少

冷
却

材
イ

ン
ベ

ン
ト
リ

増
大

減
少

圧
力

増
大

減
少

炉
心

反
応

度

正
　

炉
心

流
量

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

過
出

力

負

　
炉

心
流

量
減

少

安
全

保
護

回
路

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

[2022]
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第
2.
2.
2
表
 
抽
出
さ
れ
た
異
常
事
象
の
影
響
を
考
慮
し
た
類
型
化
及
び
系
統
的
に
抽
出
し
て
選
定
し
た
異
常
事
象
 

異
常

部
位

着
目

変
量

変
動

方
向

N
o
.

具
体

的
な

異
常

事
象

異
常

事
象

の
影

響
炉

心
へ

の
影

響
※

2
選

定
し

た
異

常
事

象

1
0

　
１

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）
　

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

　
１

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）

1
1

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

常
用

電
源

電
源

喪
失

3
7

　
外

部
電

源
喪

失
　

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

　
外

部
電

源
喪

失

1
5

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
内

管
）
破

損
）

1
6

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
安

全
容

器
内

配
管

（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
安

全
容

器
内

配
管

（
内

管
）
破

損
）

1
7

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）

　
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）

誤
作

動
7

　
原

子
炉

誤
ス

ク
ラ

ム
（
自

動
）

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

誤
動

作
8

　
原

子
炉

誤
ス

ク
ラ

ム
（
手

動
）

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

3
　

ガ
ス

気
泡

の
炉

心
通

過
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

4
　

炉
心

燃
料

集
合

体
の

膨
張

方
向

の
移

動
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

5
　

制
御

棒
又

は
後

備
炉

停
止

制
御

棒
誤

挿
入

　
負

の
反

応
度

の
付

加
、

及
び

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

6
　

制
御

棒
又

は
後

備
炉

停
止

制
御

棒
落

下
　

負
の

反
応

度
の

付
加

、
及

び
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
2

　
オ

ー
バ

フ
ロ

ー
系

故
障

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
3

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
　

原
子

炉
通

常
停

止
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

の
停

止
―

※
2

1
4

　
補

助
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

　
原

子
炉

通
常

停
止

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
の

停
止

―
※

3

1
8

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

1
9

　
他

系
統

か
ら

の
ガ

ス
混

入
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
0

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
1

　
１

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
漏

え
い

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

冷
却

材
イ

ン
ベ

ン
ト
リ

増
大

2
5

　
２

次
純

化
系

故
障

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

増
大

2
8

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

2
9

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

圧
力

制
御

系
故

障
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

3
0

　
２

次
ア

ル
ゴ

ン
ガ

ス
系

漏
え

い
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

3
9

　
圧

縮
空

気
供

給
設

備
故

障
　

原
子

炉
ス

ク
ラ

ム
に

伴
う

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

4
0

　
圧

縮
空

気
漏

え
い

　
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
伴

う
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

1
　

出
力

運
転

中
の

制
御

棒
の

異
常

な
引

抜
き

　
正

の
反

応
度

の
付

加
　

出
力

運
転

中
の

制
御

棒
の

異
常

な
引

抜
き

2
　

炉
心

燃
料

集
合

体
の

収
縮

方
向

の
移

動
　

正
の

反
応

度
の

付
加

　
－

※
4

１
次

冷
却

系
冷

却
材

流
量

増
大

9
　

１
次

冷
却

材
流

量
制

御
系

故
障

　
過

冷
却

　
－

※
5

冷
却

材
流

量
増

大
2
2

　
２

次
冷

却
材

流
量

増
大

　
過

冷
却

　
２

次
冷

却
材

流
量

増
大

3
1

　
温

度
制

御
系

故
障

　
過

冷
却

3
2

　
温

度
制

御
系

誤
操

作
　

過
冷

却

2
3

　
２

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）
　

２
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

　
２

次
冷

却
材

流
量

減
少

（
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）

2
4

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

　
２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
軸

固
着

常
用

電
源

電
源

喪
失

3
8

　
外

部
電

源
喪

失
　

２
次

主
循

環
ポ

ン
プ

駆
動

用
電

動
機

電
源

喪
失

　
―

※
6

2
6

　
２

次
冷

却
材

漏
え

い
　

２
次

冷
却

材
流

量
減

少
　

２
次

冷
却

材
漏

え
い

2
7

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
　

２
次

冷
却

材
流

量
減

少
　

―
※

7

3
3

　
温

度
制

御
系

故
障

　
除

熱
不

足

3
4

　
温

度
制

御
系

誤
操

作
　

除
熱

不
足

3
5

　
主

送
風

機
（
1
台

）
故

障
/
ト
リ

ッ
プ

　
除

熱
不

足

3
6

　
主

送
風

機
軸

固
着

　
除

熱
不

足
　

主
送

風
機

風
量

瞬
時

低
下

※
3
 ：

　
 補

助
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

は
、

原
子

炉
の

緊
急

停
止

を
要

さ
な

い
異

常
事

象
で

あ
り

、
本

事
象

が
生

じ
る

と
運

転
員

は
原

子
炉

を
通

常
停

止
す

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
に

係
る

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
に

は
含

ま
れ

な
い

。
た

だ
し

、
原

子
炉

停
止

後
の

崩
壊

熱
除

去
に

つ
い

て
は

、
補

助
中

間
　

　
　

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
に

起
因

す
る

事
故

は
、

原
子

炉
容

器
液

位
低

下
の

要
因

に
な

ら
な

い
こ

と
を

除
き

１
次

冷
却

材
漏

え
い

（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）
と

同
じ

事
象

進
展

と
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

１
次

冷
却

材
漏

え
い

（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）
で

代
表

し
、

独
立

し
た

　
　

　
異

常
事

象
に

は
選

定
し

な
い

。
な

お
、

補
助

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
が

生
じ

る
と

運
転

員
は

２
次

補
助

中
間

熱
交

換
器

出
入

口
弁

を
閉

止
す

る
こ

と
か

ら
、

炉
心

損
傷

に
至

っ
た

と
し

て
も

破
損

し
た

伝
熱

管
を

通
じ

た
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
は

防
止

さ
れ

る
。

※
7
 ：

　
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
が

生
じ

た
場

合
、

２
次

冷
却

材
の

漏
え

い
速

度
を

除
き

、
２

次
冷

却
材

漏
え

い
と

同
じ

事
象

進
展

と
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

２
次

冷
却

材
漏

え
い

で
代

表
し

、
独

立
し

た
異

常
事

象
に

は
選

定
し

な
い

。
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
が

生
じ

る
と

運
転

員
は

原
子

炉
を

通
常

停
止

　
　

　
す

る
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
に

係
る

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
は

考
慮

不
要

で
あ

る
。

な
お

、
原

子
炉

停
止

後
の

崩
壊

熱
除

去
に

つ
い

て
、

主
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

に
起

因
す

る
事

故
は

、
炉

心
損

傷
が

生
じ

る
と

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

と
な

り
、

炉
心

損
傷

後
の

格
納

容
器

の
機

能
に

期
待

す
る

こ
と

が
困

難
な

も
の

　
　

　
で

あ
り

、
炉

心
損

傷
防

止
で

対
策

す
る

。

※
1
 ：

　
保

守
的

に
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

に
至

る
と

仮
定

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

影
響

の
大

き
さ

が
他

の
異

常
事

象
に

包
絡

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

独
立

し
た

異
常

事
象

に
は

選
定

し
な

い
。

※
4
 ：

　
設

計
で

想
定

さ
れ

る
炉

心
燃

料
集

合
体

等
の

異
常

な
変

位
に

よ
り

付
加

さ
れ

る
反

応
度

は
、

制
御

棒
の

異
常

な
引

抜
き

に
包

絡
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
異

常
事

象
に

は
選

定
し

な
い

。

※
5
 ：

　
過

冷
却

の
要

因
と

し
て

、
１

次
冷

却
材

流
量

の
増

大
を

想
定

し
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
に

至
る

反
応

度
が

付
加

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
異

常
事

象
に

は
選

定
し

な
い

。

※
6
 ：

　
代

表
的

な
原

因
は

外
部

電
源

喪
失

で
あ

る
が

、
炉

心
へ

の
影

響
は

炉
心

流
量

減
少

と
し

て
現

れ
る

こ
と

か
ら

、
炉

心
流

量
減

少
と

し
て

考
慮

す
る

。

　
―

※
1

　
―

※
1

※
2
 ：

　
炉

心
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
N

o
.2

7
に

記
し

た
２

次
冷

却
系

の
冷

却
材

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
減

少
に

よ
る

影
響

が
加

わ
る

結
果

、
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

と
し

て
現

れ
る

こ
と

か
ら

、
炉

心
流

量
が

確
保

さ
れ

、
過

出
力

で
な

い
状

態
で

の
除

熱
源

喪
失

と
し

て
考

慮
す

る
。

冷
却

材
イ

ン
ベ

ン
ト
リ

減
少

空
気

流
量

減
少

　
主

冷
却

器
空

気
流

量
減

少

炉
心

流
量

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

過
出

力

２
次

冷
却

系
空

気
流

量
増

大
　

主
冷

却
器

空
気

流
量

増
大

２
次

冷
却

系
冷

却
材

流
量

減
少

圧
力

増
大

減
少

炉
心

流
量

が
確

保
さ

れ
、

過
出

力
で

な
い

状
態

で
の

除
熱

源
喪

失

２
次

冷
却

系

圧
力

減
少

圧
縮

空
気

供
給

設
備

圧
縮

空
気

喪
失

炉
心

反
応

度
正

１
次

冷
却

系
冷

却
材

流
量

減
少

炉
心

流
量

減
少

1
次

冷
却

系
冷

却
材

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

減
少

安
全

保
護

回
路

原
子

炉
保

護
系

２
次

冷
却

系

炉
心

反
応

度
負

１
次

冷
却

系

冷
却

材
イ

ン
ベ

ン
ト
リ

増
大

[2023]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-6 

 

第 2.2.3表 炉心の著しい損傷に至る可能性がある通常運転状態からの逸脱の原因を 

系統的に抽出して選定した異常事象 

 

原因＊１ 左記原因をもたらす 

事象 

異常発生部位による分類 異 常 事 象 

炉心流量減少 １次主循環ポンプト
リップによる流量減
少 

１次主循環ポンプトリップ １次冷却材流量減少(１
次主循環ポンプトリッ
プ) 
１次主循環ポンプ軸固着 

１次主循環ポンプ駆動用主電
動機電源喪失 

外部電源喪失 

上記以外の原因に起因するイ
ンターロック作動に伴う１次
主循環ポンプトリップ＊２ 

１次冷却材漏えい(１次
主冷却系配管(内管)破
損) 
１次冷却材漏えい(安全
容器内配管(内管)破損) 
１次冷却材漏えい(１次
補助冷却系配管(内管)破
損) 

炉心流量が確
保された状態
での過出力 

制御棒、炉心燃料集
合体の移動による反
応度添加 

制御棒の異常な引抜き 出力運転中の制御棒の異
常な引抜き 

炉心燃料集合体等の異常な変
位 

－＊３ 

炉心へ流入する冷却
材温度の低下に伴う
反応度フィードバッ
ク 

１次冷却材流量制御系故障 －＊４ 
２次主冷却系異常による過冷
却 

２次冷却材流量増大 

主冷却器異常による過冷却 主冷却器空気流量増大 
炉心流量が確
保され、過出
力でない状態
での除熱源喪
失 

２次冷却材流量減少
による主中間熱交換
器除熱減少 

２次主循環ポンプトリップ ２次冷却材流量減少(２
次主循環ポンプトリッ
プ) 
２次主循環ポンプ軸固着 

２次主循環ポンプ駆動用電動
機電源喪失 

－＊５ 

上記以外の原因に起因する２
次冷却材流量減少＊２ 

２次冷却材漏えい 

２次冷却材温度上昇
による主中間熱交換
器除熱減少 

主冷却器異常による除熱不足 主冷却器空気流量減少 
主送風機風量瞬時低下 

 

＊１：炉心の著しい損傷に至る可能性がある炉心全体の昇温をもたらす通常運転状態からの逸脱 

＊２：原子炉トリップ信号発信によるインターロック作動が含まれるが、影響の大きさが他の異常

事象に包絡されることから、何らかの原因による原子炉トリップ信号の発信を独立した異常事

象に選定しない。 

＊３：設計で想定される炉心燃料集合体等の異常な変位による反応度添加は制御棒の異常な引抜き

に包絡される。 

＊４：過冷却の要因として１次冷却材流量制御系故障による１次主冷却系流量増大を想定しても炉

心の著しい損傷に至る反応度は添加されない。 

＊５：代表的な原因は外部電源喪失であり、炉心流量減少において考慮している。 

[2024]
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第 2.2.4表 炉心の局所的な昇温をもたらす通常運転状態からの逸脱の原因を 

系統的に抽出して選定した異常事象 

 

原因 左記原因をもたらす 

事象 

異常発生部位に

よる分類 

異 常 事 象 

炉心局所の
流量減少 

燃料要素の破損による
流路阻害 

同左 燃料要素の偶発的破損 

異物混入による流路閉
塞 

同左 流路閉塞事象(１サブチャンネル閉塞) 
流路閉塞事象(千鳥閉塞） 

炉心局所の
過出力 

過剰な核分裂性物質量
を有する燃料要素の炉
心局所への誤装荷 

同左 局所的過熱事象(約 10％過出力) 
局所的過熱事象(約 30％過出力) 

 

[2025]
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2.3 事故シーケンスの抽出 

第 2.2.3表及び第 2.2.4表に示す異常事象並びに何らかの原因（地震等の外部事象を含む。）に

よる原子炉停止機能の喪失又は冷却機能の喪失の組合せのうち、炉心の著しい損傷に至る最小の

組合せ全てを炉心の著しい損傷に至る条件として明らかにする。この条件を基に異常事象ごとに

原子炉停止機能及び冷却機能の成否を分岐図（以下「イベントツリー」という。）上に展開するこ

とにより事故シーケンスを抽出する。 

このとき、原子炉停止機能及び冷却機能として考慮する対象は、設計基準事故対処設備に限る。 

設計基準を超える地震等の外部事象に関しては、共通原因により誘発される主冷却系 2 ループ

ポンプトリップ等の複数の異常事象及び設計基準事故対処設備の複数の機能喪失の抽出で考慮す

る。 

また、異常事象の抽出及び設計基準事故対処設備の安全機能の喪失の要因として補機冷却設備

の異常を考慮している（別添 3参照）。 

異常事象のうち炉心全体の昇温に至るものについて展開したイベントツリーを第 2.3.1 図（1）

から（7）及び第 2.3.2 図（1）から（7）に示し、炉心局所の昇温に至るものについて展開したイ

ベントツリーを第 2.3.3図（1）から（3）に示す。また、異常事象とイベントツリー図の関係を出

力運転時レベル 1PRAにおいて抽出された起因事象（別添 4 参照）との関係を含めて第 2.3.1 表に

示す。さらに、炉心損傷防止が困難な事故シーケンスの整理を別添 5に示す。 

なお、第 2.2.4 表の異常事象のうち「流路閉塞事象(千鳥閉塞）)及び「局所的過熱事象(約 30%

過出力)」は異常事象の想定が設計基準事故での想定を超える事象であるため、設計基準事故対処

設備の機能喪失を想定したイベントツリー上での展開はない。 
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第 2.3.1表 異常事象とイベントツリー図の整理（1/2） 

 

 

 

 

  

出力運転時レベル1PRA
において抽出された起因事象

具体的な異常事象 選定した異常事象※1
左記異常事象に

対応するイベントツリー

　１次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）

　非常系3.3ｋV メタクラ 1C喪失※2

　非常系400V パワーセンタ 2C喪失※2

　非常系3.3ｋV メタクラ 1D喪失※2

　非常系400V パワーセンタ 2D喪失※2

　非常系100V 電源盤 4C喪失※2

　非常系100V 電源盤 4S喪失※2

　非常系400V パワーセンタ 2S電源喪失※2

　１次主循環ポンプＡ軸固着

　１次主循環ポンプＢ軸固着

　無停電電源喪失（7C 整流装置故障）※3

　無停電電源喪失（7C 電源負荷側故障）※3

　無停電電源喪失（7D 整流装置故障）※3

　無停電電源喪失（7D 電源負荷側故障）※3

　外部電源喪失 　外部電源喪失 　外部電源喪失 第2.3.1図（1）、第2.3.2図（7）

　１次冷却材漏えい
　　　（１次主冷却系Ａループ配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい
　　　（１次主冷却系Bループ配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい
　　　（安全容器内配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい
　　　（安全容器内配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい※4
　　　（安全容器内配管（内管）破損）

第2.3.1図（7）、第2.3.2図（2）

　１次冷却材漏えい
　　　（１次補助冷却系配管（内管）破損）

　２次補助電磁ポンプトリップ※5

　２次補助冷却系ナトリウム漏えい※5

　無停電電源喪失（7S 電源負荷側故障）※5

　非常系 400V コントロールセンタ
　　　２次補助系2S電源喪失※5

　非常系 200V パワーセンタ3S喪失※5

　原子炉附属建屋3S C/C喪失※5

　機器冷却ファン故障※5

　補助中間熱交換器伝熱管破損 　補助中間熱交換器伝熱管破損 -※6 第2.3.1図（2）、第2.3.2図（3）

　原子炉誤スクラム（自動）【アイソレーションなど】 　原子炉誤スクラム（自動） -※7 -※7

　原子炉誤スクラム（手動） 　原子炉誤スクラム（手動） -※7 -※7

　ガス気泡の炉心通過 　ガス気泡の炉心通過 -※7 -※7

　炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動（膨張） 　炉心燃料集合体の膨張方向の移動 -※7 -※7

　制御棒誤挿入 　制御棒又は後備炉停止制御棒誤挿入 -※7 -※7

　制御棒落下

　無停電電源喪失（6S 電源負荷側故障）

　１次ナトリウムオーバーフロー系故障 　オーバフロー系故障 -※7 -※7

　主中間熱交換器Ａ伝熱管破損

　主中間熱交換器Ｂ伝熱管破損

　１次アルゴンガス系圧力制御系故障 　１次アルゴンガス系圧力制御系故障 -※7 -※7

　他系統からのガス混入 　他系統からのガス混入 -※7 -※7

　１次アルゴンガス系圧力制御系故障 　１次アルゴンガス系圧力制御系故障 -※7 -※7

　１次アルゴンガス系漏えい 　１次アルゴンガス漏えい -※7 -※7

　２次ナトリウム純化系故障 　２次純化系故障 -※7 -※7

　２次アルゴンガス系圧力制御系故障 　２次アルゴンガス系圧力制御系故障 -※7 -※7

　２次アルゴンガス系圧力制御系故障 　２次アルゴンガス系圧力制御系故障 -※7 -※7

　２次アルゴンガス系漏えい 　２次アルゴンガス系漏えい -※7 -※7

　圧縮空気供給設備故障 -※7 -※7

　圧縮空気漏えい -※7 -※7
　圧空供給設備故障/圧空漏えい

　制御棒又は後備炉停止制御棒落下 -※7 -※7

　主中間熱交換器伝熱管破損 -※8 -※8

　１次冷却材漏えい
　　　（１次主冷却系配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい※4
　　　（１次主冷却系配管（内管）破損）

第2.3.1図（7）、第2.3.2図（1）

　１次冷却材漏えい
　　　（１次補助冷却系配管（内管）破損）

　１次冷却材漏えい※4
　　　（１次補助冷却系配管（内管）破損）

第2.3.1図（7）、第2.3.2図（3）

　１次冷却材流量減少
　　　（１次主循環ポンプトリップ）

　１次冷却材流量減少
　　　（１次主循環ポンプトリップ）

第2.3.1図（2）、第2.3.2図（4）

　１次主循環ポンプ軸固着 　１次主循環ポンプ軸固着 第2.3.1図（2）、第2.3.2図（5）
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第 2.3.1表 異常事象とイベントツリー図の整理（2/2） 

 

 

 

 

出力運転時レベル1PRA
において抽出された起因事象

具体的な異常事象 選定した異常事象※1
左記異常事象に

対応するイベントツリー

　出力運転中の制御棒の異常な引抜き
　　　（主炉停止系制御棒）

　出力運転中の制御棒の異常な引抜き 　出力運転中の制御棒の異常な引抜き 第2.3.1図（3）、第2.3.2図（4）

　炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動（収縮） 　炉心燃料集合体の収縮方向の移動 -※9 -※9

　１次主冷却系流量制御系故障 　１次冷却材流量制御系故障 -※10 -※10

　２次冷却材流量増大 　２次冷却材流量増大 　２次冷却材流量増大 第2.3.1図（4）、第2.3.2図（4）

　温度制御系故障（空気流量増大）

　無停電電源喪失（6C 電源負荷側故障）※11

　無停電電源喪失（6D 電源負荷側故障）※11

　無停電電源喪失（6C インバータ故障）※11

　5C 電源喪失※11

　無停電電源喪失（6D インバータ故障）※11

　5D 電源喪失※11

　温度制御系誤操作（空気流量増大） 　温度制御系誤操作

　２次冷却材流量減少
　　　（２次主循環ポンプトリップ）

　２次冷却材流量減少
　　　（２次主循環ポンプトリップ）

第2.3.1図（5）、第2.3.2図（4）

　外部電源喪失 -※12 -※12

　２次主循環ポンプ軸固着 　２次主循環ポンプ軸固着 　２次主循環ポンプ軸固着 第2.3.1図（5）、第2.3.2図（4）

　２次冷却材漏えい（Ａループ）

　２次冷却材漏えい（Ｂループ）

　２次冷却材漏えい（純化系）

　主中間熱交換器Ａ伝熱管破損

　主中間熱交換器Ｂ伝熱管破損

　温度制御系故障（空気流量減少） 　温度制御系故障

　温度制御系誤操作（空気流量減少） 　温度制御系誤操作

　主送風機（1台）故障/トリップ 　主送風機（1台）故障/トリップ

　主送風機軸固着 　主送風機軸固着 　主送風機風量瞬時低下 第2.3.1図（6）、第2.3.2図（4）

※7 ： 保守的に原子炉スクラムに至ると仮定したものであり、その影響の大きさが他の異常事象に包絡されることから、独立した異常事象には選定しない。

※9 ： 設計で想定される炉心燃料集合体等の異常な変位により付加される反応度は、制御棒の異常な引抜きに包絡されることから、独立した異常事象には選定しない。

※10 ： 過冷却の要因として、１次冷却材流量の増大を想定しても炉心の著しい損傷に至る反応度が付加されないことから、独立した異常事象には選定しない。

※12： 代表的な原因は外部電源喪失であるが、炉心への影響は炉心流量減少として現れることから、炉心流量減少として考慮する。

※5 ： これらの事象が発生しても異常な過渡は生じないが、何らかの原子炉トリップ信号が発生すると想定し、その場合、崩壊熱除去機能の一部を喪失する点では、
　　　１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）と同じであることから、１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管））破損で代表し、独立した異常事象
　　　には選定しない。
※6 ： 補助中間熱交換器伝熱管破損は、原子炉の緊急停止を要さない異常事象であり、本事象が生じると運転員は原子炉を通常停止することから、原子炉停止機能
　　　喪失に係る事故シーケンスは考慮不要である。原子炉停止後の崩壊熱除去について、補助中間熱交換器伝熱管破損に起因する事故は、原子炉容器液位低下
　　　の要因にならないことを除き１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）と同様であることから、１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）で
　　　代表し、独立した異常事象には選定しない。なお、補助中間熱交換器伝熱管破損が生じると運転員は２次補助中間熱交換器出入口弁を閉止することから、炉心
　　　損傷に至ったとしても破損した伝熱管を通じた格納容器バイパスは防止される。

※8 ： 当該事象は、１次冷却材のインベントリの増大要因としての異常事象であり、炉心への影響は２次冷却材のインベントリの減少として現れることから、２次冷却材の
　　　インベントリの減少として考慮する。

※11： これらの事象が発生すると原子炉スクラムと同時に1ループの主冷却機入口ベーンの全閉に至ることから、主冷却器空気流量の増大で代表し、独立した異常事象
　　　には選定しない。

※13： 主中間熱交換器伝熱管破損が生じた場合、２次冷却材漏えいと同じ事象進展となることが想定されることから、２次冷却材漏えいで代表し、独立した異常事象
　　　には選定しない。主中間熱交換器伝熱管破損が生じると運転員は原子炉を通常停止することから、原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは考慮不要である。
　　　なお、原子炉停止後の崩壊熱除去について、主中間熱交換器伝熱管破損に起因する事故は、炉心損傷が生じると格納容器バイパスとなり、炉心損傷後の格納
　　　容器の機能に期待することが困難なものであり、炉心損傷防止で対策する。

　２次冷却材漏えい 　２次冷却材漏えい

第2.3.1図（6）、第2.3.2図（6）

　主中間熱交換器伝熱管破損 -※13

　温度制御系故障
　主冷却器空気流量増大 第2.3.1図（4）、第2.3.2図（4）

　２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）

※4 ： １次オーバフロー系、１次ナトリウム純化系及び１次ナトリウム充填・ドレン系は配管破損により原子炉容器液位確保機能を喪失しないため、異常事象として抽出
　　　していない。

　主冷却器空気流量減少 第2.3.1図（6）、第2.3.2図（4）

※1 ： 青色ハッチング：運転時の異常な過渡変化において想定した異常事象　橙色ハンチング：設計基準事故において想定した異常事象

※2 ： これらの事象が発生すると１次主循環ポンプトリップに至ると想定されることから、１次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）で代表し、独立した異常事象
　　　には選定しない。

※3 ： これらの事象が発生しても異常な過渡は生じないが、何らかの原子炉トリップ信号が発生すると想定し、その場合、1ループの１次主循環ポンプのポニーモータの
　　　機能喪失に至ることから、１次主循環ポンプ軸固着で代表し、独立した異常事象には選定しない。
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ッ
プ

）※
1

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

信
号

発
信

（「
２

次
冷

却
材

流
量

低
」）

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）
動

作
制

御
棒

（主
炉

停
止

系
）の

急
速

挿
入

炉
心

健
全

※
2

－

成
功

成
功

第
2.
3.
1
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
原
子
炉
停
止
機
能
）（

5
）
 

[2033]
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※
1：

※
2：

※
3：

異
常

事
象

が
「主

送
風

機
風

量
瞬

時
低

下
」及

び
「２

次
冷

却
材

漏
え

い
※

4」
の

場
合

も
同

じ
。

炉
心

損
傷

が
生

じ
る

と
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
を

も
た

ら
す

主
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

は
、

2次
冷

却
材

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
減

少
を

も
た

ら
す

点
で

異
常

事
象

「２
次

冷
却

材
漏

え
い

」と
同

様
で

あ
る

。
た

だ
し

、
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
が

生
じ

る
と

、
運

転
員

は
原

子
炉

を
通

常
停

止
す

る
こ

と
か

ら
、

主
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

を
起

因
と

し
て

本
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

の
よ

う
な

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
に

は
至

ら
な

い
。

※
4：

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）動
作

に
伴

い
、

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

の
主

電
動

機
が

停
止

し
炉

心
流

量
減

少
が

生
じ

る
。

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

信
号

発
信

失
敗

失
敗

除
熱

源
喪

失
時

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
（U

L
O

H
S）

※
4

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）動
作

失
敗

除
熱

源
喪

失
時

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
（U

L
O

H
S）

※
4

制
御

棒
（主

炉
停

止
系

）の
急

速
挿

入
失

敗
炉

心
流

量
喪

失
時

原
子

炉
停

止
機

能
喪

失
（U

L
O

F
）※

3、
※

4

失
敗

失
敗

成
功

原
子

炉
停

止
後

の
崩

壊
熱

除
去

に
つ

い
て

は
、

第
2.

3.
2図

（4
）に

て
展

開
す

る
。

た
だ

し
、

異
常

事
象

が
「２

次
冷

却
材

漏
え

い
」の

場
合

は
第

2.
3.

2図
（6

）に
て

展
開

す
る

。

異
常

事
象

原
子

炉
停

止
機

能

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
主

冷
却

器
空

気
流

量
減

少
※

1

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

信
号

発
信

（「
原

子
炉

入
口

冷
却

材
温

度
高

」）

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）
動

作
制

御
棒

（主
炉

停
止

系
）の

急
速

挿
入

炉
心

健
全

※
2

－

成
功

成
功

第
2.
3.
1
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
原
子
炉
停
止
機
能
）（

6）
 

[2034]
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※
1：

※
2：

原
子

炉
停

止
後

の
崩

壊
熱

除
去

に
つ

い
て

は
、

第
2.

3.
2図

（1
）に

て
展

開
す

る
。

た
だ

し
、

異
常

事
象

が
「１

次
冷

却
材

漏
え

い
（安

全
容

器
内

配
管

（内
管

）破
損

）」
及

び
「１

次
冷

却
材

漏
え

い
（1

次
補

助
冷

却
系

配
管

（内
管

）破
損

）」
の

場
合

は
、

各
々

第
2.

3.
2図

(2
)及

び
第

2.
3.

2図
(3

)に
て

展
開

す
る

。

異
常

事
象

が
「１

次
冷

却
材

漏
え

い
（安

全
容

器
内

配
管

（内
管

）破
損

）」
及

び
「１

次
冷

却
材

漏
え

い
（1

次
補

助
冷

却
系

配
管

（内
管

）破
損

）」
の

場
合

も
同

じ
。

炉
心

流
量

喪
失

時
原

子
炉

停
止

機
能

喪
失

（U
L
O

F
）

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

信
号

発
信

失
敗

失
敗

炉
心

流
量

喪
失

時
原

子
炉

停
止

機
能

喪
失

（U
L
O

F
）

失
敗

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）動
作

失
敗

成
功

炉
心

流
量

喪
失

時
原

子
炉

停
止

機
能

喪
失

（U
L
O

F
）

失
敗

制
御

棒
（主

炉
停

止
系

）の
急

速
挿

入
失

敗
成

功

異
常

事
象

原
子

炉
停

止
機

能

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（１

次
主

冷
却

系
配

管
（内

管
）破

損
）※

1

原
子

炉
ト
リ

ッ
プ

信
号

発
信

（「
炉

容
器

液
位

低
」）

原
子

炉
保

護
系

（ス
ク

ラ
ム

）
動

作
制

御
棒

（主
炉

停
止

系
）の

急
速

挿
入

－
成

功
炉

心
健

全
※

2

第
2.

3.
1
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
原
子
炉
停
止
機
能
）（

7
）
 

[2035]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-18 

 

 

  

※
1：

※
2：

※
3：

異
常

事
象

と
同

一
ル

ー
プ

の
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
外

管
）の

破
損

。

※
4：

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
、

又
は

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

の
い

ず
れ

か
一

方
に

成
功

す
れ

ば
炉

心
損

傷
に

至
ら

な
い

。

１
次

オ
ー

バ
フ

ロ
ー

系
、

１
次

ナ
ト
リ

ウ
ム

純
化

系
及

び
１

次
ナ

ト
リ

ウ
ム

充
填

ド
レ

ン
系

は
配

管
破

損
に

よ
り

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
を

喪
失

し
な

い
た

め
、

異
常

事
象

等
に

抽
出

し
て

い
な

い
。

冷
却

機
能 ２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

成
功

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

原
子

炉
容

器
液

位
：１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

成
功

失
敗

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（L

O
R

L
）

安
全

容
器

内
配

管
（内

管
）破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
外

管
）破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（L

O
R

L
）

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

健
全

原
子

炉
容

器
液

位
：１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

破
損

異
常

事
象

と
異

な
る

ル
ー

プ
の

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
内

管
）の

破
損

。

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
内

管
）破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（L

O
R

L
）

破
損

破
損

健
全

健
全

失
敗

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
主

冷
却

系
配

管
（内

管
）破

損
）

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
内

管
）※

2
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
外

管
）※

3
安

全
容

器
内

配
管

（
内

管
）

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
及

び
補

助
冷

却
系

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
※

4

異
常

事
象

※
1

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
※

1

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

第
2.
3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

1）
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※
1：

※
2：

１
次

オ
ー

バ
フ

ロ
ー

系
、

１
次

ナ
ト
リ

ウ
ム

純
化

系
及

び
１

次
ナ

ト
リ

ウ
ム

充
填

ド
レ

ン
系

は
配

管
破

損
に

よ
り

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
を

喪
失

し
な

い
た

め
、

異
常

事
象

等
に

抽
出

し
て

い
な

い
。

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
、

又
は

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

の
い

ず
れ

か
一

方
に

成
功

す
れ

ば
炉

心
損

傷
に

至
ら

な
い

。

炉
心

損
傷

な
し

１
次

冷
却

材
漏

え
い

（
安

全
容

器
内

配
管

（
内

管
）

破
損

）
安

全
容

器
内

配
管

（外
管

）
１

次
主

冷
却

系
配

管
（
内

管
）

炉
心

損
傷

な
し

成
功

異
常

事
象

※
1

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
※

1

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ポ

ニ
ー

モ
ー

タ
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

及
び

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

※
2

冷
却

機
能 ２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

失
敗

健
全

原
子

炉
容

器
液

位
：１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（L

O
R

L
）

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
内

管
）破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

破
損

健
全

成
功

破
損

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

原
子

炉
容

器
液

位
：１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

失
敗

安
全

容
器

内
配

管
（外

管
）破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（L

O
R

L
）

第
2.

3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

2）
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※
1
：

※
2
：

※
3
：

※
4
：

補
助

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
を

起
因

と
す

る
事

故
は

、
炉

心
損

傷
が

生
じ

る
と

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

と
な

る
が

、
補

助
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

が
生

じ
る

と
、

運
転

員
は

２
次

補
助

中
間

熱
交

換
器

出
入

口
弁

を
閉

止
す

る
こ

と
か

ら
、

炉
心

損
傷

に
至

っ
た

と
し

て
も

破
損

し
た

伝
熱

管
を

通
じ

た
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
は

防
止

さ
れ

る
。

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（
P
L
O

H
S
）
※

4

原
子

炉
容

器
液

位
：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

失
敗

健
全

炉
心

損
傷

な
し

成
功

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

が
生

じ
る

と
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
を

も
た

ら
す

お
そ

れ
の

あ
る

補
助

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
は

、
異

常
事

象
に

よ
り

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

に
失

敗
す

る
点

で
異

常
事

象
「
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）
」
と

同
様

で
あ

る
。

た
だ

し
、

補
助

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
が

生
じ

る
と

、
２

次
補

助
冷

却
系

か
ら

１
次

補
助

冷
却

系
へ

の
冷

却
材

流
入

が
生

じ
、

原
子

炉
容

器
液

位
の

低
下

要
因

と
な

ら
な

い
こ

と
か

ら
、

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
に

つ
い

て
「
破

損
」
側

の
分

岐
は

考
慮

不
要

で
あ

り
、

そ
の

結
果

、
本

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
の

よ
う

な
崩

壊
熱

除
去

機
能

喪
失

に
は

至
ら

な
い

。

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（
P
L
O

H
S
）
※

2

健
全

失
敗

原
子

炉
容

器
液

位
：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（
P
L
O

H
S
）
※

2

原
子

炉
容

器
液

位
：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

失
敗

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
喪

失
に

よ
る

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（
L
O

R
L
）
※

2

異
常

事
象

に
よ

り
補

助
冷

却
系

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
に

失
敗

。

１
次

補
助

冷
却

系
配

管
破

損
（
原

子
炉

容
器

液
位

：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

よ
り

低
下

）

破
損

１
次

オ
ー

バ
フ

ロ
ー

系
、

１
次

ナ
ト
リ

ウ
ム

純
化

系
及

び
１

次
ナ

ト
リ

ウ
ム

充
填

ド
レ

ン
系

は
配

管
破

損
に

よ
り

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
を

喪
失

し
な

い
た

め
、

異
常

事
象

等
に

抽
出

し
て

い
な

い
。

破
損

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

成
功

破
損

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（
P
L
O

H
S
）
※

4

原
子

炉
容

器
液

位
：
１

次
主

冷
却

系
の

循
環

に
必

要
な

液
位

が
確

保
＋

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

失
敗

健
全

異
常

事
象

※
1

原
子

炉
容

器
液

位
確

保
機

能
※

1

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
１

次
冷

却
材

漏
え

い
（
１

次
補

助
冷

却
系

配
管

（
内

管
）
破

損
）

※
2
、

※
3

１
次

補
助

冷
却

系
配

管
（
外

管
）

１
次

主
冷

却
系

配
管

（
内

管
）

安
全

容
器

内
配

管
（
内

管
）

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却

冷
却

機
能 ２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

成
功

成
功

第
2.

3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

3）
 

[2038]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-21 

 

 

  

※
1：

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

失
敗

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

異
常

事
象

が
「出

力
運

転
中

の
制

御
棒

の
異

常
な

引
抜

き
」、

「２
次

冷
却

材
流

量
増

大
」、

「２
次

冷
却

材
流

量
減

少
（２

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ト
リ

ッ
プ

）」
、

「主
冷

却
器

空
気

流
量

増
大

」、
「主

冷
却

器
空

気
流

量
減

少
」、

「２
次

主
循

環
ポ

ン
プ

軸
固

着
」及

び
「主

送
風

機
風

量
瞬

時
低

下
」の

場
合

も
同

じ
。

ま
た

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
遮

へ
い

体
冷

却
系

の
異

常
等

に
伴

う
原

子
炉

通
常

停
止

の
場

合
も

同
じ

。

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

失
敗

成
功

失
敗

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
１

次
冷

却
材

流
量

減
少

（１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

）※
1

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

異
常

事
象

冷
却

機
能

成
功

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

成
功

第
2.

3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

4）
 

[2039]
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※
1：

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

軸
固

着
１

次
主

循
環

ポ
ン

プ
ポ

ニ
ー

モ
ー

タ
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
補

助
冷

却
系

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

異
常

事
象

冷
却

機
能

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ

成
功

成
功

失
敗

炉
心

損
傷

な
し

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

異
常

事
象

に
よ

り
１

ル
ー

プ
の

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

の
強

制
循

環
冷

却
に

失
敗

。

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

成
功

失
敗

※
1

炉
心

損
傷

な
し

失
敗

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

第
2.
3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

6）
 

第
2.

3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

5）
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※
1：

※
2：

主
中

間
熱

交
換

器
伝

熱
管

破
損

は
、

2次
冷

却
材

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
減

少
を

も
た

ら
す

点
で

異
常

事
象

「２
次

冷
却

材
漏

え
い

」と
同

様
で

あ
る

。
主

中
間

熱
交

換
器

伝
熱

管
破

損
に

起
因

す
る

事
故

は
、

炉
心

損
傷

が
生

じ
る

と
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
と

な
り

、
炉

心
損

傷
後

の
格

納
容

器
の

機
能

に
期

待
す

る
こ

と
が

困
難

な
も

の
で

あ
り

、
炉

心
損

傷
防

止
で

対
策

す
る

。

異
常

事
象

に
よ

り
１

ル
ー

プ
の

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
に

失
敗

。

失
敗

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

※
1

失
敗

成
功

炉
心

損
傷

な
し

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態

で
の

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（P

L
O

H
S）

※
1

炉
心

損
傷

な
し

失
敗

※
2

成
功

炉
心

損
傷

な
し

異
常

事
象

冷
却

機
能

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ

成
功

２
次

冷
却

材
漏

え
い

※
1

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却
２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

炉
心

損
傷

な
し

第
2.

3.
2
図
 
炉
心
全
体
の
昇
温
に
至
る
も
の
に
つ
い
て
展
開
し
た
イ
ベ
ン
ト
ツ
リ
ー
（
冷
却
機
能
）（

6）
 

[2041]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-24 

 

 

異
常

事
象

冷
却

機
能

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
事

象
グ

ル
ー

プ
外

部
電

源
喪

失
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
起

動
２

次
主

冷
却

系
に

よ
る

除
熱

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
冷

却

成
功

炉
心

損
傷

な
し

炉
心

損
傷

な
し

成
功

失
敗

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（2
台

）
起

動
失

敗
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

（S
B

O
）

失
敗

１
次

主
循

環
ポ

ン
プ

ポ
ニ

ー
モ

ー
タ

に
よ

る
強

制
循

環
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗
＋

補
助

冷
却

系
に

よ
る

強
制

循
環

冷
却

失
敗

成
功

２
次

主
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
２

ル
ー

プ
と

も
失

敗

交
流

動
力

電
源

が
存

在
し

、
か

つ
原

子
炉

容
器

液
位

が
確

保
さ

れ
た

状
態
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第 2.3.3図 炉心局所の昇温に至るものについて展開したイベントツリー（1） 

 

 

第 2.3.3図 炉心局所の昇温に至るものについて展開したイベントツリー（2） 

 

 
第 2.3.3図 炉心局所の昇温に至るものについて展開したイベントツリー（3） 

※1：原子炉停止後の崩壊熱除去については、第2.3.2図（4）と同様である。

燃料破損検出及び原子炉停止失敗 局所的燃料破損（LF）
失敗

異常事象

燃料破損検出
及び原子炉停止

事故シーケンス 事象グループ局所的過熱事象
（約10％過出力）

炉心健全※1 －
成功

※1：原子炉停止後の崩壊熱除去については、第2.3.2図（4）と同様である。

燃料破損検出及び原子炉停止失敗 局所的燃料破損（LF）
失敗

異常事象

燃料破損検出
及び原子炉停止

事故シーケンス 事象グループ燃料要素の
偶発的破損

炉心健全※1 －
成功

※1：原子炉停止後の崩壊熱除去については、第2.3.2図（4）と同様である。

燃料破損検出及び原子炉停止失敗 局所的燃料破損（LF）
失敗

異常事象

燃料破損検出
及び原子炉停止

事故シーケンス 事象グループ流路閉塞事象
（1サブチャンネル

閉塞）

炉心健全※1 －
成功
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2.4 事象グループの選定 

抽出された事故シーケンスの中から評価事故シーケンスを選定するため、ナトリウム冷却高速

炉の特徴を考慮して事故シーケンスを類型化する。第 2.2.3 表に示すように炉心全体の昇温をも

たらす逸脱は、(Ⅰ)～(Ⅲ)のように類型化される。 

（Ⅰ） 炉心流量減少 

（Ⅱ） 炉心流量が確保された状態での過出力 

（Ⅲ） 炉心流量が確保され、過出力でない状態での除熱源喪失 

これら(Ⅰ)～(Ⅲ)に原子炉停止機能の喪失を重畳したものは、炉心の著しい損傷に至る可能性

があることから、以下の（１）～（３）を事象グループに選定する。 

（１） 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF: Unprotected Loss of Flow） 

原子炉運転中に炉心流量が減少した際に、何らかの理由（原子炉トリップ信号の発信失

敗等）により、制御棒の急速挿入に失敗することによって原子炉停止機能が喪失し、炉心

の著しい損傷に至る。 

 

（２） 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP: Unprotected Transient Over-Power） 

原子炉運転中に過出力となった際に、何らかの理由（原子炉トリップ信号の発信失敗等）

により、制御棒の急速挿入に失敗することによって原子炉停止機能が喪失し、炉心の著し

い損傷に至る。 

 

（３） 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS: Unprotected Loss of Heat Sink） 

原子炉運転中に除熱不足が生じた際に、何らかの理由（原子炉トリップ信号の発信失敗

等）により、制御棒の急速挿入に失敗することによって原子炉停止機能が喪失し、炉心の

著しい損傷に至る。 

 

(Ⅰ)～(Ⅲ)に原子炉停止機能が正常に作動した場合にあっても、崩壊熱を除去するための強制

循環冷却機能の喪失により、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に相当するも

のがあることから、以下の（４）～（６）を事象グループに選定する。ここでは、強制循環冷却機

能を喪失する共通原因として原子炉冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルを超え

て低下することが抽出される。また、全交流動力電源喪失も強制循環冷却機能を喪失する共通原因

として抽出されることを踏まえ事象グループに選定する（別添 6参照）。 

（４） 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL: Loss of Reactor Level） 

原子炉冷却材バウンダリに属する配管の破損が生じ、原子炉の崩壊熱除去中に、何らか

の理由（当該配管の二重壁（外側）の破損等）により、１次主冷却系による強制循環冷却

に必要な原子炉容器液位を喪失することによって、崩壊熱除去機能が喪失し、炉心の著し

い損傷に至る。 

 

（５） 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS: Protected Loss of Heat Sink） 
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原子炉の崩壊熱除去中に、１次主冷却系による強制循環冷却に必要な原子炉容器液位が

確保された状態で、何らかの理由（１次主循環ポンプポニーモータの故障、補助電磁ポン

プの故障等）により、強制循環冷却機能を喪失することによって、崩壊熱除去機能が喪失

し、炉心の著しい損傷に至る。 

 

（６） 全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失(SBO：Station Blackout) 

外部電源が喪失し、原子炉の崩壊熱除去中に、何らかの理由（非常用ディーゼル発電機

の起動失敗等）により非常用ディーゼル電源系も機能喪失することによって、強制循環冷

却による崩壊熱除去機能が喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

 

なお、設計基準を超える地震等の外部事象に起因する事故の進展についても以上の事象グルー

プに集約される（別添 7参照）。 

さらに、高速実験炉原子炉施設の炉心燃料集合体では、燃料要素の線出力密度は高く、また、正

三角格子状に稠密に配列していることなどを考慮し、炉心の局所的な昇温により燃料破損が発生

するおそれのある異常事象を抽出した。炉心の局所的な昇温により燃料破損が発生した場合に、全

炉心規模に拡大して炉心の著しい損傷に至る可能性を確認するため、以下を事象グループに選定

する。 

（７） 局所的燃料破損（LF: Local (Fuel) Faults） 

原子炉の運転中に燃料集合体内の冷却材流路の閉塞等により、炉心の局所的な昇温が生

じることによって、燃料破損が発生し、その破損が全炉心規模に拡大して炉心の著しい損

傷に至る。 

 

実用発電用原子炉の設置許可基準規則第 37条の解釈において、PWRに対して必ず想定するとさ

れている事故シーケンスグループと本原子炉施設において選定した事象グループの比較を別添 8

に示す。 

抽出された事故シーケンス及び選定した事象グループと国外のナトリウム冷却型高速炉で考慮

されたものを比較、検討し、これらの抽出及び選定結果に抜け、漏れがないことを確認した（別

添 9参照）。 
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2.5 事象グループにおける評価事故シーケンスの選定 

類型化された事象グループ（１）～（７）ごとに、複数の事故シーケンスが含まれる場合には、

それらの中から、評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。選定にあたって影響の大きさ

を考慮した以下の点に着眼する。 

 

a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい

損傷に至る。 

b. 炉心損傷防止措置の実施に対する余裕時間が短い。 

c. 炉心損傷防止措置に必要な設備容量が大きい。 

d. 事象グループの中の特徴を代表している。 

 

ここで、d.「事象グループの中の特徴を代表している。」については、設計基準事故対処設備の

安全機能を対象とした内部事象に関する確率論的リスク評価（出力運転時レベル 1PRA）により定

量化した炉心損傷頻度を参照した（別添 4参照）。 

上記に基づき事故の拡大防止及び影響緩和のための措置の有効性を確認する見地から評価事故

シーケンスを選定した結果を以下に示す。 

 

（１） 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

（ⅱ)「外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故」 

（ⅲ)「１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記 a.～d.の着眼点に基づき評価した結

果、d.（代表性）の評価結果が高となった上記の（ⅰ）及び（ⅱ）の事故シーケンスを評価

事故シーケンスに選定した。また、本原子炉施設の特徴として、主冷却系を 2ループで構成

し、１次主循環ポンプの主電動機運転時とポニーモータ運転時でポンプ本体を共用してい

ることを踏まえ、格納容器破損防止措置との機能依存性も考慮し、a.（系統間機能依存性）

及び b.（余裕時間）の評価結果が相対的に高く、かつ、d.（代表性）の評価結果が相対的に

高くなった上記の（ⅲ）の事故シーケンスを評価事故シーケンスに選定した。選定理由及び

選定結果の詳細については、第 2.5.1表に示す。 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失した後、「電源喪失」

による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として考える。

本事故では、１次主循環ポンプトリップによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失

することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 
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（ⅱ）「外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失した後、「電源喪失」

による原子炉トリップ信号の発信に成功するものの、原子炉保護系（スクラム）が正常に

動作しなかったことで、原子炉の停止に失敗する事象として考える。本事故では、１次主

循環ポンプトリップによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心

の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅲ）「１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で１次主循環ポンプの軸が固着した後、

「１次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止に失敗す

る事象として考える。本事故では、１次主循環ポンプトリップによる炉心流量減少時に原

子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性

がある。 

 

（２） 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

（ⅱ）「出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳

事故」 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記の a.～d.の着眼点に基づき評価した

結果、b.（余裕時間）の評価結果が高となった上記の 2つの事故シーケンスを評価事故シー

ケンスに選定した。選定理由及び選定結果の詳細については、第 2.5.2表に示す。 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で制御棒の連続的な引抜きが生じ、原

子炉の出力が上昇した状態で、「中性子束高（出力領域）」による原子炉トリップ信号の発

信に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として考える。本事故では、制御棒の異常な引

抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によっ

て炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅱ）「出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳

事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で制御棒の連続的な引抜きが生じ、原

子炉の出力が上昇した状態で、「中性子束高（出力領域）」による原子炉トリップ信号の発

信に成功するものの、原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗し、原子炉の停止に失敗す

る事象として考える。本事故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子

炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性が
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ある。 

 

（３） 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

（ⅱ)「２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故」 

（ⅲ)「２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記の a.～d.の着眼点に基づき評価した

結果、b.（余裕時間）が『高』かつ d.（代表性）が『中』以上の相対的に高い事故シーケン

スとして、上記の 3つの事故シーケンスを評価事故シーケンスに選定した。なお、2次冷却

材漏えいの除熱機能への影響が有意という本原子炉施設の特徴を踏まえ、a.（系統間機能依

存性）が相対的に高く、かつ、d.（代表性）の評価結果が相対的に高くなった上記の（ⅲ）

の事故シーケンスを評価事故シーケンスに含めた。選定理由及び選定結果の詳細について

は、第 2.5.3表に示す。 

 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で２次系の冷却材流量が減少した後、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉の停止に失敗す

る事象として考える。本事故では、２次冷却材流量減少時に原子炉の停止機能を喪失する

ことから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅱ）「２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で２次系の冷却材流量が減少した後、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に成功するものの、原子炉保護系

（スクラム）の動作に失敗し、原子炉の停止に失敗する事象として考える。本事故では、

２次冷却材流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心

の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅲ)「２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で２次主冷却系の主配管が破損し、冷

却材流量が減少した後、「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗し、

原子炉の停止に失敗する事象として考える。本事故では、２次冷却材流量減少及び主中間

熱交換器での除熱能力低下時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によっ

て炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（４） 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 
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① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破

損の重畳事故」 

（ⅱ）「１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）

破損の重畳事故」 

（ⅲ）「１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外

管）破損の重畳事故」 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記の a.～d.の着眼点に基づき評価した

結果、a.（系統間機能依存性）、c.（設備容量）及び d.（代表性）の評価結果が高となった

上記の 3 つの事故シーケンスを評価事故シーケンスに選定した。選定理由及び選定結果の

詳細については、第 2.5.4表に示す。 

   

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破

損の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有す

る１次主冷却系の安全容器内配管（内管）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」

により自動停止した後、リークジャケット又は配管（外側）により漏えい量が抑制された

状態での崩壊熱除去中に、リークジャケット又は配管（外側）が破損し、１次冷却材が二

重壁外に漏えいする事象として考える。本事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷

却材が漏えいし、かつ継続した場合には、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循

環に支障を来すレベルまで低下することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至

る可能性がある。 

 

（ⅱ）「１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）

破損の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有す

る１次主冷却系の配管（内管）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」により自動

停止した後、１次主冷却系の配管（外管）により漏えい量が抑制された状態での崩壊熱除

去中に、１次主冷却系の配管（外管）が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいする事象

として考える。本事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ継

続した場合には、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルま

で低下することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅲ）「１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外

管）破損の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有す

る１次補助冷却系の配管（内管）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」により自
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動停止した後、１次補助冷却系の配管（外管）により漏えい量が抑制された状態での崩壊

熱除去中に、１次補助冷却系の配管（外管）が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいす

る事象として考える。本事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、

かつ継続した場合には、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレ

ベルまで低下することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（５） 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」 

（ⅱ）「２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記の a.～d.の着眼点に基づき評価した

結果、c.（設備容量）及び d.（代表性）の評価結果が高となった「外部電源喪失及び強制循

環冷却失敗の重畳事故」を評価事故シーケンスに選定した。また、試験炉設置許可基準規則

の解釈に基づき「２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」も評価事故シーケン

スに選定した。選定理由及び選定結果の詳細については、第 2.5.5表に示す。 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失し、原子炉が「電源

喪失」により自動停止した後、原子炉停止後の崩壊熱除去において、１次主冷却系におけ

る低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）による強制循環冷却に失敗すると

ともに補助冷却設備の運転による強制循環冷却に失敗する事象として考える。本事故で

は、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能が喪失することから、炉心

の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（ⅱ）「２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、２次冷却材の漏えいが生じ、原子炉が「原子炉入口

冷却材温度高」により自動停止した後、原子炉停止後の崩壊熱除去において、１次主冷却

系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）による強制循環冷却に失

敗するとともに補助冷却設備の運転による強制循環冷却に失敗する事象として考える。本

事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において炉心の冷却機能が喪失することから、

炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（６） 全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故」 

② 選定理由 
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本事象グループに至る事故シーケンスは「全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディー

ゼル発電機起動失敗）事故」のみであることから、本事故シーケンスを評価事故シーケンス

に選定した。選定理由及び選定結果の詳細については、第 2.5.6表に示す。 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失し、原子炉が「電源

喪失」により自動停止した後、非常用ディーゼル電源系のディーゼル発電機（2 基）の自

動起動に失敗し、一般電源系及び非常用ディーゼル電源系の電源が全て同時に失われる事

象として考える。本事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能

が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

（７） 局所的燃料破損（LF） 

① 評価事故シーケンス 

（ⅰ）「冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故」 

② 選定理由 

本事象グループに含まれる各事故シーケンスを上記の a.～d.の着眼点に基づき評価した

結果、b.（余裕時間）及び c.（設備容量）の評価結果が高となった上記の事故シーケンスを

評価事故シーケンスに選定した。選定理由及び選定結果の詳細については、第 2.5.7表に示

す。 

③ 評価事故シーケンスの概要 

（ⅰ）「冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故」 

本事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉容器内に異物が存在し、燃料

集合体内の１次冷却材の流路のうち、複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞される事

象として考える。燃料集合体内の複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞されること

で、除熱能力が低下して燃料要素が破損することを想定し、燃料要素の内部に蓄積されて

いた核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって放出される事象も想定する。本事故で

は、複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞した場合に、炉心の局所的な昇温状態が継

続することによって燃料要素が破損し、全炉心規模に拡大して炉心の著しい損傷に至る可

能性がある。 
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2.6 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に対する炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置 

 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故として選定した評価事故シーケンスに対

する炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置を第 2.6.1表に示す。 
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主
対
策
と
し
て
講
じ
る
。

原
子
炉
容
器
液
位
確
保

機
能
喪
失
に
よ
る

崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失

（
L
O
R
L
）

交
流
動
力
電
源
が
存
在
し
、

か
つ
原
子
炉
容
器
液
位
が
確

保
さ
れ
た
状
態
で
の
崩
壊
熱

除
去
機
能
喪
失
（
P
L
O
H
S
）

＜
受
動
的
安
全
特
性
に
よ
る
格
納
容
器
破
損
防
止
（
炉
心
損
傷
の
回
避
）
＞

・
受
動
的
安
全
特
性
を
活
用
し
た
主
冷
却
系
（
１
ル
ー
プ
）
に
よ
る
自
然
循
環
冷
却

炉
心
流
量
喪
失
時

原
子
炉
停
止
機
能
喪
失

（
U
L
O
F
）

代
替
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
（
「
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
」
）
、

後
備
炉
停
止
系
用
論
理
回
路
、

後
備
炉
停
止
系
に
よ
る
原
子
炉
自
動
停
止

＜
原
子
炉
容
器
内
閉
じ
込
め
＞

・
非
常
用
冷
却
設
備
に
よ
る
原
子
炉
容
器
内
強
制
循
環
冷
却

　
　
　
１
次
主
冷
却
系
　
：
　
強
制
循
環
冷
却

　
　
　
２
次
主
冷
却
系
　
：
　
自
然
循
環
冷
却

＜
原
子
炉
格
納
容
器
内
閉
じ
込
め
＞

・
回
転
プ
ラ
グ
を
含
む
原
子
炉
容
器
構
造
に
よ
る
即
発
臨
界
超
過
時
の
ナ
ト
リ
ウ
ム

噴
出
量
の
抑
制

・
原
子
炉
格
納
容
器
構
造
に
よ
る
即
発
臨
界
超
過
時
の
噴
出
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
の
影

響
緩
和
（
閉
じ
込
め
機
能
維
持
）

過
出
力
時

原
子
炉
停
止
機
能
喪
失

（
U
T
O
P
）

制
御
棒
連
続
引
抜
き
阻
止
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
、

代
替
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
（
「
原
子
炉
出
口
冷
却
材
温
度
高
」
）
、

後
備
炉
停
止
系
用
論
理
回
路
、

後
備
炉
停
止
系
に
よ
る
原
子
炉
自
動
停
止

除
熱
源
喪
失
時

原
子
炉
停
止
機
能
喪
失

（
U
L
O
H
S
）

代
替
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信
号
（
「
原
子
炉
出
口
冷
却
材
温
度
高
」
）
、

後
備
炉
停
止
系
用
論
理
回
路
、

後
備
炉
停
止
系
に
よ
る
原
子
炉
自
動
停
止

＜
物
理
的
特
性
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
（
炉
心
損
傷
の
回
避
）
＞

・
負
の
反
応
度
係
数
な
ど
の
固
有
の
物
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
出
力
低
減
と
冷
却
系

に
よ
る
冷
却
（
1
次
主
冷
却
系
強
制
循
環
冷
却
、
2
次
主
冷
却
系
自
然
循
環
冷
却
）
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別添 1 

 

 

1. 評価事故シーケンスの選定の基本的考え方 

発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、施設から多量の放射性物質等を放出するおそ

れがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じるも

のとする。事故の想定に当たっては、自然現象等の共通原因となる外部事象や施設の特徴を踏まえ

た内部事象に起因する多重故障を考慮し、燃料体の損傷が想定される事故（以下「炉心の著しい損

傷に至る可能性があると想定する事故」という。）を選定する。 

本原子炉施設において、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故が発生した場合

に、炉心の著しい損傷を防止するための措置（以下「炉心損傷防止措置」という。）、炉心の著しい

損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設から多量の放射性物質等の放出を

防止するための措置（以下「格納容器破損防止措置」という。）が有効であることを示すため、以

下のとおり、評価対象を整理した上で、計算プログラムを用いた解析等を踏まえて、措置の有効性

を評価することを基本とする。 

 

2. 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故における評価対象の整理 

本原子炉施設において、起こりうる異常事象を抽出し、異常の発生に続く事故の進展について、

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で考慮する安全機能（以下「設計基準事故対処設備」と

いう。）の喪失の可能性を含め体系的に整理し、その中から炉心の著しい損傷に至る可能性がある

と想定する事故に至る可能性がある組合せ（以下「事故シーケンス」という。）を抽出する。さら

に、事故シーケンスの様態及び事故に対処するための炉心損傷防止措置が類似する事故シーケン

スのグループ化（以下「事象グループ」という。）を行い、措置の有効性を確認するための代表的

な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選定し、評価を行う。 

また、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に対処するために講じることとし

ている「炉心損傷防止措置」が機能しない場合においては、炉心の著しい損傷の可能性があり、そ

の結果、格納容器が破損に至る可能性が想定される。本原子炉施設であるナトリウム冷却型高速炉

については、格納容器の破損を含む包括的解析やレベル 1.5 確率論的リスク評価の実施例は数少

なく、実用発電用軽水型原子炉施設における格納容器破損モードと同様に整理され国際的に共通

認識されている格納容器破損モードは存在しない。このため、本原子炉施設においては、格納容器

破損モードを想定した上でそれぞれの破損モードに照らして評価の対象とする事故シーケンスを

選定するのではなく、炉心損傷防止措置の有効性評価のために選定した全ての評価事故シーケン

スを対象として、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定して（安全機能の喪失を重畳させて）、

その場合において、格納容器破損防止措置を講じることとし、格納容器破損防止措置に有効性があ

ることを確認する。全ての評価事故シーケンスを対象として有効性評価を行うことにより、炉心の

著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の全体を一貫して評価することができる。 

なお、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合においても、必ずしも全ての評価事故

評価事故シーケンスについて 
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シーケンスにおいて格納容器への負荷が発生するわけではない。本原子炉施設は低圧システムで、

伝熱特性に優れたナトリウムを冷却材に使用していること、燃料の装荷量の少ない小型の原子炉

で、高い固有の安全特性を有していること、原子炉冷却材バウンダリが放射性物質の閉じ込めに有

効な物理障壁を形成していること、原子炉容器の周囲に安全容器を設置していることなどの特徴

を有している。「格納容器破損防止措置の有効性評価」においてはそれぞれの評価事故シーケンス

について以上の特徴を含めて評価を行う。 

 

3. 評価事故シーケンスの代表性について 

3.1 炉心損傷防止措置の有効性評価における評価事故シーケンスの代表性について 

炉心損傷防止措置の有効性評価のための評価事故シーケンスは、炉心の著しい損傷に至る可

能性があるものとして抽出された事故シーケンスの中から、系統間機能依存性、余裕時間、設備

容量及び代表性を着眼点としてそれぞれの事象グループについて選定したものであり、代表性

を有するものである（添付書類 10 追補Ⅶ.1 の第 2.5.1 表～第 2.5.7 表）。また、後述する格納

容器破損防止措置の有効性評価と同様に、有効性評価の観点からも代表性を有している。 

 

3.2 格納容器破損防止措置の有効性評価における評価事故シーケンスの代表性について 

実用炉における格納容器破損防止措置の有効性評価では、格納容器破損モードを同定した上

でそれぞれの破損モードについて結果を厳しくする評価事故シーケンスを選定することとして

いる（有効性評価の審査ガイド）。一方、本原子炉施設における格納容器破損防止措置の有効性

評価では、格納容器破損モードは定義しないで、炉心損傷防止措置の有効性評価のために選定し

た全ての評価事故シーケンスを対象として、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定して（す

なわち、安全機能の喪失を重畳させて）、その場合において格納容器破損防止措置を講じること

とし、格納容器破損防止措置に有効性があることを確認している。 

格納容器破損防止措置の有効性評価において全ての評価事故シーケンスを対象として評価を

行うことは、分かりやすく合理的に一貫して評価できること、また合理的・効率的に措置を講じ

ることができる利点があるが、その一方で、全ての事故シーケンスに対する評価結果が記載され

ないため、格納容器破損防止の観点から評価事故シーケンスの代表性について確認した（添付 1：

格納容器破損防止措置の有効性評価における評価事故シーケンスの代表性）。 

 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF）については、抽出された事故シーケンスは炉心

流量減少時の原子炉停止機能喪失であり、このうち、「１次主循環ポンプ軸固着」以外の異

常事象を起因とする事故シーケンスは、事故シーケンスによって出力変化、制御棒反応度挿

入特性等の解析条件に僅かな差が生じるが、炉心流量減少時に原子炉停止機能喪失により

炉心が損傷し、格納容器に負荷が生じる観点では、抽出された事故シーケンスは評価事故シ

ーケンスの「外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様の事象推移

をたどるか、影響が評価事故シーケンスに包絡される。「１次主循環ポンプ軸固着」を起因

とする事故シーケンスは、炉心流量の減少速度が相対的に速いこと、また、格納容器破損防

止措置との機能依存性を有することから、これらの影響は評価事故シーケンス「１次主循環

ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」により確認する。 
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 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP）については、抽出された事故シーケンスは過出力時の

原子炉停止機能喪失であり、事故シーケンスによって出力変化等の解析条件に僅かな差が

生じるが、過出力時に原子炉停止機能喪失により炉心が損傷し、格納容器に負荷が生じる観

点では、抽出された事故シーケンスは評価事故シーケンスと同様の事象推移をたどるか、影

響が評価事故シーケンスに包絡される。 

 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS）については、抽出された事故シーケンスは除熱

源喪失時の原子炉停止機能喪失であり、このうち、「２次冷却材漏えい」以外の異常事象を

起因とする事故シーケンスは、事故シーケンスによって冷却材温度、出力変化等の解析条件

に僅かな差が生じるが、除熱源喪失時に原子炉停止機能喪失により冷却材温度が昇温し、原

子炉入口冷却材温度が上昇する観点では、抽出された事故シーケンスは評価事故シーケン

スの「２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様の事象推移

をたどるか、影響が評価事故シーケンスに包絡される。「２次冷却材漏えい」を起因とする

事故シーケンスは、除熱機能の低下が相対的に大きいこと、また、格納容器破損防止措置と

の機能依存性を有することから、これらの影響は評価事故シーケンス「２次冷却材漏えい及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」により確認する。 

 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL）については、評価事故シー

ケンスの「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）

破損の重畳事故」は液位低下が大きくなる条件であるとともに、炉心溶融と原子炉容器破損

により炉心燃料の全量が安全容器に移行することを仮定しており、炉心燃料の安全容器内

での安定冷却保持の観点では、抽出された事故シーケンスは同様の事象推移をたどるか、影

響が評価事故シーケンスの「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容

器内配管（外管）破損の重畳事故」に包絡される。 

 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS）については、１ループの自然循環除熱に期待できる事故シーケンスのグループと

２ループの自然循環除熱に期待できる事故シーケンスのグループのそれぞれから評価事故

シーケンスを選定しており、代表的かつ厳しい条件となる評価事故シーケンスを選定して

いることから、抽出された事故シーケンスは同様の事象推移をたどるか、影響が評価事故シ

ーケンスに包絡される。 

 局所的燃料破損（LF）については、炉心損傷防止措置によらず破損伝播の可能性は極めて低

いが、起こったとしても伝播速度は緩慢であり、評価事故シーケンスにおいて事故の拡大を

仮に想定したとしても、その影響は炉心の著しい損傷に至る ULOFに包絡される。 
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以上のことから、炉心損傷防止措置の有効性評価のための評価事故シーケンスは、格納容器破

損防止措置の有効性評価の観点からも代表性を有している。また、全ての事象グループの評価事

故シーケンスを一貫して評価することにより、結果的に、本原子炉施設において想定される格納

容器への負荷に対して措置が有効性を有することを確認している（添付 2：ナトリウム冷却高速

炉における格納容器負荷メカニズムについて）。 

 

 

以 上
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添付 1 

格納容器破損防止措置の有効性評価における評価事故シーケンスの代表性 

事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

ULOF ●外部電源喪失＋原子炉トリップ信号発信失敗 代替原子炉トリップ信号が機能せず

原子炉停止に失敗 

全ての事故で原子炉急速停止

に失敗しており、「外部電源喪失」

に起因する評価事故シーケンス

と「１次主循環ポンプ軸固着」以

外の異常事象を起因とする事故

シーケンスでは、過渡変化後のポ

ンプトリップで主循環ポンプが

コーストダウンし、同等の事象推

移となる。 

また、「１次主循環ポンプ軸固

着」を起因とする事故シーケンス

は、炉心流量の減少速度が相対的

に速いこと、また、格納容器破損

防止措置との機能依存性を有す

ることから、これらの影響は評価

事故シーケンス「１次主循環ポン

プ軸固着及び原子炉トリップ信

号発信失敗の重畳事故」により確

認する。 

 

１次冷却材流量減少＋原子炉トリップ信号発信失敗 

●１次主循環ポンプ軸固着＋原子炉トリップ信号発信失敗 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋原子炉

トリップ信号発信失敗 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋原子炉ト

リップ信号発信失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）＋原子

炉トリップ信号発信失敗 

●外部電源喪失＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 後備炉停止系用論理回路が機能せず

原子炉停止に失敗 １次冷却材流量減少＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

１次主循環ポンプ軸固着＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋原子炉

保護系（スクラム）動作失敗 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋原子炉保

護系（スクラム）動作失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）＋原子

炉保護系（スクラム）動作失敗 

外部電源喪失＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 後備炉停止制御棒挿入が機能せず原

子炉停止に失敗 １次冷却材流量減少＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋制御棒（主系）の急速挿

入失敗 
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事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

２次冷却材流量増大＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

主冷却器空気流量増大＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

２次冷却材流量減少＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

主冷却器空気流量減少＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

１次主循環ポンプ軸固着＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

２次主循環ポンプ軸固着＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

主送風機風量瞬時低下＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋制御棒

（主系）の急速挿入失敗 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋制御棒（主

系）の急速挿入失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）＋制御

棒（主系）の急速挿入失敗 

２次冷却材漏えい＋制御棒（主系）の急速挿入失敗 

UTOP ●出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋原子炉トリップ信号発

信失敗 

制御棒連続引抜き阻止インターロッ

ク及び代替原子炉トリップ信号が機

能せず原子炉停止に失敗 

主冷却器の流量増大は１次系

冷却材温度の低下による正の反

応度により出力上昇に至るが、そ

の効果は小さく、評価事故シーケ

ンスに包絡される。また、２次冷

却材の流量増大は炉心損傷に至

らないと評価している。 

２次冷却材流量増大＋原子炉トリップ信号発信失敗 

主冷却器空気流量増大＋原子炉トリップ信号発信失敗 

●出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋原子炉保護系（スクラ

ム）動作失敗 

制御棒連続引抜き阻止インターロッ

ク及び後備炉停止系用論理回路が機

能せず原子炉停止に失敗 ２次冷却材流量増大＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

主冷却器空気流量増大＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

ULOHS ●２次冷却材流量減少＋原子炉トリップ信号発信失敗 代替原子炉トリップ信号が機能せず

原子炉停止に失敗 

主冷却器の流量減少及び２次

主循環ポンプ軸固着に起因する主冷却器空気流量減少＋原子炉トリップ信号発信失敗 
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事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

２次主循環ポンプ軸固着＋原子炉トリップ信号発信失敗 事故の事象推移は「２次冷却材流

量減少」を起因とする評価事故シ

ーケンスと同等であり、評価事故

シーケンスに包絡される。 

また、「２次冷却材漏えい」を起

因とする事故シーケンスは、除熱

機能の低下が相対的に大きいこ

と、また、格納容器破損防止措置

との機能依存性を有することか

ら、これらの影響は評価事故シー

ケンス「２次冷却材漏えい及び原

子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故」により確認する。 

主送風機風量瞬時低下＋原子炉トリップ信号発信失敗 

●２次冷却材漏えい＋原子炉トリップ信号発信失敗 

●２次冷却材流量減少＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 後備炉停止系用論理回路が機能せず

原子炉停止に失敗 主冷却器空気流量減少＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

２次主循環ポンプ軸固着＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

主送風機風量瞬時低下＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

２次冷却材漏えい＋原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

LORL ●１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損＋１次主

冷却系配管（外管）破損） 

それぞれの事故シーケンスに対する

炉心損傷防止措置が機能を喪失する

と、全ての事故で崩壊熱の除去に失敗 

評価事故シーケンスの「１次冷

却材漏えい（安全容器内配管（内

管）破損）及び安全容器内配管（外

管）破損の重畳事故」は１次冷却

材の 2箇所での破損を重畳した事

故であり、液位の低下が大きくな

る箇所を選定している。有効性評

価では原子炉容器破損により炉

心燃料の全量が安全容器に移行

することを仮定した解析を行っ

ており、代表的かつ厳しい条件で

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損＋１次主冷

却系配管（内管）破損） 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損＋安全容器

内配管（内管）破損） 

●１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損＋安全容器

内配管（外管）破損） 

●１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損＋１次

補助冷却系配管（外管）破損） 
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事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

の評価となっている。 

PLOHS ●外部電源喪失＋１次主循環ポンプポニーモータによる強制循

環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

主冷却系２ループ中１ループの自然

循環に失敗（受動的安全機能である自

然循環除熱は信頼度が高く、独立した

2 ループの同時失敗は防止できてい

る） 

いずれの事故シーケンスでも

原子炉停止後の１ループの自然

循環に期待する点では共通であ

る。 

事故シーケンスによって初期

の炉心流量の減少挙動等に差が

あるが、原子炉停止後であるため

その影響はほとんどなく、崩壊熱

による発熱の自然循環冷却とい

う意味では、初期挙動の違いの影

響は重要ではない。 

したがって、評価事故シーケン

スは代表性を有する。 

１次主循環ポンプ軸固着＋１次主循環ポンプポニーモータによ

る強制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

１次冷却材流量減少＋１次主循環ポンプポニーモータによる強

制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋１次主循環ポンプポニー

モータによる強制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷

却失敗 

２次冷却材流量増大＋１次主循環ポンプポニーモータによる強

制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

 

２次冷却材流量減少＋１次主循環ポンプポニーモータによる強

制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

主冷却器空気流量増大＋１次主循環ポンプポニーモータによる

強制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

主冷却器空気流量減少＋１次主循環ポンプポニーモータによる

強制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

２次主循環ポンプ軸固着＋１次主循環ポンプポニーモータによ

る強制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋１次主

循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋補助冷却系
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事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

による強制循環冷却失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋１次主冷却

系配管（内管）破損＋１次主循環ポンプポニーモータによる強

制循環冷却失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋安全容器内

配管（内管）破損＋１次主循環ポンプポニーモータによる強制

循環冷却失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋１次主循環

ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗 

●２次冷却材漏えい＋１次主循環ポンプポニーモータによる強

制循環冷却失敗＋補助冷却系による強制循環冷却失敗 

全ての事故で崩壊熱の除去に失敗  全ての事故シーケンスにおい

て崩壊熱除去に失敗するため、炉

心溶融に至る。評価事故シーケン

スにおいては、原子炉容器破損に

より炉心燃料の全量が安全容器

に移行することを仮定している。

また、２次冷却材漏えいと同時に

主中間熱交換器の除熱能力喪失

を想定しており、代表的かつ厳し

い条件での評価となっている。 

外部電源喪失＋２次主冷却系による除熱失敗 

１次冷却材流量減少＋２次主冷却系による除熱失敗 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋２次主冷却系による除熱

失敗 

２次冷却材流量増大＋２次主冷却系による除熱失敗 

２次冷却材流量減少＋２次主冷却系による除熱失敗 

主冷却器空気流量増大＋２次主冷却系による除熱失敗 

主冷却器空気流量減少＋２次主冷却系による除熱失敗 

２次主循環ポンプ軸固着＋２次主冷却系による除熱失敗 

１次主循環ポンプ軸固着＋２次主冷却系による除熱失敗 

２次冷却材漏えい＋２次主冷却系による除熱失敗 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋２次主

冷却系による除熱失敗 
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事象 事故シーケンス（●選定した評価事故シーケンス） 炉心損傷防止措置の機能喪失の影響 評価事故シーケンスの代表性 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋２次主冷

却系による除熱失敗 

１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）＋２次

主冷却系による除熱失敗 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋１次主循

環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋補助冷却系に

よる強制循環冷却失敗 

主冷却系２ループ中１ループの自然

循環に失敗（受動的安全機能である自

然循環除熱は信頼度が高く、独立した

2 ループの同時失敗は防止できてい

る） 

 PLOHS の評価事故シーケンス

「外部電源喪失＋強制循環冷却

喪失」と事象推移は同等 

SBO ●外部電源喪失＋ディーゼル発電機（2台）起動失敗 主冷却系２ループ中１ループの自然

循環に失敗（受動的安全機能である自

然循環除熱は信頼度が高く、独立した

2 ループの同時失敗は防止できてい

る） 

 同上 

LF 局所的過熱事象（約 10％過出力）＋燃料破損検出及び原子炉停

止失敗 

冷却材流路閉塞事象（千鳥格子状）で

は、燃料破損検出系による破損の検出

及び原子炉停止に失敗すると、燃料破

損の伝播・拡大の可能性がある。その

他の事故は破損伝播に長時間かかり

原子炉停止に対しての猶予時間が長

い。 

 局所的燃料破損事故は破損伝

播の観点から相対的に猶予時間

の短い冷却材流路閉塞事象（千鳥

格子状）に包絡される。なお、破

損伝播速度は緩慢であり、仮に多

数の集合体に拡大するとしても、

炉心損傷の影響は炉心の著しい

損傷に至る ULOFに包絡される。 

局所的過熱事象（約 30％過出力） 

燃料要素の偶発的破損＋燃料破損検出及び原子炉停止失敗 

冷却材流路閉塞事象（1 サブチャンネル閉塞）＋燃料破損検出

及び原子炉停止失敗 

●冷却材流路閉塞事象（千鳥格子状） 
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添付 2 

 

ナトリウム冷却高速炉における格納容器負荷メカニズムについて 

 

格納容器への負荷メカニズムは高圧システムの軽水炉と低圧システムの高速炉では異なり、軽水

炉における格納容器破損モードの大半は低圧の高速炉には当てはまらない。また、「常陽」において

は仮に炉心の著しい損傷が発生したとしても、原子炉容器または安全容器によりその影響が格納容

器に拡大することを防止することができる。なお、実用発電炉では、配管破断に伴う冷却材喪失事

故が生じると、設計基準事故の範囲内において格納容器に負荷が発生するとともに、格納容器に

放出された水蒸気を格納容器バウンダリの機能を用いて凝縮・回収した水の再循環により炉心

の冷却を実施することがあり、格納容器の過圧防止に失敗すると格納容器先行破損に由来する

炉心損傷のおそれがある。これに対して、高速炉では設計基準事故の範囲内において格納容器に

過大な負荷が生じることはなく、主冷却系又は補助冷却系での炉心冷却が基本のため、そのよう

な事象はない。 

以上の安全上の特徴も踏まえ、格納容器への負荷メカニズムは以下及び第 1 表のとおり整理でき

る。 

一般に格納容器に対する負荷メカニズムには機械的要因と熱的要因がある。熱的要因は溶融炉心

や炉心デブリ（溶融燃料や燃料デブリ）からの崩壊熱除去能力を喪失して、原子炉容器を溶融貫通

し、やがてベースマット・コンクリートが浸食され、格納機能の喪失に至るもので、これは軽水炉

においても高速炉においても共通である。機械的要因に関しては、高圧の冷却材に保有される内部

エネルギーの放出が重要となる軽水炉に対して、高速炉では即発臨界の超過による核的エネルギー

の放出が重要となる。この他に、冷却材としてナトリウムを使用する高速炉ではナトリウムの化学

反応に伴う圧力・温度の上昇が重要となる。 
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第 1表 ナトリウム冷却高速炉における格納容器負荷メカニズム 

 

格納容器の破損形態 格納容器への負荷メカニズム 
「常陽」での格納容器破損防止の 

考え方 

ナトリウム燃焼によ

る機械的破損 

原子炉停止機能喪失系（ATWS系）の事象

の炉心損傷の過程で即発臨界超過に伴

う機械的エネルギー発生の結果、格納容

器床上に噴出されたナトリウムの燃焼

に伴う雰囲気圧力の上昇 

固有の炉心特性による炉心損傷、即

発臨界超過の回避又は過大な機械

的エネルギー発生の抑制によるナ

トリウム床上噴出の抑制 

水素燃焼による機械

的破損 

ATWS 系又は崩壊熱除去機能喪失系

（LOHRS系）事象で原子炉冷却材バウン

ダリ外での反応で発生した水素が運転

床上に移行し蓄積燃焼することによる

雰囲気圧力の急上昇 

ATWS 系では損傷炉心の原子炉容器

内保持・冷却、LOHRS系では原子炉

容器破損後の安全容器内保持・冷却

による、ナトリウム・コンクリート

反応に伴う過大な水素発生の回避 

ベースマット・コン

クリートの浸食・貫

通 

原子炉容器破損後、格納容器底部でのデ

ブリ・コンクリート相互作用によるベー

スマット・コンクリートの浸食・貫通 

LOHRS系では原子炉容器破損後の安

全容器内保持・冷却による格納容器

底部でのデブリ・コンクリート相互

作用の回避 

原子炉冷却材バウン

ダリ圧力の上昇によ

る中間熱交換器バウ

ンダリの破損 

PLOHS及び SBOにおいて、炉心損傷の過

程で冷却系の過圧及び過温により中間

熱交換器のバウンダリ（1次・2次境界）

が損傷（格納容器のバイパス） 

安全板の開放による 1 次冷却系の

過圧防止で中間熱交換器のバウン

ダリ破損を防止 

その他 溶融燃料・冷却材相互作用（FCI）による

圧力急上昇、エネルギー発生による機械

的破損 

FCIについては炉内は事象推移解析

で考慮、炉外は高速炉条件では大規

模 FCIの発生条件に至らない 
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別添 2 

 

 

１．対象外とする異常事象 

以下に示す異常事象については、発生する可能性や影響を考慮して評価対象外と判断している。 

 

a．気体廃棄物処理設備の破損 

炉心損傷の観点からは考慮不要であるため評価対象外とする。 

 

b．燃料集合体の落下 

原子炉の出力運転中では、使用済燃料貯蔵設備における使用済燃料集合体の取扱中における落

下が考えられるが、落下した場合でも原子炉の運転には影響がなく、炉心損傷の観点からは考慮不

要であるため評価対象外とする。 

 

c．原子炉容器破損 

原子炉容器の破損が発生する可能性は十分に低いと考えられ、評価対象外と判断している。 

 

d．１次オーバフロー系、１次ナトリウム純化系、１次ナトリウム充填・ドレン系の破損 

１次オーバフロー系、１次ナトリウム純化系や１次ナトリウム充填・ドレン系の配管破損により、

主冷却系及び補助冷却設備の冷却機能が喪失することはなく、原子炉容器液位確保機能を喪失す

ることはないため、評価対象外とする。なお、これらが通常運転中に発生すると、原子炉の停止及

び崩壊熱除去開始に至ることから、その影響は異常事象「１次冷却材流量減少（１次主循環ポンプ

トリップ）」に包絡される。 

 

e．制御棒の急速引抜き 

制御棒の急速引抜きについては、設計上、制御棒の引抜き速度は一定であり、引抜き速度は異常

事象「出力運転中の制御棒の異常な引抜き」を超えないため、評価対象外とする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

対象外とする異常事象 
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別添 3 

 

 

1. 概要 

事故の選定においては、施設の特徴を踏まえた異常事象の抽出を行っている。ここで、炉心の

著しい損傷は、原子炉施設が通常運転状態から逸脱し、燃料体の発熱の増加または燃料体からの

除熱の減少により、炉心が昇温することにより生じるものであることに着目している。次に、抽

出した異常事象に続く事故の進展について、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で考慮

する安全機能（以下「設計基準事故対処設備」という。）の喪失の可能性を含めて分析している。

これらの異常事象の抽出及び設計基準事故対処設備の安全機能の喪失の要因として補機冷却設

備の異常を考慮している。 

 

2. 補機冷却設備の概要 

補機冷却設備は、冷却水水槽、補助水槽、冷却塔、揚水ポンプ及び循環ポンプ等から構成する

（第 1図参照）。補機冷却設備は、揚水ポンプにより冷却水水槽から水を汲み上げ、格納容器雰囲

気調整系、コンクリート遮へい体冷却系、使用済燃料貯蔵設備水冷却浄化設備、ディーゼル発電

機、圧縮空気供給設備等に冷却水を供給するものであり、各設備等に供給された水は冷却水水槽

に還流する。なお、一部の補機冷却設備については、循環ポンプにより、冷却水水槽を経由せず

冷却水を循環する。また、除去した熱は、冷却塔から大気中に放散される。揚水ポンプ及び循環

ポンプについては、それぞれ非常用ディーゼル電源系に接続された予備ポンプを設けるものとす

る。 

 

3. 補機冷却設備の異常の考慮 

（1）ディーゼル発電機冷却系 

外部電源喪失を異常事象として、これに対する設計基準事故対処設備としてディーゼル発電

機 2台の起動失敗を選定している。 

 

（2）空調系冷却設備 

格納容器雰囲気調整系の機能喪失の要因となり、格納容器内温度、圧力が上昇する可能性が

あるが、この場合には保安規定に基づき、原子炉を停止する。本異常は、炉心の昇温に直接影

響を及ぼすものではないため、単独の異常事象としては抽出しておらず、これらが生じた際の

原子炉手動停止後の事象進展は、原子炉誤スクラム（手動）の異常事象と同様となる。 

 

（3）補機冷却系冷却設備 

コンクリート遮へい体冷却系の機能喪失の要因となり、原子炉を停止する可能性がある。（2）

と同様に、本異常は、炉心の昇温に直接影響を及ぼすものではないため、単独の異常事象とし

ては抽出しておらず、本異常が生じた際の原子炉手動停止後の事象進展は、原子炉誤スクラム

事象選定における補機冷却設備の異常の考慮について 
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（手動）の異常事象と同様となる。また、圧縮空気供給設備の機能喪失の原因ともなるが、圧

縮空気供給設備の異常は、炉心の昇温に直接影響を及ぼすものであるため、異常事象に選定し

ており、補機冷却設備の故障は、圧縮空気供給設備の異常の要因の一つとして考慮されている。 

 

以上のとおり、異常事象の抽出及び設計基準事故対処設備の安全機能の喪失の要因として補

機冷却設備の異常を考慮している。 

 

以上 
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別添 4 

 

 

1. 評価事故シーケンスの選定の基本的考え方 

発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、施設から多量の放射性物質等を放出するお

それがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じ

るものとする。事故の想定に当たっては、自然現象等の共通原因となる外部事象や施設の特徴を

踏まえた内部事象に起因する多重故障を考慮し、燃料体の損傷が想定される事故（以下「炉心の

著しい損傷に至る可能性があると想定する事故」という。）を選定する。 

 

2. 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故における評価対象の整理 

本原子炉施設において、起こりうる異常事象を抽出し、異常の発生に続く事故の進展について、

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で考慮する安全機能の喪失の可能性を含め体系的に

整理し、その中から炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に至る可能性がある

組合せ（以下「事故シーケンス」という。）を抽出する。さらに、事故シーケンスの様態及び事

故に対処するための炉心損傷防止措置が類似する事故シーケンスのグループ化（以下「事象グル

ープ」という。）を行い、措置の有効性を確認するための代表的な事故シーケンス（以下「評価

事故シーケンス」という。）を実用発電炉の有効性評価ガイドを参考に選定し、評価を行う。 

  

3. 確率論的リスク評価（PRA）で抽出した事故シーケンス 

3.1 目的 

以下の①～③を目的に、出力運転時における内部事象を対象としたレベル 1PRAを実施し、

内部事象に起因して炉心損傷に至る事故シーケンスの同定及び炉心損傷頻度の定量化結果

を整理する。なお、レベル 1PRAとは「炉心損傷頻度の評価までを行う確率論的リスク評価」

[1]である。 

① PRAで選定した事象グループと 2.で選定した事象グループを比較し、これらが一致す

ることを確認する。 （→事象グループの選定に漏れがないことの整理） 

② PRA で抽出した起因事象及び事故シーケンスと 2.で選定した異常事象及び事故シー

ケンスを比較し、起因事象については 2.で選定した異常事象に対応付けられること

を確認するとともに、PRA で抽出した事故シーケンスが 2.で抽出した事故シーケン

スで代表されることを確認する。 （→異常事象及び事故シーケンスが体系的に抽

出・選定されていることの整理） 

③ 2.における評価事故シーケンスは、実用発電炉の有効性評価ガイドを参考に、影響の

大きさを考慮した 4 つの着眼点について評価した結果に基づき選定している。この

着眼点のうちの代表性については、頻度の観点で評価している。このため、PRAの定

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で考慮する範囲の安全機能を対象とした 

内部事象に関する確率論的リスク評価（出力運転時レベル 1PRA）で抽出した 

事故シーケンスについて 
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量化結果を基に事故シーケンスの頻度と事象グループにおける寄与割合を整理する。

（→事故シーケンスの頻度の整理） 

 

3.2 評価対象 

評価の対象は、新規制基準適合性を申請中の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で

考慮する範囲の安全機能とした。 

 

3.3 評価方法 

実用炉と同様に、日本原子力学会標準[1][2]等を参考に第 1図に示す評価の流れに沿って起

因事象の選定及びグループ化から成功基準の設定及びイベントツリーの作成並びにフォー

ルトツリーの作成を経て評価モデルを構築し、パラメータ（すなわち起因事象の発生頻度、

機器の故障率、共通原因故障パラメータ、及びヒューマンエラー確率）の推定及び使命時間

等の設定を基にフォールトツリーの確率計算及びイベントツリーを用いた事故シーケンス

の発生頻度の計算を実施した。フォールトツリーの作成では、運転時の異常な過渡変化又は

設計基準事故で考慮する範囲の設備及びこれらに必要なサポート系をモデル化し、機器故

障率等のパラメータには、「常陽」の故障実績や高速炉機器信頼性データベース等に基づい

て値を設定することにより、「常陽」のナトリウム冷却型炉としての安全上の特徴を踏まえ

た評価としている。 

崩壊熱除去機能の使命時間は、崩壊熱と原子炉冷却材バウンダリからの自然放熱が同程度

となるまでの期間として、一律 1536 時間と設定している。後述する起因事象によっては、

使命時間が 1536 時間より短い場合（例：外部電源喪失の場合、外部電源復旧後に起因事象

発生前の通常運転状態へ復帰することから、その時点で崩壊熱除去の使命が終わる。）があ

るが、頻度の過小評価の防止及び評価の単純化を重視するため、保守的に一律 1536 時間と

設定している。このため、事象グループ LORL、PLOHS及び SBOについては、事故シーケンス

の発生頻度が過大な値となっている可能性がある。なお、使命時間の評価における崩壊熱は、

ノミナル値（最適評価値）を用いている。 

 

3.4 起因事象 

起因事象は、「通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷、格納容器機能喪失、及

び／又は放射性物質などの放出を伴う事故へ波及する可能性のあるもの」[1]と定義される。 

内部事象を対象とした PRAでは、起因事象を体系的に選定するため、学会標準[2]に記され

た方法の一つであるマスターロジックダイヤグラム（MLD）と呼ばれる論理モデルを用いた。

起因事象の選定のために作成した MLD を第 1 表及び第 2 表に、選定した起因事象及び起因

事象グループを第 3表に示す。 

本起因事象グループは、第 4表に示すとおり、評価事故シーケンスを選定する過程で炉心

の著しい損傷に至る原因として選定した異常事象に直接的に対応するか、もしくは、起因事

象により異常事象に至ることから、異常事象に対応付けられる。 

起因事象グループの発生頻度は、学会標準[2]に記載のベイズ統計による推定手法を用いて
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評価した。起因事象グループの発生頻度の評価の概要を第 5 表に、評価結果を第 6 表に示

す。 

なお、PRA が適用可能でない外部事象については、別途、定性的な検討を実施している。 

 

3.5 イベントツリーの作成 

条件付分岐確率イベントツリー法[2]を適用し、計算コードRISKMANを使用した。主要な緩

和機能を有するシステムの成否と事象グループとの関係を模式的に描いたイベントツリー

図を第2図に示す。原子炉容器液位確保については、１次冷却系配管が複数破損した場合に

LORLと判定した。第2図に示すように原子炉容器液位が確保された状況下での強制循環モー

ドによる崩壊熱除去機能喪失要因のうち、ポニーモータ等への動力電源が全て喪失する事

故シーケンスをSBOとして考慮し、動力電源が供給された状況下での強制循環モードによる

崩壊熱除去機能喪失をPLOHSとして考慮した。運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故で

考慮する範囲を、補助冷却系の位置づけに着目して整理すると、第7表のNo.1に示す状態で

補助冷却系により崩壊熱除去する場合が設計基準事故の範囲内の対策に位置づけられ、第7

表のNo.2及びNo.3は設計基準事故を超えた事態への対策に位置づけられる。これを踏まえ、

原子炉容器液位が確保された状態で2次主冷却系が2ループとも自然循環冷却機能喪失した

状態はPLOHSに分類された。 

また、ポニーモータ運転等の動的機能の維持に必要なサポート系についても、機能の依存

関係を評価できる詳細度でイベントツリーのヘディングに設定し、機能喪失の影響を考慮

した。 

 

3.6 評価結果 

内部事象を起因とする炉心損傷頻度を算出し、事象グループごとの炉心損傷頻度を整理し

た結果を第8表に示す。各事象グループにおける起因事象の寄与割合を第9表に示し、ULOF、

UTOP、ULOHS、LORL及び PLOHSにおける事故シーケンスの頻度と事象グループにおける寄与

割合を第 10表～第 14表に示す。 

 

4. まとめ 

PRA において炉心損傷に至る可能性があると判定された事故シーケンスは、2.で選定した事象

グループに集約されることを確認した（第 2図及び第 9表）。 

事象グループ ULOF、UTOP、ULOHS、LORL、PLOHS 及び SBOについて 2.で抽出した事故シーケン

スが PRAで得られた事故シーケンス全てを代表することを確認した。 

事象グループ ULOF、UTOP、ULOHS、LORL及び PLOHSにおける事故シーケンスの頻度と事象グル

ープにおける寄与割合を第 10表～第 14表のとおり整理した。 
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第 1表 MLD(レベル 1から 9まで) 

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6 レベル7 レベル8 レベル9
リスク源
による内
訳

放出シナリオ
(発生の条件)

原因の所
在による
内訳

初期運転状
態による内
訳

炉心損傷シナ
リオ(発生の条
件)

起因事象の発生場所に
よる内訳

起因事象の物理パラメータに
よる内訳

物理パラメータの増減による
内訳

OR条件 AND条件 OR条件 OR条件 AND条件 OR条件 OR条件 OR条件

１次主冷却系圧力増大

１次主冷却系圧力減少
正の反応度投入
負の反応度投入
１次主冷却系インベントリ増大
１次主冷却系インベントリ減少
局所的燃料破損による除熱不足
１次主冷却系流量増大
１次主冷却系流量減少
２次主冷却系インベントリ増大
２次主冷却系インベントリ減少
２次主冷却系流量増大
２次主冷却系流量減少
２次主冷却系圧力増大
２次主冷却系圧力減少
空気風量増大
空気風量減少
誤スクラム
強制循環喪失
電源喪失
圧空喪失
機器冷却喪失

事故緩和系の
機能喪失

プラント出
力100%未満
で運転中

外的事象
原子炉冷却材
バウンダリ、
格納容器の破
損

炉心以外

以降省略

以降省略

以降省略

以降省略

主冷却機に直接影響す
る起因事象発生

主冷却機の除熱に影響する事
象

原子炉保護設備に直接影響する起因事象発生

サポート系に影響する起因事象発生

以降省略

補助冷却設備に直接影響する起因事象発生

プラント出
力100%で運
転中

プラント停止
を必要とする
起因事象の発
生

炉心/１次主冷却系に
直接影響する起因事象
発生

炉心/１次主冷却系の圧力に影
響する事象

炉心の反応度に影響する事象

炉心/１次主冷却系の冷却材イ
ンベントリに影響する事象

炉心/１次主冷却系の除熱に影
響する事象

２次主冷却系に直接影
響する起因事象発生

２次主冷却系インベントリに
影響する事象
２次主冷却系の除熱に影響す
る事象
２次主冷却系圧力に影響する
事象

頂上事象

環境中へ
の放射性
物質の放
出

炉心

炉心損傷事故
（原子炉冷却
材バウンダリ
への放射性物
質の放出）

内的事象
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第 2表 MLD(レベル 9から 10まで)（1/2） 

 

レベル9

物理パラメータの増減によ
る内訳

具体的起因事象

OR条件 OR条件

１次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE01

他系統からのガス混入 IE02

１次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE03

１次アルゴンガス系漏えい IE04

炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動（収縮） IE05

出力運転中の制御棒の異常な引抜き(主炉停止系制御棒) IE06

ガス気泡の炉心通過 IE07

炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動(膨張) IE08

制御棒誤挿入 IE09

制御棒落下 IE10

補助中間熱交換器伝熱管破損  IE11

１次ナトリウムオーバフロー系故障 IE12

１次冷却材漏えい(１次主冷却系Ａループ配管(内管)破損) IE13

１次冷却材漏えい(１次主冷却系Ｂループ配管(内管)破損) IE14

１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)破損) IE15

１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破損) IE16

局所的燃料過出力 IE17

局所的冷却材流路閉塞（１サブチャンネル） IE18

局所的冷却材流路閉塞（千鳥格子状） IE19

１次主冷却系流量増大 １次主冷却系流量制御系故障 IE20

１次主循環ポンプＡ軸固着 IE21

１次主循環ポンプＢ軸固着 IE22

１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) IE23

２次主冷却系インベントリ増大 ２次ナトリウム純化系故障 IE24

２次冷却材漏えい（Ａループ） IE25

２次冷却材漏えい（Ｂループ） IE26

２次冷却材漏えい(純化系) IE27

主中間熱交換器管側破損 IE28

２次主冷却系流量増大 ２次冷却材流量増大 IE29

２次主循環ポンプ軸固着 IE30

２次冷却材流量減少(２次主循環ポンプトリップ) IE31

２次主冷却系圧力増大 ２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE32

２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE33

２次アルゴンガス系漏えい IE34

温度制御系故障(空気流量増大) IE35

温度制御系誤操作(空気流量増大) IE36

温度制御系故障(空気流量減少) IE37

主送風機(1台)故障/トリップ IE38

主送風機軸固着 IE39

温度制御系誤操作(空気流量減少) IE40

１次主冷却系圧力増大

１次主冷却系圧力減少

正の反応度投入

レベル10

ID

負の反応度投入

１次主冷却系インベントリ増大

１次主冷却系インベントリ減少

局所的燃料破損による除熱不足

１次主冷却系流量減少

２次主冷却系インベントリ減少

空気風量減少

２次主冷却系流量減少

２次主冷却系圧力減少

空気風量増大
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第 2表 MLD(レベル 9から 10まで)（2/2） 

 

 

  

レベル9
物理パラメータの
増減による内訳

具体的起因事象

OR条件 OR条件

原子炉誤スクラム(自動)【アイソレー
ションなど】

IE41

原子炉誤スクラム(手動) IE42
２次補助冷却系ナトリウム漏えい IE43
２次補助電磁ポンプトリップ IE44
外部電源喪失 IE45
無停電電源喪失(6Cインバータ故障) IE46
無停電電源喪失(6C電源負荷側故障) IE47
無停電電源喪失(6Dインバータ故障) IE48
無停電電源喪失(6D電源負荷側故障) IE49
無停電電源喪失(6S電源負荷側故障) IE50
無停電電源喪失(7C整流装置故障) IE51
無停電電源喪失(7C電源負荷側故障) IE52
無停電電源喪失(7D整流装置故障） IE53
無停電電源喪失(7D電源負荷側故障) IE54
無停電電源喪失(7S電源負荷側故障) IE55
非常系3.3kVメタクラ1C電源喪失 IE57
非常系3.3kVメタクラ1D電源喪失 IE58
非常系400Vパワーセンタ2C電源喪失 IE59
非常系400Vパワーセンタ2D電源喪失 IE60
非常系400Vパワーセンタ2S電源喪失 IE61
非常系400Vコントロールセンタ ２次補助
系2S電源喪失

IE62

非常系200Vパワーセンタ3S喪失 IE63
原子炉付属建屋3S C/C喪失 IE64
4C電源盤喪失 IE65
4S電源盤喪失 IE66
5C電源盤喪失 IE68
5D電源盤喪失 IE69

機器冷却喪失 機器冷却ファン故障 IE67

圧空喪失 圧空供給設備故障/圧空漏えい IE56

レベル10

誤スクラム

強制循環喪失

ID

電源喪失
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第 3表 起因事象一覧(1/3) 

起因事象グループ MLD による起因事象 

IC01 正の反応度挿入 IE05 炉心燃料集合体の軸方向・径方向の

移動（収縮） 

IE06 出力運転中の制御棒の異常な引抜

き(主炉停止系制御棒) 

IC02-1 １次冷却材漏えい(１次主冷却系

Ａループ配管(内管)破損) 

IE13 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ａ

ループ配管(内管)破損) 

IC02-2 １次冷却材漏えい(１次主冷却系

Ｂループ配管(内管)破損) 

IE14 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ｂ

ループ配管(内管)破損) 

IC03 １次冷却材漏えい(安全容器内配

管(内管)破損) 

IE15 １次冷却材漏えい(安全容器内配管

(内管)破損) 

IC04 １次冷却材漏えい(１次補助冷却

系配管(内管)破損) 

IE11 補助中間熱交換器伝熱管破損 

IE16 １次冷却材漏えい(１次補助冷却系

配管(内管)破損) 

IC05 １次冷却材流量減少(１次主循環

ポンプトリップ) 

IE23 １次冷却材流量減少(１次主循環ポ

ンプトリップ) 

IC06-1 １次主循環ポンプＡ軸固着 IE21 １次主循環ポンプＡ軸固着 

IC06-2 １次主循環ポンプＢ軸固着 IE22 １次主循環ポンプＢ軸固着 

IC07-1 ２次冷却材漏えい(Ａループ) IE25 ２次冷却材漏えい（Ａループ） 

IE28 主中間熱交換器Ａ伝熱管破損 

IC07-2 ２次冷却材漏えい(Ｂループ) IE26 ２次冷却材漏えい(Ｂループ) 

IE28 主中間熱交換器Ｂ伝熱管破損 

IC07-3 ２次冷却材漏えい(純化系) IE24 ２次ナトリウム純化系故障 

IE27 ２次冷却材漏えい(純化系) 

IC08 ２次主循環ポンプ及び制御系の異

常 

IE30 ２次主循環ポンプ軸固着 

IE31 ２次冷却材流量減少(２次主循環ポ

ンプトリップ) 

IC09-1 主冷却器１Ａのベーン・ダンパ誤

閉 

IE37 温度制御系故障(空気流量減少) 

IC09-2 主冷却器２Ａのベーン・ダンパ誤

閉 

IC09-3 主冷却器１Ａ及び２Ａのベーン・

ダンパ誤閉 

IC09-4 主冷却器１Ｂのベーン・ダンパ誤

閉 

IC09-5 主冷却器２Ｂのベーン・ダンパ誤

閉 

IC09-6 主冷却器１Ｂ及び２Ｂのベーン・

ダンパ誤閉 

IC09-7 主冷却器異常による除熱不足(主

送風機異常による除熱不足) 

IE38 主送風機(1台)故障/トリップ 

IE39 主送風機軸固着 

IE40 温度制御系誤操作(空気流量減少) 

IC10-1 主冷却器１Ａのベーン・ダンパ誤

開 
IE35/ 

IE36 

温度制御系故障(空気流量増大)/ 

温度制御系誤操作(空気流量増大) 

IC10-2 主冷却器２Ａのベーン・ダンパ誤

開 

IC10-3 主冷却器１Ａ及び２Ａのベーン・

ダンパ誤開 
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第 3表 起因事象一覧(2/3) 

起因事象グループ MLD による起因事象 

IC10-4 主冷却器１Ｂのベーン・ダンパ誤

開 

IE35/ 

IE36 

温度制御系故障(空気流量増大)/ 

温度制御系誤操作(空気流量増大) 

IC10-5 主冷却器２Ｂのベーン・ダンパ誤

開 

IC10-6 主冷却器１Ｂ及び２Ｂのベーン・

ダンパ誤開 

IC11 手動スクラム IE01 １次アルゴンガス系圧力制御系故障 

IE02 他系統からのガス混入 

IE03 １次アルゴンガス系圧力制御系故障 

IE04 １次アルゴンガス系漏えい 

IE07 ガス気泡の炉心通過 

IE08 炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動

(膨張) 

IE09 制御棒誤挿入 

IE10 制御棒落下 

IE12 １次ナトリウムオーバフロー系故障 

IE20 １次主冷却系流量制御系故障 

IE29 ２次冷却材流量増大 

IE32 ２次アルゴンガス系圧力制御系故障 

IE33 ２次アルゴンガス系圧力制御系故障 

IE34 ２次アルゴンガス系漏えい 

IE41 原子炉誤スクラム(自動)【アイソレーシ

ョンなど】 

IE42 原子炉誤スクラム(手動) 

IE50 無停電電源喪失(6S電源負荷側故障) 

IC12-1 無停電電源喪失(6C電源喪失) IE47 無停電電源喪失(6C電源負荷側故障) 

IC12-2 無停電電源喪失(6D電源喪失) IE49 無停電電源喪失(6D電源負荷側故障) 

IC12-3 無停電電源喪失(7C電源喪失) IE51 無停電電源喪失(7C整流装置故障) 

IE52 無停電電源喪失(7C電源負荷側故障) 

IC12-4 無停電電源喪失(7D電源喪失) IE53 無停電電源喪失(7D整流装置故障） 

IE54 無停電電源喪失(7D電源負荷側故障) 

IC12-5 無停電電源喪失(5C電源喪失) IE46 無停電電源喪失(6Cインバータ故障) 

IE68 5C電源喪失 

IC12-6 無停電電源喪失(5D電源喪失) IE48 無停電電源喪失(6Dインバータ故障) 

IE69 5D電源喪失 

IC13 外部電源喪失 IE45 外部電源喪失 

IC14 圧空喪失 IE56 圧空供給設備故障/圧空漏えい 
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第 3表 起因事象一覧(3/3) 

起因事象グループ MLD による起因事象 

IC15 補助冷却系強制循環喪失 IE11 補助中間熱交換器伝熱管破損 

IE43 ２次補助電磁ポンプトリップ 

IE44 ２次補助冷却系ナトリウム漏えい 

IE55 無停電電源喪失(7S電源負荷側故障) 

IE62 非常系400Vコントロールセンタ ２次補

助系 2S電源喪失 

IE63 非常系 200Vパワーセンタ 3S喪失 

IE64 原子炉付属建屋 3S C/C喪失 

IE67 機器冷却ファン故障 

IC16-1 非常系 3.3kV メタクラ 1C喪失 IE57 非常系 3.3kVメタクラ 1C喪失 

IE59 非常系 400Vパワーセンタ 2C喪失 

IC16-2 非常系 3.3kV メタクラ 1D喪失 IE58 非常系 3.3kVメタクラ 1D喪失 

IC16-3 非常系 400Vパワーセンタ 2D喪失 IE60 非常系 400Vパワーセンタ 2D喪失 

IC16-4 非常系 100V電源盤 4C喪失 IE65 非常系 100V電源盤 4C 喪失 

IC16-5 非常系 100V電源盤 4S喪失 IE66 非常系 100V電源盤 4S 喪失 

IC16-6 非常系 400V パワーセンタ 2S 電源

喪失 

IE61 非常系 400Vパワーセンタ 2S電源喪失 
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第 4 表 炉心の著しい損傷に至る原因として選定した異常事象と対応する起因事象グループ 

PRAにおける起因事象グループ 選定した異常事象 選定した異常事象に至る理由 

IC01 正の反応度挿入 出力運転中の制御棒の異常な引抜き － 

IC02-1 １次冷却材漏えい(１次主冷

却系配管(内管)破損) 

Ａループ １次冷却材漏えい(１次主冷却系配管(内管)破損) － 

IC02-2 Ｂループ 

IC03 
１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)

破損) 

１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)破損) － 

IC04 
１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内

管)破損) 

１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破

損) 

－ 

IC05 
１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプト

リップ) 

１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) － 

IC06-1 １次主循環ポンプＡ軸固着 １次主循環ポンプ軸固着 － 

IC06-2 １次主循環ポンプＢ軸固着 

IC07-1 ２次冷却材漏えい(Ａループ) ２次冷却材漏えい － 

IC07-2 ２次冷却材漏えい(Ｂループ) 

IC07-3 ２次冷却材漏えい(純化系) 

IC08 ２次主循環ポンプ及び制御系の異常 
２次冷却材流量減少(２次主循環ポンプトリップ) － 

２次主循環ポンプ軸固着 － 

IC09-1 

主
冷
却
器
異
常
に
よ
る 

除
熱
不
足 

主冷却器１Ａベーン・ダンパ誤閉 主冷却器空気流量減少 

主送風機風量瞬時低下 

－ 

IC09-2 主冷却器２Ａベーン・ダンパ誤閉 

IC09-3 
主冷却器（Ａループ２基）ベー

ン・ダンパ誤閉 

IC09-4 主冷却器１Ｂベーン・ダンパ誤閉 

IC09-5 主冷却器２Ｂベーン・ダンパ誤閉 

IC09-6 
主冷却器（Ｂループ２基）ベー

ン・ダンパ誤閉 

IC09-7 主送風機異常による除熱不足 

IC10-1 主
冷
却
器
空
気
流
量
増
大 

主冷却器１Ａベーン・ダンパ誤開 主冷却器空気流量増大 － 

IC10-2 主冷却器２Ａベーン・ダンパ誤開 

IC10-3 
主冷却器（Ａループ２基）ベー

ン・ダンパ誤開 

IC10-4 主冷却器１Ｂベーン・ダンパ誤開 

IC10-5 主冷却器２Ｂベーン・ダンパ誤開 

IC10-6 
主冷却器（Ｂループ２基）ベー

ン・ダンパ誤開 

IC11 手動スクラム 

１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) 左記起因事象が発生するとインタロックにより１

次主循環ポンプトリップに至ることから、１次冷却

材流量減少(１次主循環ポンプトリップ)で代表さ

れる。 

IC12-1 無停電電源喪失(6C 電源喪失) 主冷却器空気流量増大 左記起因事象が発生すると原子炉スクラムと同時

に 1ループの主冷却機インレットベーン全開に至る

ことから、主冷却器空気流量増大で代表される。 

IC12-2 無停電電源喪失(6D 電源喪失) 

IC12-5 無停電電源喪失(5C 電源喪失) 

IC12-6 無停電電源喪失(5D 電源喪失) 

IC12-3 無停電電源喪失(7C 電源喪失) １次主循環ポンプ軸固着 左記起因事象が発生しても異常な過渡は生じない

が、何らかの原子炉トリップ信号が発生すると想定

し、さらに、1 ループの１次主循環ポンプポニーモ

ータ機能喪失に至ることから、崩壊熱除去機能の一

部を喪失する点は、１次主循環ポンプ軸固着で代表

される。 

IC12-4 無停電電源喪失(7D 電源喪失) 

IC13 外部電源喪失 外部電源喪失 － 

IC14 圧空喪失 

１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) 左記起因事象が発生すると主冷却機インレットベ

ーンが固定されることから、原子炉出力は定格出力

近傍に維持され、炉心の健全性は脅かされないが、

原子炉を手動スクラムすると想定した。インタロッ

クにより１次主循環ポンプトリップに至ることか

ら、１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリッ

プ)で代表される。 

IC15 補助冷却系強制循環喪失 

１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破

損) 

左記起因事象が発生しても異常な過渡は生じない

が、何らかの原子炉トリップ信号が発生されると想

定し、さらに、崩壊熱除去機能の一部を喪失する点

は、１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)

破損) で代表される。ただし、原子炉容器液位低下

をもたらすものではない。 

IC16-1 非常系 3.3kVメタクラ 1C喪失 １次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) 左記起因事象が発生すると１次主循環ポンプトリ

ップに至ると想定されることから、原子炉停止機能

喪失時の影響は、１次冷却材流量減少(１次主循環

ポンプトリップ)で代表される。 

IC16-2 非常系 3.3kVメタクラ 1D喪失 

IC16-3 非常系 400V パワーセンタ 2D 喪失 

IC16-4 非常系 100V 電源盤 4C 喪失 

IC16-5 非常系 100V 電源盤 4S 喪失 

IC16-6 非常系 400V パワーセンタ 2S 電源喪失 
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第 5表 ベイズ法を用いた起因事象グループの発生頻度の評価の概要 

起因事象グループ 発生要因 

展開の有無 

ベイズ法適用の概要 

IC11、IC13、IC14 無 Jeffreys無情報事前分布※1を設定 「常陽」の運転経験

[5]を尤度に考慮して

発生頻度を推定 

IC01、IC05、IC06-1、

IC06-2、IC08 

高速炉の起因事象に関する既往研

究[4]を基に事前分布を設定 

IC09-3、-6、-7、 

IC10-3、-6、 

IC12-1～IC12-6、 

IC16-1～IC16-6 

有 

起因事象グ

ループの発

生要因を機

器故障レベ

ルまで展開

し、要因別に

発生頻度を

評価した後

に集計 

国内発電炉の故障率[6]を基に発生

頻度の事前分布を設定 

IC09-1、-2、-4、-5、 

IC10-1、-2、-4、-5 

構成機器毎に「常陽」の運転経験

以外に基づく故障率※2 を基に発生

頻度の事前分布を設定 

IC15 制御回路及び電源設備について

は、構成機器毎に「常陽」の運転経

験以外に基づく故障率※2 を基に発

生頻度の事前分布を設定 

ベーン、ダンパ、送風機の故障に

ついては、国内発電炉の故障率[6]

を基に発生頻度の事前分布を設定 

ナトリウム用空気作動弁及び電磁

ポンプの動的故障については、

Jeffreys無情報事前分布※1を設定 

「常陽」及び「もん

じゅ」の運転故障経

験データ※4を尤度に

考慮した故障率を評

価し、結果を要因別

発生頻度の評価に適

用 

※3 

IC02-1、IC02-2、IC03、

IC04、IC07-1、IC07-2、

IC07-3 

※3 

※1 学会標準[3]の附属書 Hの中の H.3.2c)項によれば、Jeffreys無情報事前分布は事前分布を設定

するための事前の情報がほとんどない場合に一般に広く用いられる無情報事前分布に相当す

る。 

※2 ナトリウム温度計： 「もんじゅ」での運転故障経験データに基づく故障率 

国内発電炉と共通の機器： 国内発電炉の故障率[6] 

国内発電炉の故障率に該当する機器が無いもの（電空変換器、指示制御器）： 米国 IEEEがと

りまとめた故障率[7] 

※3 ナトリウム冷却系機器の外部漏えいについて、高速炉機器信頼性データベース CORDS[8]等に登

録された米国の EBR-II及び FFTFの運転故障経験データを基に故障率の事前分布を設定 

※4 高速炉機器信頼性データベース CORDS[8]に登録された「常陽」及び「もんじゅ」の運転故障経

験データ 
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第 6表 起因事象発生頻度の定量化結果 

記号 名称 
平均値 
[/炉年] 

IC01 正の反応度挿入 6.3E-03 

IC02-1 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ａループ配管(内管)破損) 1.4E-03 

IC02-2 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ｂループ配管(内管)破損) 1.7E-03 

IC03 １次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)破損) 2.5E-04 

IC04 １次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破損) 1.8E-03 

IC05 １次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) 2.8E-02 

IC06-1 １次主循環ポンプＡ軸固着 3.1E-03 

IC06-2 １次主循環ポンプＢ軸固着 3.1E-03 

IC07-1 ２次冷却材漏えい(Ａループ) 3.7E-03 

IC07-2 ２次冷却材漏えい(Ｂループ) 3.7E-03 

IC07-3 ２次冷却材漏えい(純化系) 1.8E-03 

IC08 ２次主循環ポンプ及び制御系の異常 8.4E-02 

IC09-1 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器１Ａベーン・ダンパ誤閉) 8.0E-03 

IC09-2 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器２Ａベーン・ダンパ誤閉) 8.0E-03 

IC09-3 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器（Ａループ２基）ベーン・ダンパ誤閉) 3.6E-07 

IC09-4 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器１Ｂベーン・ダンパ誤閉) 8.0E-03 

IC09-5 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器２Ｂベーン・ダンパ誤閉) 8.0E-03 

IC09-6 主冷却器異常による除熱不足(主冷却器（Ｂループ２基）ベーン・ダンパ誤閉) 3.6E-07 

IC09-7 主冷却器異常による除熱不足(主送風機異常による除熱不足) 3.7E-02 

IC10-1 主冷却器空気流量増大(主冷却器１Ａベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-2 主冷却器空気流量増大(主冷却器２Ａベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-3 主冷却器空気流量増大(主冷却器（Ａループ２基）ベーン・ダンパ誤開) 3.6E-07 

IC10-4 主冷却器空気流量増大(主冷却器１Ｂベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-5 主冷却器空気流量増大(主冷却器２Ｂベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-6 主冷却器空気流量増大(主冷却器（Ｂループ２基）ベーン・ダンパ誤開) 3.6E-07 

IC11 手動スクラム 4.1E-01 

IC12-1 無停電電源喪失(6C 電源喪失) 4.1E-04 

IC12-2 無停電電源喪失(6D 電源喪失) 4.1E-04 

IC12-3 無停電電源喪失(7C 電源喪失) 3.9E-03 

IC12-4 無停電電源喪失(7D 電源喪失) 3.9E-03 

IC12-5 無停電電源喪失(5C 電源喪失) 4.1E-03 

IC12-6 無停電電源喪失(5D 電源喪失) 4.1E-03 

IC13 外部電源喪失 9.3E-01 

IC14 圧空喪失 4.0E-02 

IC15 補助冷却系強制循環喪失 4.7E-02 

IC16-1 非常系 3.3KVメタクラ 1C喪失 2.2E-03 

IC16-2 非常系 3.3KVメタクラ 1D喪失 4.8E-04 

IC16-3 非常系 400V パワーセンタ 2D 喪失 1.7E-03 

IC16-4 非常系 100V 電源盤 4C 喪失 1.7E-03 

IC16-5 非常系 100V 電源盤 4S 喪失 7.4E-04 

IC16-6 非常系 400V パワーセンタ 2S 電源喪失 6.8E-04 
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第 7表 補助冷却系の崩壊熱除去が必要な状態の分類 

補助冷却系による崩壊熱除去が必要な状態 補助冷却系の位置づけ 

No.1 原子炉容器液位が確保され、且つ２次主冷却系が

1ループ以上自然循環冷却可能な状態で１次主冷

却系が 2ループとも強制循環機能喪失した状態 

設計基準事故の範囲内の対策 

No.2 原子炉容器液位が確保された状態で２次主冷却

系が 2 ループとも自然循環冷却機能喪失した状

態 

設計基準事故を超えた事態へ

の対策 

No.3 原子炉容器液位が確保されない（すなわち、主冷

却系循環液位を下回った）状態 

 

 

第 8表 炉心損傷頻度の定量化結果 

事象グループ 発生頻度(/炉年) 

ULOF※1 6.1E-06（1.2E-05） 

UTOP 3.3E-07 

ULOHS 6.7E-06 

LORL※2 7.3E-06 

PLOHS※2 6.5E-04 

SBO※2 1.2E-04 

合計 8.0E-04 

 

※1： 括弧内の数値は制御棒挿入失敗の共通原因故障を仮定した場合の値 

※2： 崩壊熱除去機能の使命時間は、頻度の過小評価の防止及び評価の単純化を重視する

ため、保守的に一律 1536時間として設定している。このため、事象グループ LORL、

PLOHS 及び SBO については、炉心損傷頻度が過大な値となっている可能性がある。 
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第 9表 各事象グループにおける起因事象の寄与割合 

起因事象グループ ULOF UTOP ULOHS LORL PLOHS SBO 

IC01 0.0% 79.4% 
 

0.1% 0.2% 0.1% 

IC021 0.9% 
  

18.4% 0.0% 0.0% 

IC022 1.1% 
  

21.8% 0.0% 0.0% 

IC03 0.2% 
  

17.7% 0.0% 0.0% 

IC04 1.2% 
  

13.0% 0.3% 0.0% 

IC05 19.1% 
  

0.5% 0.7% 0.6% 

IC061 2.1% 
  

0.1% 1.6% 0.1% 

IC062 2.1% 
  

0.1% 1.2% 0.1% 

IC071 0.0% 
 

2.3% 0.1% 2.1% 0.1% 

IC072 0.0% 
 

2.3% 0.1% 2.1% 0.1% 

IC073 0.0% 
  

0.0% 0.1% 0.0% 

IC08 0.1% 
 

52.6% 1.5% 2.8% 1.7% 

IC091 0.0% 
 

5.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

IC092 0.0% 
 

5.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

IC093 0.0% 
 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IC094 0.0% 
 

5.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

IC095 0.0% 
 

5.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

IC096 0.0% 
 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IC097 0.0% 
 

23.0% 0.6% 1.0% 0.7% 

IC101 0.0% 2.4% 
 

0.1% 0.2% 0.2% 

IC102 0.0% 2.4% 
 

0.1% 0.2% 0.2% 

IC103 0.0% 0.0% 
 

0.0% 0.0% 0.0% 

IC104 0.0% 2.4% 
 

0.1% 0.2% 0.2% 

IC105 0.0% 2.4% 
 

0.1% 0.2% 0.2% 

IC106 0.0% 0.0% 
 

0.0% 0.0% 0.0% 

IC11 0.5% 
  

7.0% 10.8% 8.2% 

IC121 0.0% 5.2% 
 

0.0% 1.1% 0.3% 

IC122 0.0% 5.2% 
 

0.0% 1.1% 0.3% 

IC123 0.0% 
  

0.1% 3.7% 2.8% 

IC124 0.0% 
  

0.1% 9.6% 2.8% 

IC125 0.0% 0.3%  0.1% 1.7% 2.9% 

IC126 0.0% 0.3%  0.1% 1.2% 2.9% 

IC13 35.9% 
  

16.0% 28.1% 68.8% 

IC14 0.0% 
  

0.7% 9.2% 0.8% 

IC15 32.0% 
  

0.8% 7.4% 1.0% 

IC161 1.5% 
  

0.0% 6.1% 2.2% 

IC162 0.3% 
  

0.0% 1.3% 0.5% 

IC163 1.1% 
  

0.0% 4.7% 1.7% 

IC164 1.1% 
  

0.0% 0.0% 0.0% 

IC165 0.5% 
  

0.0% 0.0% 0.0% 

IC166 0.0% 
  

0.0% 0.0% 0.0% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

２次主循環ポンプ軸固着※ 0.0%  3.8%    

※２次主循環ポンプ軸固着の頻度は１次主循環ポンプ軸固着の頻度と同等と考えられる。第 6表に

示す起因事象グループ IC08と IC06-1及び IC06-2の和の発生頻度の比を IC08 の事故シーケンス

の発生頻度へ乗じて２次主循環ポンプ軸固着起因の事故シーケンス発生頻度を推定した。 
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第 10表 ULOFに分類される事故シーケンスの頻度 

 事故シーケンス 発生頻度(/炉年) 寄与割合 

No.1 

外部電源喪失＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 
 ※：「電源喪失」 

1.2E-06 19.2% 

No.2 
１次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 
 ※「１次冷却材流量低」 

3.3E-06 54.1% 

No.3 
 外部電源喪失＋ 
 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

9.6E-07 15.7% 

No.4 
 １次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）＋ 
 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

8.4E-08 1.4% 

No.5 
 外部電源喪失＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
6.8E-08 1.1% 

No.6 
 １次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
9.5E-09 0.2% 

No.7 
 出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋ 
 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 

4.6E-10 0.0% 

No.8 
 ２次冷却材流量増大＋ 
 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 

3.0E-08 0.5% 

No.9 
 主冷却器空気流量増大＋ 
 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 

3.0E-09 0.0% 

No.10 
 ２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）＋ 
 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 

6.2E-09 0.1% 

No.11 
 主冷却器空気流量減少＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
5.0E-09 0.1% 

No.12 

１次主循環ポンプ軸固着＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 
 ※「１次冷却材流量低」       

2.5E-07 

（2.9E-08） 
(注 1)、 (注 2) 

4.1% 

No.13 

１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

原子炉トリップ信号※発信失敗 
※「炉容器液位低」 

1.2E-07 
 (注 2) 

2.0% 

No.14 
１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 
 ※「炉容器液位低」 

1.0E-08 0.2% 

No.15 
１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 
原子炉トリップ信号※発信失敗 
 ※「炉容器液位低」 

7.3E-08 1.2% 

No.16 
１次主循環ポンプ軸固着＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
6.4E-09 0.1% 

No.17 
１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
3.1E-09 0.1% 

No.18 
１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
2.6E-10 0.0% 

No.19 
１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
1.9E-09 0.0% 

No.20 
１次主循環ポンプ軸固着＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
4.5E-10 0.0% 

No.21 
１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
2.2E-10 0.0% 

No.22 
１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
1.8E-11 0.0% 

No.23 
１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
1.3E-10 0.0% 

No.24 
２次冷却材漏えい＋ 

 制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗 
6.7E-10 0.0% 

  合計 6.1E-06 100.0% 

(注 1) 括弧内の数値は高速炉の起因事象に関する既往研究に国内実用発電炉の電動ポンプの故

障率及び信頼性情報を基に事前分布を設定し、発生頻度を評価した値 

(注 2) 炉心損傷防止措置として整備する代替原子炉トリップ信号を考慮すれば、2桁程度炉心

損傷頻度が低減すると考えられ、頻度の観点では格納容器破損防止措置の有効性評価におい

て考慮すべき事故シーケンスとならないが、事故シーケンスの選定では、設計の特徴も含め

て総合的に判断する。 

[2097]
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第 11表 UTOPに分類される事故シーケンスの頻度 

 事故シーケンス 発生頻度(/炉年) 寄与割合 

No.1 

 出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「中性子束高（出力領域）」 

2.5E-07 77.4% 

No.3 

主冷却器空気流量増大＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「中性子束高（出力領域）」 

6.60E-08 20.1% 

No.4 
 出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
6.4E-09 2.0% 

No.6 
 主冷却器空気流量増大＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
1.7E-09 0.5% 

  合計 3.3E-07 100.0% 

 

第 12表 ULOHSに分類される事故シーケンスの頻度 

 事故シーケンス 発生頻度(/炉年) 寄与割合 

No.1 

 ２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「２次冷却材流量低」 

3.4E-06 49.4% 

No.2 

 主冷却器空気流量減少＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「原子炉入口冷却材温度高」 

2.8E-06 40.2% 

No.3 
 ２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
8.7E-08 1.3% 

No.4 
 主冷却器空気流量減少＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
7.1E-08 1.0% 

No.5 

２次主循環ポンプ軸固着＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「２次冷却材流量低」 

2.5E-07(2.9E-08) 

(注 1) 

(注 2) 

(注 3) 

3.6% 

No.6 

２次冷却材漏えい＋ 

 原子炉トリップ信号※発信失敗 

 ※：「原子炉入口冷却材温度高」 

3.0E-07 

(注 2) 
4.3% 

No.7 
２次主循環ポンプ軸固着＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 

6.4E-09 

(注 3) 
0.1% 

No.8 
２次冷却材漏えい＋ 

 原子炉保護系（スクラム）動作失敗 
7.6E-09 0.1% 

  合計 
6.7E-06 

(注 3) 

100.0% 

(注 3) 

(注 1) 括弧内の数値は高速炉の起因事象に関する既往研究に国内実用発電炉の電動ポンプの故

障率及び信頼性情報を基に事前分布を設定し、発生頻度を評価した値 

(注 2) 炉心損傷防止措置として整備する代替原子炉トリップ信号を考慮すれば、2 桁程度炉心

損傷頻度が低減すると考えられ、頻度の観点では格納容器破損防止措置の有効性評価におい

て考慮すべき事故シーケンスとならないが、事故シーケンスの選定では、設計の特徴も含め

て総合的に判断する。 

(注 3) 合計欄の数値の集計にあたっては事故シーケンス No.5及び No.7の数値を含めていない。

事故シーケンス No.1及び No.3の数値には、各々No.5及び No.7の寄与が既に含まれており、

重複集計を避けるためである。 

[2098]
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第 13表 LORLに分類される事故シーケンスの頻度 

 事故シーケンス 
発生頻度

(/炉年) 

寄与 

割合 

No.1 

 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 １次主冷却系配管（外管）※破損 

 ※：異常事象で破損を想定したループ 

2.0E-06 28.0% 

No.2 

 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 １次主冷却系配管（内管）※破損 

 ※：異常事象で破損を想定したループと異なるループ 

1.7E-06 23.0% 

No.3 
 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 安全容器内配管（内管）破損 
5.6E-07 7.7% 

No.4 
 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋ 

 安全容器内配管（外管）破損 
1.6E-06 21.9% 

No.5 
 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）＋ 

 １次補助冷却系配管（外管）破損 
1.4E-06 19.4% 

  合計 7.3E-06 100.0% 

 

崩壊熱除去機能の使命時間は、頻度の過小評価の防止及び評価の単純化を重視するため、

保守的に一律 1536 時間として設定している。このため、事故シーケンスの発生頻度が過大

な値となっている可能性がある。 

[2099]
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第 14表 PLOHSに分類される事故シーケンスの頻度 

事故シーケンス 
発生頻度
(/炉年) 

寄与 
割合 

No.1 
 外部電源喪失＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

1.6E-04 24.4% 

No.2 
 １次主循環ポンプ軸固着＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

1.1E-04 16.1% 

No.3 
 １次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）＋ 

 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 
1.2E-04 18.0% 

No.4 
 出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋ 

 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 
9.3E-07 0.1% 

No.5 
 ２次冷却材流量増大＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

6.1E-05 9.3% 

No.6 
 ２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

1.2E-05 1.8% 

No.7 
 主冷却器空気流量増大＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

3.6E-05 5.5% 

No.8 
 主冷却器空気流量減少 ＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

1.0E-05 1.6% 

No.9 
 ２次主循環ポンプ軸固着＋ 

 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 
9.2E-07 0.1% 

No.10 
 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋ 

 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 
4.8E-07 0.1% 

No.11 
 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 
 １次主冷却系配管（内管）破損＋ １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗 

4.4E-08 0.0% 

No.12 
 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 
 安全容器内配管（内管）破損＋ １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗 

3.6E-09 0.0% 

No.13 
 ２次冷却材漏えい＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

1.4E-06 0.2% 

No.14  外部電源喪失＋２次主冷却系による除熱失敗 2.5E-05 3.8% 

No.15  １次冷却材流量減少（１次主循環ポンプトリップ）＋２次主冷却系による除熱失敗 2.7E-05 4.1% 

No.16  出力運転中の制御棒の異常な引抜き＋２次主冷却系による除熱失敗 1.5E-07 0.0% 

No.17  ２次冷却材流量増大＋２次主冷却系による除熱失敗 9.8E-06 1.5% 

No.18  ２次冷却材流量減少（２次主循環ポンプトリップ）＋２次主冷却系による除熱失敗 5.5E-06 0.8% 

No.19  主冷却器空気流量増大＋２次主冷却系による除熱失敗 2.7E-06 0.4% 

No.20  主冷却器空気流量減少＋２次主冷却系による除熱失敗 2.1E-06 0.3% 

No.21  ２次主循環ポンプ軸固着＋２次主冷却系による除熱失敗 4.3E-07 0.1% 

No.22  １次主循環ポンプ軸固着＋２次主冷却系による除熱失敗 4.7E-07 0.1% 

No.23  ２次冷却材漏えい＋２次主冷却系による除熱失敗 2.7E-05 4.1% 

No.24 
 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋ 
 １次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗＋ 
 補助冷却系による強制循環冷却失敗 

4.0E-08 0.0% 

No.25 
１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋ 
１次主循環ポンプポニーモータによる強制循環冷却失敗 

4.9E-05 7.5% 

No.26 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）＋２次主冷却系による除熱失敗 7.3E-08 0.0% 

No.27 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）＋２次主冷却系による除熱失敗 6.0E-09 0.0% 

No.28 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））＋２次主冷却系による除熱失敗 1.2E-06 0.2% 

  合計 6.5E-04 100.0% 

  

崩壊熱除去機能の使命時間は、頻度の過小評価の防止及び評価の単純化を重視するため、保守的に

一律 1536 時間として設定している。このため、事故シーケンスの発生頻度が過大な値となっている

可能性がある。 

  

[2100]
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添付 1 

本評価と既往研究との比較 

 

1.  起因事象の選定に関する既往研究との比較 

1.1  起因事象の選定手法及び選定結果 

起因事象を体系的に選定するため、学会標準[1]に記された方法の一つであるマスターロジックダイ

ヤグラム（MLD）と呼ばれる論理モデルを用いている。本評価と既往研究において、起因事象の選定

のために作成した MLDを第 1表及び第 2表に示す。 

 

1.2 構築した MLDに関する既往研究との比較 

レベル 10 において具体的に選定した合計 67 の起因事象を既往研究[2]で選定された起因事象と比

較して第 2表に示す。 

 

【既往研究との共通点】 

選定した起因事象のうち、IE01～IE12、IE16～IE20、IE23～IE24、IE28～IE38、IE40～IE42、及び

IE45は既往研究と同じである。また、起因事象 IE56 は、記載の単純化を図るため、既往研究で選定

した起因事象（IE38 及び IE39）をひとまとめにしたものであり、内容は既往研究と同じである。起

因事象 IE39は、「主送風機トリップ」だけでなく「主送風機軸固着」を考慮していることをわかりや

すく明示するため、「1次主循環ポンプ軸固着」や「2 次主循環ポンプ軸固着」に倣って追加選定した

ものである。起因事象 IE13～IE15、IE21～IE22、IE25～IE26 については、既往研究で選定した起因

事象（IE13、IE19 及び IE22）を冷却系の複数ループをひとまとめにしていたところ、ループの違い

を区別して選定したものであり、内容は既往研究と同じである。 

 

【既往研究との相違点】 

一方、起因事象 IE27、IE43～IE44、IE46～IE55及び IE57～IE69については、新たに追加されたも

のであり、緩和機能の一部を従属的に喪失させるおそれのある起因事象になる。事故シーケンスの発

生頻度が増大する可能性を有する点で他の起因事象と区別することが重要である1。既往研究では、

原子炉の運転に必要な主冷却系の一部の機能喪失及び外部電源等のサポート系の機能喪失について

考慮されていたが、原子炉の運転に不要な補助冷却系又は外部電源以外の電源については未考慮で

あった。また、2 次ナトリウム純化系での漏えい(IE27)については、2 重化された弁によって 2 次主

冷却系から隔離すれば崩壊熱除去機能が維持されることから無視できると判断していた。これらの

点について体系的に考慮するため、既往研究において考慮されていた緩和機能喪失要因（例：１次主

                                                      
1 新たに選定された起因事象と緩和機能喪失の組合せとして表される事故シーケンスを他と区別す

ることは、事故シーケンスの発生頻度の過小評価を防止するために重要である。なお、起因事象に

よって生じる炉心パラメータの変化、並びに起因事象によって喪失する緩和機能の種類及び数につ

いては既往研究において選定された起因事象と緩和機能喪失の組合せとして表される事故シーケン

スに集約される。 
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冷却系及び補助冷却系の強制循環に必要な機器の故障）を対象に、原子炉運転時に当該機能喪失要因

が生じた場合の原子炉運転への影響を新たに調査した。結果、第 1表のレベル７及び８に「補助冷却

系に直接影響する起因事象発生」を追加するとともに、第 1表のレベル９には「強制循環喪失」及び

補助冷却系のサポート系の機能喪失として「機器冷却喪失」を追加し、第 2 表のレベル 10 にはレベ

ル９で新たに追加した内容に対応する具体的な起因事象に加えて、外部電源喪失以外の電源喪失を

追加選定した。 
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第 1表 構築した MLDに関する既往研究との比較(レベル 1から 9まで) 

 
※ハッチング箇所は既往研究[2]から新たに追加したものを表す。  

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6 レベル7 レベル8 レベル9
リスク源
による内
訳

放出シナリオ
(発生の条件)

原因の所
在による
内訳

初期運転状
態による内
訳

炉心損傷シナ
リオ(発生の条
件)

起因事象の発生場所に
よる内訳

起因事象の物理パラメータに
よる内訳

物理パラメータの増減による
内訳

OR条件 AND条件 OR条件 OR条件 AND条件 OR条件 OR条件 OR条件

１次主冷却系圧力増大

１次主冷却系圧力減少
正の反応度投入
負の反応度投入
１次主冷却系インベントリ増大
１次主冷却系インベントリ減少
局所的燃料破損による除熱不足
１次主冷却系流量増大
１次主冷却系流量減少
２次主冷却系インベントリ増大
２次主冷却系インベントリ減少
２次主冷却系流量増大
２次主冷却系流量減少
２次主冷却系圧力増大
２次主冷却系圧力減少
空気風量増大
空気風量減少
誤スクラム
強制循環喪失
電源喪失
圧空喪失
機器冷却喪失

事故緩和系の
機能喪失

プラント出
力100%未満
で運転中

外的事象
原子炉冷却材
バウンダリ、
格納容器の破
損

炉心以外

頂上事象

環境中へ
の放射性
物質の放
出

炉心

炉心損傷事故
（原子炉冷却
材バウンダリ
への放射性物
質の放出）

内的事象

炉心/１次主冷却系の除熱に影
響する事象

２次主冷却系に直接影
響する起因事象発生

２次主冷却系インベントリに
影響する事象
２次主冷却系の除熱に影響す
る事象
２次主冷却系圧力に影響する
事象

以降省略

以降省略

以降省略

以降省略

主冷却機に直接影響す
る起因事象発生

主冷却機の除熱に影響する事
象

原子炉保護設備に直接影響する起因事象発生

サポート系に影響する起因事象発生

以降省略

補助冷却設備に直接影響する起因事象発生

プラント出
力100%で運
転中

プラント停止
を必要とする
起因事象の発
生

炉心/１次主冷却系に
直接影響する起因事象
発生

炉心/1次主冷却系の圧力に影
響する事象

炉心の反応度に影響する事象

炉心/１次主冷却系の冷却材イ
ンベントリに影響する事象
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第 2 表 構築した MLDに関する既往研究との比較(レベル 9から 10まで)（1/2） 

 

※ハッチング箇所は既往研究[2]から新たに追加したものを表す。  

レベル9

物理パラメータの
増減による内訳

具体的起因事象 具体的起因事象

OR条件 OR条件 OR条件

１次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE01 １次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE01

他系統からのガス混入 IE02 他系統からのガス混入 IE02
１次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE03 １次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE03
１次アルゴンガス系漏えい IE04 １次アルゴンガス系漏えい IE04
炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動
（収縮）

IE05
炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動
（収縮）

IE05

出力運転中の制御棒の異常な引抜き(主炉
停止系制御棒)

IE06
出力運転中の制御棒の異常な引抜き(主
炉停止系制御棒)

IE06

ガス気泡の炉心通過 IE07 ガス気泡の炉心通過 IE07

炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動
(膨張)

IE08
炉心燃料集合体の軸方向・径方向の移動
(膨張)

IE08

制御棒誤挿入 IE09 制御棒誤挿入 IE09
制御棒落下 IE10 制御棒落下 IE10

補助中間熱交換器伝熱管破損  IE11 補助中間熱交換器伝熱管破損  IE11

１次ナトリウムオーバフロー系故障 IE12 １次ナトリウムオーバフロー系故障 IE12

１次冷却材漏えい(１次主冷却系Ａループ
配管(内管)破損)

IE13

１次冷却材漏えい(１次主冷却系Ｂループ
配管(内管)破損)

IE14

１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)
破損)

IE15

１次冷却材漏えい (１次補助冷却系配管
(内管)破損)

IE16 １次補助冷却系漏えい(内管破損) IE14

局所的燃料過出力 IE17 局所的燃料過出力 IE15

局所的冷却材流路閉塞（１サブチャンネ
ル）

IE18
局所的冷却材流路閉塞（１サブチャンネ
ル）

IE16

局所的冷却材流路閉塞（千鳥格子状） IE19
局所的冷却材流路閉塞（１燃料集合体
2/3）

IE17

１次主冷却系流量
増大

１次主冷却系流量制御系故障 IE20 １次主冷却系流量制御系故障 IE18

１次主循環ポンプＡ軸固着 IE21
１次主循環ポンプＢ軸固着 IE22
１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプト
リップ)

IE23 １次主循環ポンプ故障/トリップ IE20

２次主冷却系イン
ベントリ増大

２次ナトリウム純化系故障 IE24 ２次ナトリウム純化系故障 IE21

２次冷却材漏えい（Ａループ） IE25
２次冷却材漏えい（Ｂループ） IE26
２次冷却材漏えい(純化系) IE27 － －
主中間熱交換器管側破損 IE28 主中間熱交換器伝熱管破損 IE23

２次主冷却系流量
増大

２次冷却材流量増大 IE29 ２次主冷却系流量制御系故障 IE24

２次主循環ポンプ軸固着 IE30 ２次主循環ポンプ(1台)軸固着 IE25
２次冷却材流量減少(２次主循環ポンプト
リップ)

IE31 ２次主循環ポンプ(1台)故障/トリップ IE26

２次主冷却系圧力
増大

２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE32 ２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE27

２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE33 ２次アルゴンガス系圧力制御系故障 IE28
２次アルゴンガス系漏えい IE34 ２次アルゴンガス系漏えい IE29
温度制御系故障(空気流量増大) IE35 温度制御系故障 IE30
温度制御系誤操作(空気流量増大) IE36 温度制御系誤操作 IE31

温度制御系故障(空気流量減少) IE37 温度制御系故障 IE32

主送風機(1台)故障/トリップ IE38 主送風機(1台)故障/トリップ IE33
主送風機軸固着 IE39 － －
温度制御系誤操作(空気流量減少) IE40 温度制御系誤操作 IE34

２次主冷却系流量
減少

２次主冷却系圧力
減少

空気風量増大

空気風量減少

局所的燃料破損に
よる除熱不足

１次主冷却系流量
減少

１次主循環ポンプ(1台)軸固着 IE19

２次主冷却系イン
ベントリ減少

２次主冷却系漏えい IE22

１次主冷却系圧力
増大

１次主冷却系圧力
減少

IE13

レベル10 既往研究のレベル10

ID ID

正の反応度投入

負の反応度投入

１次主冷却系イン
ベントリ増大

１次主冷却系イン
ベントリ減少

１次主冷却系漏えい(内管破損：原子炉
容器含む)
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第 2表 構築した MLDに関する既往研究との比較(レベル 9から 10 まで)（2/2） 

 

※ハッチング箇所は既往研究[2]から新たに追加したものを表す。 

 

  

レベル9
物理パラメータの
増減による内訳

具体的起因事象 具体的起因事象

OR条件 OR条件 OR条件

原子炉誤スクラム(自動)【アイソレー
ションなど】

IE41 原子炉誤スクラム(自動) IE35

原子炉誤スクラム(手動) IE42 原子炉誤スクラム(手動) IE36
２次補助冷却系ナトリウム漏えい IE43 － －
２次補助電磁ポンプトリップ IE44 － －
外部電源喪失 IE45 外部電源喪失 IE37
無停電電源喪失(6Cインバータ故障) IE46 － －
無停電電源喪失(6C電源負荷側故障) IE47 － －
無停電電源喪失(6Dインバータ故障) IE48 － －
無停電電源喪失(6D電源負荷側故障) IE49 － －
無停電電源喪失(6S電源負荷側故障) IE50 － －
無停電電源喪失(7C整流装置故障) IE51 － －
無停電電源喪失(7C電源負荷側故障) IE52 － －
無停電電源喪失(7D整流装置故障） IE53 － －
無停電電源喪失(7D電源負荷側故障) IE54 － －
無停電電源喪失(7S電源負荷側故障) IE55 － －
非常系3.3kVメタクラ1C電源喪失 IE57 － －
非常系3.3kVメタクラ1D電源喪失 IE58 － －
非常系400Vパワーセンタ2C電源喪失 IE59 － －
非常系400Vパワーセンタ2D電源喪失 IE60 － －
非常系400Vパワーセンタ2S電源喪失 IE61 － －
非常系400Vコントロールセンタ ２次補助
系2S電源喪失

IE62 － －

非常系200Vパワーセンタ3S喪失 IE63 － －
原子炉付属建屋3S C/C喪失 IE64 － －
4C電源盤喪失 IE65 － －
4S電源盤喪失 IE66 － －
5C電源盤喪失 IE68 － －
5D電源盤喪失 IE69 － －

圧空供給設備故障 IE38
圧空漏えい IE39

機器冷却喪失 機器冷却ファン故障 IE67 － －

電源喪失

既往研究のレベル10

ID

圧空喪失 圧空供給設備故障/圧空漏えい IE56

レベル10

誤スクラム

強制循環喪失

ID
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2.  起因事象グループの発生頻度の評価に関する既往研究との比較 

本評価で得た起因事象グループの発生頻度と既往研究[2]との比較を第 3表～第 5表に示す。 

第 3 表には、起因事象のグループ化が既往研究[2]と同じ起因事象グループの発生頻度を示している。

この中で外部電源喪失の発生頻度は一致しており、その他には差異が認められる。その要因は以下に

述べる通りであり、本評価は既往研究[2]より現実的な評価であると判断する。 

➢ IC05、IC06-1及び IC06-2における差異は、既往研究[2]では高速炉の先行 PRA の数値をループ数

及び想定稼働率の相違を考慮して「常陽」へ換算した簡易評価であったことが要因である。 

➢ IC08、IC09-1～IC09-7 における差異は設定した事前分布の相違による。既往研究[2]では Jeffreys

無情報事前分布2を仮定していた。 

➢ IC04における差異は、ナトリウム配管漏えいの故障率の推定において 1995年に生じた「もんじ

ゅ」２次系での熱電対鞘管破損事例の集計先を大口径管から小口径管へ変更したことが主要因

である。 

➢ IC07-1及び IC07-2における差異は、既往研究[2]のナトリウム配管漏えい発生頻度が過小である

ことが主要因である。 

 

第 4表には、起因事象のグループ化が既往研究[2]と異なる起因事象グループの発生頻度を示してい

る。IC07-3、IC14については、後述の第 5表と同様に既往研究において「IC10 手動スクラム」の一

部として含めていたものを分離して新規に追加設定したものであり、発生頻度は新規に評価したも

のである。同様に IC10-1～IC10-6については、既往研究[2]では「IC01正の反応度投入」の一部に含

めていたものを分離して新規に追加設定したものであり、発生頻度は新規に評価したものである。他

の起因事象については、対応する既往研究[2]との間に差異がみられる。その要因は以下に述べる通り

であり、本評価は既往研究[2]より現実的な評価であると判断する。 

➢ IC01、IC02-1、IC02-2における差異は、尤度に考慮した「常陽」の運転経験が既往研究[2]より増

加したことが主要因である。 

➢ IC03 における差異は、集計先の変更によって、安全容器内配管の漏えいが新たに集計されたこ

とが主要因である。 

➢ IC11における差異は、「常陽」の運転経験として尤度に考慮した過去の事例が起因事象に該当す

るか改めて判定した結果、発生回数及び発生頻度が低減したことが主要因である。 

 

第 5表に示した起因事象グループは既往研究[2]において「手動スクラム」の一部として含めていた

ものを分離して新規に追加設定したものであり、発生頻度は新規に評価したものである。 

 

  

                                                      
2 学会標準[3]の附属書 Hの中の H.3.2c)項によれば、Jeffreys無情報事前分布は事前分布を設定す

るための事前の情報がほとんどない場合に一般に広く用いられる無情報事前分布に相当する。 
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第 3 表 起因事象のグループ化が既往研究と同じ起因事象グループの発生頻度の比較 

記号 名称 
平均値[/
炉年] 

既往研究[2] 

記号 平均値 
[/炉年] 

IC04 １次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破損) 1.8E-03 IC03 6.3E-04 

IC05 １次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ) 2.8E-02 IC05 9.3E-02 

IC06-1 １次主循環ポンプＡ軸固着 3.1E-03 IC04 9.3E-02 

IC06-2 １次主循環ポンプＢ軸固着 3.1E-03 

IC07-1 ２次冷却材漏えい(Ａループ) 3.7E-03 IC06 4.3E-03 

IC07-2 ２次冷却材漏えい(Ｂループ) 3.7E-03 

IC08 ２次主循環ポンプ及び制御系の異常 8.4E-02 IC07 1.1E-01 

IC09-1 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器１Ａベーン・
ダンパ誤閉) 

8.0E-03 
IC08 1.1E-01 

IC09-2 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器２Ａベーン・
ダンパ誤閉) 

8.0E-03 

IC09-3 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器（Ａループ２
基）ベーン・ダンパ誤閉) 

3.6E-07 

IC09-4 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器１Ｂベーン・
ダンパ誤閉) 

8.0E-03 

IC09-5 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器２Ｂベーン・
ダンパ誤閉) 

8.0E-03 

IC09-6 
主冷却器異常による除熱不足(主冷却器（Ｂループ２
基）ベーン・ダンパ誤閉) 

3.6E-07 

IC09-7 
主冷却器異常による除熱不足(主送風機異常による除
熱不足) 

3.7E-02 

IC13 外部電源喪失 9.3E-01 IC09 9.3E-01 

 

第 4 表 起因事象のグループ化が既往研究と異なる起因事象グループの発生頻度の比較 

記号 名称 
平均値 
[/炉年] 

既往研究[2] 

記号 平均値 
[/炉年] 

IC02-1 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ａループ配管(内管)破損) 1.4E-03 IC02-4 3.6E-03 

IC02-2 １次冷却材漏えい(１次主冷却系Ｂループ配管(内管)破損) 1.7E-03 

IC03
（※） 

１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)破損) 2.5E-04 IC02-1
～-3 

1.7E-04 

IC01 正の反応度挿入 6.3E-03 IC01 6.5E-03 

IC10-1 主冷却器空気流量増大(主冷却器１Ａベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-2 主冷却器空気流量増大(主冷却器２Ａベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-3 
主冷却器空気流量増大(主冷却器（Ａループ２基）ベーン・
ダンパ誤開) 

3.6E-07 

IC10-4 主冷却器空気流量増大(主冷却器１Ｂベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-5 主冷却器空気流量増大(主冷却器２Ｂベーン・ダンパ誤開) 8.0E-03 

IC10-6 
主冷却器空気流量増大(主冷却器（Ｂループ２基）ベーン・
ダンパ誤開) 

3.6E-07 

IC11 
（※） 

手動スクラム 4.1E-01 
IC10 4.8E-01 

IC14 圧空喪失 4.0E-02 

IC07-3 ２次冷却材漏えい(純化系) 1.8E-03 

（※）本評価と既往研究との間で起因事象グループの分類が異なるため、平均値が一対一対応してい

ない。 
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第 5表 既往研究から新たに追加した起因事象グループの発生頻度 

記号 名称 
平均値
[/炉年] 

既往研究[2] 

IC12-1 無停電電源喪失(6C 電源喪失) 4.1E-04 なし 

IC12-2 無停電電源喪失(6D 電源喪失) 4.1E-04 

IC12-3 無停電電源喪失(7C 電源喪失) 3.9E-03 

IC12-4 無停電電源喪失(7D 電源喪失) 3.9E-03 

IC12-5 無停電電源喪失(5C 電源喪失) 4.1E-03 

IC12-6 無停電電源喪失(5D 電源喪失) 4.1E-03 

IC15 補助冷却系強制循環喪失 4.7E-02 

IC16-1 非常系 3.3KVメタクラ 1C喪失 2.2E-03 

IC16-2 非常系 3.3KVメタクラ 1D喪失 4.8E-04 

IC16-3 非常系 400V パワーセンタ 2D 喪失 1.7E-03 

IC16-4 非常系 100V 電源盤 4C 喪失 1.7E-03 

IC16-5 非常系 100V 電源盤 4S 喪失 7.4E-04 

IC16-6 非常系 400V パワーセンタ 2S 電源喪失 6.8E-04 
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3.  １次主循環ポンプ軸固着の発生頻度の評価について 

 １次主循環ポンプ軸固着は、設計基準事故において想定される異常な状態の一つであり、原子炉施

設の寿命期間に生じると考えられないほど発生頻度は低く抑制されているが、炉心流量急減時の原

子炉停止機能喪失事象の扱いを頻度の観点から検討することを目的に、発生頻度の推定評価におい

ては運転・故障経験情報の不足に由来する過剰な保守性を排除するため、以下に示す運転・故障経験

情報を評価に取り入れた評価も実施した。 

 

⚫ 国内実用発電炉での運転・故障経験情報 

国内実用発電炉で使用される電動ポンプ及び本原子炉施設のナトリウム冷却系で使用される電動

ポンプはともに国内メーカの技術により原子炉施設用に設計及び製作された点で共通である。使用

流体、設計仕様の相違等があるが、これらは同等の信頼性を有すると考えられる。 

⚫ 国外のナトリウム冷却高速炉での運転・故障経験情報 

国外のナトリウム冷却高速炉のナトリウム冷却系で使用される電動ポンプと本原子炉施設の１次

主循環ポンプは、ナトリウムを使用流体とする電動ポンプという点で共通であり、原子炉施設用に設

計及び製作された点で共通である。設計仕様の相違等によって不確実さを有するが、同等の信頼性を

有すると考えられる。 

 

電動ポンプに関する原子炉施設での使用実績に基づくこれら 2 種類の情報を活用して本原子炉施

設の１次主循環ポンプ軸固着の発生頻度を評価するため、ベイズ法を 2段階に分けて適用した。 

 

⚫ 第 1段階（一般的なナトリウム冷却炉の発生率の推定） 

国内実用発電炉のポンプの運転・故障経験から得られる継続運転失敗の故障率[4]（第 1図の①）及

び信頼性データ[5]を分析することで継続運転失敗事例 33 件のうち 1 件を軸固着のおそれがあると判

定し、これらを基に推定される電動ポンプの軸固着の発生率（第 1図の②）に不確実さを考慮して得

られる確率分布（第 1図の③）を事前分布に設定した（第 2 図の①）。国外のナトリウム冷却高速炉

での電動ポンプの運転経験及び軸固着事象の経験に関する情報[6]を基に尤度を設定し、ベイズ法によ

り発生率の事後確率分布を求めた（第 2図の②）。 

⚫ 第 2段階（本原子炉施設での発生頻度の推定） 

 不確実さを考慮するため、第 1段階で得られた事後確率分布の拡がりを拡張した（第 2 図の③）。

さらに単位時間当たりの故障率から原子炉の稼働率を考慮した年発生頻度へ単位換算することによ

り、発生頻度の事前分布に設定した（第 3 図の①）。本原子炉施設での１次主循環ポンプの運転経験

及び軸固着事象の経験に関する情報[2]を基に尤度を設定し、ベイズ法により発生頻度の事後確率分布

を求めた（第 3図の②）。 
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第１図 国内実用発電炉での使用実績に基づく電動ポンプの故障率の推定 

 

 
第２図 国外のナトリウム冷却高速炉での使用実績を考慮した故障率の推定 
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第３図 国内実用発電炉及び国外のナトリウム冷却高速炉での使用実績を考慮した 

「常陽」の発生頻度の推定 
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別添 5 

 

 

１．炉心損傷防止が困難な事故シーケンスの整理 

深層防護の第 4レベルで考慮する事故シーケンスは、「設計基準事故（DBA）までの起因事象を上回

る規模の起因事象」と「運転時の異常な過渡変化（AOO）又は DBA 発生時の設計基準事故対処設備の

故障の組合わせ」としている。 

前者の例としては、実用発電炉では、大破断 LOCAを超える規模の損傷に伴う冷却材喪失（Excess-

LOCA）が挙げられており、「常陽」では、大口径配管破損が考えられるが、熱伝導度の高いナトリウ

ムを低圧で単相状態で使用しており、運転状態からの逸脱に対して安定であることに加えて、2重管

構造の設計であることから、冷却材喪失に進展することはなく、対応する事故シーケンスはない。 

後者の例としては、実用発電炉では、一部の LOCAと ECCS故障の組合わせがあるが、「常陽」では、

基本的には AOO 又は DBA 発生時に設計基準事故対処設備の多重故障を想定しても、炉心損傷防止措

置による炉心損傷防止が可能である。また、「常陽」では、2 ループの主冷却系による自然循環冷却

を炉心損傷防止措置としており、自然循環冷却機能も含めた全ての崩壊熱除去機能を喪失するのは、

ポンプ・ブロワ等の動的機器の機能喪失に加えて、2箇所以上の低圧の静的機器の機能喪失が重畳す

る場合であり、想定を大幅に超える地震を想定した場合に発生する可能性があることから、大規模損

壊対策で対応するものに位置付けている。 

なお、PRAにおいて抽出される事故シーケンスは、起因事象と緩和機能喪失の組合わせのうち炉心

損傷に至る最小の組合わせとして表現されるものであり、この事故シーケンスに「炉心損傷防止措置

に影響を与える設計基準事故対処設備の故障」を重畳した場合は、炉心損傷防止ができないと考えら

れる。しかしながら、これらの事故シーケンスの発生頻度は低く、また、格納容器破損防止措置の有

効性評価で取り扱われている事故シーケンスと事故影響は同等であるため、あえて考慮する必要は

ない。 

上記のような炉心損傷防止が困難な事故シーケンスをあえて想定しても、その発生頻度は低く、か

つ、事故影響の観点から同等であるため、現状の有効性評価の網羅性には問題ない。 

 

2. 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスの発生頻度の定量化 

 「常陽」では、複数の安全機能が同時に喪失するような想定「複数の安全機能の喪失」をした場合

において、始めて炉心損傷の防止が困難となる可能性がある。 

53 条の説明資料（その 1）の添付書類 10 追補Ⅶ.1 の第 2.3.2 図（3）において、炉心損傷防止が

困難な事故シーケンスを第 1図に示す。 

これらを含めた「複数の安全機能の喪失」は、先進的な対策を講じても炉心を冷却することが困難

であり（添付 1 参照）、かつ、想定を大幅に超える地震を想定した場合に発生する可能性があること

から、大規模損壊対策で対応する。なお、発生する事象の程度に応じて、適用可能な場合には、格納

容器破損防止措置を柔軟に活用する。 

 

炉心損傷防止が困難な事故シーケンスの整理 
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第 1図 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス 

  

交流動力電源が存在し、か
つ原子炉容器液位が確保さ
れた状態での崩壊熱除去機
能喪失（PLOHS）

失敗

健全

健全

原子炉容器液位：１次主冷却系の循環に必
要な液位が確保＋１次主循環ポンプポニー
モータによる強制循環２ループとも失敗

交流動力電源が存在し、か
つ原子炉容器液位が確保さ
れた状態での崩壊熱除去機
能喪失（PLOHS）

成功

原子炉容器液位：１次主冷却系の循環に必
要な液位が確保＋２次主冷却系による除熱
２ループとも失敗

成功

成功

失敗

異常事象 原子炉容器液位確保機能 冷却機能

炉心損傷なし炉心損傷なし

１次主循環ポンプポニーモー
タによる強制循環冷却

２次主冷却系による除熱
事故シーケンス 事象グループ１次冷却材漏えい（１

次補助冷却系配管
（内管）破損）

１次補助冷却系配管
（外管）

１次主冷却系配管
（内管）

安全容器内配管
（内管）

健全

成功

失敗

炉心損傷なし炉心損傷なし

交流動力電源が存在し、か
つ原子炉容器液位が確保さ
れた状態での崩壊熱除去機
能喪失（PLOHS）

炉心損傷なし炉心損傷なし

健全

交流動力電源が存在し、か
つ原子炉容器液位が確保さ
れた状態での崩壊熱除去機
能喪失（PLOHS）

失敗

破損

原子炉容器液位：１次主冷却系の循環に必
要な液位が確保＋２次主冷却系による除熱
２ループとも失敗

原子炉容器液位：１次主冷却系の循環に必
要な液位が確保＋１次主循環ポンプポニー
モータによる強制循環２ループとも失敗

成功

原子炉容器液位確保機能喪
失による崩壊熱除去機能喪
失（LORL）

破損

破損 失敗 原子炉容器液位：１次主冷却系の循環に必
要な液位が確保＋１次主循環ポンプポニー
モータによる強制循環２ループとも失敗

交流動力電源が存在し、か
つ原子炉容器液位が確保さ
れた状態での崩壊熱除去機
能喪失（PLOHS）

破損 原子炉容器液位確保機能喪
失による崩壊熱除去機能喪
失（LORL）

１次補助冷却系配管破損（原子炉容器液
位：１次主冷却系の循環に必要な液位より低
下）

１次補助冷却系配管破損（原子炉容器液
位：１次主冷却系の循環に必要な液位より低
下）

炉心損傷防止が困難な事故シーケンス

炉心損傷防止が困難な事故シーケンス
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添付 1 

国外での先進的な対策と「常陽」の措置の比較 

 

1. 国外での先進的な対策との比較について 

高速炉の運転経験を有する米国、仏国、独国、露国の高速炉に関して、調査可能な範囲で得られ

た高速炉の炉心損傷防止措置と、「常陽」の特徴を踏まえて整備している炉心損傷防止措置を比較

した結果を以下に示す。 

 

（1） 原子炉停止機能喪失に係る炉心損傷防止措置 

・ 実用段階の大型炉開発を進める各国において、後備炉停止系を含む全ての炉停止系が失敗

した際の対策として、受動的炉停止機構（溶融金属保持方式、温度作動型制御棒、流体圧浮

遊式制御棒、ガス膨張機構）に関する研究開発が進められているが、設計に係る信頼性のあ

る情報を入手可能な国外において、実機に実装されている受動的炉停止機構はなく、国際的

にも研究開発段階の対策に位置付けられる。 

・ 「常陽」は小型の原子炉で制御棒又は後備炉停止制御棒の合計 6本のうち、1本でも挿入

に成功すれば炉心損傷は防止できることから、設計基準事故対処設備（主炉停止系）及び

BDBA 対処設備（後備炉停止系）により、原子炉停止機能は高い信頼性を有した設計として

いる。 

・ 受動的炉停止機構は、大型炉には重要な設備であり、各国にて開発が進められているが、

「常陽」は燃料の装荷量の少ない小型の原子炉で、高い固有の安全特性を有していることか

ら、受動的炉停止機構を「常陽」に設置しても安全性向上への寄与は小さいと判断している。 

・ なお、既設の炉への新しい停止系の設置は大幅な改造工事を伴うとともに、工事や開発段

階の異常等に付随するリスクも考慮すると現実的ではない。 

 

（2） 崩壊熱除去機能喪失に係る炉心損傷防止措置 

・ 実用段階の大型炉開発を進める各国において、設計基準事故対処設備による崩壊熱除去に

失敗した際の対策として、原子炉冷却材ナトリウムを用いた直接炉心冷却型の崩壊熱除去

系及び 1 次/2 次冷却系冷却型の崩壊熱除去系の強制循環、自然循環を組み合わせた炉心損

傷防止措置が検討されている。また、例えば、米国や仏国では、1次系ナトリウムの漏えい

対策として設置するガードベッセルを冷却する代替除熱系の設置が検討されている。 

・ 「常陽」における崩壊熱除去機能喪失については、2ループの主冷却系の自然循環を炉心

損傷防止措置としており、本措置は受動的、物理的特性によって機能する極めて信頼性が高

いものである。また、主冷却機は高い除熱能力を有しており、4 基の主冷却機のうち、1基

の自然通風によって崩壊熱を除去できる。さらに、原子炉冷却材液位が主冷却系の循環に必

要な液位を下回った場合には、原子炉容器内から直接炉心を冷却する別の独立した補助冷

却設備による強制循環冷却を炉心損傷防止措置としている。これらに加えて、原子炉容器外

面を窒素ガスにより冷却し、崩壊熱を除去することを炉心損傷防止措置として整備してお

り、各国の炉との比較においても、崩壊熱除去機能に係る炉心損傷防止措置は高い信頼性を

[2117]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-100 

 

有している。 

・ 「常陽」における液位確保機能喪失については、外管等の 2重壁を設置したうえで、さら

に安全容器やサイフォンブレーク系等を設置しており、各国との比較においても、液位確保

機能喪失に係る炉心損傷防止措置は高い信頼性を有している。 

・ 「常陽」は出力の小さい小型の原子炉であることから事象進展の時間的猶予が大きい特徴

を有している。また、上述のとおり、多様かつ多重の信頼性の高い炉心損傷防止措置を講じ

ていることから、追加の崩壊熱除去設備を追加しても、安全性向上への寄与は小さいと判断

している。 

・ なお、既設の炉への新しい崩壊熱除去系の設置は大幅な改造工事を伴うとともに、工事や

開発段階の異常等に付随するリスクも考慮すると現実的ではない。 
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炉心損傷防止が困難な事故シーケンス（複数の安全機能喪失） 

 

事象 

グループ 
事故シーケンス※1 

発生頻度※5 

(/炉年) 

LORL １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）※2＋ 

１次主冷却系配管（内管）破損＋ 

安全容器内配管（内管）破損※3 

3.2E-09 

（1.6E-10） 

PLOHS １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（破損））※2＋ 

安全容器内配管（内管）破損※3、※4＋ 

２次主冷却系による除熱失敗 

8.7E-11 

（8.1E-12） 

※1 原子炉停止機能及び冷却機能として考慮する対象は、設計基準事故対処設備に限る（炉心損傷

防止措置は対象としていない。）。 

※2 炉心損傷防止措置「補助冷却系による強制循環冷却」の機能が従属的に喪失する。発生確率の

算出にあたっては、崩壊熱除去へ同等の影響をもたらす補助冷却系強制循環機能喪失の発生確

率を含めた。 

※3 安全容器内配管（内管）破損が生じると、内管と外管の間隙へ漏えい冷却材が流入することに

よって炉心損傷防止措置「コンクリート遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却」の機能が従

属的に喪失する。 

※4 この事故シーケンスは、添付書類 10追補Ⅶ.1の別添 4の第 14表における No.28の事故シーケ

ンスの部分集合に該当する。すなわち、PRAで抽出される事故シーケンスに「炉心損傷防止措置

に影響を与える設計基準事故対処設備の故障」を重畳した場合であり、この事故シーケンスにお

ける安全容器内配管（内管）破損が生じない場合であっても、PLOHSに至る。ここでは、炉心損

傷防止が困難な事故シーケンスの頻度を定量化するため、あえて炉心損傷防止措置「コンクリー

ト遮へい体冷却系による原子炉容器外面冷却」との機能依存性を考慮して、重畳を想定した。 

※5 崩壊熱除去機能の使命時間は、頻度の過小評価の防止及び評価の単純化を重視するため、保守

的に一律 1536 時間として設定している。括弧内の数値は、現実的な使命時間として、使命時間

を 336時間に設定して評価した値である。 
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別添 6 

 

 

１．SBOを事象グループに選定した理由 

炉心損傷に至る可能性のある事故シーケンスを類型化する際に、SBOは同様の事象推移をたどる

PLOHSの一部として類型化されることが通例であるが、「常陽」においては、以下の理由から、SBO

を PLOHSと区別して新たな事象グループに選定した。 

 

➢ SBOに対処するための炉心損傷防止措置には PLOHSと異なる手動操作、仮設計器による監視等が

含まれるため、これらの有効性を評価するために事象グループに選定した。 

 

➢ 同時に、「常陽」において SBO は使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失させることから、SBO 時

における使用済燃料貯蔵設備に対する措置の有効性を示すために事象グループに選定した。 

 

 

 

  

全交流動力電源喪失（SBO）を事象グループに選定した理由 
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1. 概要 

自然現象等の共通原因となる外部事象について、その影響が及ぶ範囲に着目すると、広範囲の緩

和機能（例：原子炉停止、原子炉容器液位確保、崩壊熱除去）に影響が及ぶおそれがある地震と、

建物外部へつながる主冷却機等の原子炉冷却機能及び崩壊熱除去機能のみに影響が限定される竜

巻、火山、津波などの地震以外の外部事象に大別される。このうち、津波については、原子炉施設

は台地に位置するため、津波により重大な影響を受けるおそれがなく（規則第 5 条の津波によ

る損傷の防止に関しては、「まとめ資料 第 5 条（津波による損傷の防止）」を参照）、津波によ

る共通原因故障を考慮する必要はない。 

 

2. 竜巻 

竜巻については、設計基準として 100m/s を設定して防護することとしている。また、これを超

えたとしても、基本的安全機能の原子炉停止機能及び原子炉冷却機能は建物により防護されている

ことから、直接的に大規模に安全機能を喪失させることはなく、内部事象に起因する多重故障を考

慮した SBO又は崩壊熱除去機能喪失事故の事象グループの事象に包絡されると判断している。 

 

3. 火山 

火山による火砕降下物に対しても、火山からの離隔距離が大きく、噴火時には原子炉を停止する

措置を講じることから、火砕降下物による SBO又は崩壊熱除去機能喪失事故の厳しさは、内部事象

に起因する多重故障を考慮した SBO又は崩壊熱除去機能喪失事故の事象グループの事象に包絡され

ると判断している。 

 

4. 地震 

地震については、影響が及ぶ範囲内で共通原因故障の可能性を考慮して、機器の設計仕様の共通

性、機器配置の共通性等に着目して、自然現象が同時に誘発する複数の異常事象及び設計基準事故

対処設備の機能喪失を体系的に抽出した。抽出された異常事象を第 1表に示す。第 1表のハッチン

グされた異常事象は、内部事象において抽出されなかったものである。これ以外の異常事象につい

ては、内部事象で抽出されたものと同等であり、イベントツリーを展開して得られる事故シーケン

スは内部事象と同等である。 

その結果、大部分が内部事象で抽出・選定された評価事故シーケンスに包絡された。例えば、同

一設計仕様を有する主冷却系 2ループでのポンプ同時トリップ、2ループでの１次主冷却系配管（内

管）破損である。 

また、評価事故シーケンスに包絡されないもの（第 1 表の B：2 ループでの２次主冷却系配管破

損、主冷却機 4基の風量制御機能喪失による空気流量増大）についても炉心損傷防止措置（例：補

助冷却系による強制循環冷却）及び格納容器破損防止措置（例：コンクリート遮へい体冷却系を用

設計基準を超える自然現象の考慮 
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いた安全容器外面冷却による放射性物質等の安全容器内保持・冷却）の適用が可能である。 

このほかに、自然現象によって誘発する個々の異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失の

うち、設計基準で想定している範囲を超えるものについても考慮した。 

第 1表の 3、4、5及び 6において、例えば、１次主冷却系配管（内管）の破損口面積の影響につ

いては、「常陽」の主な１次冷却系配管は二重管設計としていることから、内管破損の破損口面積に

想定を超える大きさを仮定したとしても、冷却材の漏えいは外管によって抑制され、事象の影響の

大きさに有意な差は生じない。 

また、第１表の 12及び 13において、２次主冷却系配管の破損口面積の影響については、その大

小によらず破損ループによる崩壊熱除去が不可能になることを考慮済みであり、炉心損傷防止措置

（例：健全ループによる自然循環冷却、補助冷却系による強制循環冷却）を講じるとともに、格納

容器破損防止措置（例：コンクリート遮へい体冷却系を用いた安全容器外面冷却による放射性物質

等の安全容器内保持・冷却）を講じる。 

上記の整理は、設計基準地震動を超える地震を想定した場合の耐震裕度に関するナトリウム冷却

高速炉での既往評価[1]も踏まえたものであり、同評価[1]の知見及び高速炉の一般的な安全上の特徴

から、設計基準地震動を超えて入力地震動が増大した場合には、①外部電源の喪失、②非常用発電

機・１次主循環ポンプ等の動的機器の機能喪失、③建物、配管等の静的機器の機能喪失の順で機能

を喪失すると考えられ、この相対的な耐震裕度の関係は本原子炉施設においても同様と考えられる。

この点について、本原子炉施設においては、②の動的機器の機能喪失までを想定していることを確

認した。なお、原子炉停止機能については、設計基準地震動を一定程度超えても制御棒及び後備炉

停止制御棒の停止機能は維持される。 

 

【参考文献】 

[1] 日本原子力研究開発機構、東京電力福島第一原子力発電所事故を考慮した「もんじゅ」の安全

性に関する総合評価、JAEA-Reserch-2013-001、2013. 
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第 1表 抽出した地震誘引異常事象 

 

炉心への影響
※１ 

抽出した地震誘因異常事象※２ 

炉心流量減少 

1 地震誘引１次冷却材流量減少(１次主循環ポンプトリップ)※３ A 

2 地震誘引外部電源喪失 A 

3 地震誘引１次冷却材漏えい(１次主冷却系配管１ループ(内管)破損) A 

4 地震誘引１次冷却材漏えい(１次主冷却系配管２ループ(内管)破損) A 

5 地震誘引１次冷却材漏えい(安全容器内配管(内管)破損) A 

6 地震誘引１次冷却材漏えい(１次補助冷却系配管(内管)破損) A 

炉心流量が確
保された状態
での過出力 

7 地震誘引反応度投入 A 

8 地震誘引２次冷却材流量増大 A 

9 地震誘引主冷却器空気流量増大（1基） A 

10 地震誘引主冷却器空気流量増大（2基～4基） B 

炉心流量が確
保され、過出
力でない状態
での除熱源喪
失 

11 地震誘引２次冷却材流量減少(２次主循環ポンプトリップ)※３ A 

12 地震誘引２次冷却材漏えい（１ループ） A 

13 地震誘引２次冷却材漏えい（２ループ） B 

14 地震誘引主冷却器空気流量減少※３ A 

15 地震誘引主送風機風量瞬時低下※３ A 

－ 16 地震誘引建物損傷 C 

 

A：当該異常に始まる事故シーケンスの影響は内部事象で抽出・選定された評価事故シーケンスに包

絡される。 

B：当該異常の想定は内部事象で抽出した事故シーケンスに含まれず、解析条件に僅かな差が生じる

が、評価事故シーケンスと同様の事象推移をたどるか、影響は評価事故シーケンスに包絡され

ることから、評価事故シーケンスの炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置が適用可能で

ある。 

C：炉心流量減少及び除熱源喪失のみならず、炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の機能喪

失の可能性を有するため、大規模損壊対策により影響を緩和する。 

 

※１：炉心の著しい損傷に至る可能性がある炉心全体の昇温をもたらす通常運転状態からの逸脱の

観点から次のように影響を類型化した。 

(I) 炉心流量減少 

(II) 炉心流量が確保された状態での過出力 

(III) 炉心流量が確保され、過出力でない状態での除熱源喪失 

 

※２：設計基準内から設計基準を大幅に超える範囲の地震による共通原因故障の可能性を含めて、

①外部電源の喪失、②非常用発電機・１次主循環ポンプ等の動的機器の機能喪失、③建物、

配管等の静的機器の機能喪失を考慮し、炉心の著しい損傷に至る可能性がある異常事象に至

るものとして、地震誘因異常事象を体系的に抽出した。 

 

※３：異常事象が１ループの流量減少であってもインタロックによって他のループのポンプがトリ

ップし、結果として２ループの流量減少に至る。地震誘引の２ループ流量減少は内部事象で

抽出された１ループ流量減少に集約される。 
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別添 8 

 

 

１．実用発電炉（PWR）の必ず想定する事故シーケンスグループとの比較 

実用発電炉（PWR）の必ず想定する事故シーケンスグループと「常陽」において選定した事象グ

ループの比較を第 1表に示す。 

 

第 1表 実用発電炉（PWR）の必ず想定する事故シーケンスグループと「常陽」の事象グループ 

炉型 
実用発電炉事故シーケン

スグループ 
「常陽」の事象グループ 

PWR ２次冷却系からの除熱機

能喪失 

左記は原子炉停止成功後の崩壊熱除去のうち、1次系からの熱

除去機能の喪失に相当する観点でPLOHSが対応 

全交流動力電源喪失 SBOが対応 

原子炉補機冷却機能喪失 緩和機能のサポート機能の喪失を表す事象グループとしては

選定していないが、補機冷却機能喪失は異常事象として考慮

している。崩壊熱除去機能のサポート機能喪失を起因とした

原子炉停止後の崩壊熱除去機能喪失をPLOHSの中で考慮して

いる点で、PLOHSが対応 

原子炉格納容器の除熱機

能喪失 

格納容器の除熱が必要な設計基準事故及び格納容器を活用し

た炉心損傷防止措置はなく、設計上該当しない。 

原子炉停止機能喪失 ULOF、UTOP、ULOHSが対応 

ECCS 注水機能喪失 原子炉冷却材漏えいにはLORLが対応。なお、原子炉冷却材ナ

トリウムを常圧でサブクール度の大きい状態で運転してお

り、冷却材漏えい時に冷却材の注入は不要である。 

ECCS 再循環機能喪失 崩壊熱除去系の循環機能喪失としてPLOHSが対応 

格納容器バイパス（イン

ターフェイスシステム

LOCA、蒸気発生器伝熱

管破損） 

事象グループとしては選定していないが、炉心損傷が生じる

と格納容器バイパスとなる事故シーケンスとして、主中間熱

交換器伝熱管破損が起因の事故シーケンスを考慮 

－ 燃料要素を稠密に配置しており、出力密度が高いことからLF

を選定 

 

 

   

実用発電炉（PWR）の必ず想定する事故シーケンスグループと「常陽」において選定した 

事象グループの比較 
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別添 9 

 

 

１．目的 

抽出した事故シーケンス及び事象グループと国外のナトリウム冷却型高速炉で考慮されたものを

比較、検討し、これらの抽出結果に抜け、漏れがないことを確認する。 

 

２．調査範囲 

国外のナトリウム冷却高速炉のうち、米国の CRBRP 及び EBR-II、独国の SNR-300、仏国の

Superphenix、露国の BN600 及び BN800並びに中国の CEFRについて、可能な範囲でレベル１PRAの実

施状況を調査した。 

 

３．調査結果 

米国の CRBRP及び独国の SNR-300について炉心損傷に至る事象グループの情報を抽出し、また、米

国の EBR-Ⅱについて主要な事故シーケンスの情報を抽出した。結果を第 1表に示す。 

 

４．評価 

調査した範囲で、「常陽」において選定した事故シーケンス又は事象グループは、国外のナトリウ

ム冷却型高速炉のレベル 1PRA で考慮されているものと比べて概ね共通性があることを確認した。な

お、一部、米国の CRBRP及び EBR-Ⅱにおいて、「常陽」の事故シーケンス又は事象グループに直接当

てはまらないものがあるが、それらについての考え方を第 2表に示す。 

 

  

国外のナトリウム冷却型高速炉との比較による事象選定の妥当性の確認 

[2125]



53 条(1)-添付 4-追補Ⅶ.1-108 

 

第 1表 国外のナトリウム冷却型高速炉との事故シーケンス等の比較 

日本 米国 米国 独国 

「常陽」 CRBRP[1] EBR-II[2] SNR-300[3] 

ULOF ULOF ULOF Group 1 

UTOP UTOP UTOP Group 3 

ULOHS ULHS *1 Group 2 

LORL LOS *1 Group 6 

PLOHS LHSE PLOHS*2、*3、*4 Group 5 

LHSL 

SBO なし *1 なし 

LF なし *1 Group 4 

 ULOS *5、*6、*7、*8、*9  

 

ULOF：Unprotected Loss of Flow 

UTOP：Unprotected Transient Over-Power 

ULOHS/ULHS：Unprotected Loss of Heat Sink 

ULOS：Unprotected loss of sodium 

LORL：Loss of Reactor Level 

LOS：Loss of sodium (protected) 

PLOHS：Protected Loss of Heat Sink 

LHSE：Loss of heat sink – early (protected) 

LHSL：Loss of heat sink – late 

SBO：Station Blackout 

LF：Local (Fuel) Faults 

 

*1 支配的な事故シーケンスの中に記載なし 

*2 短期と長期を含む。 

*3 2系統の「Shutdown cooler」のうち、1系統における NaK火災により残りの 1系統が損傷 

*4 2 次ナトリウム火災により 1 系統の「Shutdown cooler」が機能喪失するとともに残りの 1 系

統が損傷 

*5 地震起因の「Primary tank」のハンガーの損傷（直接損傷事象、構造物の破損） 

*6 地震起因のベアリング劣化によるポンプ 2台の急速コーストダウン(炉停止成功) 

*7 過熱器での小規模漏えいの事象拡大（2次系ダンプされず停止されない、または圧力放出され

ず停止されない） 

*8 過熱器での大規模漏えい、圧力放出失敗、assembly 伝播 

*9 アルゴン加圧による「Primary tank」の破裂（直接損傷事象、構造物の破損） 

 

[1] J. G. Giitter and M. W. Akhtar, “An Assessment of the Clinch River Breeder Reactor 
Core and Containment Response to Core Disruptive Accidents,” Proc. Of the Int. Topical 
Mtg. on Fast Reactor Safety, Vol.1, pp.463-470, Knoxville, U.S.A., April 21-25, 1985. 

[2] D. J. Hill, et. al, “The EBR-II Probabilistic Risk Assessment: lessons learned 
regarding passive safety,” Reliability Engineering and System Safety, 62, pp.43-50 
(1998). 

[3] A. Bayer and K. Koberlein, “Risk-Oriented Analysis on the German Prototype Fast 
Breeder Reactor SNR-300,” Nuclear Safety, Vol. 25, No.1, January-February, 1984. 
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第 2表 「常陽」の事象グループ等との相違点に対する「常陽」における考え方 

対象 「常陽」の事象グループ等との相違点 「常陽」における考え方 

米国 

（CRBRP） 

・地震による「原子炉停止機能喪失の事

象グループ」と「液位確保機能喪失の

事象グループ」を重畳したものに相当

する ULOSを想定※ 

 

※ 防止措置を講じるための事象として

想定されたものでなく、放射性物質の放

出リスクの特徴を把握するために想定

されたものである。 

・「常陽」では、異常事象、安全機能の作動状態、措置の共

通点に着目して事象グループを類型化し、事象グループ

ごとに措置を講じている。また、PRAよりこれらの事象グ

ループの事故シーケンスは、異常の発生後、複数の設計基

準事故対処設備の機能喪失を重畳させている事故である

ことから、その発生頻度は十分に低いと考えられ、事象グ

ループが重畳する頻度は極めて低く、その重畳は不要と

判断した。 

・仮に、これらの重畳を考慮したとしても、原子炉停止機能

の喪失に対しては ULOF等に対する措置を、液位確保機能

喪失に対しては LORLの措置を活用できる。一方、地震誘

因の事故シーケンスについては「常陽」では設計基準地震

動を一定程度超えた地震動までの範囲において制御棒が

挿入されること（原子炉停止機能喪失の事象グループは

生じないこと）、また、主冷却系の自然循環による崩壊熱

除去に必要なバウンダリ機能が維持（液位確保機能喪失

の事象グループは生じないこと）されることを評価する。 

・なお、上記の範囲を超える地震動を仮想した場合には、

ULOS に相当する事故シーケンスが生じるおそれがある

が、これは想定を超える自然現象等による炉心損傷防止

が困難なもののうち、複数の安全機能喪失に相当し、大規

模損壊対策で対応する。また、発生する事象の程度に応じ

て、適用可能な場合には、格納容器破損防止措置を柔軟に

活用し対応する。 

米国 

（EBR-Ⅱ） 

・地震起因の「Primary tank」のハンガ

ーの損傷（直接損傷事象、構造の破損）

を想定 

・「常陽」においては、原子炉容器の支持構造が地震によっ

て損傷する事象に相当すると考えられ、このような事象

に対しては、大規模損壊対策を講じるものとし、事象の進

展に応じて、格納容器破損防止措置(コンクリート遮へい

体冷却系を用いた安全容器外面冷却による損傷炉心物質

の安全容器内保持・冷却)を可能な限り活用し対応する。 

・地震起因のベアリング劣化によるポン

プ 2 台の急速コーストダウン(炉停止

成功)を想定 

・本事象は、原子炉を停止する過程での炉心損傷と解釈さ

れ、「常陽」では１次主循環ポンプ軸固着を起因として急

速に炉心流量が低下する事故シーケンスを ULOFの事象グ

ループに含めており、ULOF の事象グループにおいて、相

当する厳しさの事故シーケンスを対象にしている。 

・「過熱器での小規模漏えいの事象拡大」

及び「過熱器での大規模漏えい、圧力

放出失敗、assembly 伝播」を想定 

・これらの事象は、水・蒸気系を有さない「常陽」には存在

しない機器での異常であることから想定は不要と判断し

た。 

・アルゴン加圧による「Primary tank」

の破裂（直接損傷事象、構造物の破損）

を想定 

・本事象は、ループ型の「常陽」には存在しない機器での異

常であることから想定は不要と判断した。 

・仮に、原子炉カバーガス等のバウンダリにおいて、アルゴ

ン加圧が生じたとしても安全板を通じた排気によって過

圧が防止され、原子炉冷却材バウンダリの破損や破裂は

生じない。 
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追補Ⅶ.2 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の 

有効性評価に使用する計算コードについて 
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1. はじめに 

本資料は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、原子炉施設から多量の放射性物質又は

放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するための措置

のうち、燃料体の損傷が想定される事故に対して講じる炉心損傷防止措置及び炉心の著しい損傷の可

能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止する

ために講じる格納容器破損防止措置の有効性評価に適用する計算プログラム（以下「計算コード」と

いう。）に関して説明するものである。 

第 1.1図に有効性評価に適用する計算コードの説明の流れと本資料の構成を示す。 

 

 

 

 

第 1.1図 有効性評価に適用する計算コードの説明の流れと資料構成 

  

参考資料2 ＦＬＵＥＮＴ

参考資料1 ＡＵＴＯＤＹＮ

第6部 ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲ

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止に係る
炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の有効性評価に
使用する計算コードについて

1. はじめに
2. 有効性評価における物理現象の抽出
3. 抽出された物理現象の確認
4. 有効性評価に適用する計算コードの概要
5. 計算コードの有効性評価への適用性

① 有効性評価において考慮すべき物理現象の抽出

事象グループ等ごとに事象の推移を踏まえて注目する評価指標を選定し、解析モデル

として備えるべき物理現象を抽出する。また、階層構造分析の手法を参考に、分解した

プロセスと抽出した物理現象との対応を確認する。

② 重要現象の特定（各計算コード）

①で抽出した物理現象について、有効性評価における評価指標への影響の観点でラン

ク付けを行い、重要現象を特定する。

第5部 ＰＬＵＧ

第4部 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳ及びＳＩＭＭＥＲ－Ⅲ

第3部 ＳＡＳ４Ａ

第2部 ＡＳＦＲＥ

第1部 Ｓｕｐｅｒ―ＣＯＰＤ

1. はじめに

2. 重要現象の特定

2.1 事故シーケンスと評価指標

2.2 ランクの定義

2.3 物理現象に対するランク付け

3. 解析モデルについて

3.1 計算コード概要

3.2 重要現象に対する解析モデル

3.3 解析モデル

4. 妥当性確認

4.1 重要現象に対する妥当性確認方法

4.2 妥当性確認

5. 有効性評価への適用性

6. 参考文献

③ 重要現象に対する解析モデル（各計算コード）

重要現象に対する解析モデルの取り扱いを説明する。

④ 重要現象に対する妥当性確認方法（各計算コード）

②で特定された重要現象に対する解析モデルの妥当性確認について、具体的な確認方

法を記載する。

⑤ 各種試験・実機解析への適用性（各計算コード）

試験解析等によって重要現象に対する解析モデルの妥当性、実機への適用性及び不確

かさを確認する。

⑥ 有効性評価への適用性（各計算コード）

評価項目の観点で、重要現象に対する計算コードの不確かさが有効性評価に及ぼす影

響を考察し、その適用性を確認する。
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2. 有効性評価における物理現象の抽出 

本章では、有効性評価において解析モデルとして具備する必要がある物理現象の抽出を行う。 

有効性評価における解析の目的は、炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に有効性があるこ

との確認である。 

物理現象の抽出は、「4.3.1.2 事象グループの選定」において、選定した以下の事象グループを対

象とし、その中で代表的と考えられる事故シーケンスを前提として行う。 

・ 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF: Unprotected Loss of Flow） 

・ 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP: Unprotected Transient Over-Power） 

・ 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS: Unprotected Loss of Heat Sink) 

・ 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL: Loss of Reactor Level） 

・ 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS: Protected Loss of Heat Sink） 

・ 全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO：Station Blackout) 

・ 局所的燃料破損（LF: Local (Fuel) Faults） 

2.1 節では炉心損傷防止措置の有効性評価、2.2 節では格納容器破損防止措置の有効性評価におい

て解析上必要な物理現象を抽出する。 
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2.1 炉心損傷防止措置の有効性評価における物理現象の抽出 

ULOF、UTOP、ULOHS、LORL、PLOHS、SBO及び LFの炉心損傷防止措置の有効性評価にあっては、事

象の推移を踏まえて、注目する評価指標に対して影響すると考えられる物理現象を抽出する。 

物理現象の抽出に当たって対象とする評価指標は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目

の設定」に示す、以下の評価項目に対応したものである。 

（1）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるもの

であることを基本とし、具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 燃料最高温度が熱設計基準値（2,650℃）以下であること。 

② 被覆管最高温度（肉厚中心）が熱設計基準値（840℃）以下であること。 

③ 冷却材最高温度が熱設計基準値（910℃）以下であること。 

④ 被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和が設計上の制限値

（1.0）以下であること。 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリの温度が制限温度（550℃）以下であること。 

第 2.1 表に炉心損傷防止措置の有効性評価に係る評価項目に対応する評価指標と判断基準との

関係をまとめて示す。 

 

第 2.1表 炉心損傷防止措置の有効性評価に係る評価項目に対応する評価指標と判断基準 

 

 

  

炉心損傷防止措置の有効性評価の評価項目 評価指標 判断基準
有効性評価で適用

する事象Gr
備考

燃料温度 2,650℃ 熱設計基準値

被覆管温度 840℃ 熱設計基準値

炉心冷却材温度 910℃ 熱設計基準値

被覆管累積損傷和 1.0 設計上の制限値

原子炉冷却材バウン
ダリ温度

550℃ 設計上の制限値

炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十
分に冷却できるものであることを基本とし、具体的な評価項目として以
下を設定する。
①　燃料最高温度が熱設計基準値（2,650℃）以下であること。
②　被覆管最高温度（肉厚中心）が熱設計基準値（840℃）以下である
こと。
③　冷却材最高温度が熱設計基準値（910℃）以下であること。
④　被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和
が設計上の制限値（1.0）以下であること。
⑤　原子炉冷却材バウンダリの温度が制限温度（550℃）以下であるこ
と。

全事象Gr
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2.1.1 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

本事象グループでは、外部電源喪失時に原子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗又

は原子炉保護系の動作失敗）する、又は 1ループの１次主循環ポンプ軸固着時に原子炉停止に失

敗（原子炉トリップ信号の発信失敗）する 3 つの評価事故シーケンスが選定された。すなわち、

「外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（ULOF(ⅰ)）」、「外部電源喪失及び

原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故（ULOF(ⅱ)）」及び「１次主循環ポンプ軸固着及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（ULOF(ⅲ)）」である。 

以下では、外部電源喪失時に原子炉停止に失敗する 2つの評価事故シーケンス（ULOF(ⅰ)及び

ULOF(ⅱ)）を代表として物理現象を抽出する。なお、1ループの１次主循環ポンプ軸固着時に原

子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗）する評価事故シーケンス（ULOF(ⅲ)）では、

1ループの１次主循環ポンプが軸固着するため、もう一方の健全ループでの崩壊熱除去運転とな

るが、炉心流量の減少速度、原子炉トリップ信号の発信及び各機器がトリップするタイミングの

違いを除けば、考慮すべき物理現象は ULOF(ⅰ)及び ULOF(ⅱ)の炉心損傷防止措置と同じである

ため、説明は省略する。 

 

2.1.1.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.1.1図に評価事故シーケンス ULOF(ⅰ)及び ULOF(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に何らかの原因により外部電源を喪失し、１

次主循環ポンプの主電動機が全数（2 台）停止するとともに、原子炉トリップ信号「電源喪失」

の発信に失敗する、又は発信に成功するものの原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗すること

で、制御棒（主炉停止系）の挿入に失敗する事象を想定する。この場合、定格出力に対して、１

次主循環ポンプの主電動機のトリップにより炉心流量が減少することで十分な炉心冷却ができ

なくなり、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

これを防止するために、代替原子炉トリップ信号「１次主循環ポンプトリップ」の発信又は後

備炉停止系用論理回路の動作により、後備炉停止制御棒を挿入し、原子炉を自動停止する措置を

講じる。原子炉の停止後は、１次主循環ポンプのポニーモータ運転による１次主冷却系の強制循

環による崩壊熱除去運転を行う。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応させて、燃料温度、被覆管温

度、炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.1.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.1.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。 

 

（1）炉心 

外部電源喪失発生から、後備炉停止制御棒の挿入による原子炉自動停止までは、核分裂出

力（核動特性）が主要な熱源であり、外部電源喪失による１次主循環ポンプの主電動機の停

止によって炉心冷却材流量が減少し、被覆管温度及び炉心冷却材温度が上昇（冷却材熱流動）
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するため、負の反応度フィードバック効果（反応度フィードバック）の影響を受ける。核分

裂又は崩壊熱により燃料要素内で発生した熱は、燃料要素内の熱伝導及び熱伝達により炉心

冷却材へと放出される。燃料要素内温度変化に影響する燃料ペレット熱伝導、ギャップ熱伝

達並びに被覆管の熱伝導及び表面熱伝達により、原子炉停止後は、評価指標である燃料温度、

被覆管温度及び炉心冷却材温度が過渡的に変化する（燃料要素過渡伝熱）。 

事象発生後、原子炉トリップ信号「電源喪失」の発信に失敗（ULOF(ⅰ)）又は発信に成功

するものの、原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗（ULOF(ⅱ)）することで、制御棒（主

炉停止系）の挿入に失敗する事象を想定しており、代替原子炉トリップ信号「１次主循環ポ

ンプトリップ」の発信により、後備炉停止制御棒が挿入（制御棒反応度効果）され、原子炉

は自動停止する。 

原子炉自動停止後は、核分裂反応が停止し、崩壊熱が評価指標である燃料温度及び冷却材

温度等に影響する。また、１次主循環ポンプの主電動機がトリップした後は、流量の低下に

伴い、炉心部での浮力の効果によって、集合体内の高温領域及び炉心内高温集合体により多

くのナトリウムが配分される現象（炉心流量再配分）並びに燃料集合体間の熱移行（炉心径

方向熱移行）の発生が考えられるが、ポニーモータにより強制循環が維持されることから、

評価指標に与える影響は小さい。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉停止前は、炉心で加熱された高温ナトリウムが、高流量状態で原子炉容器上部プ

レナム（以下「炉上部プレナム」という。）に流入する。外部電源喪失に伴う１次主循環ポ

ンプの主電動機のトリップによる流量減少と原子炉自動停止による原子炉出力の低下によ

って、炉上部プレナムに流入するナトリウム温度は低下し、流入する流量は低下する。この

ため、冷却材の温度差（密度差）に応じ、炉上部プレナムの上部に高温領域、下部に低温領

域と分離する温度成層化（炉上部プレナム温度成層化）が発生する。本物理現象は、評価指

標である原子炉冷却材バウンダリ温度の変化に影響する。なお、１次主循環ポンプの主電動

機のトリップ前後の圧力変化により、原子炉容器内のナトリウム液位は変化（原子炉容器ナ

トリウム液位変化）するが、微小な変化であり評価指標に与える影響は小さい。 

 

（3）１次主冷却系 

外部電源喪失により、2ループの１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、ポニーモー

タ運転に引き継がれる。１次主循環ポンプの主電動機のトリップ直後のポンプフローコース

トダウンによる緩やかな流量減少は、評価指標である被覆管温度及び炉心冷却材温度に影響

を及ぼすとともに主中間熱交換器の熱交換量（主中間熱交換器熱交換）が変化する（冷却材

熱流動（強制循環））。原子炉停止後は、崩壊熱除去運転が継続される。なお、１次主循環ポ

ンプの主電動機のトリップ前後の圧力変化により、主中間熱交換器内のナトリウム液位に変

化（主中間熱交換器ナトリウム液位変化）が生じるが、変化量は微小であり評価指標に影響

を与えない。 

 

（4）２次主冷却系 
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外部電源喪失により、2ループの２次主循環ポンプ及び主送風機がトリップする。２次主

循環ポンプのトリップ直後は、ポンプフローコーストダウンによる緩やかな流量減少により

主中間熱交換器の熱交換量が変化し、その後、２次主冷却系は強制循環から自然循環に移行

する（冷却材熱流動（強制／自然循環））。主冷却機は、主送風機のトリップにより強制通風

から自然通風へ移行し、空気冷却器出口ナトリウム温度の制御は、異常時の制御モードに切

り替わる。空気冷却器においては、ナトリウムの熱エネルギーが伝熱管を介して空気に伝達

される（主冷却機除熱（強制／自然通風））。 

 

（5）１次補助冷却系 

事象発生後も主冷却系による冷却が可能であり、事象発生前の待機状態が継続される。待

機状態において、１次補助冷却系の電磁ポンプは停止しているため、炉上部プレナムと原子

炉容器下部プレナムの圧力差により１次補助冷却系は逆流しており、原子炉容器下部プレナ

ムの温度及び補助中間熱交換器の熱交換量（補助中間熱交換器熱交換）で決まる補助中間熱

交換器１次側入口温度（逆流時は出口温度）が炉上部プレナム温度に影響する。ただし、逆

流流量は少量であり、評価指標に与える影響は小さい（冷却材熱流動）。 

 

（6）２次補助冷却系 

外部電源喪失により、補助冷却設備待機時に運転されていた電磁ポンプが停止するが、非

常用ディーゼル発電機の起動により電力が供給され、運転状態に復旧する。事象発生後も主

冷却系による冷却が可能であり、事象発生前の待機状態が継続される。待機状態において、

電磁ポンプを運転する（冷却材熱流動（強制循環））とともに、補助冷却機は、自然通風状

態で補助冷却器出口ナトリウム温度が制御されるが、制御目標値を原子炉容器下部プレナム

のナトリウム温度より高く設定しているため、冷却し過ぎないように送風機インレットベー

ンは全閉となる（補助冷却機除熱（自然通風））。 

 

2.1.2 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

本事象グループでは、制御棒の連続引抜き時に原子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信

失敗又は原子炉保護系の動作失敗）する 2つの評価事故シーケンスが選定された。すなわち、「出

力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（UTOP(ⅰ)）」及

び「出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

（UTOP(ⅱ)）」である。 

以下では、2つの評価事故シーケンス（UTOP(ⅰ)及び UTOP(ⅱ)）の物理現象を抽出する。 

 

2.1.2.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.2.1図に評価事故シーケンス UTOP(ⅰ)及び UTOP(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に何らかの原因で制御棒の連続的な引抜きが

生じ、原子炉の出力が上昇した状態で、原子炉トリップ信号「中性子束高（出力領域）」の発信

に失敗（UTOP(ⅰ)）する、又は発信に成功するものの原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗

（UTOP(ⅱ)）することで、制御棒（主炉停止系）の挿入に失敗する事象を想定する。この場合、
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原子炉出力上昇時に原子炉停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷

に至る可能性がある。 

これを防止するために、制御棒連続引抜き阻止インターロックにより制御棒の引抜きを停止す

るとともに、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温度高」の発信又は後備炉停止系用論

理回路の動作により、後備炉停止制御棒を挿入し、原子炉を自動停止する措置を講じる。原子炉

停止後は、１次主循環ポンプのポニーモータ運転による１次主冷却系の強制循環による崩壊熱除

去運転を行う。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、燃料被覆管

温度、炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.2.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.2.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。UTOPの事象進

展は、2.1.1項の ULOFと共通する部分があり、以下では ULOFと異なる物理現象を説明し、共通

的に抽出される物理現象についての説明は省略する。 

 

（1）炉心 

事象発生から原子炉自動停止までは、核分裂出力（核動特性）が主要な熱源であり、制御

棒の連続的な引抜きによって、燃料温度、被覆管温度及び炉心冷却材温度が上昇するため、

負の反応度フィードバック効果（反応度フィードバック）の影響を受ける。 

事象発生後、原子炉の出力が上昇した状態で原子炉トリップ信号「中性子束高（出力領域）」

の発信に失敗（UTOP(ⅰ)）する、又は発信に成功するものの原子炉保護系（スクラム）の動

作に失敗（UTOP(ⅱ)）することで、制御棒（主炉停止系）の挿入に失敗する事象を想定して

おり、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温度高」の発信により、後備炉停止制御

棒が挿入（制御棒反応度効果）され、原子炉は自動停止する。 

事象発生から原子炉自動停止までの間において炉心部で考慮すべき物理現象は、2.1.1項

の ULOF と同じである。また、原子炉自動停止後の事象進展と考慮すべき物理現象について

も、2.1.1項の ULOF と同じである。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉容器内の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（3）１次主冷却系 

１次主冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（4）２次主冷却系 

２次主冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 
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（5）１次補助冷却系 

１次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOF と同じである。 

 

（6）２次補助冷却系 

２次補助冷却系では、事象発生前の待機状態が継続される。待機状態における考慮すべき

物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

2.1.3 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

本事象グループでは、２次主循環ポンプトリップ時に原子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号

の発信失敗又は原子炉保護系の動作失敗）する、又は２次冷却材漏えい時に原子炉停止に失敗（原

子炉トリップ信号の発信失敗）する 3 つの評価事故シーケンスが選定された。すなわち、「２次

冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（ULOHS(ⅰ)）」、「２次冷却材流量減

少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故（ULOHS(ⅱ)）」及び「２次冷却材漏えい及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（ULOHS(ⅲ)）」である。 

以下では、２次主循環ポンプトリップ時に原子炉停止に失敗する 2 つの評価事故シーケンス

（ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)）を代表として物理現象を抽出する。なお、２次冷却材漏えい時に原

子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗）する評価事故シーケンス（ULOHS(ⅲ)）では、

1ループで２次冷却材漏えいが生じ、もう一方の健全ループでの崩壊熱除去運転となるが、原子

炉トリップ信号の発信及び各機器がトリップするタイミングが異なる点を除けば、考慮すべき物

理現象は、ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)の炉心損傷防止措置と同じであるため、説明は省略する。 

 

2.1.3.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.3.1図に評価事故シーケンス ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、1ループにて何らかの原因で２次主循環

ポンプがトリップし、インターロックにより健全ループの２次主循環ポンプもトリップして 2ル

ープの２次冷却材流量が減少した後、原子炉トリップ信号「２次冷却材流量低」の発信に失敗

（ULOHS(ⅰ)）、又は発信に成功するものの原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗（ULOHS(ⅱ)）

することで、制御棒（主炉停止系）の挿入に失敗する事象を想定する。この場合、２次冷却材流

量の減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至

る可能性がある。 

これを防止するために、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温度高」の発信又は後備

炉停止系用論理回路の動作により、後備炉停止制御棒を挿入し、原子炉を自動停止する措置を講

じる。原子炉自動停止後は、１次主循環ポンプのポニーモータ運転による１次主冷却系の強制循

環による崩壊熱除去運転を行う。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、

炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.3.2 物理現象の抽出 

[2137]



53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.2-11 

 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.3.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。ULOHSの事象

進展は、2.1.1 項の ULOF 及び 2.1.2 項の UTOP と共通する部分があり、以下では ULOF及び UTOP

と異なる物理現象を説明し、共通的に抽出される物理現象についての説明は省略する。 

 

（1）炉心 

事象発生から原子炉自動停止までは、核分裂出力（核動特性）が主要な熱源であり、２次

主循環ポンプのトリップにより除熱能力が低下し、１次主冷却系のコールドレグの温度が上

昇し、さらには炉心支持板の温度が上昇し、負の反応度フィードバック効果（反応度フィー

ドバック）の影響を受ける可能性がある。 

事象発生後、原子炉トリップ信号「２次冷却材流量低」の発信に失敗する、又は発信に成

功するものの原子炉保護系（スクラム）の動作に失敗することで、制御棒（主炉停止系）の

挿入に失敗する事象を想定しており、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温度高」

の発信により、後備炉停止制御棒が挿入（制御棒反応度効果）され、原子炉は自動停止する。 

事象発生から原子炉自動停止までの間に炉心部で考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOF

と同じである。また、原子炉自動停止後の事象進展と考慮すべき物理現象についても、2.1.1

項の ULOFと同じである。 

 

（2）原子炉容器 

２次冷却材流量減少の発生に伴い、原子炉入口冷却材温度が高くなるが、後備炉停止系に

よる原子炉自動停止及び１次主循環ポンプの主電動機のトリップ後の事象推移と考慮すべ

き物理現象は、2.1.1 項の ULOFと同じである。 

 

（3）１次主冷却系 

２次冷却材流量減少の発生により、主中間熱交換器での除熱能力が低下し、コールドレグ

温度は上昇する。主中間熱交換器内の伝熱管を介した１次及び２次主冷却系冷却材の熱交換

（主中間熱交換器熱交換）が原子炉冷却材バウンダリ温度変化、被覆管温度及び炉心冷却材

温度に影響する。後備炉停止制御棒の挿入による原子炉自動停止により、2ループの 1次主

循環ポンプの主電動機がトリップし、ポニーモータ運転へ引き継がれる。１次主循環ポンプ

の主電動機のトリップ直後は、ポンプフローコーストダウンにより緩やかに流量が減少する

（冷却材熱流動（強制循環））。 

なお、本事象では、１次主循環ポンプの主電動機のトリップ前後の圧力変化により、主中

間熱交換器ナトリウム液位変化が生じるが、これは微小な変化であり上記評価指標に影響を

与えない。 

 

（4）２次主冷却系 

1ループの２次主循環ポンプのトリップ後、相互インターロックによりもう一方の２次主

循環ポンプもトリップする。２次主循環ポンプのトリップ後の事象進展と考慮すべき物理現

象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 
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（5）１次補助冷却系 

１次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOF と同じである。 

 

（6）２次補助冷却系 

２次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.2項の UTOP と同じである。 

 

2.1.4 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 

本事象グループでは、安全容器内配管（内管及び外管）が破損する、１次主冷却系配管（内管

及び外管）が破損する、又は１次補助冷却系配管（内管及び外管）が破損するという 3つの評価

事故シーケンスが選定された。すなわち、「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（LORL(ⅰ)）」、「１次冷却材漏えい（１次主冷却系

配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故（LORL(ⅱ)）」及び「１次冷却

材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損の重畳事故

（LORL(ⅲ)）」である。 

以下では、安全容器内配管（内管及び外管）が破損する評価事故シーケンス（LORL(ⅰ)）を代

表として物理現象を抽出する。なお、１次主冷却系配管（内管及び外管）が破損する評価事故シ

ーケンス（LORL(ⅱ)）は、安全容器外の１次主冷却系配管の破損であり、１次主冷却系のサイフ

ォンブレークが必要となる点を除けば、事象進展は LORL(ⅰ)と同じであるため、説明は省略す

る。また、１次補助冷却系配管（内管及び外管）が破損する評価事故シーケンス（LORL(ⅲ)）は、

事象推移は異なるが、補助冷却系サイフォンブレークが必要となる点を除けば、終状態は外部電

源喪失を異常事象とした後述する PLOHS(ⅰ)の炉心損傷防止措置（主冷却系 2ループの自然循環）

と同じとなる。このように、考慮すべき物理現象は、LORL(ⅰ)及び PLOHS（ⅰ）の炉心損傷防止

措置に包絡されるため、説明は省略する。 

 

2.1.4.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.4.1図に評価事故シーケンス LORL(ⅰ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ

機能を有する安全容器内配管（内管）が破損し、冷却材が漏えいする。原子炉トリップ信号「炉

内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止系）が挿入され

て原子炉が自動停止する。その後、漏えい量が抑制された状態での崩壊熱除去中に、配管（外管）

が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいする事象を想定する。この場合、主中間熱交換器内胴

窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ、これが継続すると、原子炉容器等のナトリウム液位が１

次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することから、炉心の露出によって炉心の著しい

損傷に至る可能性がある。 

これを防止するために、補助冷却設備の運転による強制循環冷却により、炉心の崩壊熱を除去

する措置を講じる。なお、安全容器によって補助冷却設備の運転に必要なナトリウム液位を確保

する。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中
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心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、

炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.4.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.4.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。LORLの事象進

展は、2.1.1項の ULOF及び 2.1.2項の UTOPと共通する部分があり、以下では ULOF及び UTOPと

異なる物理現象を説明し、共通的に抽出される物理現象についての説明は省略する。 

 

（1）炉心 

事象発生から原子炉自動停止までの短時間においては、核分裂出力（核動特性）が主要な

熱源であり、１次冷却材漏えいにより炉心冷却材流量が減少し、被覆管温度及び炉心冷却材

温度が上昇することによる負の反応度フィードバック効果（反応度フィードバック）の影響

は小さい。 

１次冷却材漏えいの継続により原子炉容器内のナトリウム液位が低下する。原子炉トリッ

プ信号「炉内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止

系）が挿入（制御棒反応度効果）されて原子炉は自動停止する。 

事象発生から、原子炉自動停止までの炉心部において、考慮すべき物理現象は、2.1.1項

の ULOFと同じである。また、原子炉自動停止後の事象進展と考慮すべき物理現象は、2.1.1

項の ULOFと同じである。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉自動停止及び１次主循環ポンプの主電動機のトリップによる事象推移と考慮すべ

き物理現象は、2.1.1 項の ULOFと同じである。 

なお、１次冷却材漏えいによる原子炉容器内のナトリウム液位の変化（原子炉容器ナトリ

ウム液位変化）は、原子炉停止及び補助冷却設備の起動、さらには補助冷却設備の単独運転

に切り替わるタイミング（切り替わるタイミングで崩壊熱量が決まる。）に影響するため、

評価指標である被覆管温度、炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度に影響を及ぼ

す。 

 

（3）１次主冷却系 

１次冷却材漏えいの発生（ナトリウム漏えい流量）により、炉心流量が減少する可能性が

ある。原子炉トリップ信号「炉内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系が動作し、

2 ループの１次主循環ポンプの主電動機がトリップしてポニーモータ運転に引き継がれる。

ポニーモータ運転引継ぎ後の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1 項の ULOF と同じで

ある。 

なお、１冷却材漏えいによる主中間熱交換器内のナトリウム液位の変化（主中間熱交換器

ナトリウム液位変化）は、１次主冷却系の循環に支障を来すタイミング（除熱能力が低下す

るタイミング）に影響するため、評価指標である被覆管温度、炉心冷却材温度及び原子炉冷
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却材バウンダリ温度（１次補助冷却系）へ影響する可能性がある。 

 

（4）２次主冷却系 

原子炉トリップ信号「炉内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系が動作し、2

ループの２次主循環ポンプ及び主送風機がトリップする。２次主循環ポンプのトリップ後の

事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（5）１次補助冷却系 

１次冷却材漏えいの継続により、原子炉容器内のナトリウム液位が低下し、補助冷却設備

が自動起動する。補助冷却設備自動起動前の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の

ULOFと同じである。補助冷却設備起動時には、１次補助冷却系の電磁ポンプが起動する（冷

却材熱流動（強制循環））とともに、補助冷却機の送風機が起動する。これらのプラント動

作は、補助冷却設備の単独運転となった場合に、同設備が主な除熱源となるため、評価指標

である、被覆管温度、炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度に影響する。 

 

（6）２次補助冷却系 

１次冷却材漏えいの継続により、原子炉容器内のナトリウム液位が低下し、補助冷却設備

が自動起動する。補助冷却設備自動起動前の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.2項の

UTOPと同じである。補助冷却設備起動時には、制御目標値を下げるとともに補助冷却機の送

風機が起動し、炉心の崩壊熱を除去する（補助冷却機除熱（強制通風））。これらのプラント

動作は、補助冷却設備の単独運転となった場合に、同設備が主な除熱源となるため、評価指

標である燃料温度、被覆管温度、炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度に影響す

る。 

 

2.1.5 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS） 

本事象グループでは、外部電源喪失時に１次主循環ポンプのポニーモータ 2台の起動及び補助

冷却設備の起動に失敗する、又は 1ループの２次冷却材漏えい時に１次主循環ポンプのポニーモ

ータ 2台の起動及び補助冷却設備の起動に失敗する 2つの評価事故シーケンスが選定された。す

なわち、「外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅰ)）」及び「２次冷却材漏え

い及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅱ)）」である。 

以下では、２次冷却材漏えいの有無によって事象進展が異なるため、2つの評価事故シーケン

スを分けて物理現象を抽出する。 

 

2.1.5.1 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅰ)） 

2.1.5.1.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.5.1図に評価事故シーケンス PLOHS(ⅰ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失し、原子

炉トリップ信号「電源喪失」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止系）が挿
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入されて原子炉が自動停止する。その後、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、１次主循環

ポンプのポニーモータ運転による強制循環冷却に失敗するとともに、補助冷却設備の運転による

強制循環冷却に失敗する事象を想定する。この場合、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、

炉心冷却機能を喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

これを防止するために、主冷却系の自然循環により炉心の崩壊熱を除去する措置を講じる。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、

炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.5.1.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.5.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。本評価事故シ

ーケンスは、崩壊熱除去機能喪失事象であり、原子炉停止以降に炉心の著しい損傷に至る可能性

があるため、長期にわたるプラント挙動が重要である。なお、PLOHS(ⅰ)の事象進展は、2.1.1項

の ULOFと共通する部分があり、以下では ULOFと異なる物理現象を説明し、共通的に抽出される

物理現象についての説明は省略する。 

 

（1）炉心 

外部電源喪失発生から原子炉自動停止までの短時間（原子炉トリップ信号「電源喪失」の

応答遅れ及び制御棒のデラッチ遅れ）においては、核分裂出力（核動特性）が主要な熱源で

あり、外部電源喪失による１次主循環ポンプの主電動機の停止によって炉心冷却材流量が減

少し、被覆管温度及び炉心冷却材温度が上昇するため、負の反応度フィードバック効果（反

応度フィードバック）の影響を受ける。 

外部電源喪失に伴い原子炉トリップ信号「電源喪失」の発信によって原子炉保護系が動作

し、制御棒（主炉停止系）が挿入（制御棒反応度効果）されて原子炉は自動停止する。 

事象発生から原子炉自動停止までの間に、炉心部で考慮すべき物理現象は、2.1.1 項の

ULOFと同じである。また、原子炉自動停止後の事象推移と考慮すべき物理現象についても、

2.1.1項の ULOF と同じである。 

 

（2）原子炉容器 

１次主冷却系での事象推移が異なるため、原子炉容器内の事象推移は異なるが、原子炉が

自動停止していることと、自然循環ではあるが、１次主冷却系流量が確保されていることは

同じであり、原子炉容器内で考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOF と変わらない。 

 

（3）１次主冷却系 

外部電源喪失により、2ループの１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、ポニーモー

タ運転への引継ぎに失敗し、補助冷却設備の起動にも失敗するため、１次主冷却系は強制循

環から自然循環へ移行する。１次主循環ポンプの主電動機のトリップ直後は、ポンプフロー

コーストダウンによる緩やかな流量減少が被覆管温度及び炉心冷却材温度に影響する。また、
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自然循環に移行すると、炉心部の圧力損失及び自然循環力の影響により冷却材流量変化が生

じ、原子炉冷却材バウンダリ温度変化に影響する。また、自然循環崩壊熱除去が行われるた

め、主中間熱交換器内の伝熱管を介した１次及び２次主冷却系冷却材の熱交換（主中間熱交

換器熱交換）が原子炉冷却材バウンダリ温度変化に影響する（冷却材熱流動（強制循環、自

然循環））。なお、１次主循環ポンプの主電動機のトリップ前後の圧力変化によって主中間熱

交換器ナトリウム液位変化が生じるが、微小な変化であり評価指標に影響を与えない。 

 

（4）２次主冷却系 

外部電源喪失により、2ループの２次主循環ポンプ及び主送風機がトリップする。その後

の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（5）１次補助冷却系 

補助冷却設備の起動に失敗し、事象発生前の待機状態が継続される。待機状態では１次補

助冷却系の電磁ポンプは停止している。このとき、炉上部プレナムと原子炉容器下部プレナ

ムの圧力差により逆流しており、原子炉容器下部プレナムの温度及び補助中間熱交換器の熱

交換量（補助中間熱交換器熱交換）で決まる補助中間熱交換器１次側入口温度（逆流時は出

口温度）が炉上部プレナム温度に影響するが、逆流流量は少量であり、その影響は微小であ

る（冷却材熱流動）。 

 

（6）２次補助冷却系 

外部電源喪失により、補助冷却設備待機時に運転されていた電磁ポンプが停止するが、非

常用ディーゼル発電機の起動により電力が供給され、待機状態に復旧する。補助冷却機は、

自然通風状態で空気冷却器出口ナトリウム温度が制御（冷却材熱流動（強制循環））される

が、制御目標値を原子炉容器下部プレナムのナトリウム温度より高く設定しているため、冷

却し過ぎないよう送風機インレットベーンは全閉となる（補助冷却機除熱（自然通風））。 

 

2.1.5.2 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅱ)） 

2.1.5.2.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.5.2図に評価事故シーケンス PLOHS(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、1ループにて何らかの原因で２次冷却材

の漏えいが生じ、冷却材漏えいループの１次主冷却系コールドレグの温度上昇による原子炉トリ

ップ信号「原子炉入口冷却材温度高」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止

系）が挿入されて原子炉が自動停止する。その後、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、１

次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータ運転）による強制循環冷却に失

敗するとともに、補助冷却設備の運転による強制循環冷却に失敗する事象を想定する。この場合、

原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能を喪失することから、炉心の露出によ

って炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

これを防止するために、健全な主冷却系 1ループの自然循環により炉心の崩壊熱を除去する措

置を講じる。 
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有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、

炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.5.2.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.5.2 図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。なお、PLOHS

（ⅱ）の事象進展は、2.1.1項の ULOF及び 2.1.5.1項の PLOHS（ⅰ）と共通する部分があり、共

通的に抽出される物理現象についての説明は省略する。 

 

（1）炉心 

事象発生から原子炉自動停止までは、核分裂出力（核動特性）が主要な熱源であり、漏え

いループの除熱能力が低下し、１次主冷却系のコールドレグの温度が上昇、さらには炉心支

持板の温度が上昇することによる負の反応度フィードバック効果（反応度フィードバック）

の影響は小さい。 

冷却材漏えいループの１次主冷却系コールドレグの温度上昇による原子炉トリップ信号

「原子炉入口冷却材温度高」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止系）

が挿入（制御棒反応度効果）されて原子炉は自動停止する。 

事象発生から原子炉自動停止までの間において、炉心部で考慮すべき物理現象は、2.1.1

項の ULOF と同じである。また、原子炉自動停止後の事象推移と考慮すべき物理現象につい

ても 2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉容器内の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

（3）１次主冷却系 

２次冷却材漏えいの発生により、漏えいループの２次主冷却系の流量が減少し、主中間熱

交換器熱交換の除熱能力が低下し、１次主冷却系のコールドレグ温度が上昇する。原子炉ト

リップ信号「原子炉容器入口温度高」の発信によって原子炉保護系が動作し、2ループの１

次主循環ポンプの主電動機がトリップし、ポニーモータ運転への引き継ぎに失敗し、補助冷

却設備の起動にも失敗するため、１次主冷却系は強制循環から健全な主冷却系 1ループでの

自然循環へ移行する。自然循環以降後の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.5.1 項の

PLOHS（ⅰ）と同じである。 

 

（4）２次主冷却系 

２次冷却材漏えいの発生により、漏えいループの流量が減少し、主中間熱交換器熱交換の

除熱能力が低下し、１次主冷却系のコールドレグ温度が上昇する。また、冷却材漏えい時の

漏えい流量（ナトリウム漏えい流量）によっては、漏えいループの２次主循環ポンプがトリ

ップする可能性があり、その場合、相互インターロックにより健全ループの２次主循環ポン
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プもトリップする。２次主循環ポンプのトリップ後の事象推移と考慮すべき物理現象は、

2.1.1項の ULOF と同じである。 

 

（5）１次補助冷却系 

１次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.5.1 項の PLOHS(ⅰ)と同じであ

る。 

 

（6）２次補助冷却系 

２次補助冷却系では、事象発生前の待機状態が継続される。待機状態における考慮すべき

物理現象は、2.1.1項の ULOFと同じである。 

 

2.1.6 全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO） 

本事象グループでは、外部電源喪失時に、非常用ディーゼル電源系のディーゼル発電機（2基）

の自動起動に失敗する評価事故シーケンスが選定された。すなわち、「全交流動力電源喪失事故

（SBO）」である。以下では、同事象の物理現象を抽出する。 

 

2.1.6.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.6.1図に評価事故シーケンス SBOの事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因による外部電源の喪失によ

る原子炉トリップ信号「電源喪失」の発信によって原子炉保護系が動作し、制御棒（主炉停止系）

が挿入されて原子炉が自動停止する。その後、非常用ディーゼル電源系のディーゼル発電機（2

基）の自動起動に失敗し、一般電源系及び非常用ディーゼル電源系の電源が全て同時に失われる

事象を想定する。この場合、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能を喪失す

ることから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

これを防止するために、主冷却系の自然循環により炉心の崩壊熱を除去する措置を講じる。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）である①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、

炉心冷却材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.1.6.2 物理現象の抽出 

第 2.1.6.1 図に示した事象推移は、補助冷却設備の起動失敗に至る想定を除いて、PLOHS(ⅰ)

と同じであり、考慮すべき物理現象も PLOHS(ⅰ)と同じであるため、説明は省略する。 

 

2.1.7 局所的燃料破損（LF） 

本事象グループでは、燃料集合体内の冷却材流路が閉塞する評価事故シーケンスが選定された。

以下では、本評価事故シーケンスの物理現象を抽出する。 

 

2.1.7.1 事象の推移と評価指標 

第 2.1.7.1図に評価事故シーケンス LFの事象推移と物理現象を示す。 
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LFでは、原子炉の運転中に、何らかの原因により、燃料集合体内で生じる冷却材流路の閉塞等

によって局所的な温度上昇が生じ、この局所的な温度上昇が検知されることなく長期間維持され

た場合には、この温度上昇と燃料要素内部に蓄積される核分裂生成物（以下「FP」という。）の

ガスによる内圧の上昇により、被覆管がクリープ破損する可能性がある。さらに、被覆管の破損

により噴出した FP ガスが隣接する燃料要素の被覆管表面を覆い、除熱能力を低下させて燃料要

素の破損が伝播（破損伝播）する可能性がある。 

本事象グループでは、燃料集合体内での局所的な温度上昇の発生と、燃料集合体内の破損伝播

が起こりやすいと考えられる事象として、評価指標である被覆管温度に与える影響が大きい「冷

却材流路閉塞（千鳥格子状）事故」を評価事故シーケンスとして選定した。 

本評価事故シーケンスでは、何らかの原因で燃料集合体内に異物が混入して、燃料集合体内の

燃料要素で囲まれる複数の冷却材流路（サブチャンネル）が千鳥格子状に閉塞した後、局所的な

温度上昇と燃料要素内部に蓄積される FP ガスの圧力上昇によって被覆管がクリープ破損し、放

出される FP ガスが隣接する燃料要素の被覆管表面を覆うことで除熱能力を低下させることを想

定する。このとき、破損する燃料要素の隣接燃料要素において、被覆管の健全性が保たれ、破損

伝播が起こらないことを確認する。 

このため、本評価事故シーケンスに関しては、第 2.1.7.1図の上段部での千鳥格子状の冷却材

流路閉塞の熱流動解析（以下「千鳥格子状閉塞解析」という。）及び下段部での燃料要素の破損

を仮定した場合の FP ガスジェットによる隣接燃料要素の健全性解析（以下「FPガスジェット解

析」という。）の 2つの解析を行う。 

有効性評価の評価項目（第 2.1表を参照）のうち②被覆管最高温度（肉厚中心）及び③冷却材

最高温度に対応した、被覆管温度及び冷却材温度を評価指標とする。なお、FPガスジェット解析

において、評価指標の被覆管温度が判断基準を満足する場合であっても高温状態が続く可能性が

あるときには、評価項目の「④被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷

和が設計上の制限値（1.0）以下であること。」を確認することとしている。 

 

2.1.7.2 物理現象の抽出 

「常陽」の炉心損傷防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下にそ

の内容を示す。また、第 2.1.7.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。 

 

（1）出力変化 

本物理現象は、核分裂出力や崩壊熱が変化する現象（出力変化）である。本評価事故シー

ケンスにおいては、定格運転状態であり出力変化はないため、評価指標（被覆管温度及び冷

却材温度）に与える影響は小さい。 

 

（2）燃料ペレット温度変化 

本物理現象は、核分裂や崩壊熱による発熱（出力）の変化に伴って燃料ペレット温度が変

化する現象（燃料ペレット温度変化）である。出力、燃料ペレットの熱伝導率及び熱容量並

びにギャップコンダクタンス等が影響するが、本評価事故シーケンスにおいては定格運転状

態であるため、出力の変化はなく、非閉塞部の燃料ペレット温度の変化は小さい。 
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また、閉塞部においては、局所的な冷却の阻害によって、燃料ペレット温度は上昇するが、

閉塞部が設定される発熱上端部での出力は低く、温度上昇は限定的と考えられ、伝熱特性（熱

伝導率及び熱容量並びにギャップコンダクタンス）に大きな変化はない。このため、本物理

現象は評価指標（被覆管温度及び冷却材温度）に与える影響は小さい。 

 

（3）被覆管温度変化 

本物理現象は、燃料ペレット温度の変化及び被覆管の周りを通過する冷却材の温度や流量

の変化に伴って被覆管温度が変化する現象（被覆管温度変化）であり、評価指標に対応する

現象である。本物理現象は、ペレット外表面温度、ギャップコンダクタンス、被覆管の熱伝

導率及び熱容量並びに被覆管から冷却材及び FPガスまでの熱伝達率等が影響する。 

 

（4）冷却材温度変化 

本物理現象は、被覆管外表面温度の変化及び被覆管の周りを通過する冷却材の流量の変化

に伴って冷却材温度が変化する現象（冷却材温度変化）であり、評価指標に対応する現象で

ある。本物理現象は、被覆管外表面温度、被覆管から冷却材までの熱伝達率及び冷却材の熱

容量等が影響する。 

 

（5）速度分布 

本物理現象は、閉塞物を含む燃料集合体内の圧力損失及び冷却材の乱流粘性により、サブ

チャンネルを流れる冷却材の速度（流量）分布が変化する現象（速度分布）である。本解析

の対象となる流れ場は強制対流状態であり、速度分布によって、被覆管及び冷却材への伝熱

量が決まるため、本物理現象は評価指標（被覆管温度及び冷却材温度）に与える影響は大き

い。 
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第 2.1.1.1図 ULOFにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

外部電源喪失

原子炉トリップ信号
「電源喪失」発信失敗

もしくは
原子炉保護系動作失敗

ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ ポンプトリップ

核動特性 ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

代替原子炉トリップ信号
「1次主循環ポンプトリップ」発信

後備炉停止系用論理回路動作

後備炉停止制御棒 挿入 ポニーモータ起動 ポンプ再起動

制御棒反応度効果

炉心流量再配分
冷却材熱流動（強制循環）

[ポニーモータ運転]
冷却材熱流動（自然循環）

主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

炉心径方向熱移行
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

崩壊熱

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.2.1図 UTOPにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

制御棒の異常な引抜き

原子炉トリップ信号
「中性子束高（出力領域）」発信失敗

もしくは
原子炉保護系動作失敗

核動特性

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

制御棒連続引抜き阻止
インターロックにより引抜き停止

代替原子炉トリップ信号
「原子炉出口冷却材温度高」発信

後備炉停止系用論理回路動作

後備炉停止制御棒 挿入 ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ

制御棒反応度効果

ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

ポニーモータ起動

炉心流量再配分
冷却材熱流動（強制循環）

[ポニーモータ運転]
冷却材熱流動（自然循環）

主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

炉心径方向熱移行
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

崩壊熱

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.3.1図 ULOHSにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

1ループポンプトリップ

別ループもインターロックによ
りポンプトリップ

原子炉トリップ信号
「2次冷却材流量低」発信失敗

もしくは
原子炉保護系動作失敗

ポンプフローコーストダウン 主送風機トリップ

核動特性 冷却材熱流動（自然循環）
主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

代替原子炉トリップ信号
「原子炉出口冷却材温度高」発信

後備炉停止系用論理回路動作

後備炉停止制御棒 挿入 ポンプトリップ

制御棒反応度効果

ポンプフローコーストダウン

ポニーモータ起動

炉心流量再配分
冷却材熱流動（強制循環）

[ポニーモータ運転]

炉心径方向熱移行
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

崩壊熱

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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（次頁に続く） 

第 2.1.4.1図 LORLにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象(1/2) 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

1ループ内管破損により
１次冷却材漏えい

ナトリウム漏えい流量

原子炉容器ナトリウム液位変化（液位低
下）

主中間熱交換器ナトリウム液位
変化（液位低下）

核動特性 主中間熱交換器熱交換

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

原子炉トリップ信号
「炉内ナトリウム液面低」発信

原子炉保護系動作

制御棒(主炉停止系) 挿入 ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ

制御棒反応度効果

ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

ポニーモータ起動

崩壊熱
冷却材熱流動（強制循環）

[ポニーモータ運転]
冷却材熱流動（自然循環）

主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

炉心流量再配分

炉心径方向熱移行

炉上部プレナム温度成層化

同ループ外管破損

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.4.1図 LORLにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象(2/2) 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

同ループ外管破損

炉内ナトリウム液面低低信号発信

補助冷却設備起動信号発信

ポンプ起動 送風機起動

冷却材熱流動（強制循環）
補助冷却機除熱（強制通風）
[補助冷却器出口温度制御]

主冷却系流路の途絶

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.5.1図 PLOHS(ⅰ)における炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

外部電源喪失

原子炉トリップ信号
「電源喪失」発信

ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ ポンプトリップ

核動特性 ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

原子炉保護系動作

制御棒(主炉停止系) 挿入 ポニーモータ起動失敗

制御棒反応度効果

補助冷却設備起動信号発信

起動失敗 ポンプ再起動

崩壊熱 冷却材熱流動（自然循環） 冷却材熱流動（自然循環）
主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

冷却材熱流動（強制循環）

炉心流量再配分
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉心径方向熱移行

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.5.2図 PLOHS(ⅱ)における炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

1ループ2次冷却材漏えい

ナトリウム漏えい流量

核動特性

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

原子炉トリップ信号
「原子炉容器入口冷却材温度高」発信

原子炉保護系動作

制御棒(主炉停止系) 挿入 ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ

制御棒反応度効果

ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

ポニーモータ起動失敗

補助冷却設備起動信号発信

起動失敗

崩壊熱 冷却材熱流動（自然循環）
冷却材熱流動（自然循環）

[健全１ループ]
主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

炉心流量再配分
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉心径方向熱移行

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.6.1図 SBOにおける炉心損傷防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

 

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

外部電源喪失

原子炉トリップ信号
「電源喪失」発信

ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ ポンプトリップ

核動特性 ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

原子炉保護系動作

制御棒(主炉停止系) 挿入 ポニーモータ起動失敗

制御棒反応度効果

補助冷却設備起動信号発信

起動失敗（電源無） ポンプ再起動失敗（電源無）

崩壊熱 冷却材熱流動（自然循環） 冷却材熱流動（自然循環）
主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

炉心流量再配分
主中間熱交換器ナトリウム液位

変化

炉心径方向熱移行

炉上部プレナム温度成層化

原子炉容器ナトリウム液位変化

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.1.7.1図 局所的燃料破損事象の事象推移と物理現象 

 

  

何らかの要因による燃料集合体内流路の閉塞
（千鳥格子状閉塞の形成）

閉塞物と
冷却材との熱伝達

冷却材と
燃料被覆管との熱伝達

燃料被覆管と
閉塞物との熱伝達

冷却材温度変化
（冷却材温度）

被覆管温度変化
（被覆管温度）

燃料被覆管の局所破損
（内圧クリープ破損）

（FPガスのジェット放出）

被覆管温度変化
（被覆管温度）

燃料被覆管と
FPガスとの熱伝達

FPガスと
冷却材との熱伝達

FPガスと
閉塞物との熱伝達

燃料被覆管と
閉塞物との熱伝達

冷却材温度変化

流路閉塞による
集合体内流量再配分
（速度分布）

燃料被覆管と
冷却材との熱伝達

（閉塞物内部の
温度変化）

閉塞物と
冷却材との熱伝達

冷却材と
燃料被覆管との熱伝達

冷却材温度変化
（冷却材温度）

（閉塞物内部の
温度変化）

①千鳥格子状
閉塞解析

②FPガス
ジェット
解析

（燃料要素） （閉塞物） （閉塞部の冷却材流路）
（閉塞部以外の
冷却材流路）

物理現象

事象説明

凡例

燃料ペレット温度変化

燃料ペレット温度変化

速度分布
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2.2 格納容器破損防止措置の有効性評価における物理現象の抽出 

各事象グループの格納容器破損防止措置の有効性評価において、事象の進展が複雑となるものに

ついては、事故シーケンス全体をいくつかの過程に分けて解析を行う。本節の各項において、ULOF、

UTOP、LORL及び PLOHSは各過程の事象の推移を踏まえて、ULOHSは事故シーケンス全体の事象の推

移を踏まえて、注目する評価指標に対して影響すると考えられる物理現象を抽出する。 

物理現象の抽出に当たって対象とする評価指標は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目

の設定」に示す、以下の評価項目に対応したものである。 

 

（1）負の反応度フィードバックが卓越し、炉心の発熱と冷却とがバランスし静定する事象におい

て、炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるもの

であること。具体的な評価項目は、2.1節に記載した炉心損傷防止措置の有効性評価において設

定した評価項目を適用する。 

（2）炉心の著しい損傷に至った場合において、放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）（以下「損

傷炉心物質」という。）を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉

容器内に損傷炉心物質を閉じ込めることができること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 原子炉容器内で分散し再配置した損傷炉心物質を安定に保持・冷却できること。 

② 原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。 

（3）燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部から

ナトリウムが格納容器（床上）に噴出する可能性がある場合において、格納容器の破損を防止で

きること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。 

② 格納容器（床上）へ噴出するナトリウムの燃焼等に対して、格納容器の健全性が維持でき

ること。 

③ 放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

（4）（2）が達成できない事象においては、原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内

にて保持・冷却できること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 安全容器内に流出した損傷炉心物質等を安定に保持・冷却できること。 

② 安全容器バウンダリの健全性が維持できること。 

（5）炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでにナトリウムの蒸発が生じ、原子炉冷却材バウ

ンダリが高圧になる場合には、主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ

（1次・2次境界）の過圧を防止できること。 

（6）炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでに蒸発した冷却材（ナトリウム）が格納容器（床

下）に流出する場合において、格納容器の破損を防止できること。具体的な評価項目として以下

を設定する。 

① 格納容器（床下）に流出するナトリウムの熱的影響に対して、格納容器の健全性が維持で

きること。 

② 放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

 

第 2.2 表に格納容器破損防止措置の有効性評価に係る評価項目に対応する評価指標と判断基準
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との関係をまとめて示す。 

 

第 2.2表 格納容器破損防止措置の有効性評価に係る評価項目に対応する評価指標と判断基準 

 

 

  

格納容器破損防止措置の有効性評価の評価項目 評価指標 判断基準
有効性評価で適
用する事象Gr

備考

燃料温度 2,650℃ 熱設計基準値

被覆管温度 840℃ 熱設計基準値

炉心冷却材温度 910℃ 熱設計基準値

被覆管累積損傷和 1.0 設計上の制限値

原子炉冷却材バウンダリ温度 550℃ 設計上の制限値

炉心平均燃料温度

燃料流出量

損傷炉心物質温度、冷却材温度 損傷炉心物質を適切に冷却できること。

原子炉容器温度
損傷炉心物質による熱的負荷によって原子炉冷却
材バウンダリが破損しないこと。

炉心平均燃料温度

燃料流出量

機械的エネルギー

原子炉容器の歪み 10%
仮想事故における判断基準及び
「常陽」サーベイランス試験に
基づいて設定した。

格納容器内圧力 1.35kg／cm2[gage] 設計値

格納容器鋼壁温度 150℃ 設計値

水素濃度 爆轟に至らないこと。
蓄積、燃焼の影響は圧力・温度
の評価に含む。

エアロゾル濃度（Cs-137総放出
量）

100TBq（ただし、100TBqを十分に下回ることを目
標とする。）

実用発電炉の審査ガイド記載値

損傷炉心物質温度 損傷炉心物質を適切に冷却できること。

安全容器バウンダリの健全性
損傷炉心物質による熱的・機械的負荷によって安
全容器バウンダリが破損しないこと。

（5）炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでにナトリウムの蒸発が生じ、
原子炉冷却材バウンダリが高圧になる場合には、主中間熱交換器及び補助中間
熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止できるこ
と。

原子炉冷却材バウンダリ（1次・
2次境界）の圧力、温度

原子炉冷却材の昇温による熱的・機械的負荷に
よって原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）
が破損しないこと。

PLOHS

格納容器内圧力 1.35kg／cm2[gage] 設計値

格納容器鋼壁温度 150℃ 設計値

水素濃度 爆轟に至らないこと。
蓄積、燃焼の影響は圧力・温度
の評価に含む。

エアロゾル濃度（Cs-137総放出
量）

100TBq（ただし、100TBqを十分に下回ることを目
標とする。）

実用発電炉の審査ガイド記載値

（4）（2）が達成できない事象においては、原子炉容器外に流出した損傷炉心
物質等を安全容器内にて保持・冷却できること。具体的な評価項目として以下
を設定する。
①　安全容器内に流出した損傷炉心物質等を安定に保持・冷却できること。
②　安全容器バウンダリの健全性が維持できること。

LORL

（1）負の反応度フィードバックが卓越し、炉心の発熱と冷却とがバランスし静
定する事象において、炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、
かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的な評価項目は、炉心損
傷防止措置の有効性評価において設定した評価項目を適用する。

（3）燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子
炉容器の上部からナトリウムが格納容器（床上）に噴出する可能性がある場合
において、格納容器の破損を防止できること。具体的な評価項目として以下を
設定する。
①　原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。
②　格納容器（床上）へ噴出するナトリウムの燃焼等に対して、格納容器の健
全性が維持できること。
③　放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるもの
であること。

ULOF
UTOP

（6）炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでに蒸発した冷却材（ナトリウ
ム）が格納容器（床下）に流出する場合において、格納容器の破損を防止でき
ること。具体的な評価項目として以下を設定する。
①　格納容器床下に流出するナトリウムの熱的影響に対して、格納容器の健全
性が維持できること。
②　放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるもの
であること。

LORL
PLOHS

（2）炉心の著しい損傷に至った場合において、放射性物質等（溶融炉心物質を
含む。）（以下「損傷炉心物質」という。）を冷却することで原子炉冷却材バ
ウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に損傷炉心物質を閉じ込めること
ができること。具体的な評価項目として以下を設定する。
①　原子炉容器内で分散し再配置した損傷炉心物質を安定に保持・冷却できる
こと。
②　原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。

事象推移の結果として評価項目に影響を及ぼす物
理量であり、遷移過程等の先行過程の計算コード
の重要現象抽出に用いた指標であるため、判断基
準は不要である。

事象推移の結果として評価項目に影響を及ぼす物
理量であり、遷移過程等の先行過程の計算コード
の重要現象抽出に用いた指標であるため、判断基
準は不要である。

ULOHS
LORL
PLOHS
SBO
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2.2.1 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF）及び過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

評価事故シーケンス ULOF及び UTOPにおける事象の進展を第 2.2.1.1図に示す。 

事象グループ ULOF は、原子炉運転中に炉心流量が減少した際に、何らかの理由（原子炉トリ

ップ信号の発信失敗等）により、制御棒の急速挿入に失敗することによって原子炉停止機能が喪

失し、炉心の著しい損傷に至る事象である。 

本事象グループでは、外部電源喪失時に原子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗

（ULOF（ⅰ））又は原子炉保護系の動作失敗（ULOF（ⅱ）））する、又は 1 ループの１次主循環ポ

ンプ軸固着時に原子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗）する（ULOF（ⅲ））3つの評

価事故シーケンスが選定された。3つの評価事故シーケンスにおいて炉心の著しい損傷に至る事

象推移はほぼ同様であり、抽出する物理現象も同じであるため、ここでは外部電源喪失時に原子

炉トリップ信号の発信失敗に至る評価事故シーケンス ULOF（ⅰ）を対象とする 。 

事象グループ UTOP は、原子炉運転中に過出力となった際に、何らかの理由（原子炉トリップ

信号の発信失敗等）により、制御棒の急速挿入に失敗することによって原子炉停止機能が喪失し、

炉心の著しい損傷に至る事象である。 

本事象グループでは、出力運転中の制御棒の異常な引抜き時に原子炉停止に失敗（原子炉トリ

ップ信号の発信失敗（UTOP（ⅰ））又は原子炉保護系の動作失敗（UTOP（ⅱ）））する 2 つの評価

事故シーケンスが選定された。2つの評価事故シーケンスにおいて炉心の著しい損傷に至る事象

推移はほぼ同様であり、抽出する物理現象も同じであるため、ここでは、前者の評価事故シーケ

ンス UTOP（ⅰ）を対象とする 。 

ULOF（ⅰ）及び UTOP（ⅰ）の評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置の有効性評価

においては、事象の進展が複雑となるため、事故シーケンス全体をいくつかの過程に分けて解析

を行う。 

事故の開始からラッパ管内で炉心燃料が溶融するまでの過程を起因過程、その後、ラッパ管の

溶融から炉心溶融が全炉心規模に進展する過程を遷移過程と呼び、炉心物質の温度と配位の変化

によって生じる反応度と出力の変動を解析する。 

起因過程又は遷移過程において即発臨界超過により大きなエネルギー放出がある場合には、機

械的応答過程において機械的エネルギーの発生、原子炉容器の構造応答及び回転プラグの応答と

ナトリウム噴出を解析する。格納容器（床上）にナトリウムが噴出する場合には、格納容器応答

過程において噴出ナトリウムに対する格納容器の応答を解析する。 

再配置・冷却過程においては、機械的エネルギーの発生の有無にかかわらず、溶融炉心物質の

移行・再配置とその後の長期冷却を解析する。 

 

2.2.1.1 起因過程 

2.2.1.1.1 事象の推移と評価指標 

（1）外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（ULOF（ⅰ）） 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で外部電源が喪失し、

2ループの１次主循環ポンプの主電動機が同時に停止した後、電源喪失による原子炉トリッ

プ信号の発信に失敗する。 

本評価事故シーケンスに対しては「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信
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号として整備し、炉心の著しい損傷を防止することとしているが、この機能の喪失も仮定す

ると、十分に原子炉出力が低下しないことから、炉心部での冷却材の沸騰が生じ、炉心の著

しい損傷に至る。 

本事象の典型的な事象進展について、事象進展チャートを第 2.2.1.2図に示す。 

実際の炉内の現象は、各物理現象が並列的に進展していくが、本図では各物理現象の因果

関係に着目して典型的な事象進展を時系列的に示している。 

格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するための評価項目としては、原子炉冷

却材バウンダリの健全性や格納容器の健全性の維持が挙げられる。これらの評価項目に影響

を及ぼすパラメータを評価指標として設定する。 

起因過程解析においては、反応度変化、即発臨界超過の有無及び放出熱エネルギー（それ

を代表する指標である炉心平均燃料温度）が起因過程の各現象に大きな影響を与え、事象進

展を支配する重要なパラメータである。ここで、炉心平均燃料温度は、反応度変化や即発臨

界超過によって生じる熱エネルギー放出の結果として得られ、評価項目に関わる重要なパラ

メータである機械的エネルギーの発生量に直接影響を及ぼすとともに、各物質の流動性や圧

力等の起因過程の炉心の状況を直接表す指標である。 

このため、評価指標は、炉心平均燃料温度とする。ここで炉心平均燃料温度は、全炉心領

域のある時点における燃料の平均温度である。 

 

（2）出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（UTOP

（ⅰ）） 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で制御棒の連続的な引

抜きが生じ、原子炉の出力が上昇した状態で、「中性子束高（出力領域）」による原子炉トリ

ップ信号の発信に失敗する。 

制御棒の連続的な引抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備すると

ともに、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著し

い損傷を防止することとしているが、この機能の喪失も仮定すると、原子炉の出力が上昇し、

炉心の著しい損傷に至る。 

本事象の典型的な事象進展について、事象進展チャートを第 2.2.1.3図に示す。 

実際の炉内の現象は、各物理現象が並列的に進展していくが、本図では典型的な事象進展

について時系列的に示している。評価指標は、ULOFと同様に炉心平均燃料温度とする。 

 

2.2.1.1.2 物理現象の抽出 

第 2.2.1.2 図及び第 2.2.1.3 図に示した事象進展チャートに抽出された物理現象のうち、「常

陽」の格納容器破損防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出する。 

 

（1）燃料定常照射挙動 

本物理現象は、過渡事象が生じる前までの燃料要素の照射（炉心の運転）に関する燃料要

素内の各種挙動を指す。 

主な現象としては、燃料の再組織化に伴う燃料密度の変化、FPガスの生成と移動、燃料及
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び被覆管の幾何形状変化と熱的条件の推移が見られる。これらの現象により形成された燃料

要素の条件（熱、幾何形状、物質配位）が過渡事象での初期条件を与えることになるため、

本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

 

（2）原子炉出力及び反応度フィードバック挙動 

本物理現象は、事象進展に伴う炉心内の反応度変化（燃料ドップラ反応度、燃料及び構造

材（スティール）の密度反応度（軸伸び反応度）、冷却材密度及びナトリウムボイド反応度、

燃料及び構造材（スティール）の移動反応度）により原子炉の出力の変動が生じる現象であ

る。なお、起因過程は、事故の開始からラッパ管内で炉心燃料が溶融するまでの範囲を対象

としているため、事象進展に影響を及ぼす構造材に係る反応度は、被覆管に関する反応度で

ある。 

燃料ドップラ反応度は、燃料の昇温により共鳴吸収の確率が上昇することによって生じる

反応度変化である。 

燃料の密度反応度は、燃料が昇温により軸方向に膨張し、反応度価値の高い軸方向中心付

近の密度の減少と反応度価値の低い軸方向端部への燃料の移動によって生じる反応度変化

である。 

被覆管の密度反応度は、被覆管が昇温により軸方向に膨張し、密度が減少することにより

その部分での中性子吸収が減少することによって生じる反応度変化である。 

冷却材密度及びナトリウムボイド反応度は、冷却材の昇温による密度変化や沸騰によるボ

イドの発生により、炉心中心部では、主にナトリウムによる中性子減速が抑制されることに

よって反応度が増加し、炉心上下端部及び炉心外周部では、主に中性子漏えいの効果によっ

て反応度が減少するものである。特に「常陽」のように小型の高速炉では、後者の効果が大

きく、冷却材の昇温や沸騰は、おおむね反応度の減少を引き起こす。 

燃料の移動反応度は、燃料が溶融又は冷却材流路に放出され、反応度価値の異なる領域に

燃料が移動することによって生じる反応度変化である。 

被覆管の移動反応度は、炉心中心部の被覆管が溶融、移動し、密度が減少することにより

その部分での中性子吸収が減少することによって反応度が増加するものである。 

起因過程においては、これらの反応度フィードバック挙動による原子炉出力変化が事象進

展を支配するため、本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

 

（3）制御棒引抜き挙動 

本物理現象は、何らかの原因で制御棒が連続的に引き抜かれるという現象である。 

ULOFにおいて、本物理現象は、制御棒の挿入や引抜きがないため生じない。 

UTOPでは、異常事象として制御棒の引抜きを想定しており、制御棒の引抜きにより生じる

反応度の増加が、その後の事象進展に大きく影響するため、本物理現象は、評価指標に大き

く影響する。 

 

（4）局所的な出力分布の歪み 

本物理現象は、制御棒の引抜き等により炉心内の中性子束分布に歪みが生じ、それに伴い

[2161]



 

53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.2-35 

 

出力分布についても局所的な歪みが生じる現象である。 

ULOFにおいて、本物理現象は、制御棒の挿入や引抜きがないため、生じない。 

UTOPでは、異常事象として制御棒の引抜きを想定しているが、一般に、高速炉における中

性子の平均自由行程は、軽水炉に比べて大きく、制御棒の引抜きといった局所的な変動に対

して、中性子束の空間的な分布の変動は小さい。また、小型炉心の「常陽」では、この効果

は極めて小さい。このため、異常事象に起因する原子炉出力の変動に比べれば局所的な出力

の変動は小さく、本物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（5）１次系冷却材流量減少挙動（流量減少カーブ） 

本物理現象は、外部電源喪失等により主電動機によるポンプ機能が喪失し、１次系冷却材

流量が減少する現象である。 

ULOF では、1 次系冷却材流量の減少挙動によって破損時刻が変わるため、本物理現象は、

評価指標に大きく影響する。 

UTOPにおいて、本物理現象は、ポンプ機能の喪失が生じないと想定しているため、生じな

い。 

 

（6）冷却材熱流動挙動 

本物理現象は、冷却材流路中での冷却材の熱的挙動と流動挙動を指す。 

熱的挙動は、被覆管や構造材からの熱伝達、相変化及びナトリウムの流動による熱輸送等

から影響を受ける。また、流動挙動は、ナトリウムの粘性、流路壁（被覆管、構造材）との

摩擦、流路面積の変化、相変化、１次熱輸送系のポンプヘッド及び自然循環力等から影響を

受ける。 

ULOFでは、主電動機によるポンプ機能の喪失により冷却材流量の減少が生じているため、

冷却材の昇温による冷却材の密度変化によって反応度変化が生じ、事象進展に大きな影響を

与える。加えて、本物理現象は、その後の冷却材の沸騰挙動にも影響するため、評価指標に

大きく影響する。 

UTOPでは、ポンプの定格運転が継続されているため、冷却材温度の変動は小さく、大きな

反応度変化が生じないため、本物理現象による評価指標への影響は ULOFに比べ小さい。 

 

（7）燃料要素の熱的挙動 

本物理現象は、燃料要素の溶融を含む熱的な挙動を指す。 

UTOPでは、原子炉出力の上昇によって燃料が昇温し、共鳴吸収の確率が上昇することによ

って反応度が減少する（ドップラ効果）。この現象は、燃料の昇温に伴い反応度を減少させ

る方向に働くため、事象進展の緩和に重要な役割を担っている。また、燃料が溶融すると、

径方向中心部に溶融キャビティ（空洞）を形成するが、この溶融キャビティの圧力（キャビ

ティ圧）は、燃料ペレットや被覆管への負荷要因の一つであり、燃料の破損挙動に大きく影

響する。このため、UTOPにおいて、本物理現象は、評価指標への影響が大きい現象である。 

ULOFでは、冷却材流量の減少によって冷却材が昇温し、冷却材密度及びナトリウムボイド

反応度による反応度の減少で燃料が降温する。この場合、ドップラ効果は、反応度を増加さ
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せる方向に働くが、冷却材の昇温による反応度変化に比べるとその変化量は小さい。一方、

上述のとおり、燃料溶融によるキャビティ圧の増加は、燃料の破損挙動に大きく影響するも

のであり、本物理現象は、評価指標への影響が大きい現象である。 

 

（8）燃料要素の機械的挙動 

本物理現象は、燃料及び被覆管の昇温や応力の変化に応じた燃料要素の膨張や変形を指す。 

UTOP では、原子炉の出力の上昇によって燃料が昇温、膨張する。燃料の軸方向への膨張

は、反応度価値の高い軸方向中心位置の密度の減少につながるため、反応度が減少する。こ

の反応度変化は、ドップラ効果による反応度変化と同様に出力上昇速度を減少させる方向に

働くため、事象進展の緩和に重要な役割を担っている。また、燃料要素の変形挙動は、熱的

な挙動と密接に関連しており、例えば、燃料要素の変形によって燃料と被覆管の間のギャッ

プが閉じると、ギャップ熱伝達率が増加するため、燃料要素に係る熱的な挙動にも影響する。

このため、本物理現象は、ULOF及び UTOPともに評価指標に大きく影響する現象である。 

 

（9）冷却材沸騰挙動 

本物理現象は、冷却材流量の減少や原子炉の出力の上昇等によって冷却材の昇温が生じ、

部分的又は広範な沸騰（ボイド化）に至る現象である。 

冷却材のボイド化は、中性子のナトリウムへの吸収量及び炉心部からの漏えい量に寄与し、

反応度変化につながる。 

ULOFでは、主電動機によるポンプ機能の喪失により冷却材流量の減少が生じているため、

沸騰が生じやすく、投入される反応度の大きさという点でも他の反応度要因に比べて大きい。

このため、本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

UTOPでは、ポンプの定格運転が継続されているため、冷却材温度の変動は小さく、冷却材

の沸騰に至り難い。このため、本物理現象による評価指標への影響は ULOFに比べ小さい。 

 

（10）プレナムガスブローアウト 

本物理現象は、被覆管の昇温による強度の低下に伴い被覆管が破損し、破損位置からプレ

ナムガスが冷却材流路内へ放出される現象である。 

プレナムガスは、燃料と被覆管の間のギャップを通じて破損口から冷却材流路内へ放出さ

れ、放出される位置は、被覆管の強度（被覆管の温度）に依存する。プレナムガスブローア

ウトが生じると、冷却材流路のボイド領域が拡大し、反応度変化が生じることになるが、そ

もそも被覆管の破損は、冷却材のボイド領域が既に拡大した被覆管温度の高い条件で発生す

るため、ナトリウムボイド反応度への影響は小さい。このため、本物理現象による評価指標

への影響は小さい。 

 

（11）被覆管の溶融と移動挙動 

本物理現象は、冷却材の沸騰及びドライアウトにより被覆管からの除熱が低下した状態で

被覆管が昇温、溶融し、溶融した被覆材がナトリウム蒸気流からの摩擦又は溶融被覆管の自

重により移動する現象である。 
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被覆管が移動し、密度が減少すると、その部分での中性子吸収が減少するため、正の反応

度が投入される。 

ULOFでは、ポンプ機能の喪失により冷却材流量の減少が生じているため、冷却材がドライ

アウトすると比較的短時間に被覆管溶融に至る。加えて、負のナトリウムボイド反応度によ

り事象進展が緩慢である場合には、下記（12）の燃料の破損に至るまでに十分な時間があり、

被覆管の移動による反応度変化が事象進展に与える影響が相対的に増加する。このため、本

物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

UTOPでは、被覆管は十分に冷却されており、被覆管の溶融に至る前に燃料の破損に至るた

め、本物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（12）燃料の破損挙動 

本物理現象は、燃料の溶融等によって燃料要素が燃料を保持することができなくなり、冷

却材流路内に燃料が放出される現象である。 

炉心燃料集合体の広い範囲で冷却材の沸騰が生じた場合には、被覆管は昇温して強度を喪

失する。燃料ペレットも昇温により中心部は溶融し、周辺部は膨張して強度が低下すること

により、形状を保てなくなる。この場合、被覆管も燃料ペレットともに強度を喪失している

ため、燃料要素は、まとめて崩壊するような形で冷却材流路内に放出される（以下「燃料崩

壊」という。）。冷却材が未沸騰であるか又は部分的に沸騰している場合、被覆管は十分に冷

却され、強度が保持されている。この場合、燃料ペレットが溶融し燃料要素内のキャビティ

圧が上昇すると、この圧力による負荷が被覆管にき裂（破損口）を生じさせ、溶融燃料は、

冷却材流路に放出される（燃料要素破損）。 

燃料破損の時刻及び破損位置は、破損後の冷却材流路内での物質挙動及びこれに伴う反応

度変化に大きく影響するため、本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

 

（13）燃料の軸方向移動挙動 

本物理現象は、燃料の崩壊に伴い冷却材流路内に拡がった燃料又は溶融キャビティから冷

却材流路に放出された燃料が軸方向に移動していく挙動である。 

本物理現象は、主にナトリウム蒸気と FP ガスにより駆動されるが、燃料が高温になれば

スティール蒸気や燃料蒸気も効くこととなる。冷却材流路内での燃料の移動については、冷

却材流路内の流動の状態と他の物質との運動量交換によって決定される。燃料の軸方向の移

動が生じると、多くの場合、反応度価値の低い軸方向上下端部に向かって燃料が移動するこ

とになるため、反応度が減少する。 

UTOPでは、制御棒の引き抜きによって反応度が増加していくため、燃料の軸方向移動によ

る反応度の減少量が十分に大きければ、事象は収束に向かうが、反応度の減少量が小さい場

合には、原子炉の出力が上昇し、炉心の損傷が拡大し得る。また、UTOPでは、冷却材が未沸

騰のまま燃料破損が生じ、下記（16）の燃料－冷却材相互作用に伴い急速にナトリウム蒸気

が発生するため、燃料は大きく移動し得る。反応度変化の大きさという点でも他の反応度要

因に比べて大きく、本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

ULOFでは、負のナトリウムボイド反応度により反応度が大きく減少しているため、燃料の

[2164]



 

53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.2-38 

 

軸方向移動による反応度は、炉心の損傷拡大に大きく影響しない。このため、本物理現象に

よる評価指標への影響は大きくない。 

 

（14）スティールの軸方向移動挙動 

本物理現象は、燃料崩壊に伴い、冷却材流路内に移行したスティールが軸方向に移動して

いく挙動である。 

冷却材流路内でのスティール移動の駆動力は、燃料と同じであるため、おおむね燃料と同

様に移動するが、反応度変化の大きさは、燃料の移動に比べて小さい。このため、本物理現

象による評価指標への影響は小さい。 

 

（15）燃料スタブの移動挙動 

本物理現象は、燃料要素の炉心軸方向中心領域で燃料崩壊が生じた場合に、燃料崩壊位置

よりも上部（又は下部）の未崩壊燃料（以下「燃料スタブ」という。）が燃料崩壊領域に落下

（又は上昇）する現象である。 

「常陽」のように上部ガスプレナムを設置している場合には、プレナムガス圧と重力が燃

料スタブ移動の駆動力となり、燃料スタブを保持する被覆管の拘束強度の低下（被覆管の昇

温）とともに本物理現象が発生する。燃料スタブは、この駆動力を受けて移動し、被覆管と

の摩擦や、燃料スタブの移動先に堆積している燃料との相互作用等によって停止する。燃料

スタブの移動が生じると反応度価値の高い軸方向中心部に燃料が移動することになるため、

反応度が上昇する。 

一方、上記（10）のとおり、被覆管の昇温は、プレナムガスブローアウトを引き起こし、

駆動力であるプレナムガスを減少させ、燃料スタブの移動が起こり難くなる。実験的知見と

して、CABRI炉内試験の結果より、上部の燃料スタブの落下は、沸騰が発生又は拡大する前

に出力パルスを印加した限られた条件下の試験でのみ観測された現象である。 

「常陽」における ULOF のように、負のナトリウムボイド反応度により緩慢な事象進展と

なり、冷却材の沸騰が拡大した後に燃料破損に至る条件では、生じ難い物理現象である。加

えて、「常陽」における ULOF 及び UTOP では、ともに負のナトリウムボイド反応度によって

緩慢な事象進展となるため、燃料スタブの移動先に堆積している燃料は、固体粒子を含む低

温状態にあり、大きな抵抗となる。これにより燃料スタブの移動は、制限されると考えられ

る。このため、本物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（16）燃料－冷却材相互作用（以下「FCI」という。）挙動 

本物理現象は、主に冷却材が未沸騰又は部分的に沸騰した燃料集合体で燃料破損が生じた

際に、冷却材が高温の燃料と直接熱交換することで蒸気圧力が発生し、急速にボイド化が進

む現象である。 

「常陽」の炉心で冷却材がボイド化すると、主にナトリウムによる中性子漏えいの効果が

大きくなり、反応度が減少する。 

一方、上述（13）の燃料の軸方向移動挙動で述べたとおり、急速なナトリウム蒸気の発生

は、燃料を大きく移動させる。このため、UTOPにおいて、本物理現象は、評価指標に大きく
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影響する。 

ULOFでは、ポンプ機能の喪失により冷却材流量が減少し、沸騰が拡大してから燃料破損に

至るため、本物理現象は生じ難い。このため、本物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（17）燃料－構造材熱伝達挙動 

本物理現象は、冷却材流路中に放出された燃料等の高温物質からの熱伝達によりラッパ管

（構造材）が昇温する現象である。 

燃料の破損後の冷却材流路では、燃料、スティール、ナトリウム及び FP ガスが様々な形

態（固体、液相、気相）で熱的、流体的に作用し合っている。ラッパ管も冷却材流路中に放

出された燃料等の高温物質と熱伝達をすることで昇温し、十分な冷却がなされない場合には、

溶融、破損に至る。ラッパ管が溶融、破損した場合には、隣接集合体にもその影響が生じる

可能性がある。ただし、起因過程は、事故の開始からラッパ管内で炉心燃料が溶融するまで

の範囲を対象としているため、起因過程の事象進展への影響としては小さい。このため、本

物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（18）燃料及びスティールの固化挙動 

本物理現象は、冷却材流路中に放出された溶融燃料及び溶融スティールが冷却材及び構造

材等と熱伝達を行うことによって再固化し、冷却材流路中に堆積する現象である。 

流路中に堆積物が存在すると流路中の物質の流れが滞ることとなり、燃料の軸方向移動に

よる反応度の減少が抑制される可能性がある。ただし、固化挙動が顕著になる領域は、上部

反射体等の比較的低温な領域であり、影響は限定的である。このため、本物理現象による評

価指標への影響は小さい。 

 

2.2.1.2 遷移過程 

2.2.1.2.1 事象の推移と評価指標 

ラッパ管の溶融から炉心溶融が全炉心規模に進展する遷移過程では、燃料の損傷が集合体内に

とどまる起因過程とは異なり、冷却材の流動条件の違いが事象推移に及ぼす影響は相対的に小さ

くなる。このため、ULOF及び UTOPに関する有効性評価において、解析モデルとして具備する必

要がある事象推移に影響を及ぼす物理現象は共通のものとなる。遷移過程では、第 2.2.1.4図の

ように事象が推移する。 

遷移過程において、大規模な燃料凝集による正の反応度挿入が卓越する場合には、即発臨界超

過に至り、いわゆる出力逸走によって急激に熱エネルギーが放出される可能性がある。ごく短時

間の出力逸走の結果、炉心燃料は、ほぼ断熱的に加熱されるため、放出される熱エネルギーの大

きさは、結果として炉心全体での燃料温度の上昇ととらえることができる。このため、即発臨界

超過による熱エネルギー放出の大きさを代表し、後続の機械的応答過程で解析する機械的エネル

ギー発生のポテンシャルを表すとともに、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータとなる炉心

平均燃料温度を評価指標として用いる。 

熱的な影響については、遷移過程の解析結果を基に後続の再配置・冷却過程の解析に必要な炉

心物質の分布や状態が決定される。遷移過程の事象推移の中で溶融した炉心燃料の一部は、制御
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棒下部案内管、炉心側面の反射体及び遮へい集合体ギャップ等を通じて炉心の外に流出する。炉

心からの燃料流出量は、炉心残留燃料による即発臨界超過のポテンシャルを左右する重要なパラ

メータであるとともに、後続の再配置・冷却過程の解析条件を決定する上でも重要な評価指標で

ある。なお、炉心平均燃料温度は、燃料流出の駆動力に係る評価指標でもある。 

 

2.2.1.2.2 物理現象の抽出 

起因過程の終状態において、破損した燃料集合体に隣接する集合体は、破損した燃料集合体か

ら熱負荷を受ける。 

「常陽」においては、ナトリウムボイド反応度が負であること、及び起因過程の終状態では損

傷集合体を除いて冷却材が残存しているため、隣接する集合体の冷却材が沸騰して損傷が進展す

る際にも負のボイド反応度が挿入される（ボイド領域の拡大）。 

一方で、損傷した燃料が重力により密に凝集すれば正の反応度が挿入される。負のボイド反応

度の影響により、時間の経過とともに炉心出力は低下を続けるが、一方で崩壊熱や溶融被覆管・

ラッパ管からの熱伝達により燃料集合体の損傷が徐々に拡大する可能性がある（燃料要素の溶

融・破損、燃料要素の昇温及び溶融・破損に伴う FPガスの放出、構造壁の溶融・破損）。損傷領

域が拡大し、冷却材のボイド化に伴う負の反応度を超えるほどの損傷燃料の凝集に伴う正の反応

度が挿入された場合、核出力の上昇に伴う発熱の増加によって残りの燃料要素の破損が進展し、

最終的に全炉心規模の損傷に至る可能性がある。 

広域で損傷した固体状の燃料が重力沈降して炉心下部に堆積することで反応度が即発臨界を

超過する可能性がある。この結果、炉心領域では、全炉心規模の炉心溶融プールが形成される。

全炉心プールでは大規模な燃料凝集運動（スロッシング）により、即発臨界超過の結果、大きな

エネルギー放出に至る可能性がある。炉心溶融プールが形成された場合、炉心からの燃料流出に

よる負の反応度が挿入されるが、一方で溶融燃料が炉心周辺部に残留する冷却材と接触した際の

FCIにより径方向の燃料凝集が生じて正の反応度が挿入される可能性もある。炉心からの燃料流

出による負の反応度効果が卓越して深い未臨界状態に至れば、遷移過程の事象推移は核的に収束

する。以上の炉心損傷領域拡大の過程において、制御棒案内管に流入した炉心物質によって制御

棒が溶融・破損して炉心に落下（制御材の炉心への混入）すると負の反応度が挿入される。 

上記で抽出した物理現象について、第 2.2.1.4図に示した遷移過程の事象推移に影響を及ぼす

可能性のある物理現象を対象に評価指標への影響を検討した結果を以下に示す。 

 

（1）損傷炉心の核的挙動 

本物理現象では、時間的に変化する物質分布に基づいて、反応度及び原子炉出力が動的に

変化する。 

本物理現象は、炉心平均燃料温度を決定する重要な現象であり、評価指標への影響は大き

い。 

 

（2）ボイド領域の拡大 

本物理現象は、冷却材沸騰領域の拡大に伴いナトリウムボイド反応度が挿入されるととも

に、冷却材としての機能を失うことによって炉心損傷の進展の早さに係る現象である。 
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ただし、大規模な燃料凝集を引き起こすような炉心溶融プールが形成される際には、炉心

内の冷却材は、ほぼすべてボイド化していることから、燃料凝集に対して直接的な影響はな

い。また、「常陽」のように小型の高速炉において、冷却材の密度反応度は、炉心中心部を

除いて負であるため、冷却材の沸騰は、反応度の減少を引き起こす。このため、本物理現象

による評価指標への影響は小さい。 

 

（3）燃料要素の溶融・破損 

本物理現象は、燃料ペレットの溶融割合及び被覆管による支持力の有無に伴う燃料要素の

破損挙動を指し、炉心損傷の進展の早さに係る現象である。 

ただし、燃料挙動を直接駆動することはないため、本物理現象は、燃料の大規模な凝集を

引き起こす現象ではない。このため、本物理現象による評価指標への影響は小さい。 

 

（4）FPガス放出による燃料凝集 

本物理現象は、燃料要素の破損時に放出された FP ガスによって燃料が凝集する現象であ

る。 

炉心溶融プールの拡大時に、炉心上下端で閉塞を起こした燃料集合体内に充満した FP ガ

ス又は急激な燃料要素の昇温に伴い炉心内に大量の FP ガスが放出されるような場合には、

燃料の大規模凝集を引き起こす可能性があるが、負のナトリウムボイド反応度を持つ「常陽」

においては、燃料要素の昇温が緩やかであるため、燃料集合体上部・下部の閉塞形成までに

FPガスは、すでに炉心領域から流出していると考えられる。このため、評価指標に与える影

響は小さい。 

 

（5）構造壁の溶融・破損 

本物理現象は、燃料集合体及び制御棒下部案内管の管壁が高温炉心物質からの熱輸送によ

り溶融破損する現象であり、損傷炉心領域の拡大を引き起こす。 

損傷炉心領域の拡大は、燃料凝集の規模、制御棒下部案内管の管壁の溶融破損、燃料流出

のタイミング及び FCI発生に係る挙動であり、燃料凝集と燃料流出に大きく影響する。この

ため、本物理現象は評価指標に大きく影響する。 

 

（6）FCI 

本物理現象は、損傷炉心拡大時に制御棒下部案内管や反射体の構造材の破損又は炉心下

部・上部からの冷却材の流入により、冷却材が高温の炉心物質と直接熱交換することによっ

て、冷却材の蒸気圧力が発生する現象である。 

本物理現象は、燃料スロッシングを引き起こす可能性があり、その発生圧力によって、燃

料凝集量及びそれに伴う反応度変化が左右され、その結果、炉心平均燃料温度に影響を及ぼ

す。このため、本物理現象は、評価指標に大きく影響する。 

 

（7）燃料スロッシング 

本物理現象は、炉心溶融プールで生じた蒸気圧による駆動力を起因として発生する炉心溶
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融プールのスロッシング現象である。 

本物理現象により燃料の凝集規模とそれに伴う反応度変化が決まる。このため、本物理現

象は、評価指標に大きく影響する。 

 

（8）燃料流出 

本物理現象は、燃料集合体上・下部の燃料要素束流路、炉心側面の反射体・遮へい集合体

ギャップ及び制御棒下部案内管を通した炉心からの燃料流出挙動である。 

燃料流出について、燃料要素束流路へは、燃料が溶融した状態において炉心内圧力が高ま

った場合、反射体・遮へい集合体ギャップへは、溶融燃料が炉心側面に達した場合、制御棒

下部案内管へは、管壁破損時に周辺の燃料が溶融状態であり、かつ、閉塞が形成されない場

合に流出可能である。本物理現象は、炉心からの燃料流出量に直接影響するため、大規模な

燃料凝集発生前に流出する場合は燃料凝集量とそれに伴う反応度変化を左右し、評価指標に

も大きく影響する。 

 

（9）制御材の炉心への混入 

本物理現象は、制御棒下部案内管に流入した炉心物質によって制御棒が溶融・破損して炉

心に落下する現象である。 

本現象によって負の反応度が挿入される。大規模な燃料凝集発生前に流出する場合は燃料

凝集に伴う反応度変化を左右し、評価指標に大きく影響する。 

 

2.2.1.3 機械的応答過程 

2.2.1.3.1 事象の推移と評価指標 

機械的応答過程では、機械的エネルギーの発生とその影響を解析する。本過程の解析は、機械

的エネルギーの解析、原子炉容器の構造応答解析及びナトリウム噴出量の解析を組み合わせるこ

とにより行う。 

機械的応答過程の事象の流れを第 2.2.1.5図に示す。 

遷移過程において、大規模な燃料凝集による正の反応度挿入が卓越して即発臨界超過に至り、

出力逸走によって急激に熱的エネルギーが放出された場合に、高温高圧となった炉心物質は炉心

の上部にある燃料要素束流路を通して上部プレナムに放出される。この過程で上部プレナム内に

あるナトリウムは上方に加速され熱エネルギーが機械的エネルギーに変換されるとともに、カバ

ーガスは圧縮されて原子炉容器内の圧力が上昇する。 

原子炉容器は、この過程で発生する圧力の過渡変化によって、機械的に変形し、また、原子炉

容器上部の回転プラグの間隙を通して格納容器（床上）にナトリウムが噴出する可能性がある。 

このように、即発臨界超過による原子炉容器の機械的な応答及びナトリウムの噴出量に影響を

及ぼし、評価項目に直接関わる代表的かつ重要なパラメータである機械的エネルギーの評価指標

となる。 

2.2.1.3.2 物理現象の抽出 

先行の遷移過程において、出力逸走によって高温高圧となった炉心では、出力分布に対応して

温度と圧力の分布が発生し、相対的に圧力の高い領域の燃料が炉心内で膨張して低圧の領域の燃
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料と混合して炉心内で圧力と温度が平坦化する（炉心圧力の平坦化）。これと並行して、出力逸

走によって高温となった溶融燃料から炉心内の溶融スティールへの熱移行が発生する（燃料から

スティールへの熱移行）。その後、炉心内の圧力によって、炉心物質は、炉心上方にある反射体

及びガスプレナムの他、制御棒下部案内管等の構造（炉心上部構造）を通して上部プレナムへ移

動する。この段階では、炉心物質から低温の炉心上部構造への伝熱と凝縮による熱損失及び炉心

上部構造を通過する際の流動抵抗が発生（炉心上部構造による熱及び圧力損失）する。炉心物質

からの伝熱により炉心上部構造の一部は、溶融・破損して炉心物質に混入する（炉心上部構造材

の溶融と炉心物質への混入）。上部プレナムの底部に達した炉心物質は、ナトリウムと FCI を起

こす。FCIによって発生したナトリウム蒸気は、上部プレナムのナトリウムプールの底部に蒸気

泡を形成し、その界面で凝縮する一方で、上部プレナム内のナトリウムを上方に加速（蒸気泡の

成長）して炉心物質の熱エネルギーが機械的エネルギーに変換されるとともに、カバーガスを圧

縮することで原子炉容器内の圧力を上昇させる。 

FCIの圧力とカバーガスの圧力及び上部プレナム内のナトリウム流動の動圧により原子炉容器

は、機械的な負荷を受ける（流体圧力による原子炉容器変形）。 

カバーガスの圧力によって原子炉容器上部の回転プラグの固定ボルトが変形し（回転プラグ固

定ボルトの変形）、ナトリウムが回転プラグの間隙を通して格納容器（床上）に噴出する（プラ

グ間隙内のナトリウム流動）。 

 

2.2.1.4 再配置・冷却過程 

2.2.1.4.1 事象推移と評価指標 

ULOF では、起因過程及び遷移過程を経て事故が核的に収束（反応度が再び正にもどることの

ない、深い未臨界状態に移行）した後も損傷した炉心燃料の崩壊熱による発熱によって事故は更

に進展する。原子炉容器内での損傷炉心物質の再配置挙動には、崩壊熱による残留炉心物質の溶

融と流出挙動に依存して大きな変動幅がある。このため、事象推移に関しては、基本となるシナ

リオを想定した上で、先行する遷移過程における熱エネルギーの放出状況及び残留炉心物質の溶

融と炉心からの流出挙動（炉心物質の量及び形態）の考え得る変動幅から長時間の再配置挙動を

検討し、想定される最終的な再配置場所での炉心物質の量及び形態に基づいて冷却挙動の解析を

行うこととする。 

事故が機械的エネルギーの発生を伴うことなく緩慢に推移する場合（エネルギー放出が小さい

場合）の典型的な事象進展を第 2.2.1.6図に示す。遷移過程において炉心から溶融燃料の一部が

周囲の反射体・遮へい集合体のラッパ管間ギャップに移行し、炉心部での核反応が停止すると遷

移過程の終状態となる。溶融炉心物質（燃料及びスティール）の一部は、炉心部から周囲の反射

体・遮へい集合体のラッパ管間ギャップに移行して固化しているものとする。残りの残留炉心物

質は、炉心部で崩壊熱によって徐々に再溶融する。溶融した残留炉心物質の一部は、炉心内に存

在する制御棒駆動機構下部案内管及び後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管を通じて下部プレ

ナムへ流出し、冷却材中で固化・微粒化して原子炉容器底部に粒子状のデブリベッドとして堆積

するものとする。下部プレナムに移行した燃料を除く残りの燃料は炉心部に残留する。 

即発臨界超過によって機械的エネルギーの発生に至る場合（大きなエネルギー放出を伴う場合）

の典型的な事象進展を第 2.2.1.7図に示す。大きなエネルギー放出が生じた場合には、炉心全体
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が短時間に溶融するとともに圧力上昇により相当量の溶融燃料が上部プレナムに放出・移行され、

冷却材によって固化・微粒化した後、炉心支持台上面（炉心構造物を支持する水平部）及び材料

照射ラック底部に粒子状のデブリベッドとして堆積する。 

原子炉容器内での損傷炉心物質の再配置場所と形状としては、エネルギー放出が小さい場合に

は、原子炉容器底部に堆積した粒子状のデブリベッド並びに炉心部及びその周辺に残留した炉心

物質が、また、大きなエネルギー放出を伴う場合には、炉心支持台上面（炉心構造物を支持する

水平部）及び材料照射ラック底部に堆積した粒子状のデブリベッドが解析対象となる。 

2.2節に記載した評価項目（2）のうち①原子炉容器内での損傷炉心物質の保持・冷却及び②原

子炉冷却材バウンダリの健全性に対応する損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度を

評価指標とする。 

なお、UTOP では、ULOF よりも多くの１次冷却材流量が確保され、損傷炉心物質の冷却がより

促進されることから、UTOPの再配置・冷却過程の評価は ULOFの評価に包絡される。 

 

2.2.1.4.2 物理現象の抽出 

第 2.2.1.6 図及び第 2.2.1.7 図に示した事象推移と物理現象のうち、「常陽」の格納容器破損

防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出する。 

 

（1）ギャップ浸入燃料の発熱 

本物理現象は、遷移過程中に炉心から周囲の反射体及び遮へい集合体のラッパ管間ギャッ

プに移行して固化した燃料が、再配置・冷却過程において崩壊熱により発熱する現象である。

ULOF において燃料は、ラッパ管間ギャップに広範囲に分散され発熱密度が低くなることか

ら、本物理現象の評価指標（冷却材温度）に対する影響は、炉心に残留した燃料やデブリベ

ッドと比較して小さいが、その影響を無視することはできない。 

 

（2）残留炉心物質の発熱 

本物理現象は、炉心に残留した燃料が崩壊熱によって発熱する現象である。ULOFでは、炉

心部という限られた空間に燃料が集中しており発熱密度が高くなることから、本物理現象は、

評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）に大きく影響する。 

 

（3）残留炉心物質から周辺への伝熱 

本物理現象には、残留炉心物質の固体燃料粒子と溶融スティールが混合した領域（以下「混

合層」という。）、燃料がクラスト状態で存在する領域及び上部及び下部炉心構造の間の鉛直

方向の熱移行で熱伝導並びに残留炉心物質から径方向周辺への熱伝導及び対流による熱移

行が含まれる。残留炉心物質の昇温挙動や燃料再溶融に大きく影響することから、本物理現

象は、評価指標（損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度）への影響が大きい。 

（4）燃料再溶融 

本物理現象は、炉心部に残留した燃料が崩壊熱によって徐々に加熱され再溶融する現象で

ある。下部プレナムに移行して原子炉容器底部にデブリベッドとして堆積する燃料の量に大

きく影響する。燃料量の増加は発熱量の増加をもたらし、デブリベッドの冷却性に大きく影
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響するため、本物理現象は、評価指標（損傷炉心物質温度及び原子炉容器温度）への影響が

大きい。 

 

（5）上部及び下部炉心構造の溶融と炉心物質への混入 

本物理現象では、炉心物質からの伝熱により上部及び下部炉心構造の一部が溶融・破損し

て炉心物質に混入する。構造材の混入によって、残留炉心物質の温度が低下するとともに残

留炉心物質内の溶融スティールの体積割合が増加することから、残留炉心物質の昇温挙動に

大きく影響する。これは燃料再溶融（(4)項参照）へも影響を及ぼすことから、本物理現象

は、評価指標（損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度）への影響が大きい。 

 

（6）物質再分布 

本物理現象は、残留炉心物質の混合層において燃料が崩壊熱により溶融すると、溶融燃料

は密度が高いため下側に沈降し、一方、沈降先に存在する密度の低い溶融スティールは上側

へ浮き上がり分離され、さらに、沈降した溶融燃料の上側に存在していた固体燃料粒子が落

下する現象であり、溶融層の形成とその後に生じる溶融層の自然対流（(7)項参照）に大き

く影響する。(7)項で述べるとおり、溶融層の自然対流への影響は、残留炉心物質から周辺

への熱移行や燃料再溶融（(4)項参照）への影響であることから、本物理現象は、評価指標

（損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度）への影響が大きい。 

 

（7）溶融層の自然対流 

本物理現象は、残留炉心物質の混合層において燃料が崩壊熱により溶融すると、物質再分

布（（6）項参照）を経て、溶融燃料及び溶融スティールの層が形成することによって、自然

対流による熱移行が発生する現象である。溶融燃料層及び溶融スティール層で発達する自然

対流熱伝達によって、残留炉心物質から周辺への熱移行量が増大するとともに、残留炉心物

質の熱収支が変化することによって燃料溶融量にも大きく影響する。したがって、本物理現

象は、評価指標（損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度）に大きく影響する。 

 

（8）リフラックス冷却 

本物理現象は、冷却材が液膜となって上部炉心構造の流路の壁面に沿って重力によって鉛

直下方向へ流れ、下部で加熱されて蒸気となって流路中央部を上向きに流れることで、流路

下部から上部へ熱を伝える現象である。液膜と蒸気が対向して流れ、蒸気の上向き流れによ

って液膜の下方向への流れが止められる状態が除熱量の限界となる。本物理現象により残留

炉心物質から上方向への効果的な熱移行が期待できるとともに、残留炉心物質の熱収支が変

化することによって燃料溶融量にも大きく影響する。したがって、本物理現象は、評価指標

（損傷炉心物質温度、冷却材温度及び原子炉容器温度）に大きく影響する。 

 

（9）炉心周辺の冷却材流れによる熱輸送 

本物理現象は、ギャップ浸入燃料及び残留炉心燃料からの発熱を除去する冷却材流れに係

る現象であり、損傷した炉心部上下における閉塞（炉心部への冷却材流入不可）、炉心部周
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囲の反射体・遮へい集合体内における冷却材の強制対流挙動及びラッパ管間ギャップにおけ

る冷却材の自然対流挙動が含まれる。本物理現象は、評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却

材温度）に大きく影響する。 

 

（10）デブリベッドの発熱 

粒子状のデブリベッドでは、燃料単独又は燃料とスティ－ルの混合ベッドが冷却材に浸さ

れている。本物理現象は、原子炉容器底部及び炉心支持台上面に堆積したデブリベッド内の

燃料が崩壊熱により内部発熱する現象である。デブリベッドの発熱は、デブリベッドの冷却

性に大きく影響するものであり、本物理現象は、原子炉容器底部に堆積したデブリベッドで

は評価指標（損傷炉心物質温度及び原子炉容器温度）、炉心支持台上面に堆積したデブリベ

ッドでは評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）への影響が大きい。 

 

（11）デブリベッド内の熱伝導 

本物理現象は、原子炉容器底部及び炉心支持台上面に堆積した冷却材に浸されている燃料

単独又は燃料とスティ－ルの混合ベッド内で熱伝導により熱が伝わる現象であり、デブリベ

ッドの昇温挙動や温度分布に影響する。デブリベッドの温度分布や昇温挙動は、デブリベッ

ド内冷却材の自然対流（(12)項参照）やデブリベッドから周辺への熱移行に大きく影響する。

したがって、本物理現象は、原子炉容器底部に堆積したデブリベッドでは評価指標（損傷炉

心物質温度及び原子炉容器温度）、炉心支持台上面に堆積したデブリベッドでは評価指標（損

傷炉心物質温度及び冷却材温度）への影響が大きい。 

 

（12）デブリベッド内冷却材の自然対流 

本物理現象は、原子炉容器底部及び炉心支持台上面に堆積したデブリベッド内の温度差に

起因して冷却材の自然対流が生じるという現象である。デブリベッドの冷却に有効なメカニ

ズムであることから、本物理現象は、原子炉容器底部に堆積したデブリベッドでは評価指標

（損傷炉心物質温度及び原子炉容器温度）、炉心支持台上面に堆積したデブリベッドでは評

価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）に大きく影響する。 

 

（13）デブリベッド内沸騰領域での活発な対流熱輸送 

本物理現象は、原子炉容器底部及び炉心支持台上面に堆積したデブリベッドが沸騰すると

蒸気の流れによってデブリベッドからの除熱が促進されるとともに、毛管力によりデブリベ

ッド内に液体ナトリウムが浸入し、活発な対流熱輸送が発生するという現象である。本物理

現象は、デブリベッドの冷却に有効なメカニズムであるが、「常陽」の ULOF 及び UTOP では

いずれの場所のデブリベッドも未沸騰状態を維持することから、評価指標（損傷炉心物質温

度、冷却材温度及び原子炉容器温度）への影響は小さい。 

 

（14）下部プレナムの冷却材流れによる熱輸送 

本物理現象は、原子炉容器底部に堆積したデブリベッドからの発熱を除去する冷却材流れ

に係る現象である。本物理現象は、下部プレナムの冷却材温度（デブリベッド周辺の冷却材
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温度）に影響するが、その条件は境界条件として与えられる。したがって、本物理現象の評

価指標（損傷炉心物質温度及び原子炉容器温度）への影響は中程度である。 

 

（15）堆積デブリの発熱 

材料照射ラック底部に堆積した炉心物質（以下「堆積デブリ」という。）は、粒子状のデ

ブリベッドを形成するが、狭い空間内の堆積であることから、冷却性評価においては炉心物

質を空隙のある固体円筒と見なすことができる。本物理現象は、堆積デブリ内の燃料が崩壊

熱により内部発熱する現象である。堆積デブリの発熱は、堆積デブリの冷却性に大きく影響

するものであり、本物理現象は、評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）への影響が

大きい。 

 

（16）堆積デブリから周辺への伝熱 

本物理現象は、材料照射ラック底部に堆積した炉心物質（固体燃料粒子、固体スティール

粒子及び冷却材が混合した堆積デブリ）内で鉛直方向の熱伝導により熱が伝わる現象である。

また、堆積デブリから径方向周辺への熱伝導も含まれる。堆積デブリの昇温挙動に大きく影

響することから、本物理現象は、評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）への影響が

大きい。 

 

（17）上部プレナムの冷却材流れによる熱輸送 

本物理現象は、炉心支持台上面に堆積したデブリベッド及び材料照射ラック底部に堆積し

た炉心物質からの発熱を除去する冷却材流れに係る現象である。本物理現象は、上部プレナ

ムの冷却材温度（デブリベッド及び堆積デブリ周辺の冷却材温度）に影響するが、その条件

は境界条件として与えられる。本物理現象の評価指標（損傷炉心物質温度及び冷却材温度）

への影響は中程度である。 

 

（18）ヒートシンクへの熱輸送 

再配置された炉心物質は局所的な冷却が可能であっても、プラント全体を含めての崩壊熱

除去に失敗することが考えられる。本物理現象は、燃料の崩壊熱が長期的に除去され、最終

的なヒートシンクである２次主冷却系の空気冷却器から大気に放散されるまでの熱輸送（空

気との熱交換を含むナトリウムの循環）を指す。本物理現象は、評価指標（冷却材温度及び

原子炉容器温度）に大きく影響する。 

 

(19)プラント冷却系の動特性 

炉心の著しい損傷により、炉心冷却材流路が閉塞され炉心の圧力損失が増加する。このと

き、炉心通過流量の低下に加え、低速運転中（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）の

１次主冷却系流量の低下と、自然循環状態にある２次主冷却系を介した最終的なヒートシン

クへの熱輸送に支障が生じる可能性がある。本物理現象は、１次主冷却系流量及び原子炉容

器入口温度の動特性を通じて原子炉容器内の熱流動挙動に影響を及ぼし、評価指標（冷却材

温度及び原子炉容器温度）に大きく影響する。 
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2.2.1.5 格納容器応答過程 

2.2.1.5.1 事象の推移と評価指標 

ULOF における格納容器応答過程では、先行する機械的応答過程の解析において、不確かさの

影響を考慮してもナトリウムの格納容器（床上）への噴出は起こらないと評価されたが、ここで

は、格納容器の健全性等を確認するために、あえて格納容器（床上）への噴出が起こるものと仮

想して評価する。 

第 2.2.1.8図に格納容器応答過程(ULOF)の事象推移と物理現象を示す。噴出したナトリウムと

雰囲気中の酸素や水蒸気との反応（スプレイ燃焼）に始まり、その燃え残ったナトリウムが床面

に落下・堆積して生じるプール燃焼へと進展する。加えて、格納容器（床上）の床面にはライナ

が敷設されていないため、落下したナトリウムと構造コンクリートが接触することとなり、ナト

リウム－コンクリート反応も同時に発生する。これらの燃焼や反応は、全て発熱反応であるため、

格納容器（床上）の雰囲気圧力や各部の温度を上昇させる。さらに、ナトリウム－コンクリート

反応では、可燃性ガスである水素を生成するとともに、接触したコンクリートを侵食する。 

第 2.2 表に挙げた評価項目（3）の①格納容器の健全性及び②放射性物質の総放出量に対応す

る格納容器内圧力、格納容器鋼壁温度、水素濃度及びエアロゾル濃度を評価指標とする。 

 

2.2.1.5.2 物理現象の抽出 

第 2.2.1.8図に示した事象進展と物理現象に抽出された物理現象のうち「常陽」の格納容器破

損防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出する。 

 

（1）液滴径分布 [スプレイ燃焼] 

ナトリウムの液滴径分布は、スプレイ燃焼において反応面表面積を支配する物理現象であ

り、評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に強い影響を及ぼす。また、反応

生成物であるエアロゾル発生量（エアロゾル濃度）にも強く影響を及ぼす。 

 

（2）燃焼(含水分との反応) [スプレイ燃焼] 

格納容器の雰囲気中におけるナトリウムと酸素及び水蒸気との反応は、評価指標である格

納容器内圧力、格納容器鋼壁温度及びエアロゾル濃度に強い影響を与える。なお、スプレイ

燃焼が支配的となる燃焼初期においては、コンクリートからの水分放出が少ないため、評価

指標である水素濃度への影響は小さいものと考えられる。 

 

（3）反応熱移行 [スプレイ燃焼] 

反応熱移行では、燃焼により発生した熱の雰囲気及び液滴への熱輸送割合を支配するため、

評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に強い影響を与える。 

 

（4）プール広がり面積 [プール燃焼] 

プール広がり面積は、プール燃焼における反応面積・反応領域を決定するため、評価指標

であるエアロゾル濃度に影響を及ぼす。また、プール領域下部の構造材（コンクリート）温
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度にも影響を及ぼす。なお、プール燃焼は、スプレイ燃焼に比べると穏やかであり、評価指

標である格納容器内圧力に及ぼす影響はそれほど大きくない。 

 

（5）燃焼（含水分との反応） [プール燃焼] 

ナトリウムプールと酸素及び水蒸気との反応は、評価指標である格納容器内圧力、水素濃

度及びエアロゾル濃度に影響を与えるが、現象としては比較的緩やかであるといえる。ただ

し、プール燃焼直下にある構造材温度に対しては強い影響がある。 

 

（6）反応熱移行 [プール燃焼] 

反応熱移行では、燃焼により発生した熱の雰囲気及びプールへの熱輸送割合を支配する。

プールへ輸送された熱は、熱伝導によりコンクリートへ移行する。したがって、反応熱移行

は、構造材温度に強い影響を与える。 

 

（7）熱伝導 [雰囲気・構造物への熱移行] 

格納容器の鋼壁やコンクリート等の構造物内の熱伝導は、構造材温度の上昇に強い影響を

与える。また、結果としてコンクリートからの水蒸気放出に影響を及ぼすことで、評価指標

である水素濃度にも影響を与える。 

 

（8）対流熱移行 [雰囲気・構造物への熱移行] 

対流熱移行は、部屋（以下「セル」という。）間の圧力差及び温度差に伴う浮力差による

対流現象であり、セル全体及びセル間の熱輸送を支配する。このため、評価指標である格納

容器内圧力に強い影響を与える。また、格納容器への対流熱伝達により評価指標である格納

容器壁温度に影響を与える。同様にエネルギー輸送に伴うセル間の浮力差の要因となるため、

評価指標である水素濃度及びエアロゾル濃度に対しても影響を与える。 

 

（9）輻射熱移行 [雰囲気・構造物への熱移行] 

輻射熱移行は、燃焼面（熱源）から輻射により周辺壁、天井、床面に熱が移行される。し

たがって、評価指標である格納容器鋼壁温度に強い影響を与える。また、雰囲気にはエアロ

ゾルが存在するため、エアロゾルを介して周辺雰囲気ガスへも熱が輸送される。このため、

評価指標である格納容器内圧力にも影響を与える。 

 

（10）質量・運動量移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

セル間の質量・運動量移行は、圧力差及び温度差に伴う浮力差を駆動力としたセル間の運

動量輸送現象であり、運動量輸送の結果、評価指標である格納容器内圧力、格納容器鋼壁温

度、水素濃度及びエアロゾル濃度に対して強い影響を与える。 

 

（11）ガス成分濃度移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

ガス成分濃度移行では、酸素の消費に加え水蒸気及び水素の発生、移行が重要な現象とな

る。ナトリウム漏えい・燃焼によりコンクリートが昇温されることで水蒸気が放出する。水
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蒸気放出に伴い蒸発潜熱がコンクリートより奪われるが、コンクリート温度変化に対する影

響は比較的小さい。水蒸気は、ナトリウムと反応することで水素を発生するため、評価指標

である水素濃度に強い影響を与える。また、エアロゾルについても、酸素とナトリウムとの

反応に加え、水蒸気との反応で水酸化物のエアロゾルが生成されるため、評価指標であるエ

アロゾル濃度にも影響を及ぼす。 

ナトリウムと水蒸気との反応により生成される水素は、更に酸素と反応することで 2次的

な温度上昇、圧力上昇を伴う可能性がある。したがって、水素濃度変化は、評価指標である

格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に対しても影響を及ぼす。 

 

（12）エアロゾル移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

エアロゾル移行は、エアロゾルの凝集や沈着によるセル内部での滞留・堆積及び流動によ

るセル間の移行であり、評価指標であるエアロゾル濃度に強い影響を与える。また、エアロ

ゾルは、雰囲気中の水蒸気と反応するため、水蒸気濃度の変化に伴い水素濃度に影響を与え

る。 

 

（13）ナトリウム－コンクリート反応 [その他ナトリウム特有の物理現象] 

ナトリウム－コンクリート反応は、漏えいナトリウムがコンクリートと接触することによ

り発生する。この際、コンクリートを侵食しながら水素を発生する。したがって、評価指標

である水素濃度に対して強く影響を与える。また、コンクリート侵食量に対しても強く影響

を与える。 

 

（14）ナトリウムの凝縮・蒸発 [その他ナトリウム特有の物理現象] 

ナトリウムの凝縮・蒸発は、評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に影響

を与えるものの、スプレイ燃焼と比較するとその効果は相対的に小さい。 

 

2.2.2 除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

本事象グループでは、2.1.3 項で述べたとおり、「２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信

号発信失敗の重畳事故（ULOHS(ⅰ)）」、「２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作

失敗の重畳事故（ULOHS(ⅱ)）」及び「２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故（ULOHS(ⅲ)）」の 3つの評価事故シーケンスが選定された。 

以下では、２次主循環ポンプトリップ時に原子炉停止に失敗する 2 つの評価事故シーケンス

（ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)）を対象として物理現象を抽出する。なお、２次冷却材漏えい時に原

子炉停止に失敗（原子炉トリップ信号の発信失敗）する評価事故シーケンス ULOHS(ⅲ)は、異常

事象が 1 ループでの２次冷却材漏えいであり、もう一方の健全ループの崩壊熱除去運転となる

が、原子炉トリップ信号の発信及び各機器がトリップするタイミングの違いを除けば、発生する

物理現象は、ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)の格納容器破損防止措置と同じであるため、説明は省略す

る。 

 

2.2.2.1 事象の推移と評価指標 

[2177]



 

53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.2-51 

 

第 2.2.2.1図に評価事故シーケンス ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、1ループにて何らかの原因で２次主循環

ポンプがトリップして、２次冷却材流量が減少した後、原子炉トリップ信号「２次冷却材流量低」

の発信に失敗し、さらに、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温度高」の発信に失敗す

る事象を想定する。この場合、２次冷却材流量の減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、

炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。一方で、炉心の昇温による反応度フ

ィードバックによって原子炉出力は低下し、１次冷却材温度は定格運転時よりも上昇するが、１

次主冷却系の強制循環と２次主冷却系の自然循環が継続しており、１次冷却材温度の上昇は抑え

られ、高温で安定に静定する状態が保たれる。 

評価項目（1）（第 2.2表を参照）の具体的な評価項目として、2.1節の冒頭に記載した評価項

目（第 2.1 表を参照）のうち、①燃料最高温度、②被覆管最高温度（肉厚中心）、③冷却材最高

温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、燃料温度、被覆管温度、炉心冷却材温度及

び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.2.2.2 物理現象の抽出 

「常陽」の格納容器破損防止措置の有効性評価において考慮すべき物理現象を抽出した。以下

にその内容を示す。また、第 2.2.2.1図に事象推移に併せて抽出した物理現象を示す。なお、格

納容器破損防止措置の有効性評価における物理現象が、2.1.3項に記載した炉心損傷防止措置の

有効性評価での物理現象と同じ場合は、説明を省略する。 

 

（1）炉心 

２次主循環ポンプトリップにより２次冷却材流量が減少した後、原子炉トリップ信号「２

次冷却材流量低」の発信に失敗し、さらに、代替原子炉トリップ信号「原子炉出口冷却材温

度高」の発信に失敗して制御棒（主炉停止系）及び後備炉停止制御棒の挿入に失敗する事象

を想定しており、事象発生から事象収束までの核分裂出力（核動特性）が主要な熱源である。

２次主循環ポンプのトリップにより除熱能力が低下し、１次主冷却系のコールドレグの温度

が上昇、さらには炉心支持板の温度が上昇し、負の反応度フィードバック効果（反応度フィ

ードバック）の影響を受ける。 

核分裂又は崩壊熱により燃料要素内で発生した熱は、燃料要素内の熱伝導及び熱伝達によ

り炉心冷却材へと放出される。燃料要素内温度変化に影響する燃料ペレット熱伝導、ギャッ

プ熱伝達、被覆管熱伝導及び被覆管表面熱伝達により、事象推移に従い、燃料温度、被覆管

温度及び炉心冷却材温度が過渡的に変化する（燃料要素過渡伝熱）。本事象では、制御棒（主

炉停止系）及び後備炉停止制御棒の挿入に失敗し、原子炉が停止しないことから、崩壊熱の

影響は小さい。 

また、１次主循環ポンプの主電動機がトリップせず、１次主冷却系は強制循環による冷却

が継続されるため、冷却材流量が低下した際に重要となる浮力の効果による集合体内の高温

領域及び炉心内高温集合体により多くのナトリウムが配分される現象（炉心流量再配分）、

及び燃料集合体間の熱移行（炉心径方向熱移行）の影響は小さい。 
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（2）原子炉容器 

本事象では、原子炉及び１次主循環ポンプの主電動機が停止しないため、炉心で加熱され

た高温ナトリウムが高流量で流入する状態が継続し、炉上部プレナム内は、おおむね一様な

温度となる（冷却材熱流動）。 

 

（3）１次主冷却系 

１次主循環ポンプがトリップしないため、１次主冷却系は強制循環による冷却が継続され

る（冷却材熱流動（強制循環））。一方、２次主冷却系は２次主循環ポンプがトリップし、強

制循環から自然循環に移行するため、主中間熱交換器内の伝熱管を介した１次及び２次主冷

却系冷却材の熱交換（主中間熱交換器熱交換）が原子炉冷却材バウンダリ温度変化に影響す

る。 

 

（4）２次主冷却系 

２次主冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.3項に記載した炉心損傷防止措置

の有効性評価と同じである。 

 

（5）１次補助冷却系 

１次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.3項に記載した炉心損傷防止措

置の有効性評価と同じである。 

 

（6）２次補助冷却系 

２次補助冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.3項に記載した炉心損傷防止措

置の有効性評価と同じである。 

 

2.2.3 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL（格納容器応答過程除く。）） 

本事象グループでは、2.1.4項で述べたとおり、「１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）

破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（LORL(ⅰ)）」、「１次冷却材漏えい（１次主冷

却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故（LORL(ⅱ)）」及び「１次

冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損の重畳

事故（LORL(ⅲ)）」の 3 つの評価事故シーケンスが選定された。以下では、１次冷却材漏えいに

係る 2つの評価事故シーケンス（LORL(ⅰ)及び LORL(ⅱ)）の物理現象を抽出する。なお、１次補

助冷却系配管（内管及び外管）が破損する評価事故シーケンス LORL(ⅲ)では、冷却材漏えい時は

安全容器内配管（内管）破損を異常事象とした LORL（ⅰ）と同じとなり、終状態は２次冷却材漏

えいを異常事象とした PLOHS（ⅱ）と同じ（主冷却系 1 ループの自然循環）となる。すなわち、

考慮すべき物理現象は、LORL(ⅰ)と PLOHS(ⅱ)の炉心損傷防止措置に包絡されるため、説明は省

略する。 

なお、LORL の格納容器応答過程については、事象進展と物理現象が類似する PLOHS と合わせ

て 2.2.5項にまとめて記述する。 
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2.2.3.1 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の

重畳事故（LORL(ⅰ)） 

2.2.3.1.1 事象の推移と評価指標 

第 2.2.3.1図に評価事故シーケンス LORL(ⅰ)の推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機

能を有する１次主冷却系の配管（内管）が破損し、冷却材が漏えいする。原子炉トリップ信号「炉

内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系（スクラム）が動作し、制御棒（主炉停止系）

が挿入されて原子炉が自動停止する。その後、リークジャケット又は配管（外側）により漏えい

量が抑制された状態での崩壊熱除去中に、リークジャケット又は配管（外側）が破損し、１次冷

却材が二重壁外に漏えいする事象として考える。 

本評価事故シーケンスでは、炉心損傷防止措置（補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷

却）が機能しないことを仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却

材や損傷炉心物質が流出したものとして、安全容器で流出した冷却材及び損傷炉心物質を保持し、

コンクリート遮へい体冷却系により、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャ

ップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した損傷炉心物質を冷却する措置を講じることで

格納容器の破損を防止する。 

格納容器破損防止措置の評価項目（4）の原子炉容器外への損傷炉心物質の流出に係る具体的

な評価項目（第 2.2表を参照）として、「①安全容器内に流出した損傷炉心物質等を安定に保持・

冷却できること。」及び「②安全容器バウンダリの健全性が維持できること。」に対応した、損傷

炉心物質温度及び安全容器バウンダリの健全性を評価指標とする。 

 

2.2.3.1.2. 物理現象の抽出 

第 2.2.3.1図に示した事象推移と物理現象のうち、格納容器破損防止措置の有効性評価におい

て考慮すべき物理現象を抽出する。なお、本評価事故シーケンスでは、原子炉容器内の冷却機能

がないと仮定するため、1次及び２次主冷却系並びに 1次及び２次補助冷却系については評価対

象外となる。 

 

（1）炉心 

炉心の著しい損傷に至ることを想定し、原子炉容器外に冷却材及び損傷炉心物質が流出す

るため、評価対象外となる。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉容器底部に移行した損傷炉心物質が原子炉容器底部において、長期間高温に維持さ

れ、クリープ破損によって原子炉容器底部が破損し、損傷炉心物質が原子炉容器外に流出す

る。なお、損傷炉心物質の流出後は、損傷炉心物質からの熱が原子炉容器下部に存在する冷

却材を介して、原子炉容器外に移行する。 

 

（3）安全容器 

原子炉容器外に流出した冷却材（冷却材の安全容器内保持）や損傷炉心物質は、安全容器
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にて保持・冷却される。崩壊熱により損傷炉心物質内で発生した熱は、損傷炉心物質内、周

辺ナトリウム、窒素ガス及び周辺構造物の熱伝導及び熱伝達並びに構造物間の輻射伝熱によ

り安全容器外側のコンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスへと放出される（安全容器内熱移

行）。熱移行量により安全容器の温度は変化するため、評価指標である損傷炉心物質温度及

び安全容器バウンダリの健全性に与える影響は大きい。 

 

（4）コンクリート遮へい体冷却系 

事故発生前から常時運転のコンクリート遮へい体冷却系の運転を継続し、安全容器外面及

びペデスタル部は窒素ガスの通気により冷却される（窒素ガス熱流動（強制循環））。本事象

では、主な除熱源となるため、評価指標である損傷炉心物質温度及び安全容器バウンダリの

健全性に与える影響は大きい。 

 

2.2.3.2 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破

損の重畳事故（LORL(ⅱ)） 

2.2.3.2.1 事象の推移 

第 2.2.3.2図に評価事故シーケンス LORL(ⅱ)の事象推移と物理現象を示す。 

本評価事故シーケンスでは、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ

機能を有する安全容器外の１次主冷却系配管（内側）が破損し、冷却材が漏えいする。原子炉ト

リップ信号「炉内ナトリウム液面低」の発信によって原子炉保護系（スクラム）が動作し、制御

棒（主炉停止系）が挿入されて原子炉が自動停止する。その後、配管（外管）により漏えい量が

抑制された状態での崩壊熱除去中に、配管（外管）が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいす

る事象として考える。 

本評価事故シーケンスでは、炉心損傷防止措置（補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷

却）が機能しないことを仮定した場合、炉心の著しい損傷及び格納容器破損に至る可能性がある。 

これを防止するために、冷却材漏えいによる液位低下に伴う主冷却系の循環機能喪失時に原子

炉容器とリークジャケットとの間にコンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスを通気し、原子炉容

器外面から炉心を冷却することで原子炉自動停止後の崩壊熱を除去する。 

評価項目（1）（第 2.2表を参照）に係る具体的な評価項目として、2.1節の炉心損傷防止措置

の有効性評価において設定した評価項目（第 2.1表を参照）のうち、②被覆管最高温度（肉厚中

心）、③冷却材最高温度及び⑤原子炉冷却材バウンダリ温度に対応した、被覆管温度、炉心冷却

材温度及び原子炉冷却材バウンダリ温度を評価指標とする。 

 

2.2.3.2.2 物理現象の抽出 

本評価事故シーケンスでは、主冷却系循環機能喪失前後で、出現する物理現象が大きく異なる

ため、「（a）事象発生から主冷却系流路の途絶まで」と、「（b）主冷却系流路の途絶以降の冷却過

程」の区間に分割して物理現象を抽出する。なお、本評価事故シーケンスでは、補助冷却設備の

運転による原子炉容器内の冷却機能がないと仮定するため、1次及び２次補助冷却系については

評価対象外となる。また、格納容器破損防止措置の有効性評価における物理現象が、2.1.4項に

記載した炉心損傷防止措置の有効性評価での物理現象と同じになる場合は、説明を省略する。 
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（a）事象発生から主冷却系流路の途絶まで 

（1）炉心 

炉心の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.4項に記載した炉心損傷防止措置の有効性

評価と同じである。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉容器内で生じる解析を実施する上で必要な物理現象は、2.1.4 項に記載した炉心損

傷防止措置の有効性評価と同じである。一方、主冷却系の循環機能喪失前に原子炉容器とリ

ークジャケットとの間にコンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスの通気を開始し、窒素ガス

により原子炉容器外面が冷却される（窒素ガス熱流動（強制循環））。また、原子炉容器とリ

ークジャケットとの間は窒素ガス空間となるため、原子炉容器外面からリークジャケット内

面へ輻射により熱が移行する（輻射伝熱（原子炉容器-リークジャケット間））。主冷却系の

循環機能が喪失するまでは、主冷却系による除熱の割合が大きいため、これらが評価指標に

与える影響は小さい。 

 

（3）１次主冷却系 

１次主冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.4項に記載した炉心損傷防止措置

の有効性評価と同じである。 

 

（4）２次主冷却系 

２次主冷却系の事象推移と考慮すべき物理現象は、2.1.4項に記載した炉心損傷防止措置

の有効性評価と同じである。 

 

（b）主冷却系流路の途絶以降の冷却過程 

（1）炉心 

主冷却系流路の途絶前の考慮すべき物理現象に加え、冷却材漏えいの継続により主冷却系

流路が途絶しているため、主冷却系からの冷却材の供給はなく、炉心での昇温と原子炉容器

外面での冷却による冷却材の温度差から、浮力の効果により、原子炉容器内での自然循環が

生じる（冷却材熱流動（自然循環））。これらの物理現象は、評価指標である炉心冷却材温度

及び原子炉冷却材バウンダリ温度への影響は大きい。 

 

（2）原子炉容器 

原子炉容器とリークジャケットとの間に、コンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスを通気

して、原子炉容器外面を冷却する（窒素ガス熱流動（強制循環））。原子炉容器とリークジャ

ケットとの間の窒素ガス空間では、原子炉容器外面とリークジャケット内面との間に輻射に

よる熱伝達がある（輻射伝熱）。原子炉容器主冷却系の循環機能が喪失した後は、主冷却系

による除熱がないため、これらの物理現象が評価指標である炉心冷却材温度及び原子炉冷却

材バウンダリ温度に与える影響は大きい。 
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（3）１次主冷却系 

主冷却系の循環機能が喪失し、熱が輸送されないため、評価指標に影響を与えない。 

 

（4）２次主冷却系 

主冷却系の循環機能が喪失し、熱が輸送されないため、評価指標に影響を与えない。 

 

2.2.4 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS（格納容器応答過程除く。）） 

本事象グループでは、「外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅰ)）」及び「２

次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故（PLOHS(ⅱ)）」の 2つの評価事故シーケンスが

選定された。なお、外部電源喪失時に１次主循環ポンプのポニーモータ 2台の起動及び補助冷却

設備の起動に失敗する評価事故シーケンス PLOHS(ⅰ)は、２次冷却材漏えいを異常事象とした

PLOHS(ⅱ)の炉心損傷防止措置と同じ（主冷却系 1 ループでの自然循環）であり、考慮すべき物

理現象も同じであるため、説明は省略する。 

なお、PLOHS の格納容器応答過程については、事象進展と物理現象が類似する LORL と合わせ

て 2.2.5項にまとめる。 

 

2.2.5 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL）及び交流動力電源が存在

し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失（PLOHS）の格納容器

応答過程 

LORL 及び PLOHS の格納容器破損防止措置の有効性評価にあっては、事象の進展が複雑となる

ため、事故シーケンス全体をいくつかの過程に分けて解析を行っている。また、各過程の事象推

移を踏まえて設定した評価項目に対応した評価指標に対して影響すると考えられる物理現象を

抽出するため、同様の事象推移を対象とする LORL 及び PLOHS の格納容器応答過程は本項で合わ

せて記載する。 

 

2.2.5.1 原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 

2.2.5.1.1 事象の推移と評価指標 

本事象グループでは、安全容器内配管（内管及び外管）が破損する、１次主冷却系配管（内管

及び外管）が破損する、又は１次補助冷却系配管（内管及び外管）が破損するという 3つの評価

事故シーケンスが選定された。 

格納容器（床下）へ液体ナトリウムが流出・漏えいするのは、「１次冷却材漏えい（１次主冷

却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重畳事故（LORL(ⅱ)）」及び「１次

冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損の重畳

事故（LORL(ⅲ)）」である。このうち、以下では、漏えい量が相対的に多くなる LORL(ⅱ)を代表

として物理現象を抽出する。 

第 2.2.5.1図に格納容器応答過程(LORL(ⅱ))の事象推移と物理現象を示す。 

LORL(ⅱ)における格納容器応答過程は、液体ナトリウムが窒素雰囲気の格納容器（床下）へ流
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出・漏えいすることから始まる。 

格納容器（床下）に漏えいした液体ナトリウムは、格納容器（床下）の床部にプール状に溜り、

雰囲気中の酸素及び水蒸気と反応し、ナトリウム化合物エアロゾル等を発生する。同エアロゾル

は、雰囲気中を浮遊し、一部は沈降・沈着しつつ、隣接室へ移行する。主に漏えいナトリウムが

熱源となり、対流、輻射や熱伝導により周辺の構造材や雰囲気へ伝熱し、格納容器（床下）の他

室へ、さらには格納容器（床上）へと伝熱していくが、ナトリウムの大部分は漏えいした部屋に

留まるため、後述する PLOHS(ⅱ)と比べるとその影響は局所的となる。 

評価項目（6）（第 2.2 表を参照）の①格納容器の健全性及び②放射性物質の総放出量に対応す

る格納容器内圧力、格納容器鋼壁温度、水素濃度及びエアロゾル濃度を評価指標とする。 

 

2.2.5.1.2 物理現象の抽出 

格納容器応答過程における LORL(ⅱ)及び PLOHS(ⅱ)の違いは、LORL(ⅱ)では漏えいナトリウム

が液体（液相）だけであるのに対して、PLOHS(ⅱ)ではナトリウム蒸気（気相）及び液体ナトリ

ウム（ナトリウム蒸気が凝縮）の両相となることである。このため、PLOHS(ⅱ)ではナトリウム

蒸気に係る現象（ナトリウム蒸気の移動・凝縮及び雰囲気中の化学反応）が加わることを除くと、

LORL(ⅱ)と同様の現象及び事象推移となる。その結果、LORL(ⅱ)の物理現象及び評価指標は

PLOHS(ⅱ)に含まれるため、後述する PLOHS(ⅱ)に含めて物理現象の抽出を行う。 

 

2.2.5.2 交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失

（PLOHS） 

2.2.5.2.1 事象の推移と評価指標 

第 2.2.5.2図に格納容器応答過程(PLOHS(ⅱ))の事象推移と物理現象を示す。 

PLOHS(ⅱ)における格納容器応答過程は、原子炉冷却材温度及び１次アルゴンガス温度が上昇

することにより、１次アルゴンガス系の圧力が上昇し、１次アルゴンガス系に設置した安全板の

開放によりナトリウム蒸気が窒素雰囲気の格納容器（床下）へ流出することから始まる。なお、

漏えいナトリウムの熱的影響を緩和するために、安全板が設置される部屋には断熱材及びヒート

シンク材が敷設される。 

格納容器（床下）に流出したナトリウム蒸気は、雰囲気中の酸素及び水蒸気と反応するととも

に、残りは凝縮して格納容器（床下）の底部にプール状に溜るか、又は蒸気やミストの状態で隣

接室へ移行する。さらに、移行先において、同様に微量の酸素や水蒸気と反応しつつ、同室の床

部にプール状に溜る。これらが熱源となり、対流、輻射や熱伝導により周辺の構造材や雰囲気へ

伝熱し、格納容器（床下）の他室へ、さらには格納容器（床上）へと伝熱していく。なお、格納

容器（床上）と格納容器（床下）の間には微量の通気があるため、熱だけでなく物質（ガスやエ

アロゾル等）も移行する。 

第 2.2 表に挙げた評価項目（6）①格納容器の健全性及び②放射性物質の総放出量に対応する

格納容器内圧力、格納容器鋼壁温度、水素濃度及びエアロゾル濃度を評価指標とする。 

 

2.2.5.2.2 物理現象の抽出 

LORL(ⅱ)の物理現象及び評価指標は、PLOHS(ⅱ)に含まれるため、以降では、PLOHS(ⅱ)と
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LORL(ⅱ)を一括して説明する。 

 

（1）液滴径分布 [スプレイ燃焼] 

ナトリウムの液滴径分布は、スプレイ燃焼において反応面表面積を支配する物理現象であ

り、評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に強い影響を及ぼす。また、反応

生成物であるエアロゾル発生量（エアロゾル濃度）にも強く影響を及ぼす。しかし、PLOHS(ⅱ)

におけるナトリウムの流出は、窒素雰囲気で発生するため、ULOF（空気雰囲気で発生）と比

較するとその影響は相対的に小さくなる。なお、LORL(ⅱ)では、スプレイ燃焼（雰囲気中の

ナトリウム蒸気の反応を含む。）が生じないため対象外とする（以下の(2)及び(3)も同様）。 

 

（2）燃焼(含水分との反応) [スプレイ燃焼] 

格納容器の雰囲気中におけるナトリウムと酸素及び水蒸気との反応は、評価指標である格

納容器内圧力、格納容器鋼壁温度及びエアロゾル濃度に強い影響を与えるが、上記(1)と同

様に、窒素雰囲気で発生する PLOHS(ⅱ)においてはその影響は相対的に小さくなる。 

 

（3）反応熱移行 [スプレイ燃焼] 

反応熱移行では、燃焼により発生した熱の雰囲気及び液滴への熱輸送割合を支配するため、

評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に強い影響を与えるが、上記(1)及び

(2)と同様に、PLOHS(ⅱ)ではその影響は相対的に小さくなる。 

 

（4）プール広がり面積 [プール燃焼] 

プール広がり面積は、プール燃焼における反応面積・反応領域を決定するため、評価指標

であるエアロゾル濃度に影響を及ぼす。また、プール領域下部の構造材（コンクリートやラ

イナ）にも影響を及ぼす。ただし、プール燃焼は、スプレイ燃焼に比べると穏やかであり、

評価指標である格納容器内圧力の上昇に及ぼす影響はそれほど大きくない。 

 

（5）燃焼（含水分との反応） [プール燃焼] 

ナトリウムプールと酸素及び水蒸気との反応は、評価指標である格納容器内圧力、水素濃

度及びエアロゾル濃度に影響を与えるが、現象としては比較的緩やかであるといえる。ただ

し、プール燃焼直下にある構造材温度に対しては強い影響がある。しかし、上述のスプレイ

燃焼と同様に、窒素雰囲気で発生する PLOHS(ⅱ)及び LORL(ⅱ)においてはその影響は相対的

に小さくなる。 

 

（6）反応熱移行 [プール燃焼] 

反応熱移行では、燃焼により発生した熱の雰囲気及びプールへの熱輸送割合を支配する。

プールへ輸送された熱は、熱伝導によりライナ及びコンクリートへ移行する。したがって、

反応熱移行では、構造材温度に強い影響を与えるが、窒素雰囲気で発生する PLOHS(ⅱ)及び

LORL(ⅱ)においてはその影響は相対的に小さくなる。 
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（7）熱伝導 [雰囲気・構造物への熱移行] 

格納容器の鋼壁やコンクリート等の構造物内の熱伝導は、構造材温度の上昇に強い影響を

与える。また、結果としてコンクリートからの水蒸気放出に影響を及ぼすことで、評価指標

である水素濃度にも影響を与える。 

 

（8）対流熱移行 [雰囲気・構造物への熱移行] 

対流熱移行は、セル間の圧力差及び温度差に伴う浮力差による対流現象であり、セル全体

及びセル間の熱輸送を支配する。このため、評価指標である格納容器内圧力に強い影響を与

える。また、格納容器への対流熱伝達により評価指標である格納容器鋼壁温度に影響を与え

る。同様にエネルギー輸送に伴うセル間の浮力差の要因となるため、評価指標である水素濃

度及びエアロゾル濃度に対しても影響を与える。 

 

（9）輻射熱移行 [雰囲気・構造物への熱移行] 

輻射熱移行は、燃焼面（熱源）から輻射により周辺壁、天井、床面に熱が移行される。し

たがって、構造材温度に強い影響を与える。また、雰囲気にはエアロゾルが存在するため、

エアロゾルを介して周辺雰囲気ガスへも熱が輸送される。このため、評価指標である格納容

器内圧力にも影響を与える。 

 

（10）質量・運動量移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

セル間の質量・運動量移行は、圧力差及び温度差に伴う浮力差を駆動力としたセル間の運

動量輸送現象であり、運動量輸送の結果、評価指標である格納容器内圧力、格納容器鋼壁温

度、水素濃度及びエアロゾル濃度に対して強い影響を与える。 

 

（11）ガス成分濃度移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

ガス成分濃度移行では、酸素の消費に加え水蒸気及び水素の発生、移行が重要な現象とな

る。ナトリウム漏えい・燃焼によりコンクリートが昇温されることで水蒸気が放出する。水

蒸気放出に伴い蒸発潜熱がコンクリートより奪われるが、コンクリート温度変化に対する影

響は比較的小さい。水蒸気はナトリウムと反応することで水素を発生するため、評価指標で

ある水素濃度に強い影響を与える。また、エアロゾルについても、酸素とナトリウムとの反

応に加え、水蒸気との反応で水酸化物のエアロゾルが生成されるため、評価指標であるエア

ロゾル濃度にも影響を及ぼす。 

ナトリウムと水蒸気との反応により生成される水素は、更に酸素と反応することで 2次的

な温度上昇、圧力上昇を伴う可能性がある。したがって、水素濃度変化は、評価指標である

格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に対しても影響を及ぼす。 

 

（12）エアロゾル移行 [雰囲気・構造物へのガス・エアロゾル移行] 

エアロゾル移行は、エアロゾルの凝集や沈着によるセル内部での滞留・堆積及び流動によ

るセル間の移行であり、評価指標であるエアロゾル濃度に強い影響を与える。また、エアロ

ゾルは雰囲気中の水蒸気と反応するため、水蒸気濃度の変化に伴う水素濃度変化に対して影
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響を与える。 

 

（13）ナトリウム－コンクリート反応 [その他ナトリウム特有の物理現象] 

ナトリウム－コンクリート反応は、漏えいナトリウムがコンクリートと接触することによ

り発生する。ただし、格納容器（床下）では、ライナが敷設されており、漏えいナトリウム

がコンクリートと直接接触しないため対象外とする。 

 

（14）ナトリウムの凝縮・蒸発 [その他ナトリウム特有の物理現象] 

ナトリウムの凝縮・蒸発は、評価指標である格納容器内圧力及び格納容器鋼壁温度に影響

を与える。特に、ナトリウム蒸気が放出する PLOHS(ⅱ)では、凝縮が顕著に発生するため、

その影響が大きい。 
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第 2.2.1.1図 ULOF及び UTOPにおける事象の進展 

  

UTOP又はULOFの開始

起因過程

集合体

◆定常運転状態から
ラッパ管内で炉心燃
料が溶融するまでの
過程

遷移過程

全炉心

◆炉心溶融が全炉心規
模に進展する過程

◆溶融燃料が横方向へ
も移動可能

エネルギー放出
ありの場合 機械的エネルギー発生

機械的応答過程

エネルギー放出
ありの場合

再配置・冷却過程

◆原子炉容器底部や上部プ
レナムへ再配置された燃
料及び炉心残留燃料が冷
却材循環によって固化・
冷却される過程

格納容器応答過程

エネルギー放出
なしの場合
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第 2.2.1.2図 起因過程の事象進展チャート（ULOF） 

 

  

凡例
物理現象

(      ) 事象説明

破損形態に応じた事象進展

（起因事象：外部電源喪失
等）

燃料定常照射挙動

１次系冷却材流量減少挙動
（流量減少カーブ）

（原子炉停止機能喪失）

（炉心の冷却材流量減少）

原子炉出力及び
反応度フィードバック挙動

（出力/流量比の変化）

冷却材熱流動挙動

（冷却材の加熱と密度変化）

燃料要素の熱的挙動

燃料要素の機械的挙動

冷却材沸騰挙動

プレナムガスブローアウト

被覆管の溶融と移動挙動

燃料の破損挙動

FCI挙動

燃料の軸方向移動挙動

スティールの軸方向移動挙動

燃料スタブの移動挙動 燃料の破損挙動

FCI挙動

燃料の軸方向移動挙動

燃料-構造材熱伝達挙動

燃料及びスティールの固化挙動

遷移過程

冷却材未沸騰及び

一部のみ沸騰集合体

冷却材沸騰集合体

[2189]
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第 2.2.1.3図 起因過程の事象進展チャート（UTOP） 

  

凡例
物理現象

(      ) 事象説明

破損形態に応じた事象進展

（起因事象：
制御棒引抜き等）

燃料定常照射挙動

制御棒引抜き挙動

（正の反応度投入）

（原子炉停止機能喪失）

原子炉出力及び
反応度フィードバック挙動

局所的な出力分布の歪み

（出力/流量比の変化）

燃料要素の熱的挙動

冷却材熱流動挙動

（冷却材の加熱と密度変化）

燃料要素の機械的挙動

FCI挙動 プレナムガスブローアウト

燃料の軸方向移動挙動

スティールの軸方向移動挙動

燃料スタブの移動挙動

燃料-構造材熱伝達挙動

燃料及びスティールの固化挙動

遷移過程

燃料の破損挙動 冷却材沸騰挙動

燃料の破損挙動

燃料の軸方向移動挙動
被覆管の溶融と移動挙動

冷却材未沸騰集合体

冷却材沸騰集合体
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第 2.2.1.4図 遷移過程の事象進展チャート 

 

 
第 2.2.1.5図 機械的応答過程の事象進展チャート 

  

[2191]
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第 2.2.1.6図 ULOF（再配置・冷却過程）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る 

事象推移と物理現象（エネルギー放出が小さい場合）  

凡例

残留炉心物質の発熱

遷移過程

ギャップ浸入燃料の発熱

（下部プレナムへの

燃料流出）

（原子炉容器底部での

デブリベッド形成）

デブリベッドの発熱

デブリベッド内冷却材の

自然対流

デブリベッド内沸騰領域での

活発な対流熱輸送

下部プレナムの

冷却材流れによる熱輸送

（原子炉容器への

機械的負荷）

（安定冷却）

ヒートシンクへの熱輸送／プラント冷却系の動特性

物理現象

（ ） 事象説明

（原子炉容器への

熱的負荷）

（LGT破損）

溶融層の自然対流

燃料再溶融
上部及び下部炉心構造の

溶融と炉心物質への混入

物質再分布

残留炉心物質から

周辺への伝熱

リフラックス冷却

炉心周辺の冷却材流れによる熱輸送

デブリベッド内の熱伝導

[2192]
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第 2.2.1.7図 ULOF（再配置・冷却過程）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る 

事象推移と物理現象（大きなエネルギー放出を伴う場合） 

 

  

凡例

（炉心支持台上面での

デブリベッド形成）

機械的応答過程

（材料照射ラック底部での

デブリベッド形成）

デブリベッドの発熱

デブリベッド内冷却材の

自然対流
デブリベッド内沸騰領域での

活発な対流熱輸送

（安定冷却）

（上部プレナムへの

燃料流出）

堆積デブリの発熱

物理現象

（ ） 事象説明

ヒートシンクへの熱輸送／プラント冷却系の動特性

堆積デブリから

周辺への伝熱
デブリベッド内の熱伝導

上部プレナムの冷却材流れによる熱輸送

[2193]
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第 2.2.1.8図 ULOF（格納容器応答過程）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る 

事象推移と物理現象 

 

格納容器（床上）へのナトリウム噴出を仮定

ナトリウムのスプレイ燃焼

燃え残ったナトリウムの床面への落下・堆積

ナトリウムのプール燃焼

燃焼熱発生 移行       発生 移行

ナトリウムとコンクリートの反応

水素発生、      侵食

格納容器内圧力・各部温度の上昇

（機械的応答過程）

格納容器健全性評価

      発生 移行 燃焼熱発生 移行

放射性物質の放出量評価

[2194]
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第 2.2.2.1図 ULOHS(ⅰ)及び ULOHS(ⅱ)における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

1ループポンプトリップ

別ループもインターロックによ
りポンプトリップ

原子炉トリップ信号
「2次冷却材流量低」発信失敗

もしくは
原子炉保護系動作失敗

ポンプフローコーストダウン 主送風機トリップ

代替原子炉トリップ信号
「原子炉出口冷却材温度高」発信失敗

もしくは
後備炉停止系用論理回路動作失敗

核動特性 冷却材熱流動（自然循環）
主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

炉心径方向熱移行

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】

[2195]
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第 2.2.3.1図 LORL（ⅰ）（炉外事象（外管破損から））における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象 

  

コンクリート遮へい体冷却系 安全容器 炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

同ループ外管破損

炉内ナトリウム液面低低信号発信

補助冷却設備起動失敗

主冷却系流路の途絶

冷却材の安全容器内保持

炉心損傷

原子炉容器破損

冷却材及び損傷炉心物質の流出

崩壊熱

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】

[2196]
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第 2.2.3.2図 LORL（ⅱ）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象（1/2） 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

【定格出力運転】 【主電動機運転】 【電動機運転】
【主送風機運転、主冷却器出口温

度制御】
【電磁ポンプ停止】 【電磁ポンプ運転】

【送風機停止、補助冷却器出口温度
制御】

核分裂（核動特性）
冷却材熱流動（強制循環）

[主電動機運転]
冷却材熱流動（強制循環）

[電動機運転]

主冷却機除熱（強制通風）
[主送風機運転、主冷却器出口温

度制御]
冷却材熱流動

冷却材熱流動（強制循環）
[電磁ポンプ運転]

補助冷却機除熱（自然通風）
[補助冷却器出口温度制御（インレット

ベーン全閉）]

輻射伝熱(原子炉容器-リークジャケット
間)

主中間熱交換器熱交換 補助中間熱交換器熱交換

1ループ内管破損により
１次冷却材漏えい

ナトリウム漏えい流量

原子炉容器ナトリウム液位変化（液位低
下）

主中間熱交換器ナトリウム液位
変化（液位低下）

核動特性 主中間熱交換器熱交換

反応度フィードバック

燃料要素過渡伝熱

冷却材熱流動

原子炉トリップ信号
「炉内ナトリウム液面低」発信

原子炉保護系動作

制御棒(主炉停止系) 挿入 ポンプトリップ ポンプトリップ 主送風機トリップ

制御棒反応度効果

ポンプフローコーストダウン ポンプフローコーストダウン

ポニーモータ起動

崩壊熱
冷却材熱流動（強制循環）

[ポニーモータ運転]
冷却材熱流動（自然循環）

主冷却機除熱（自然通風）
[主冷却器出口温度制御]

炉心流量再配分

炉心径方向熱移行

炉上部プレナム温度成層化

同ループ外管破損

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】

[2197]
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第 2.2.3.2図 LORL（ⅱ）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係る事象推移と物理現象（2/2） 

 

  

炉心及び原子炉容器 1次主冷却系 1次補助冷却系

同ループ外管破損

炉内ナトリウム液面低低信号発信

補助冷却設備起動失敗 サイフォンブレーク

原子炉容器外面へ
窒素ガスの通気

窒素ガス熱流動(強制循環)

主冷却系流路の途絶

冷却材熱流動(自然循環)

2次主冷却系 2次補助冷却系

凡例

プラント初期状態

異常事象及び設計基準事故対処設備の機能喪失等

事象説明（機器動作等）

物理現象（［］内はプラント状態）

【 】
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第 2.2.5.1図 LORL(ⅱ)（格納容器応答過程）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係

る事象推移と物理現象 

 

 

 

 

第 2.2.5.2図 PLOHS(ⅱ)（格納容器応答過程）における格納容器破損防止措置の有効性評価に係

る事象推移と物理現象  

格納容器（床下）の配管からの液体ナトリウム
の漏えい

ナトリウムのプール燃焼

燃焼熱発生 移行 エアロゾル発生 移行

格納容器内圧力・各部温度の上昇

（炉内事象過程）

格納容器健全性評価

放射性物質の放出量評価

格納容器（床下）の安全板からのナトリウム
蒸気の流出 漏えい

雰囲気中でのナトリウム蒸気の反応

ナトリウムプールから周囲への伝熱

燃焼熱発生 移行       発生 移行

格納容器内圧力・各部温度の上昇

（炉内事象過程）

格納容器健全性評価

残ったナトリウム蒸気の

凝縮による床面への落下 堆積 他室への移行

放射性物質の放出量評価

[2199]



 

53条(1)-添付 4-追補Ⅶ.2-73 

 

3. 抽出された物理現象の確認 

3.1 「常陽」の階層構造分析と抽出された物理現象の対応確認 

2 章において、抽出した物理現象について、計算コードの適用性確認を行うため、米国 NRC の

RG1.203 及び日本原子力学会標準「統計的安全評価の実施基準:2008」で用いている EMDAP 

(Evaluation Model Development and Assessment Process)に示されるプラントシステムの階層構

造分析を参考に、有効性評価で解析対象とする「常陽」の物理領域を展開して階層化した。 

以下に、本資料における階層構造分析の考え方を示す。 

 

構成要素 内容 

システム 解析すべきシステムの全体 

サブシステム（物理領域） 解析に考慮しなければならない主要な構成要素 

モジュール（物理領域） サブシステムの中の機器 

成分 物質の化学形態 

相 固体、液体又は気体 

幾何学形態 移動時の幾何学的な形態（プール、液滴、気泡、液膜

等） 

場 流れにより輸送される物理量が幾何学形態ごとに形

成する場（質量、運動量、エネルギー、圧力等） 

輸送プロセス システム各部における構成相関の移動と相互作用を

決定するメカニズム 

 

3.2 炉心損傷防止措置の有効性評価に係る階層構造分析 

3.2.1 炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

第 3.2.1.1図に ULOF における階層構造分析結果を示す。 

構成要素については、有効性評価においてモデル化の必要な物理領域(サブシステム及びモジ

ュール)として、原子炉容器、炉心等を定めた。各物理領域に含まれる解析対象とする成分(物質)

については、同種の場の方程式(関連する物理量(質量、エネルギー、運動量)の輸送を解くため

の方程式)で表現できる相及び幾何学形態に着目して分類し、それらの間の質量、エネルギー及

び運動量(力)の輸送を輸送プロセスとした。ただし、更に細分化できる相又は幾何学形態であっ

ても同種の場の方程式で表現される場合には、まとめて取り扱うこととしており、このため、そ

れらの間の輸送プロセスは表現していない。 

第 3.2.1.1図に示すとおり、有効性評価において計算コードでのモデル化が考えられるプロセ

スを体系化し、抽出された物理現象がその範囲に含まれていることを確認した。 

 

3.2.2 過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

UTOPにおける階層構造分析結果は、第 3.2.1.1図に示した炉心損傷防止措置の ULOFと同様と

なる。第 3.2.1.1図に示すとおり、有効性評価において計算コードでのモデル化が考えられるプ

ロセスを体系化し、抽出された物理現象がその範囲に含まれていることを確認した。 

[2200]




